
文部科学省（特区）

省庁名 管理
コード

規制の特
例事項名 該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 各省庁からの回答に対する再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 各省庁からの回答に対する再々
検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プ
ロジェク
ト)の名

称

規制の特例事項の内容

文部科
学省 0830010

学校を設
置するＮ
ＰＯ法人
に対する
国有財産
の減額貸
付要件の
緩和

C

文部科学省は有権解釈する立場にはありませんが、
現在、私学助成を受けられる学校法人に限り減額貸
与等が認められていることに鑑みれば、減額貸与等
は憲法との関係もあり、困難と考えます。

提案の趣旨は、従来の学校と特区におい
て設置された学校とのイコールフッティ
ングを求めるものである。両学校は学校
教育法上同等のものであることから、特
区において設置された学校の児童生徒が
安心して学校に通えるようにするために
行政としてどのように支援するかと言う
ことは検討すべき課題である。そのため
どのような要件が必要かと言うことも含
めて、「イコールフッティングを実現す
るためにはどうすればいいか」という観
点から検討し回答されたい。

C

817特区は，学校法人に課されているような様々な規制を受けること
なく，株式会社又はＮＰＯ法人のまま学校を設置したいというニーズ
に対応したものです。「公の支配」に属せしめるために学校法人並
みの規制を課すことになれば，特区においてこのような特例を認め
た趣旨に反することになることから、減額貸与等は困難と考えます。

1309 13092020

ＮＰＯバ
イリンガ
ルろう教
育セン
ター龍の
子学園
（特定非
営利活動
法人バイ
リンガ
ル・バイ
カルチュ
ラルろう
教育セン
ター）

バイリン
ガルろう
教育実践
研究プロ
ジェクト

第２次提案において、「一定の実績のある不
登校児童生徒等」のNPO法人による学校設立
の可能性が開かれたところ、これらの法人が
校地・校舎として利用するにために、国有財
産を譲与・貸与する際の要件を緩和し、貸与
等ができる対象に特区法４条８項の認定を受
けた自治体
の特区内に設置される特区法１３条に規定す
る学校設置非営利法人を追加する。

文部科
学省 0830020

指定管理
者制度を
活用する
公立図書
館の館
長・専門
的職員等
の設置規
定の弾力
的運用

図書館法
地方教育行
政の組織及
び運営に関
する法律

図書館法第13条第1
項においては、公立
図書館に館長を置く
ことを定め、
　　その館長が公務
員である場合には、
地方教育行政の組織
及び運営に関する法
律第34条において
は、教育委員会がそ
の任命を行うことを
定めている。
また、地方自治法第
244条の2において
は、公の施設につい
て指定管理者制度を
定めているところで
ある。

D-1

図書館経営のためには責任者が必要であることか
ら、図書館法では公立図書館にその責任者たる館長
を置くこととする規定を設けており（図書館法第13
条第1項）、その任命については、教育委員会が行
うこととされています（地方教育行政の組織及び運
営に関する法律（以下、地教行法という。）第34
条）。
この任命規定については、図書館については首長部
局ではなく教育委員会が管理するものであることか
ら、その職員の任命を地方公共団体の長ではなく教
育委員会が行う旨規定されているものです。
教育委員会は公務員たる職員については任命を行い
ますが、教育委員会が図書館の管理を指定管理者に
行わせる場合で、任命権の対象となる公務員たる職
員がいないときには、地教行法34条は適用されませ
ん。すなわち、この場合、図書館に館長を置く必要
はありますが（図書館法第13条第1項）、公務員で
ない館長については教育委員会が任命する必要はな
いものです。
したがって、指定管理者に館長業務を含めた図書館
の運営を全面的に行わせることはできるものと考え
ています。
ご不明の点があれば、文部科学省までお気軽にご相
談ください。

1010 10101010 大阪府大
東市

図書館運
営特区

図書館の管理運営において、地方自治法第
244条の2の指定管理者制度を活用する場合、
図書館法第13条第1項に規定される公立図書
館の館長については、当該指定管理者の経営
者とすることなどを契約及び条例に定めるこ
とにより任命されたとみなすなど弾力的な運
用を可能とする。

文部科
学省 0830020

指定管理
者制度を
活用する
公立図書
館の館
長・専門
的職員等
の設置規
定の弾力
的運用

図書館法
地方教育行
政の組織及
び運営に関
する法律

図書館法第13条第1
項においては、公立
図書館に教育委員会
が必要と認めた場合
には専門的職員等を
置くことを定め、そ
れらの専門的職員等
が公務員である場合
には、地方教育行政
の組織及び運営に関
する法律第34条にお
いては、教育委員会
がそれらの任命を行
うことを定めてい
る。
また、地方自治法第
244条の2において
は、公の施設につい
て指定管理者制度を
定めているところで
ある。

D-1

図書館法第13条第1項においては，公立図書館を設
置する地方公共団体の教育委員会が必要と認めた場
合に専門的職員等を置くこととされていますが、そ
の任命については、教育委員会が行うこととされて
います（地方教育行政の組織及び運営に関する法律
（以下、地教行法という。）第34条）。
この任命規定については、図書館については首長部
局ではなく教育委員会が管理するものであることか
ら、その職員の任命を地方公共団体の長ではなく教
育委員会が行う旨規定されているものです。
教育委員会は公務員たる職員については任命を行い
ますが、教育委員会が図書館の管理を指定管理者に
行わせる場合で、任命権の対象となる公務員たる職
員がいないときには、地教行法34条は適用されませ
ん。すなわち、この場合、公務員でない専門的職員
等については教育委員会が任命する必要はないもの
です。
したがって、指定管理者に専門職員等の業務を含め
た図書館の運営を全面的に行わせることはできるも
のと考えています。
ご不明の点があれば、文部科学省までお気軽にご相
談ください。

1010 10101020 大阪府大
東市

図書館運
営特区

図書館の管理運営において、地方自治法第
244条の2の指定管理者制度を活用する場合、
図書館法第13条第1項及び図書館の設置及び
運営上の望ましい基準　二　（八）に規定さ
れる公立図書館の専門的職員等の設置につい
ては、当該指定管理者の職員とすることなど
を契約や条例に定めれば任命されたとみなす
など弾力的な運用を可能とする。

文部科
学省 0830030

公民館に
おける営
利目的の
事業及び
営利事業
の援助を
禁止する
規制の緩
和

社会教育法

社会教育法第２３条
においては、公民館
の行つてはならない
行為を掲げており、
その中で、特定の営
利事務に公民館の名
称を利用させその他
営利事業を援助する
ことを禁止してい
る。

D-1

地域における雇用促進等を目的として、例えば、市
の主催や市と企業の共催により面接会を催す場合な
ど、利用上の工夫により現行の規定で対応は可能で
す。

提案では、営利を目的とした事業あるい
は営利事業かの判断は明確な基準がない
とのことであることを踏まえ、どの程度
まで認められるかを明確にされたい。な
お、市の主催や市と企業の共催でない場
合の見解も併せて示されたい。

D-1

　社会教育法第２３条で禁止されている「営利事業を援助する
こと」とは、一般的に「特定の営利事業者に対し、公民館の使
用について特に便宜を図り、もって当該事業者に利益を与え、
その営業を助けること」をいう（平成７年局長通知）のであっ
て、空き時間での利用等、営利事業者等が公民館を利用するこ
とは公民館の目的を妨げない限度において問題ありません。

1052 10521010 埼玉県川
口市

公民館使
用制限の
緩和

社会教育法第２３条第１項第１号に規定する
公民館の営利目的の事業及び営利事業の援助
を禁止する規制について、市内事業所等が雇
用促進を図る目的により利用することを特例
として認めるもの。

文部科
学省 0830040

専修・各
種学校の
公設民営
方式によ
る学校運
営の容認

学校教育法
第５条
同法第８２
条の１１

専修学校の設置者
は、その設置する学
校を管理することと
されている。

D-1

　いわゆる「公設民営」型の学校の設置に関して、
高等学校等を始めとする公立学校の管理運営委託に
ついては、「構造改革特区第３次提案に対する政府
の対応方針」等を踏まえ、中央教育審議会において
教育的見地からその在り方の検討がされたところで
す。
　具体的な制度化については、なお十分な検討が必
要であり、現在、頂いている特区提案の趣旨を実現
するため、制度の在り方について検討を進めている
ところであります。
　なお、現行制度においても、地方公共団体と協力
して新たな学校法人の設立等を行うことにより、当
該地域における特別なニーズに対応するための教育
を実施することは可能であり、そのような手法につ
いても、是非ご検討いただきたいと思います。
 �

学校の公設民営に関する検討の結論が出
た際には、専修学校・各種学校について
も幼稚園・高等学校と同様に措置を行う
と解してよいか。

D-1

専修学校における公設民営学校の具体的な制度化については、
法制上の課題等について、なお、十分な検討が必要であり、文
部科学省としては、構造改革特区についてご提案の趣旨を最大
限実現するため、どのような方法が望ましいかも含め、制度の
在り方等について検討をしているところであります。

公設民営学校の制度化について
は従来から提案が出ており重要
な検討課題である。特区第３次
提案の対応方針等で実現が決
まっているものであるため、ど
のような形であれば法制上の課
題を解決し提案の内容を最大限
実現できるのか速やかに対応策
をまとめられたい。また、検討
のスケジュールについても明ら
かにされたい。加えて、専修学
校、各種学校の公設民営につい
ても、学校の公設民営に関する
検討の結論が出た際には、幼稚
園・高等学校と同様に措置を行
うと解してよいか。なお、第４
次提案の貴省回答においては、
幼稚園等と各種学校等は同じ取
り扱いとすることが適当とのこ
とであった。

C

いわゆる「公設民営」型の学校の設置については、「構造改
革特区第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会においてその在り方についての検討を実施し
ました。

検討の状況につきましては、幼稚園・高等学校と同様に、
具体的な内容についてできる限り速やかに結論をお示しでき
るよう、鋭意検討を行っているところです。

1266 12661010 三重県名
張市

公設民営
学校特区

市立専修学校の管理運営を民間に委ねる事を
認めること。
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文部科学省（特区）

省庁名 管理
コード

規制の特
例事項名 該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 各省庁からの回答に対する再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 各省庁からの回答に対する再々
検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プ
ロジェク
ト)の名

称

規制の特例事項の内容

文部科
学省 0830040

専修・各
種学校の
公設民営
方式によ
る学校運
営の容認

学校教育法
第５条
同法第８２
条の１１
同法第８３
条第２項

専修学校及び各種学
校の設置者は、その
設置する学校を管理
することとされてい
る。

D-1

　いわゆる「公設民営」型の学校の設置に関して、
高等学校等を始めとする公立学校の管理運営委託に
ついては、「構造改革特区第３次提案に対する政府
の対応方針」等を踏まえ、中央教育審議会において
教育的見地からその在り方の検討がされたところで
す。
　具体的な制度化については、なお十分な検討が必
要であり、現在、頂いている特区提案の趣旨を実現
するため、制度の在り方について検討を進めている
ところであります。
　なお、現行制度においても、地方公共団体と協力
して新たな学校法人の設立等を行うことにより、当
該地域における特別なニーズに対応するための教育
を実施することは可能であり、そのような手法につ
いても、是非ご検討いただきたいと思います。

学校の公設民営に関する検討の結論が出
た際には、専修学校・各種学校について
も幼稚園・高等学校と同様に措置を行う
と解してよいか。

D-1

専修学校における公設民営学校の具体的な制度化については、
法制上の課題等について、なお、十分な検討が必要であり、文
部科学省としては、構造改革特区についてご提案の趣旨を最大
限実現するため、どのような方法が望ましいかも含め、制度の
在り方等について検討をしているところであります。

公設民営学校の制度化について
は従来から提案が出ており重要
な検討課題である。特区第３次
提案の対応方針等で実現が決
まっているものであるため、ど
のような形であれば法制上の課
題を解決し提案の内容を最大限
実現できるのか速やかに対応策
をまとめられたい。また、検討
のスケジュールについても明ら
かにされたい。加えて、専修学
校、各種学校の公設民営につい
ても、学校の公設民営に関する
検討の結論が出た際には、幼稚
園・高等学校と同様に措置を行
うと解してよいか。なお、第４
次提案の貴省回答においては、
幼稚園等と各種学校等は同じ取
り扱いとすることが適当とのこ
とであった。

C

いわゆる「公設民営」型の学校の設置については、「構造改
革特区第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会においてその在り方についての検討を実施し
ました。

検討の状況につきましては、幼稚園・高等学校と同様に、
具体的な内容についてできる限り速やかに結論をお示しでき
るよう、鋭意検討を行っているところです。

1539 15391010 福岡県北
九州市

公立専
修・各種
学校活性
化特区構
想

学校の設置者がその設置する学校を管理運営
する「学校設置者管理主義の原則（学校教育
法第５条、第８２条の１１、８３条第２
項）」を専修・各種学校について緩和する。

文部科
学省 1180 11801010

公設公営
型の新し
いタイプ
の小中学
校の設置
と内閣府
認証NPO
法人への
運営委託
事業

文部科
学省 0830050

公立学校
の公設民
営方式に
よる学校
運営の容
認

学校教育法
第５条

学校の設置者は、そ
の設置する学校を管
理する。

D-1

いわゆる「公設民営」型の学校の設置に関し、公立
学校の管理運営委託については、「構造改革特区第
３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会において教育的見地からその在り方の
検討を実施しました。
具体的な制度化については、法制上の課題につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省と
しては、構造改革特区についての提案の趣旨を最大
限実現するため、どのような方法が望ましいかも含
め、制度の在り方等について検討を進めておりま
す。
なお、ご提案の趣旨にあるような、地方自治体が所
有する空き校舎等を活用し、公的な助成を得つつ特
色ある教育を行うことについては、既に、学校法人
が地方自治体の協力を得て、地方自治体が所有する
空き校舎を借用し、新しい学校を設置している例
や、地方自治体と協力して新たな学校法人を設立
し、特色ある教育を行う学校を設置している例があ
ります。また、構造改革特区における「校地・校舎
の自己所有を要しない小学校等設置事業」等を活用
して、NPO法人が学校法人を設立し、地方自治体が
所有する空き校舎を借用して私立学校を設置する準
備を進めている具体的な例もありますので、そのよ
うな手法についても、是非ご検討頂きたいと思いま
す。

提案は、市町村が空き教室を提供し、運
営費の一部補助により支援を行うことに
よって、NPO法人と共同で学校を開設し、
実際の運営はNPO法人が行うというもので
あるが、提案者が求める義務教育学校の
公設民営も含め貴省の回答で全て実現で
きると解してよいか。加えて、貴省の回
答に「具体的な制度化については、法制
上の課題について、なお、十分な検討が
必要であり、文部科学省としては、構造
改革特区についての提案の趣旨を最大限
実現するため、どのような方法が望まし
いかも含め、制度の在り方等について検
討を進めております」とあるが、その具
体的なスケジュールを明らかにされた
い。
　併せて、右の提案主体の意見を踏まえ
回答されたい。

文科省の回答では、「公設民営学校の設置について
は、・・・・・・現在、頂いている特区提案の趣旨を実現するた
め、制度の在り方について検討を進めているところでありま
す。」とありますが、この件については、第２次提案募集から
今回に至るまで要望されていることなので、タイム・スケ
ジュール、審議の経過を公表するなど、誠意ある回答をして
いただきたい。

D-1

「公設民営学校」の制度化については、法制上の課題等につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省としては、構
造改革特区についてのご提案の趣旨を最大限実現するため、ど
のような方法が望ましいかも含め、制度の基本的な在り方や具
体化の方策等について、昨年9月の構造改革特別区域推進本部
決定や、本年3月に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3
か年計画」等を踏まえつつ、検討を進めております。

公設民営学校の制度化について
は従来から提案が出ており重要
な検討課題である。特区第３次
提案の対応方針等で実現が決
まっているものであるため、ど
のような形であれば法制上の課
題を解決し提案の内容を最大限
実現できるのか速やかに対応策
をまとめられたい。また、検討
のスケジュールについても明ら
かにされたい。併せて、右の提
案主体からの再意見を踏まえ回
答されたい。

文科省の回答では、「公設民営学校の設置について
は、・・・・・・現在、頂いている特区提案の趣旨を実現する
ため、制度の在り方について検討を進めているところでありま
す。」とありますが、この件については、第２次提案募集から
今回に至るまで要望されていることなので、タイム・スケ
ジュール、審議の経過を公表するなど、誠意ある回答をしてい
ただきたい。

C

いわゆる「公設民営」型の学校の設置については、「構造改
革特区第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会においてその在り方についての検討を実施し
ました。
公立学校は、地方自治体の公の意思に基づき、教育内容が
決定されるとともに卒業認定や懲戒等の処分が行われるとい
う点を踏まえつつ、地方自治体から施設の提供や支援を受
け、特色ある自由な教育を行いたい等の特区提案の内容を
実現するため、法制上の課題を含め検討中です。
なお、検討の状況につきましては、昨年9月の構造改革特別
区域推進本部決定や、本年3月に閣議決定された「規制改
革・民間開放推進3か年計画」等を踏まえつつ、具体的な内
容についてできる限り速やかに結論をお示しできるよう、鋭意
検討を行っているところです。

1286 12861030

ＮＰＯ法
人大阪に
新しい学
校を創る
会

みのおパ
イロット
スクール
構想（現
みのおパ
イロット
スクール
の設立）

「設置者が責任を持って、その設置する学校
を管理する」ことが設置者の責任であり、そ
のことによって、公共性、安定性を確保する
としているが、設置者が自治体、学校法人、
株式会社、NPO法人と単体でない場合が考え
られる。いわゆる「公設民営」方式とは、特
区への申請権を持つ自治体が学校法人、株式
会社、NPO法人など民間学校事業者と、「共
同」して学校を開設し、後者が管理・運営を
行う新しい方式である。幼稚園と高等学校に
認められたが、小・中学校に関してもこうし
た新しい方式が認められるべきである。中教
審の答申では学校法人のみが委託対象となっ
ているが、NPO法人も委託対象として認めら
るべきである。

文部科
学省 0830050

公立学校
の公設民
営方式に
よる学校
運営の容
認

学校教育法
第５条

学校の設置者は、そ
の設置する学校を管
理する。

D-1

いわゆる「公設民営」型の学校の設置に関し、公立
学校の管理運営委託については、「構造改革特区第
３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会において教育的見地からその在り方の
検討を実施しました。
具体的な制度化については、法制上の課題につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省と
しては、構造改革特区についての提案の趣旨を最大
限実現するため、どのような方法が望ましいかも含
め、制度の在り方等について検討を進めておりま
す。
なお、ご提案の趣旨にあるような、地方自治体が所
有する空き校舎等を活用し、公的な助成を得つつ特
色ある教育を行うことについては、既に、学校法人
が地方自治体の協力を得て、地方自治体が所有する
空き校舎を借用し、新しい学校を設置している例
や、地方自治体と協力して新たな学校法人を設立
し、特色ある教育を行う学校を設置している例があ
ります。また、構造改革特区における「校地・校舎
の自己所有を要しない小学校等設置事業」等を活用
して、NPO法人が学校法人を設立し、地方自治体が
所有する空き校舎を借用して私立学校を設置する準
備を進めている具体的な例もありますので、そのよ
うな手法についても、是非ご検討頂きたいと思いま
す。

提案は、自治体が民間と共同して学校を
開設し、後者が管理運営を行うというも
のであるが、提案者が求める義務教育学
校の公設民営も含め貴省の回答で全て実
現できると解してよいか。加えて、貴省
の回答に「具体的な制度化については、
法制上の課題について、なお、十分な検
討が必要であり、文部科学省としては、
構造改革特区についての提案の趣旨を最
大限実現するため、どのような方法が望
ましいかも含め、制度の在り方等につい
て検討を進めております」とあるが、そ
の具体的なスケジュールを明らかにされ
たい。

D-1

「公設民営学校」の制度化については、法制上の課題等につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省としては、構
造改革特区についてのご提案の趣旨を最大限実現するため、ど
のような方法が望ましいかも含め、制度の基本的な在り方や具
体化の方策等について、昨年9月の構造改革特別区域推進本部
決定や、本年3月に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3
か年計画」等を踏まえつつ、検討を進めております。

公設民営学校の制度化について
は従来から提案が出ており重要
な検討課題である。特区第３次
提案の対応方針等で実現が決
まっているものであるため、ど
のような形であれば法制上の課
題を解決し提案の内容を最大限
実現できるのか速やかに対応策
をまとめられたい。また、検討
のスケジュールについても明ら
かにされたい。

C

いわゆる「公設民営」型の学校の設置については、「構造改
革特区第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会においてその在り方についての検討を実施し
ました。
公立学校は、地方自治体の公の意思に基づき、教育内容が
決定されるとともに卒業認定や懲戒等の処分が行われるとい
う点を踏まえつつ、地方自治体から施設の提供や支援を受
け、特色ある自由な教育を行いたい等の特区提案の内容を
実現するため、法制上の課題を含め検討中です。
なお、検討の状況につきましては、昨年9月の構造改革特別
区域推進本部決定や、本年3月に閣議決定された「規制改
革・民間開放推進3か年計画」等を踏まえつつ、具体的な内
容についてできる限り速やかに結論をお示しできるよう、鋭意
検討を行っているところです。

1344 13441010

特定非営
利活動法
人　ＩＷ
Ｃ／ＩＡ
Ｃ国際市
民の会

「公設民
営」方式
による
小・中一
貫校とし
ての「東
京バイリ
ンガル・
スクー
ル」構想

「学校教育法　第五条」における学校設置者
による学校の管理を、地方公共団体の長が適
合すると認めたNPO法人に管理の委託を可能
にする。

0830050

公立学校
の公設民
営方式に
よる学校
運営の容
認

学校教育法
第５条

学校の設置者は、そ
の設置する学校を管
理する。

D-1

いわゆる「公設民営」型の学校の設置に関し、公立
学校の管理運営委託については、「構造改革特区第
３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会において教育的見地からその在り方の
検討を実施しました。
具体的な制度化については、法制上の課題につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省と
しては、構造改革特区についての提案の趣旨を最大
限実現するため、どのような方法が望ましいかも含
め、制度の在り方等について検討を進めておりま
す。
なお、文部科学省では、先の国会において「地方教
育行政の組織及び運営に関する法律」を改正し「学
校運営協議会制度」を導入しました。
本制度は、保護者や地域住民等が学校運営協議会を
通じ、一定の権限を持って学校運営の基本方針の策
定や教職員人事等の学校運営に参加することを制度
的に可能とするものであり、保護者や地域住民の
ニーズを公立学校運営全般により一層的確に反映さ
せるとともに、特色ある学校教育の実現を可能とす
るものです。
従って、ご提案の趣旨にあるような、地域の有識
者、教育委員会、保護者代表等によって組織される
運営委員会による学校の管理運営を実現するものと
同様の仕組みであると考えられますので、本制度の
活用についてもご検討頂きたいと思います。

提案は、地域の有識者等の多様なニーズ
に応えるため地方自治体等の遊休校舎等
を活用しながら、運営委員会の管理の
下、NPO法人が運営する学校を設置するよ
うにするというものであるが、提案者が
求める義務教育学校の公設民営も含め貴
省の回答で全て実現できると解してよい
か。加えて、貴省の回答に「具体的な制
度化については、法制上の課題につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文
部科学省としては、構造改革特区につい
ての提案の趣旨を最大限実現するため、
どのような方法が望ましいかも含め、制
度の在り方等について検討を進めており
ます」とあるが、その具体的なスケ
ジュールを明らかにされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ回
答されたい。

・「学校運営協議会制度」については、既存の公立学校の教
育力を高めていく上で、また社会のニーズを反映させていくこ
と上でも大変意義有る取り組みであると存じます。
・本制度を活用していく方法についてご教示いただきたく存じ
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
学校運営委託については「学校運営協議会制度」を活用しつ
つ、本NPO法人が主体的にかかわる事で、現存の学校とは
異なる新しいタイプの教育が行える学校が生まれてくるもの
と思われます。既存の学校の改革と併せ、新しいタイプの学
校を設置し、NPOの中で信頼のおけるものを精査し、管理運
営を委託すると共に、学校運営協議会の事務局をゆだねる
等の措置が行われることがその一方策として検討されてもよ
いのではないでしょうか。　　　　　　・NPO法人として、公立学
校への支援、協力は惜しみません。中央行政、都道府県、市
町村の関係の中で円滑に、継続的に行える環境の整備をし
ていくためにも、適切な予算措置と手続き方法を必要とする
ものと考えます。

D-1

学校運営協議会は、学校を設置する教育委員会が、保護者や地
域の皆さんのニーズを踏まえて、学校を指定して設置するもの
です。
保護者や地域の皆さんは、学校運営協議会を通じて、
・ 指定された学校の運営に関して、教育課程の編成などにつ
いて校長が作成する基本方針を承認すること
・ 指定された学校の運営に関する事項について、教育委員会
または校長に意見を述べること
・ 指定された学校の職員の採用その他の任用に関する事項に
ついて、その職員の任命権を有する教育委員会に意見を述べる
こと（意見を述べられた教育委員会は、任用に当たってはその
意見を尊重する）
など、地域の学校の運営に、一定の権限と責任を持って参画す
ることが可能になります。
この制度が効果的に活用されることによって、ご提案の趣旨に
ついても実現可能であると考えられるところであり、その活用
についてもご検討頂き、学校運営協議会の設置については、地
域の教育委員会にご相談いただくとともに、より詳細な説明を
ご希望される場合は、当方にご連絡いただければ幸いです。
なお、「公設民営学校」の制度化については、法制上の課題等
について、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省として
は、構造改革特区についてのご提案の趣旨を最大限実現するた
め、どのような方法が望ましいかも含め、制度の基本的な在り
方や具体化の方策等について、昨年9月の構造改革特別区域推
進本部決定や、本年3月に閣議決定された「規制改革・民間開
放推進3か年計画」等を踏まえつつ、検討を進めております。

公設民営学校の制度化について
は従来から提案が出ており重要
な検討課題である。特区第３次
提案の対応方針等で実現が決
まっているものであるため、ど
のような形であれば法制上の課
題を解決し提案の内容を最大限
実現できるのか速やかに対応策
をまとめられたい。また、検討
のスケジュールについても明ら
かにされたい。

C

いわゆる「公設民営」型の学校の設置については、「構造改
革特区第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会においてその在り方についての検討を実施し
ました。
公立学校は、地方自治体の公の意思に基づき、教育内容が
決定されるとともに卒業認定や懲戒等の処分が行われるとい
う点を踏まえつつ、地方自治体から施設の提供や支援を受
け、特色ある自由な教育を行いたい等の特区提案の内容を
実現するため、法制上の課題を含め検討中です。
なお、検討の状況につきましては、昨年9月の構造改革特別
区域推進本部決定や、本年3月に閣議決定された「規制改
革・民間開放推進3か年計画」等を踏まえつつ、具体的な内
容についてできる限り速やかに結論をお示しできるよう、鋭意
検討を行っているところです。

特定非営
利活動法
人全国教
育ボラン
ティアの
会

・現存の公立学校の教育内容にとらわれず、
地域の有識者や保護者の多様なニーズに答え
るためには色入り奈タイプの学校を用意し、
保護者の選択にゆだねることが大切です。
・この観点から、その教育予算の有効な活用
と節減を図る観点から、非営利活動を行う法
人への委託ができるような学校を設置運営が
できるようにする。
・地方自治体、又は国が保有する遊休校舎や
公的施設を利用し、内閣府認証NPO法人が企
画提案する新しいタイプの公設公営型学校を
設立し、運営を委託する。
・地域の有識者、教育委員会、保護者代表、
民間教育事業者、企業の関係者等で組織する
運営委員会を設置し、その管理のもとに運営
を行う。
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文部科学省（特区）

省庁名 管理
コード

規制の特
例事項名 該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 各省庁からの回答に対する再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 各省庁からの回答に対する再々
検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プ
ロジェク
ト)の名

称

規制の特例事項の内容

文部科
学省 0830050

公立学校
の公設民
営方式に
よる学校
運営の容
認

学校教育法
第５条

学校の設置者は、そ
の設置する学校を管
理する。

D-1

いわゆる「公設民営」型の学校の設置に関し、公立
学校の管理運営委託については、「構造改革特区第
３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会において教育的見地からその在り方の
検討を実施しました。
具体的な制度化については、法制上の課題につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省と
しては、構造改革特区についての提案の趣旨を最大
限実現するため、どのような方法が望ましいかも含
め、制度の在り方等について検討を進めておりま
す。
なお、ご提案の趣旨にあるような、地方自治体が所
有する空き校舎等を活用し、公的な助成を得つつ特
色ある教育を行うことについては、既に、学校法人
が地方自治体の協力を得て、地方自治体が所有する
空き校舎を借用し、新しい学校を設置している例
や、地方自治体と協力して新たな学校法人を設立
し、特色ある教育を行う学校を設置している例があ
ります。また、構造改革特区における「校地・校舎
の自己所有を要しない小学校等設置事業」等を活用
して、NPO法人が学校法人を設立し、地方自治体が
所有する空き校舎を借用して私立学校を設置する準
備を進めている具体的な例もありますので、そのよ
うな手法についても、是非ご検討頂きたいと思いま
す。

提案は、NPOが自治体と共同して学校を設
置し、私立学校並みの公的助成が得られ
るようにしてほしいとのことであるが、
提案者が求める義務教育学校の公設民営
も含め貴省の回答で全て実現できると解
してよいか。加えて、貴省の回答に「具
体的な制度化については、法制上の課題
について、なお、十分な検討が必要であ
り、文部科学省としては、構造改革特区
についての提案の趣旨を最大限実現する
ため、どのような方法が望ましいかも含
め、制度の在り方等について検討を進め
ております」とあるが、その具体的なス
ケジュールを明らかにされたい。

D-1

「公設民営学校」の制度化については、法制上の課題等につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省としては、構
造改革特区についてのご提案の趣旨を最大限実現するため、ど
のような方法が望ましいかも含め、制度の基本的な在り方や具
体化の方策等について、昨年9月の構造改革特別区域推進本部
決定や、本年3月に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3
か年計画」等を踏まえつつ、検討を進めております。

公設民営学校の制度化について
は従来から提案が出ており重要
な検討課題である。特区第３次
提案の対応方針等で実現が決
まっているものであるため、ど
のような形であれば法制上の課
題を解決し提案の内容を最大限
実現できるのか速やかに対応策
をまとめられたい。また、検討
のスケジュールについても明ら
かにされたい。

C

いわゆる「公設民営」型の学校の設置については、「構造改
革特区第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会においてその在り方についての検討を実施し
ました。
公立学校は、地方自治体の公の意思に基づき、教育内容が
決定されるとともに卒業認定や懲戒等の処分が行われるとい
う点を踏まえつつ、地方自治体から施設の提供や支援を受
け、特色ある自由な教育を行いたい等の特区提案の内容を
実現するため、法制上の課題を含め検討中です。
なお、検討の状況につきましては、昨年9月の構造改革特別
区域推進本部決定や、本年3月に閣議決定された「規制改
革・民間開放推進3か年計画」等を踏まえつつ、具体的な内
容についてできる限り速やかに結論をお示しできるよう、鋭意
検討を行っているところです。

1344 13442010

特定非営
利活動法
人　ＩＷ
Ｃ／ＩＡ
Ｃ国際市
民の会

「公設民
営」方式
による
小・中一
貫校とし
ての「東
京バイリ
ンガル・
スクー
ル」構想

「設置者が責任を持って、その設置する学校
を管理する」ことが設置者の責任であり、そ
のことによって、公共性、安定性を確保する
としているが、設置者が自治体、学校法人、
株式会社、NPO法人と単体でない場合が考えt
られる。いわゆる「公設民営」方式とは、特
区への申請権を持つ自治体が学校法人、株式
会社、NPO法人と「共同」して学校を開設
し、後者が管理、・運営を行なう新方式であ
る。幼稚園と高等学校に認められたが、小・
中学校に関してもこうした新しい方式が認め
られるべきである。

文部科
学省 0830050

公立学校
の公設民
営方式に
よる学校
運営の容
認

学校教育法
第５条

学校の設置者は、そ
の設置する学校を管
理する。

D-1

いわゆる「公設民営」型の学校の設置に関し、公立
学校の管理運営委託については、「構造改革特区第
３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会において教育的見地からその在り方の
検討を実施しました。
具体的な制度化については、法制上の課題につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省と
しては、構造改革特区についての提案の趣旨を最大
限実現するため、どのような方法が望ましいかも含
め、制度の在り方等について検討を進めておりま
す。
なお、ご提案の趣旨にあるような、地方自治体が所
有する空き校舎等を活用し、公的な助成を得つつ特
色ある教育を行うことについては、既に、学校法人
が地方自治体の協力を得て、地方自治体が所有する
空き校舎を借用し、新しい学校を設置している例
や、地方自治体と協力して新たな学校法人を設立
し、特色ある教育を行う学校を設置している例があ
ります。また、構造改革特区における「校地・校舎
の自己所有を要しない小学校等設置事業」等を活用
して、NPO法人が学校法人を設立し、地方自治体が
所有する空き校舎を借用して私立学校を設置する準
備を進めている具体的な例もありますので、そのよ
うな手法についても、是非ご検討頂きたいと思いま
す。

提案は、自治体が民間と共同して学校を
開設し、後者が管理運営を行うというも
のであるが、提案者が求める義務教育学
校の公設民営も含め貴省の回答で全て実
現できると解してよいか。加えて、貴省
の回答に「具体的な制度化については、
法制上の課題について、なお、十分な検
討が必要であり、文部科学省としては、
構造改革特区についての提案の趣旨を最
大限実現するため、どのような方法が望
ましいかも含め、制度の在り方等につい
て検討を進めております」とあるが、そ
の具体的なスケジュールを明らかにされ
たい。

D-1

「公設民営学校」の制度化については、法制上の課題等につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省としては、構
造改革特区についてのご提案の趣旨を最大限実現するため、ど
のような方法が望ましいかも含め、制度の基本的な在り方や具
体化の方策等について、昨年9月の構造改革特別区域推進本部
決定や、本年3月に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3
か年計画」等を踏まえつつ、検討を進めております。

公設民営学校の制度化について
は従来から提案が出ており重要
な検討課題である。特区第３次
提案の対応方針等で実現が決
まっているものであるため、ど
のような形であれば法制上の課
題を解決し提案の内容を最大限
実現できるのか速やかに対応策
をまとめられたい。また、検討
のスケジュールについても明ら
かにされたい。

C

いわゆる「公設民営」型の学校の設置については、「構造改
革特区第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会においてその在り方についての検討を実施し
ました。
公立学校は、地方自治体の公の意思に基づき、教育内容が
決定されるとともに卒業認定や懲戒等の処分が行われるとい
う点を踏まえつつ、地方自治体から施設の提供や支援を受
け、特色ある自由な教育を行いたい等の特区提案の内容を
実現するため、法制上の課題を含め検討中です。
なお、検討の状況につきましては、昨年9月の構造改革特別
区域推進本部決定や、本年3月に閣議決定された「規制改
革・民間開放推進3か年計画」等を踏まえつつ、具体的な内
容についてできる限り速やかに結論をお示しできるよう、鋭意
検討を行っているところです。

1440 14401030

大阪
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による
小・中一
貫校とし
ての「大
阪チャー
ター・ス
クール」
構想

「設置者が責任を持って、その設置する学校
を管理する」ことが設置者の責任であり、そ
のことによって、公共性、安定性を確保する
としているが、設置者が自治体、学校法人、
株式会社、NPO法人と単体でない場合が考え
られる。いわゆる「公設民営」方式とは、特
区への申請権を持つ自治体が学校法人、株式
会社、NPO法人など民間学校事業者と、「共
同」して学校を開設し、後者が管理・運営を
行う新しい方式である。幼稚園と高等学校に
認められたが、小・中学校に関してもこうし
た新しい方式が認められるべきである、との
提案を第４次に続き今回も再提案する。

文部科
学省 0830050

公立学校
の公設民
営方式に
よる学校
運営の容
認

学校教育法
第５条

学校の設置者は、そ
の設置する学校を管
理する。

D-1

いわゆる「公設民営」型の学校の設置に関し、公立
学校の管理運営委託については、「構造改革特区第
３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会において教育的見地からその在り方の
検討を実施しました。
具体的な制度化については、法制上の課題につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省と
しては、構造改革特区についての提案の趣旨を最大
限実現するため、どのような方法が望ましいかも含
め、制度の在り方等について検討を進めておりま
す。
なお、ご提案の趣旨にあるような、地方自治体が所
有する空き校舎等を活用し、公的な助成を得つつ特
色ある教育を行うことについては、既に、学校法人
が地方自治体の協力を得て、地方自治体が所有する
空き校舎を借用し、新しい学校を設置している例
や、地方自治体と協力して新たな学校法人を設立
し、特色ある教育を行う学校を設置している例があ
ります。また、構造改革特区における「校地・校舎
の自己所有を要しない小学校等設置事業」等を活用
して、NPO法人が学校法人を設立し、地方自治体が
所有する空き校舎を借用して私立学校を設置する準
備を進めている具体的な例もありますので、そのよ
うな手法についても、是非ご検討頂きたいと思いま
す。

提案者が求める義務教育学校の公設民営
も含め提案の内容は全て実現できると解
してよいか。加えて、貴省の回答に「具
体的な制度化については、法制上の課題
について、なお、十分な検討が必要であ
り、文部科学省としては、構造改革特区
についての提案の趣旨を最大限実現する
ため、どのような方法が望ましいかも含
め、制度の在り方等について検討を進め
ております」とあるが、その具体的なス
ケジュールを明らかにされたい。

D-1

「公設民営学校」の制度化については、法制上の課題等につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省としては、構
造改革特区についてのご提案の趣旨を最大限実現するため、ど
のような方法が望ましいかも含め、制度の基本的な在り方や具
体化の方策等について、昨年9月の構造改革特別区域推進本部
決定や、本年3月に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3
か年計画」等を踏まえつつ、検討を進めております。

公設民営学校の制度化について
は従来から提案が出ており重要
な検討課題である。特区第３次
提案の対応方針等で実現が決
まっているものであるため、ど
のような形であれば法制上の課
題を解決し提案の内容を最大限
実現できるのか速やかに対応策
をまとめられたい。また、検討
のスケジュールについても明ら
かにされたい。

C

いわゆる「公設民営」型の学校の設置については、「構造改
革特区第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会においてその在り方についての検討を実施し
ました。
公立学校は、地方自治体の公の意思に基づき、教育内容が
決定されるとともに卒業認定や懲戒等の処分が行われるとい
う点を踏まえつつ、地方自治体から施設の提供や支援を受
け、特色ある自由な教育を行いたい等の特区提案の内容を
実現するため、法制上の課題を含め検討中です。
なお、検討の状況につきましては、昨年9月の構造改革特別
区域推進本部決定や、本年3月に閣議決定された「規制改
革・民間開放推進3か年計画」等を踏まえつつ、具体的な内
容についてできる限り速やかに結論をお示しできるよう、鋭意
検討を行っているところです。

1485 14851010 株式会社
ノヴァ

株式会社
による義
務教育学
校経営プ
ロジェク
ト

小学校・中学校においても公設民営での学校
運営を認定します。

文部科
学省 0830050

公立学校
の公設民
営方式に
よる学校
運営の容
認

学校教育法
第５条

学校の設置者は、そ
の設置する学校を管
理する。

D-1

いわゆる「公設民営」型の学校の設置に関し、公立
学校の管理運営委託については、「構造改革特区第
３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会において教育的見地からその在り方の
検討を実施しました。
具体的な制度化については、法制上の課題につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省と
しては、構造改革特区についての提案の趣旨を最大
限実現するため、どのような方法が望ましいかも含
め、制度の在り方等について検討を進めておりま
す。
なお、ご提案の趣旨にあるような、国際人育成を目
指したイマージョン教育の実現については、例え
ば、構造改革特区における特例を活用して、実際
に、自治体がノウハウを持つ民間等と協力して学校
法人を設置し、英語教育に重点を置いた学校の開校
に向けた準備を進めている具体的な例もあります。
特に、通常の公立学校で行われる教育活動を越えた
教育を実施し、義務教育段階での授業料の徴収を想
定されるのであれば、そのような手法についても、
是非ご検討頂きたいと思います。

提案者が求める義務教育学校の公設民営
も含め提案の内容は全て実現できると解
してよいか。加えて、貴省の回答に「具
体的な制度化については、法制上の課題
について、なお、十分な検討が必要であ
り、文部科学省としては、構造改革特区
についての提案の趣旨を最大限実現する
ため、どのような方法が望ましいかも含
め、制度の在り方等について検討を進め
ております」とあるが、その具体的なス
ケジュールを明らかにされたい。

D-1

「公設民営学校」の制度化については、法制上の課題等につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省としては、構
造改革特区についてのご提案の趣旨を最大限実現するため、ど
のような方法が望ましいかも含め、制度の基本的な在り方や具
体化の方策等について、昨年9月の構造改革特別区域推進本部
決定や、本年3月に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3
か年計画」等を踏まえつつ、検討を進めております。

公設民営学校の制度化について
は従来から提案が出ており重要
な検討課題である。特区第３次
提案の対応方針等で実現が決
まっているものであるため、ど
のような形であれば法制上の課
題を解決し提案の内容を最大限
実現できるのか速やかに対応策
をまとめられたい。また、検討
のスケジュールについても明ら
かにされたい。

C

いわゆる「公設民営」型の学校の設置については、「構造改
革特区第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会においてその在り方についての検討を実施し
ました。
公立学校は、地方自治体の公の意思に基づき、教育内容が
決定されるとともに卒業認定や懲戒等の処分が行われるとい
う点を踏まえつつ、地方自治体から施設の提供や支援を受
け、特色ある自由な教育を行いたい等の特区提案の内容を
実現するため、法制上の課題を含め検討中です。
なお、検討の状況につきましては、昨年9月の構造改革特別
区域推進本部決定や、本年3月に閣議決定された「規制改
革・民間開放推進3か年計画」等を踏まえつつ、具体的な内
容についてできる限り速やかに結論をお示しできるよう、鋭意
検討を行っているところです。

1500 15001010 東京都港
区

豊かな明
日の子ど
もたちを
育む教育
特区

公立の義務教育学校の管理運営について民間
に委ねることを認めること(公設民営方式の
容認)。

文部科
学省 0830050

公立学校
の公設民
営方式に
よる学校
運営の容
認

学校教育法
第５条

学校の設置者は、そ
の設置する学校を管
理する。

D-1

いわゆる「公設民営」型の学校の設置に関し、公立
学校の管理運営委託については、「構造改革特区第
３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会において教育的見地からその在り方の
検討を実施しました。
具体的な制度化については、法制上の課題につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省と
しては、構造改革特区についての提案の趣旨を最大
限実現するため、どのような方法が望ましいかも含
め、制度の在り方等について検討を進めておりま
す。
なお、ご提案の趣旨にあるような、地方自治体が所
有する空き校舎等を活用し、公的な助成を得つつ特
色ある教育を行うことについては、既に、学校法人
が地方自治体の協力を得て、地方自治体が所有する
空き校舎を借用し、新しい学校を設置している例
や、地方自治体と協力して新たな学校法人を設立
し、特色ある教育を行う学校を設置している例があ
ります。また、構造改革特区における「校地・校舎
の自己所有を要しない小学校等設置事業」等を活用
して、NPO法人が学校法人を設立し、地方自治体が
所有する空き校舎を借用して私立学校を設置する準
備を進めている具体的な例もありますので、そのよ
うな手法についても、是非ご検討頂きたいと思いま
す。

提案者が求める義務教育学校の公設民営
も含め提案の内容は全て実現できると解
してよいか。加えて、貴省の回答に「具
体的な制度化については、法制上の課題
について、なお、十分な検討が必要であ
り、文部科学省としては、構造改革特区
についての提案の趣旨を最大限実現する
ため、どのような方法が望ましいかも含
め、制度の在り方等について検討を進め
ております」とあるが、その具体的なス
ケジュールを明らかにされたい。

D-1

「公設民営学校」の制度化については、法制上の課題等につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省としては、構
造改革特区についてのご提案の趣旨を最大限実現するため、ど
のような方法が望ましいかも含め、制度の基本的な在り方や具
体化の方策等について、昨年9月の構造改革特別区域推進本部
決定や、本年3月に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3
か年計画」等を踏まえつつ、検討を進めております。

公設民営学校の制度化について
は従来から提案が出ており重要
な検討課題である。特区第３次
提案の対応方針等で実現が決
まっているものであるため、ど
のような形であれば法制上の課
題を解決し提案の内容を最大限
実現できるのか速やかに対応策
をまとめられたい。また、検討
のスケジュールについても明ら
かにされたい。

C

いわゆる「公設民営」型の学校の設置については、「構造改
革特区第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会においてその在り方についての検討を実施し
ました。
公立学校は、地方自治体の公の意思に基づき、教育内容が
決定されるとともに卒業認定や懲戒等の処分が行われるとい
う点を踏まえつつ、地方自治体から施設の提供や支援を受
け、特色ある自由な教育を行いたい等の特区提案の内容を
実現するため、法制上の課題を含め検討中です。
なお、検討の状況につきましては、昨年9月の構造改革特別
区域推進本部決定や、本年3月に閣議決定された「規制改
革・民間開放推進3か年計画」等を踏まえつつ、具体的な内
容についてできる限り速やかに結論をお示しできるよう、鋭意
検討を行っているところです。

1560 15601030

神戸
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による神
戸バイリ
ンガル・
スクール
構想

「設置者が責任を持って、その設置する学校
を管理する」ことが設置者の責任であり、そ
のことによって、公共性、安定性を確保する
としているが、設置者が自治体、学校法人、
株式会社、NPO法人と単体でない場合が考え
られる。いわゆる「公設民営」方式とは、特
区への申請権を持つ自治体が学校法人、株式
会社、NPO法人など民間学校事業者と、「共
同」して学校を開設し、後者が管理・運営を
行う新しい方式である。幼稚園と高等学校に
認められたが、小・中学校に関してもこうし
た新しい方式が認められるべきである、との
提案を第４次に続き今回も再提案する。
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文部科学省（特区）

省庁名 管理
コード

規制の特
例事項名 該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 各省庁からの回答に対する再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 各省庁からの回答に対する再々
検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プ
ロジェク
ト)の名

称

規制の特例事項の内容

文部科
学省 0830050

公立学校
の公設民
営方式に
よる学校
運営の容
認

学校教育法
第５条

学校の設置者は、そ
の設置する学校を管
理する。

D-1

いわゆる「公設民営」型の学校の設置に関し、公立
学校の管理運営委託については、「構造改革特区第
３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会において教育的見地からその在り方の
検討を実施しました。
具体的な制度化については、法制上の課題につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省と
しては、構造改革特区についての提案の趣旨を最大
限実現するため、どのような方法が望ましいかも含
め、制度の在り方等について検討を進めておりま
す。
なお、ご提案の趣旨にあるような、地方自治体が所
有する空き校舎等を活用し、公的な助成を得つつ特
色ある教育を行うことについては、既に、学校法人
が地方自治体の協力を得て、地方自治体が所有する
空き校舎を借用し、新しい学校を設置している例
や、地方自治体と協力して新たな学校法人を設立
し、特色ある教育を行う学校を設置している例があ
ります。また、構造改革特区における「校地・校舎
の自己所有を要しない小学校等設置事業」等を活用
して、NPO法人が学校法人を設立し、地方自治体が
所有する空き校舎を借用して私立学校を設置する準
備を進めている具体的な例もありますので、そのよ
うな手法についても、是非ご検討頂きたいと思いま
す。

提案者が求める義務教育学校の公設民営
も含め提案の内容は全て実現できると解
してよいか。加えて、貴省の回答に「具
体的な制度化については、法制上の課題
について、なお、十分な検討が必要であ
り、文部科学省としては、構造改革特区
についての提案の趣旨を最大限実現する
ため、どのような方法が望ましいかも含
め、制度の在り方等について検討を進め
ております」とあるが、その具体的なス
ケジュールを明らかにされたい。

D-1

「公設民営学校」の制度化については、法制上の課題等につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省としては、構
造改革特区についてのご提案の趣旨を最大限実現するため、ど
のような方法が望ましいかも含め、制度の基本的な在り方や具
体化の方策等について、昨年9月の構造改革特別区域推進本部
決定や、本年3月に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3
か年計画」等を踏まえつつ、検討を進めております。

公設民営学校の制度化について
は従来から提案が出ており重要
な検討課題である。特区第３次
提案の対応方針等で実現が決
まっているものであるため、ど
のような形であれば法制上の課
題を解決し提案の内容を最大限
実現できるのか速やかに対応策
をまとめられたい。また、検討
のスケジュールについても明ら
かにされたい。

C

いわゆる「公設民営」型の学校の設置については、「構造改
革特区第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会においてその在り方についての検討を実施し
ました。
公立学校は、地方自治体の公の意思に基づき、教育内容が
決定されるとともに卒業認定や懲戒等の処分が行われるとい
う点を踏まえつつ、地方自治体から施設の提供や支援を受
け、特色ある自由な教育を行いたい等の特区提案の内容を
実現するため、法制上の課題を含め検討中です。
なお、検討の状況につきましては、昨年9月の構造改革特別
区域推進本部決定や、本年3月に閣議決定された「規制改
革・民間開放推進3か年計画」等を踏まえつつ、具体的な内
容についてできる限り速やかに結論をお示しできるよう、鋭意
検討を行っているところです。

1562 15621030

全国
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による
小・中一
貫校とし
ての「東
京バイリ
ンガル・
スクー
ル」構想

「設置者が責任を持って、その設置する学校
を管理する」ことが設置者の責任であり、そ
のことによって、公共性、安定性を確保する
としているが、設置者が自治体、学校法人、
株式会社、NPO法人と単体でない場合が考え
られる。いわゆる「公設民営」方式とは、特
区への申請権を持つ自治体が学校法人、株式
会社、NPO法人など民間学校事業者と、「共
同」して学校を開設し、後者が管理・運営を
行う新しい方式である。幼稚園と高等学校に
認められたが、小・中学校に関してもこうし
た新しい方式が認められるべきである、との
提案を第４次に続き今回も再提案する。

文部科
学省 0830050

公立学校
の公設民
営方式に
よる学校
運営の容
認

学校教育法
第５条

学校の設置者は、そ
の設置する学校を管
理する。

D-1

いわゆる「公設民営」型の学校の設置に関し、公立
学校の管理運営委託については、「構造改革特区第
３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会において教育的見地からその在り方の
検討を実施しました。
具体的な制度化については、法制上の課題につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省と
しては、構造改革特区についての提案の趣旨を最大
限実現するため、どのような方法が望ましいかも含
め、制度の在り方等について検討を進めておりま
す。
なお、ご提案の趣旨にあるような、地方自治体が所
有する空き校舎等を活用し、公的な助成を得つつ特
色ある教育を行うことについては、既に、学校法人
が地方自治体の協力を得て、地方自治体が所有する
空き校舎を借用し、新しい学校を設置している例
や、地方自治体と協力して新たな学校法人を設立
し、特色ある教育を行う学校を設置している例があ
ります。また、構造改革特区における「校地・校舎
の自己所有を要しない小学校等設置事業」等を活用
して、NPO法人が学校法人を設立し、地方自治体が
所有する空き校舎を借用して私立学校を設置する準
備を進めている具体的な例もありますので、そのよ
うな手法についても、是非ご検討頂きたいと思いま
す。

提案者が求める義務教育学校の公設民営
も含め提案の内容は全て実現できると解
してよいか。加えて、貴省の回答に「具
体的な制度化については、法制上の課題
について、なお、十分な検討が必要であ
り、文部科学省としては、構造改革特区
についての提案の趣旨を最大限実現する
ため、どのような方法が望ましいかも含
め、制度の在り方等について検討を進め
ております」とあるが、その具体的なス
ケジュールを明らかにされたい。

D-1

「公設民営学校」の制度化については、法制上の課題等につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省としては、構
造改革特区についてのご提案の趣旨を最大限実現するため、ど
のような方法が望ましいかも含め、制度の基本的な在り方や具
体化の方策等について、昨年9月の構造改革特別区域推進本部
決定や、本年3月に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3
か年計画」等を踏まえつつ、検討を進めております。

公設民営学校の制度化について
は従来から提案が出ており重要
な検討課題である。特区第３次
提案の対応方針等で実現が決
まっているものであるため、ど
のような形であれば法制上の課
題を解決し提案の内容を最大限
実現できるのか速やかに対応策
をまとめられたい。また、検討
のスケジュールについても明ら
かにされたい。

C

いわゆる「公設民営」型の学校の設置については、「構造改
革特区第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会においてその在り方についての検討を実施し
ました。
公立学校は、地方自治体の公の意思に基づき、教育内容が
決定されるとともに卒業認定や懲戒等の処分が行われるとい
う点を踏まえつつ、地方自治体から施設の提供や支援を受
け、特色ある自由な教育を行いたい等の特区提案の内容を
実現するため、法制上の課題を含め検討中です。
なお、検討の状況につきましては、昨年9月の構造改革特別
区域推進本部決定や、本年3月に閣議決定された「規制改
革・民間開放推進3か年計画」等を踏まえつつ、具体的な内
容についてできる限り速やかに結論をお示しできるよう、鋭意
検討を行っているところです。

1564 15641030

福岡
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による福
岡個性化
教育学校
構想

「設置者が責任を持って、その設置する学校
を管理する」ことが設置者の責任であり、そ
のことによって、公共性、安定性を確保する
としているが、設置者が自治体、学校法人、
株式会社、NPO法人と単体でない場合が考え
られる。いわゆる「公設民営」方式とは、特
区への申請権を持つ自治体が学校法人、株式
会社、NPO法人など民間学校事業者と、「共
同」して学校を開設し、後者が管理・運営を
行う新しい方式である。幼稚園と高等学校に
認められたが、小・中学校に関してもこうし
た新しい方式が認められるべきである、との
提案を第４次に続き今回も再提案する。

文部科
学省 1596 15961010

義務教育
の「公設
民営」特
区

文部科
学省 5064 50640031 0

0830050

公立学校
の公設民
営方式に
よる学校
運営の容
認

学校教育法
第５条

学校の設置者は、そ
の設置する学校を管
理する。

C

いわゆる「公設民営」型の学校の設置に関し、公立
学校の管理運営委託については、「構造改革特区第
３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会において教育的見地からその在り方の
検討を実施しました。
具体的な制度化については、法制上の課題につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省と
しては、構造改革特区についての提案の趣旨を最大
限実現するため、どのような方法が望ましいかも含
め、制度の在り方等について検討を進めておりま
す。

貴省の回答に「具体的な制度化について
は、法制上の課題について、なお、十分
な検討が必要であり、文部科学省として
は、構造改革特区についての提案の趣旨
を最大限実現するため、どのような方法
が望ましいかも含め、制度の在り方等に
ついて検討を進めております」とある
が、その具体的なスケジュールを明らか
にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ回
答されたい。

文部科学省による御回答の文脈からは、既に「教育的見地」
から「公設民営」の在り方の検討を実施した中教審の方針が
確固としたものであり、今は、その中教審の方針を文部科学
省が具体的に制度設計していく検討を行っている、と読みと
れます。すなわち、中教審の答申内容が所与とされ、その具
体化が進行中と読めます。しかし、弊社は、そもそもの中教
審答申における「公設民営」概念（モデル）の再考を提案して
いているのであり、文部科学省からは、中教審の「公設民営」
概念（モデル）をそのまま採用することを正当化する根拠が
何であるのかについて、改めて明確に御回答賜りたいと考え
ます。本年3月4日の中教審答申での「公設民営」の概念は、
弊社をはじめとする多くの国民が意味している「公設民営」概
念とは内容が大きく異なっています。弊社は「公設民営」にお
いて、「教育委員会」の介在の余地が無いことが、決定的に
重要なファクターであると考えていますが、中教審案では、教
育委員会の温存が前提されてしまっているのです。中教審答
申のモデルとなった公設民営の概念は、その分科会の1つ
「初等中等教育分科会」の参考資料で示されたものですが、
そこでは「教育委員会と受託機関との間の契約によって学校
の運営方針等」が決まることとされていました。しかし、教育
委員会が入っていては既存の公立学校と殆ど差異がなくな
り、意味が無いし、弊社が考える「公設民営」にはならないの
です。しかも、同参考資料においては、株式会社やNPO法人
が運営主体となる学校は、私立学校と位置付けて公立学校
と区別化しており、「受託機関」は暗黙のうちに「学校法人」で
あると限定してしまっているのです。弊社は今の「教育委員
会」の権限・機能を「各地方公共団体の首長」へと移し変え、
さらに学校の管理・運営について「各地方公共団体の首長」
と契約する「受託機関」に「株式会社・NPO法人」が含まれな
ければ、真の「公設民営」とはならないと考えています。この
ような「公設民営」概念（モデル）を採用するのではなく、中教
審によるそれをそのまま文部科学省が採用することの積極
的根拠を明確に御回答賜りたいと思います。

C

「公設民営学校」の制度化については、法制上の課題等につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省としては、構
造改革特区についてのご提案の趣旨を最大限実現するため、ど
のような方法が望ましいかも含め、制度の基本的な在り方や具
体化の方策等について、昨年9月の構造改革特別区域推進本部
決定や、本年3月に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3
か年計画」等を踏まえつつ、検討を進めております。
　
また、中央教育審議会の答申についてのご指摘ですが、同審議
会の審議においては、国民からの意見募集手続を実施し、広く
ご意見を募集して、その意見を踏まえつつ答申をまとめていた
だいたものです。文部科学省としては、これを受けて制度設計
の検討を行っているものです。
その上で、貴社のご提案の内容についてですが、『「教育委員
会」の介在の余地が無いことが、決定的に重要なファクター』
と述べられています。地方公共団体が設置した学校であれば、
当然地方公共団体がその最終的な管理運営責任を負うのであ
り、教育委員会の所管でなくなれば、地方公共団体の関与が減
る、行われないというものではありません。この点、教育委員
会は、地方公共団体という法人の中で、この事務を行うために
設けられている機関であり、教育委員会の関与を受けないとの
ご提案は、地方公共団体の関与を受けないとのご提案と同じで
あると考えます。
そのようなご提案であれば、公の認可を受けて設置されるもの
であり、また、場合によっては地方公共団体の協力を受けつつ
設立されることもある私立学校は、首長の所轄であり、かつ、
運営は学校法人自身が行うものでありますから、まさに貴社の
ご提案の実現が可能な制度であります。是非このような選択肢
もご検討いただければと思います。

公設民営学校の制度化について
は従来から提案が出ており重要
な検討課題である。特区第３次
提案の対応方針等で実現が決
まっているものであるため、ど
のような形であれば法制上の課
題を解決し提案の内容を最大限
実現できるのか速やかに対応策
をまとめられたい。また、検討
のスケジュールについても明ら
かにされたい。

C

いわゆる「公設民営」型の学校の設置については、「構造改
革特区第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会においてその在り方についての検討を実施し
ました。
公立学校は、地方自治体の公の意思に基づき、教育内容が
決定されるとともに卒業認定や懲戒等の処分が行われるとい
う点を踏まえつつ、地方自治体から施設の提供や支援を受
け、特色ある自由な教育を行いたい等の特区提案の内容を
実現するため、法制上の課題を含め検討中です。
なお、検討の状況につきましては、昨年9月の構造改革特別
区域推進本部決定や、本年3月に閣議決定された「規制改
革・民間開放推進3か年計画」等を踏まえつつ、具体的な内
容についてできる限り速やかに結論をお示しできるよう、鋭意
検討を行っているところです。

株式会社
東京リー
ガルマイ
ンド

「学校教育法第5条」に、公立小中学校の学
校設置者たる地方公共団体が、学校の管理・
運営を他の事業者に包括的に委託することが
可能である旨の但書を加える。委託先が学校
法人に限られるようでは意味が無いので、株
式会社・NPO法人という文言自体を含む必要
がある。

0830050

公立学校
の公設民
営方式に
よる学校
運営の容
認

学校教育法
第５条

学校の設置者は、そ
の設置する学校を管
理する。

C

いわゆる「公設民営」型の学校の設置に関し、公立
学校の管理運営委託については、「構造改革特区第
３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会において教育的見地からその在り方の
検討を実施しました。
具体的な制度化については、法制上の課題につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省と
しては、構造改革特区についての提案の趣旨を最大
限実現するため、どのような方法が望ましいかも含
め、制度の在り方等について検討を進めておりま
す。

貴省の回答に「具体的な制度化について
は、法制上の課題について、なお、十分
な検討が必要であり、文部科学省として
は、構造改革特区についての提案の趣旨
を最大限実現するため、どのような方法
が望ましいかも含め、制度の在り方等に
ついて検討を進めております」とある
が、その具体的なスケジュールを明らか
にされたい。

C

「公設民営学校」の制度化については、法制上の課題等につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省としては、構
造改革特区についてのご提案の趣旨を最大限実現するため、ど
のような方法が望ましいかも含め、制度の基本的な在り方や具
体化の方策等について、昨年9月の構造改革特別区域推進本部
決定や、本年3月に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3
か年計画」等を踏まえつつ、検討を進めております。
　
また、中央教育審議会の答申についてのご指摘ですが、同審議
会の審議においては、国民からの意見募集手続を実施し、広く
ご意見を募集して、その意見を踏まえつつ答申をまとめていた
だいたものです。文部科学省としては、これを受けて制度設計
の検討を行っているものです。
その上で、貴社のご提案の内容についてですが、『「教育委員
会」の介在の余地が無いことが、決定的に重要なファクター』
と述べられています。地方公共団体が設置した学校であれば、
当然地方公共団体がその最終的な管理運営責任を負うのであ
り、教育委員会の所管でなくなれば、地方公共団体の関与が減
る、行われないというものではありません。この点、教育委員
会は、地方公共団体という法人の中で、この事務を行うために
設けられている機関であり、教育委員会の関与を受けないとの
ご提案は、地方公共団体の関与を受けないとのご提案と同じで
あると考えます。
そのようなご提案であれば、公の認可を受けて設置されるもの
であり、また、場合によっては地方公共団体の協力を受けつつ
設立されることもある私立学校は、首長の所轄であり、かつ、
運営は学校法人自身が行うものでありますから、まさに貴社の
ご提案の実現が可能な制度であります。是非このような選択肢
もご検討いただければと思います。

公設民営学校の制度化について
は従来から提案が出ており重要
な検討課題である。特区第３次
提案の対応方針等で実現が決
まっているものであるため、ど
のような形であれば法制上の課
題を解決し提案の内容を最大限
実現できるのか速やかに対応策
をまとめられたい。また、検討
のスケジュールについても明ら
かにされたい。

C

いわゆる「公設民営」型の学校の設置については、「構造改
革特区第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会においてその在り方についての検討を実施し
ました。
公立学校は、地方自治体の公の意思に基づき、教育内容が
決定されるとともに卒業認定や懲戒等の処分が行われるとい
う点を踏まえつつ、地方自治体から施設の提供や支援を受
け、特色ある自由な教育を行いたい等の特区提案の内容を
実現するため、法制上の課題を含め検討中です。
なお、検討の状況につきましては、昨年9月の構造改革特別
区域推進本部決定や、本年3月に閣議決定された「規制改
革・民間開放推進3か年計画」等を踏まえつつ、具体的な内
容についてできる限り速やかに結論をお示しできるよう、鋭意
検討を行っているところです。

株式会社
東京リー
ガルマイ
ンド

「学校教育法第5条」に、公立小中学校の学
校設置者たる地方公共団体が、学校の管理・
運営を他の事業者に包括的に委託することが
可能である旨の但書を加える。委託先が学校
法人に限られるようでは意味が無いので、株
式会社・NPO法人という文言自体を含む必要
がある。

4 / 36 ページ



文部科学省（特区）

省庁名 管理
コード

規制の特
例事項名 該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 各省庁からの回答に対する再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 各省庁からの回答に対する再々
検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プ
ロジェク
ト)の名

称

規制の特例事項の内容

文部科
学省 0830060

公設民営
学校にお
ける授業
料の徴収
の容認

学校教育法
第５条

学校の設置者は、そ
の設置する学校を管
理する。

D-1

いわゆる「公設民営」型の学校の設置に関し、公立
学校の管理運営委託については、「構造改革特区第
３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会において教育的見地からその在り方の
検討を実施しました。
具体的な制度化については、法制上の課題につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省と
しては、構造改革特区についての提案の趣旨を最大
限実現するため、どのような方法が望ましいかも含
め、制度の在り方等について検討を進めておりま
す。
なお、ご提案の趣旨にあるような、地方自治体が所
有する空き校舎等を活用し、公的な助成を得つつ特
色ある教育を行うことについては、既に、学校法人
が地方自治体の協力を得て、地方自治体が所有する
空き校舎を借用し、新しい学校を設置している例
や、地方自治体と協力して新たな学校法人を設立
し、特色ある教育を行う学校を設置している例があ
ります。この方式によれば、公的支援を受けつつ授
業料を徴収しながらの学校運営が可能となります。
また、構造改革特区における「校地・校舎の自己所
有を要しない小学校等設置事業」等を活用して、
NPO法人が学校法人を設立し、地方自治体が所有す
る空き校舎を借用して私立学校を設置する準備を進
めている具体的な例もありますので、そのような手
法についても、是非ご検討頂きたいと思います。

提案の内容はすべて実現できると解して
よいか。加えて、貴省の回答では「制度
の在り方等について検討を進めておりま
す。」としているが、その検討において
提案主体が求める公設民営学校における
授業料の徴収が含まれていると解してよ
いか。

D-1

「公設民営学校」の制度化については、法制上の課題等につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省としては、構
造改革特区についてのご提案の趣旨を最大限実現するため、ど
のような方法が望ましいかも含め、制度の基本的な在り方や具
体化の方策等について、昨年9月の構造改革特別区域推進本部
決定や、本年3月に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3
か年計画」等を踏まえつつ、検討を進めております。

公設民営学校の制度化について
は従来から提案が出ており重要
な検討課題である。特区第３次
提案の対応方針等で実現が決
まっているものであるため、ど
のような形であれば法制上の課
題を解決し提案の内容を最大限
実現できるのか、公設民営学校
における授業料の徴収を含め、
速やかに対応策をまとめられた
い。また、検討のスケジュール
についても明らかにされたい。

C

いわゆる「公設民営」型の学校の設置については、「構造改
革特区第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会においてその在り方についての検討を実施し
ました。
公立学校は、地方自治体の公の意思に基づき、教育内容が
決定されるとともに卒業認定や懲戒等の処分が行われるとい
う点を踏まえつつ、地方自治体から施設の提供や支援を受
け、特色ある自由な教育を行いたい等の特区提案の内容を
実現するため、法制上の課題を含め検討中です。
なお、検討の状況につきましては、昨年9月の構造改革特別
区域推進本部決定や、本年3月に閣議決定された「規制改
革・民間開放推進3か年計画」等を踏まえつつ、具体的な内
容についてできる限り速やかに結論をお示しできるよう、鋭意
検討を行っているところです。

1286 12861040

ＮＰＯ法
人大阪に
新しい学
校を創る
会

みのおパ
イロット
スクール
構想（現
みのおパ
イロット
スクール
の設立）

国立及び公立の義務教育諸学校は授業料を徴
収することができない。公が設置し、民が管
理・運営する「公設民営」方式の小・中学校
は、地域のニーズに応じた特色ある教育を施
すことを目的としている。公からの充分な
「運営委託費」や公的助成が期待できない場
合、そうした特別な教育サービスに対して最
小限の授業料を徴収したい。

文部科
学省 0830060

公設民営
学校にお
ける授業
料の徴収
の容認

学校教育法
第５条

学校の設置者は、そ
の設置する学校を管
理する。

D-1

いわゆる「公設民営」型の学校の設置に関し、公立
学校の管理運営委託については、「構造改革特区第
３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会において教育的見地からその在り方の
検討を実施しました。
具体的な制度化については、法制上の課題につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省と
しては、構造改革特区についての提案の趣旨を最大
限実現するため、どのような方法が望ましいかも含
め、制度の在り方等について検討を進めておりま
す。
なお、ご提案の趣旨にあるような、地方自治体が所
有する空き校舎等を活用し、公的な助成を得つつ特
色ある教育を行うことについては、既に、学校法人
が地方自治体の協力を得て、地方自治体が所有する
空き校舎を借用し、新しい学校を設置している例
や、地方自治体と協力して新たな学校法人を設立
し、特色ある教育を行う学校を設置している例があ
ります。この方式によれば、公的支援を受けつつ授
業料を徴収しながらの学校運営が可能となります。
また、構造改革特区における「校地・校舎の自己所
有を要しない小学校等設置事業」等を活用して、
NPO法人が学校法人を設立し、地方自治体が所有す
る空き校舎を借用して私立学校を設置する準備を進
めている具体的な例もありますので、そのような手
法についても、是非ご検討頂きたいと思います。

提案の内容はすべて実現できると解して
よいか。加えて、貴省の回答では「制度
の在り方等について検討を進めておりま
す。」としているが、その検討において
提案主体が求める公設民営学校における
授業料の徴収が含まれていると解してよ
いか。

D-1

「公設民営学校」の制度化については、法制上の課題等につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省としては、構
造改革特区についてのご提案の趣旨を最大限実現するため、ど
のような方法が望ましいかも含め、制度の基本的な在り方や具
体化の方策等について、昨年9月の構造改革特別区域推進本部
決定や、本年3月に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3
か年計画」等を踏まえつつ、検討を進めております。

公設民営学校の制度化について
は従来から提案が出ており重要
な検討課題である。特区第３次
提案の対応方針等で実現が決
まっているものであるため、ど
のような形であれば法制上の課
題を解決し提案の内容を最大限
実現できるのか、公設民営学校
における授業料の徴収を含め、
速やかに対応策をまとめられた
い。また、検討のスケジュール
についても明らかにされたい。

C

いわゆる「公設民営」型の学校の設置については、「構造改
革特区第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会においてその在り方についての検討を実施し
ました。
公立学校は、地方自治体の公の意思に基づき、教育内容が
決定されるとともに卒業認定や懲戒等の処分が行われるとい
う点を踏まえつつ、地方自治体から施設の提供や支援を受
け、特色ある自由な教育を行いたい等の特区提案の内容を
実現するため、法制上の課題を含め検討中です。
なお、検討の状況につきましては、昨年9月の構造改革特別
区域推進本部決定や、本年3月に閣議決定された「規制改
革・民間開放推進3か年計画」等を踏まえつつ、具体的な内
容についてできる限り速やかに結論をお示しできるよう、鋭意
検討を行っているところです。

1440 14401040

大阪
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による
小・中一
貫校とし
ての「大
阪チャー
ター・ス
クール」
構想

第４次提案に引き続き、再度提案する。国立
及び公立の義務教育諸学校は授業料を徴収す
ることができない。公が設置し、民が管理・
運営する「公設民営」方式の小・中学校は、
地域のニーズに応じた特色ある教育を施すこ
とを目的としている。公からの充分な「運営
委託費」や公的助成が期待できない場合、そ
うした特別な教育サービスに対して最小限の
授業料を徴収せざるを得ない。

文部科
学省 0830060

公設民営
学校にお
ける授業
料の徴収
の容認

学校教育法
第５条

学校の設置者は、そ
の設置する学校を管
理する。

D-1

いわゆる「公設民営」型の学校の設置に関し、公立
学校の管理運営委託については、「構造改革特区第
３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会において教育的見地からその在り方の
検討を実施しました。
具体的な制度化については、法制上の課題につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省と
しては、構造改革特区についての提案の趣旨を最大
限実現するため、どのような方法が望ましいかも含
め、制度の在り方等について検討を進めておりま
す。
なお、ご提案の趣旨にあるような、地方自治体が所
有する空き校舎等を活用し、公的な助成を得つつ特
色ある教育を行うことについては、既に、学校法人
が地方自治体の協力を得て、地方自治体が所有する
空き校舎を借用し、新しい学校を設置している例
や、地方自治体と協力して新たな学校法人を設立
し、特色ある教育を行う学校を設置している例があ
ります。この方式によれば、公的支援を受けつつ授
業料を徴収しながらの学校運営が可能となります。
また、構造改革特区における「校地・校舎の自己所
有を要しない小学校等設置事業」等を活用して、
NPO法人が学校法人を設立し、地方自治体が所有す
る空き校舎を借用して私立学校を設置する準備を進
めている具体的な例もありますので、そのような手
法についても、是非ご検討頂きたいと思います。

提案の内容はすべて実現できると解して
よいか。加えて、貴省の回答では「制度
の在り方等について検討を進めておりま
す。」としているが、その検討において
提案主体が求める公設民営学校における
授業料の徴収が含まれていると解してよ
いか。

D-1

「公設民営学校」の制度化については、法制上の課題等につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省としては、構
造改革特区についてのご提案の趣旨を最大限実現するため、ど
のような方法が望ましいかも含め、制度の基本的な在り方や具
体化の方策等について、昨年9月の構造改革特別区域推進本部
決定や、本年3月に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3
か年計画」等を踏まえつつ、検討を進めております。

公設民営学校の制度化について
は従来から提案が出ており重要
な検討課題である。特区第３次
提案の対応方針等で実現が決
まっているものであるため、ど
のような形であれば法制上の課
題を解決し提案の内容を最大限
実現できるのか、公設民営学校
における授業料の徴収を含め、
速やかに対応策をまとめられた
い。また、検討のスケジュール
についても明らかにされたい。

C

いわゆる「公設民営」型の学校の設置については、「構造改
革特区第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会においてその在り方についての検討を実施し
ました。
公立学校は、地方自治体の公の意思に基づき、教育内容が
決定されるとともに卒業認定や懲戒等の処分が行われるとい
う点を踏まえつつ、地方自治体から施設の提供や支援を受
け、特色ある自由な教育を行いたい等の特区提案の内容を
実現するため、法制上の課題を含め検討中です。
なお、検討の状況につきましては、昨年9月の構造改革特別
区域推進本部決定や、本年3月に閣議決定された「規制改
革・民間開放推進3か年計画」等を踏まえつつ、具体的な内
容についてできる限り速やかに結論をお示しできるよう、鋭意
検討を行っているところです。

1560 15601040

神戸
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による神
戸バイリ
ンガル・
スクール
構想

第４次提案に引き続き、再度提案する。国立
及び公立の義務教育諸学校は授業料を徴収す
ることができない。公が設置し、民が管理・
運営する「公設民営」方式の小・中学校は、
地域のニーズに応じた特色ある教育を施すこ
とを目的としている。公からの充分な「運営
委託費」や公的助成が期待できない場合、そ
うした特別な教育サービスに対して最小限の
授業料を徴収せざるを得ない。

文部科
学省 0830060

公設民営
学校にお
ける授業
料の徴収
の容認

学校教育法
第５条

学校の設置者は、そ
の設置する学校を管
理する。

D-1

いわゆる「公設民営」型の学校の設置に関し、公立
学校の管理運営委託については、「構造改革特区第
３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会において教育的見地からその在り方の
検討を実施しました。
具体的な制度化については、法制上の課題につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省と
しては、構造改革特区についての提案の趣旨を最大
限実現するため、どのような方法が望ましいかも含
め、制度の在り方等について検討を進めておりま
す。
なお、ご提案の趣旨にあるような、地方自治体が所
有する空き校舎等を活用し、公的な助成を得つつ特
色ある教育を行うことについては、既に、学校法人
が地方自治体の協力を得て、地方自治体が所有する
空き校舎を借用し、新しい学校を設置している例
や、地方自治体と協力して新たな学校法人を設立
し、特色ある教育を行う学校を設置している例があ
ります。この方式によれば、公的支援を受けつつ授
業料を徴収しながらの学校運営が可能となります。
また、構造改革特区における「校地・校舎の自己所
有を要しない小学校等設置事業」等を活用して、
NPO法人が学校法人を設立し、地方自治体が所有す
る空き校舎を借用して私立学校を設置する準備を進
めている具体的な例もありますので、そのような手
法についても、是非ご検討頂きたいと思います。

提案の内容はすべて実現できると解して
よいか。加えて、貴省の回答では「制度
の在り方等について検討を進めておりま
す。」としているが、その検討において
提案主体が求める公設民営学校における
授業料の徴収が含まれていると解してよ
いか。

D-1

「公設民営学校」の制度化については、法制上の課題等につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省としては、構
造改革特区についてのご提案の趣旨を最大限実現するため、ど
のような方法が望ましいかも含め、制度の基本的な在り方や具
体化の方策等について、昨年9月の構造改革特別区域推進本部
決定や、本年3月に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3
か年計画」等を踏まえつつ、検討を進めております。

公設民営学校の制度化について
は従来から提案が出ており重要
な検討課題である。特区第３次
提案の対応方針等で実現が決
まっているものであるため、ど
のような形であれば法制上の課
題を解決し提案の内容を最大限
実現できるのか、公設民営学校
における授業料の徴収を含め、
速やかに対応策をまとめられた
い。また、検討のスケジュール
についても明らかにされたい。

C

いわゆる「公設民営」型の学校の設置については、「構造改
革特区第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会においてその在り方についての検討を実施し
ました。
公立学校は、地方自治体の公の意思に基づき、教育内容が
決定されるとともに卒業認定や懲戒等の処分が行われるとい
う点を踏まえつつ、地方自治体から施設の提供や支援を受
け、特色ある自由な教育を行いたい等の特区提案の内容を
実現するため、法制上の課題を含め検討中です。
なお、検討の状況につきましては、昨年9月の構造改革特別
区域推進本部決定や、本年3月に閣議決定された「規制改
革・民間開放推進3か年計画」等を踏まえつつ、具体的な内
容についてできる限り速やかに結論をお示しできるよう、鋭意
検討を行っているところです。

1562 15621040

全国
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による
小・中一
貫校とし
ての「東
京バイリ
ンガル・
スクー
ル」構想

第４次提案に引き続き、再度提案する。国立
及び公立の義務教育諸学校は授業料を徴収す
ることができない。公が設置し、民が管理・
運営する「公設民営」方式の小・中学校は、
地域のニーズに応じた特色ある教育を施すこ
とを目的としている。公からの充分な「運営
委託費」や公的助成が期待できない場合、そ
うした特別な教育サービスに対して最小限の
授業料を徴収せざるを得ない。

文部科
学省 0830060

公設民営
学校にお
ける授業
料の徴収
の容認

学校教育法
第５条

学校の設置者は、そ
の設置する学校を管
理する。

D-1

いわゆる「公設民営」型の学校の設置に関し、公立
学校の管理運営委託については、「構造改革特区第
３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会において教育的見地からその在り方の
検討を実施しました。
具体的な制度化については、法制上の課題につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省と
しては、構造改革特区についての提案の趣旨を最大
限実現するため、どのような方法が望ましいかも含
め、制度の在り方等について検討を進めておりま
す。
なお、ご提案の趣旨にあるような、地方自治体が所
有する空き校舎等を活用し、公的な助成を得つつ特
色ある教育を行うことについては、既に、学校法人
が地方自治体の協力を得て、地方自治体が所有する
空き校舎を借用し、新しい学校を設置している例
や、地方自治体と協力して新たな学校法人を設立
し、特色ある教育を行う学校を設置している例があ
ります。この方式によれば、公的支援を受けつつ授
業料を徴収しながらの学校運営が可能となります。
また、構造改革特区における「校地・校舎の自己所
有を要しない小学校等設置事業」等を活用して、
NPO法人が学校法人を設立し、地方自治体が所有す
る空き校舎を借用して私立学校を設置する準備を進
めている具体的な例もありますので、そのような手
法についても、是非ご検討頂きたいと思います。

提案の内容はすべて実現できると解して
よいか。加えて、貴省の回答では「制度
の在り方等について検討を進めておりま
す。」としているが、その検討において
提案主体が求める公設民営学校における
授業料の徴収が含まれていると解してよ
いか。

D-1

「公設民営学校」の制度化については、法制上の課題等につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省としては、構
造改革特区についてのご提案の趣旨を最大限実現するため、ど
のような方法が望ましいかも含め、制度の基本的な在り方や具
体化の方策等について、昨年9月の構造改革特別区域推進本部
決定や、本年3月に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3
か年計画」等を踏まえつつ、検討を進めております。

公設民営学校の制度化について
は従来から提案が出ており重要
な検討課題である。特区第３次
提案の対応方針等で実現が決
まっているものであるため、ど
のような形であれば法制上の課
題を解決し提案の内容を最大限
実現できるのか、公設民営学校
における授業料の徴収を含め、
速やかに対応策をまとめられた
い。また、検討のスケジュール
についても明らかにされたい。

C

いわゆる「公設民営」型の学校の設置については、「構造改
革特区第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会においてその在り方についての検討を実施し
ました。
公立学校は、地方自治体の公の意思に基づき、教育内容が
決定されるとともに卒業認定や懲戒等の処分が行われるとい
う点を踏まえつつ、地方自治体から施設の提供や支援を受
け、特色ある自由な教育を行いたい等の特区提案の内容を
実現するため、法制上の課題を含め検討中です。
なお、検討の状況につきましては、昨年9月の構造改革特別
区域推進本部決定や、本年3月に閣議決定された「規制改
革・民間開放推進3か年計画」等を踏まえつつ、具体的な内
容についてできる限り速やかに結論をお示しできるよう、鋭意
検討を行っているところです。

1564 15641040

福岡
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による福
岡個性化
教育学校
構想

第４次提案に引き続き、再度提案する。国立
及び公立の義務教育諸学校は授業料を徴収す
ることができない。公が設置し、民が管理・
運営する「公設民営」方式の小・中学校は、
地域のニーズに応じた特色ある教育を施すこ
とを目的としている。公からの充分な「運営
委託費」や公的助成が期待できない場合、そ
うした特別な教育サービスに対して最小限の
授業料を徴収せざるを得ない。
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文部科学省（特区）

省庁名 管理
コード

規制の特
例事項名 該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 各省庁からの回答に対する再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 各省庁からの回答に対する再々
検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プ
ロジェク
ト)の名

称

規制の特例事項の内容

文部科
学省 0830070

公設民営
学校への
県費負担
教職員の
参加の容
認

学校教育法
第５条

学校の設置者は、そ
の設置する学校を管
理する。

D-1

いわゆる「公設民営」型の学校の設置に関し、公立
学校の管理運営委託については、「構造改革特区第
３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会において教育的見地からその在り方の
検討を実施しました。
具体的な制度化については、法制上の課題につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省と
しては、構造改革特区についての提案の趣旨を最大
限実現するため、どのような方法が望ましいかも含
め、制度の在り方等について検討を進めておりま
す。
なお、ご提案の趣旨にあるような、地方自治体が所
有する空き校舎等を活用し、公的な助成を得つつ特
色ある教育を行うことについては、既に、学校法人
が地方自治体の協力を得て、地方自治体が所有する
空き校舎を借用し、新しい学校を設置している例
や、地方自治体と協力して新たな学校法人を設立
し、特色ある教育を行う学校を設置している例があ
ります。この方式によれば、学校法人に対して地方
公共団体が助成を行うことも可能となります。ま
た、構造改革特区における「校地・校舎の自己所有
を要しない小学校等設置事業」等を活用して、NPO
法人が学校法人を設立し、地方自治体が所有する空
き校舎を借用して私立学校を設置する準備を進めて
いる具体的な例もありますので、そのような手法に
ついても、是非ご検討頂きたいと思います。

提案の内容は全て実現できると解してよ
いか。加えて、貴省の回答では「制度の
在り方等について検討を進めておりま
す。」としているが、提案主体が求める
公設民営学校における県費負担教職員の
配置の容認も含めて人件費の一部を公費
でまかなうことについても検討が進めら
れるものと解して良いか。

D-1

「公設民営学校」の制度化については、法制上の課題等につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省としては、構
造改革特区についてのご提案の趣旨を最大限実現するため、ど
のような方法が望ましいかも含め、制度の基本的な在り方や具
体化の方策等について、昨年9月の構造改革特別区域推進本部
決定や、本年3月に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3
か年計画」等を踏まえつつ、検討を進めております。

公設民営学校の制度化について
は従来から提案が出ており重要
な検討課題である。特区第３次
提案の対応方針等で実現が決
まっているものであるため、ど
のような形であれば法制上の課
題を解決し提案の内容を最大限
実現できるのか、公設民営学校
における県費負担教職員の配置
の容認も含め、速やかに対応策
をまとめられたい。また、検討
のスケジュールについても明ら
かにされたい。

C

いわゆる「公設民営」型の学校の設置については、「構造改
革特区第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会においてその在り方についての検討を実施し
ました。
公立学校は、地方自治体の公の意思に基づき、教育内容が
決定されるとともに卒業認定や懲戒等の処分が行われるとい
う点を踏まえつつ、地方自治体から施設の提供や支援を受
け、特色ある自由な教育を行いたい等の特区提案の内容を
実現するため、法制上の課題を含め検討中です。
なお、検討の状況につきましては、昨年9月の構造改革特別
区域推進本部決定や、本年3月に閣議決定された「規制改
革・民間開放推進3か年計画」等を踏まえつつ、具体的な内
容についてできる限り速やかに結論をお示しできるよう、鋭意
検討を行っているところです。

1286 12861050

ＮＰＯ法
人大阪に
新しい学
校を創る
会

みのおパ
イロット
スクール
構想（現
みのおパ
イロット
スクール
の設立）

県費負担職員は公立学校でのみ勤務すること
になっているが、新しい「公設民営」方式の
学校にも勤務が可能になるべきである。「公
設民営」方式には、三つのパターンが考えら
れる。一つは、「運営委託費」型である。自
治体が施設・設備と運営費の一部または全部
を提供し、民（学校法人、株式会社、NPO法
人）が管理・運営するパターンである。その
対極として、もう一つは「独立法人」型であ
る。両者の間に、「半官半民」型が考えられ
る。職員構成に関して言えば、半数が県費負
担職員で、残る半数が当該学校が直接雇用す
る職員である。

文部科
学省 0830070

公設民営
学校への
県費負担
教職員の
参加の容
認

学校教育法
第５条

学校の設置者は、そ
の設置する学校を管
理する。

D-1

いわゆる「公設民営」型の学校の設置に関し、公立
学校の管理運営委託については、「構造改革特区第
３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会において教育的見地からその在り方の
検討を実施しました。
具体的な制度化については、法制上の課題につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省と
しては、構造改革特区についての提案の趣旨を最大
限実現するため、どのような方法が望ましいかも含
め、制度の在り方等について検討を進めておりま
す。
なお、ご提案の趣旨にあるような、地方自治体が所
有する空き校舎等を活用し、公的な助成を得つつ特
色ある教育を行うことについては、既に、学校法人
が地方自治体の協力を得て、地方自治体が所有する
空き校舎を借用し、新しい学校を設置している例
や、地方自治体と協力して新たな学校法人を設立
し、特色ある教育を行う学校を設置している例があ
ります。この方式によれば、学校法人に対して地方
公共団体が助成を行うことも可能となります。ま
た、構造改革特区における「校地・校舎の自己所有
を要しない小学校等設置事業」等を活用して、NPO
法人が学校法人を設立し、地方自治体が所有する空
き校舎を借用して私立学校を設置する準備を進めて
いる具体的な例もありますので、そのような手法に
ついても、是非ご検討頂きたいと思います。

提案の内容は全て実現できると解してよ
いか。加えて、貴省の回答では「制度の
在り方等について検討を進めておりま
す。」としているが、提案主体が求める
公設民営学校における県費負担教職員の
配置の容認も含めて人件費の一部を公費
でまかなうことについても検討が進めら
れるものと解して良いか。

D-1

「公設民営学校」の制度化については、法制上の課題等につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省としては、構
造改革特区についてのご提案の趣旨を最大限実現するため、ど
のような方法が望ましいかも含め、制度の基本的な在り方や具
体化の方策等について、昨年9月の構造改革特別区域推進本部
決定や、本年3月に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3
か年計画」等を踏まえつつ、検討を進めております。

公設民営学校の制度化について
は従来から提案が出ており重要
な検討課題である。特区第３次
提案の対応方針等で実現が決
まっているものであるため、ど
のような形であれば法制上の課
題を解決し提案の内容を最大限
実現できるのか、公設民営学校
における県費負担教職員の配置
の容認も含め、速やかに対応策
をまとめられたい。また、検討
のスケジュールについても明ら
かにされたい。

C

いわゆる「公設民営」型の学校の設置については、「構造改
革特区第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会においてその在り方についての検討を実施し
ました。
公立学校は、地方自治体の公の意思に基づき、教育内容が
決定されるとともに卒業認定や懲戒等の処分が行われるとい
う点を踏まえつつ、地方自治体から施設の提供や支援を受
け、特色ある自由な教育を行いたい等の特区提案の内容を
実現するため、法制上の課題を含め検討中です。
なお、検討の状況につきましては、昨年9月の構造改革特別
区域推進本部決定や、本年3月に閣議決定された「規制改
革・民間開放推進3か年計画」等を踏まえつつ、具体的な内
容についてできる限り速やかに結論をお示しできるよう、鋭意
検討を行っているところです。

1440 14401050

大阪
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による
小・中一
貫校とし
ての「大
阪チャー
ター・ス
クール」
構想

県費負担職員は公立学校でのみ勤務すること
になっているが、新しい「公設民営」方式の
学校にも勤務が可能になるべきである。「公
設民営」方式には、三つのパターンが考えら
れる。一つは、「運営委託費」型である。自
治体が施設・設備と運営費の一部または全部
を提供し、民（学校法人、株式会社、NPO法
人）が管理・運営するパターンである。その
対極として、もう一つは「独立法人」型であ
る。両者の間に、「半官半民」型が考えられ
る。職員構成に関して言えば、半数が県費負
担職員で、残る半数が当該学校が直接雇用す
る職員である。

文部科
学省 0830070

公設民営
学校への
県費負担
教職員の
参加の容
認

学校教育法
第５条

学校の設置者は、そ
の設置する学校を管
理する。

D-1

いわゆる「公設民営」型の学校の設置に関し、公立
学校の管理運営委託については、「構造改革特区第
３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会において教育的見地からその在り方の
検討を実施しました。
具体的な制度化については、法制上の課題につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省と
しては、構造改革特区についての提案の趣旨を最大
限実現するため、どのような方法が望ましいかも含
め、制度の在り方等について検討を進めておりま
す。
なお、ご提案の趣旨にあるような、地方自治体が所
有する空き校舎等を活用し、公的な助成を得つつ特
色ある教育を行うことについては、既に、学校法人
が地方自治体の協力を得て、地方自治体が所有する
空き校舎を借用し、新しい学校を設置している例
や、地方自治体と協力して新たな学校法人を設立
し、特色ある教育を行う学校を設置している例があ
ります。この方式によれば、学校法人に対して地方
公共団体が助成を行うことも可能となります。ま
た、構造改革特区における「校地・校舎の自己所有
を要しない小学校等設置事業」等を活用して、NPO
法人が学校法人を設立し、地方自治体が所有する空
き校舎を借用して私立学校を設置する準備を進めて
いる具体的な例もありますので、そのような手法に
ついても、是非ご検討頂きたいと思います。

提案の内容は全て実現できると解してよ
いか。加えて、貴省の回答では「制度の
在り方等について検討を進めておりま
す。」としているが、提案主体が求める
公設民営学校における県費負担教職員の
配置の容認も含めて人件費の一部を公費
でまかなうことについても検討が進めら
れるものと解して良いか。

D-1

「公設民営学校」の制度化については、法制上の課題等につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省としては、構
造改革特区についてのご提案の趣旨を最大限実現するため、ど
のような方法が望ましいかも含め、制度の基本的な在り方や具
体化の方策等について、昨年9月の構造改革特別区域推進本部
決定や、本年3月に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3
か年計画」等を踏まえつつ、検討を進めております。

公設民営学校の制度化について
は従来から提案が出ており重要
な検討課題である。特区第３次
提案の対応方針等で実現が決
まっているものであるため、ど
のような形であれば法制上の課
題を解決し提案の内容を最大限
実現できるのか、公設民営学校
における県費負担教職員の配置
の容認も含め、速やかに対応策
をまとめられたい。また、検討
のスケジュールについても明ら
かにされたい。

C

いわゆる「公設民営」型の学校の設置については、「構造改
革特区第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会においてその在り方についての検討を実施し
ました。
公立学校は、地方自治体の公の意思に基づき、教育内容が
決定されるとともに卒業認定や懲戒等の処分が行われるとい
う点を踏まえつつ、地方自治体から施設の提供や支援を受
け、特色ある自由な教育を行いたい等の特区提案の内容を
実現するため、法制上の課題を含め検討中です。
なお、検討の状況につきましては、昨年9月の構造改革特別
区域推進本部決定や、本年3月に閣議決定された「規制改
革・民間開放推進3か年計画」等を踏まえつつ、具体的な内
容についてできる限り速やかに結論をお示しできるよう、鋭意
検討を行っているところです。

1560 15601050

神戸
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による神
戸バイリ
ンガル・
スクール
構想

県費負担職員は公立学校でのみ勤務すること
になっているが、新しい「公設民営」方式の
学校にも勤務が可能になるべきである。「公
設民営」方式には、三つのパターンが考えら
れる。一つは、「運営委託費」型である。自
治体が施設・設備と運営費の一部または全部
を提供し、民（学校法人、株式会社、NPO法
人）が管理・運営するパターンである。その
対極として、もう一つは「独立法人」型であ
る。両者の間に、「半官半民」型が考えられ
る。職員構成に関して言えば、半数が県費負
担職員で、残る半数が当該学校が直接雇用す
る職員である。

文部科
学省 0830070

公設民営
学校への
県費負担
教職員の
参加の容
認

学校教育法
第５条

学校の設置者は、そ
の設置する学校を管
理する。

D-1

いわゆる「公設民営」型の学校の設置に関し、公立
学校の管理運営委託については、「構造改革特区第
３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会において教育的見地からその在り方の
検討を実施しました。
具体的な制度化については、法制上の課題につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省と
しては、構造改革特区についての提案の趣旨を最大
限実現するため、どのような方法が望ましいかも含
め、制度の在り方等について検討を進めておりま
す。
なお、ご提案の趣旨にあるような、地方自治体が所
有する空き校舎等を活用し、公的な助成を得つつ特
色ある教育を行うことについては、既に、学校法人
が地方自治体の協力を得て、地方自治体が所有する
空き校舎を借用し、新しい学校を設置している例
や、地方自治体と協力して新たな学校法人を設立
し、特色ある教育を行う学校を設置している例があ
ります。この方式によれば、学校法人に対して地方
公共団体が助成を行うことも可能となります。ま
た、構造改革特区における「校地・校舎の自己所有
を要しない小学校等設置事業」等を活用して、NPO
法人が学校法人を設立し、地方自治体が所有する空
き校舎を借用して私立学校を設置する準備を進めて
いる具体的な例もありますので、そのような手法に
ついても、是非ご検討頂きたいと思います。

提案の内容は全て実現できると解してよ
いか。加えて、貴省の回答では「制度の
在り方等について検討を進めておりま
す。」としているが、提案主体が求める
公設民営学校における県費負担教職員の
配置の容認も含めて人件費の一部を公費
でまかなうことについても検討が進めら
れるものと解して良いか。

D-1

「公設民営学校」の制度化については、法制上の課題等につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省としては、構
造改革特区についてのご提案の趣旨を最大限実現するため、ど
のような方法が望ましいかも含め、制度の基本的な在り方や具
体化の方策等について、昨年9月の構造改革特別区域推進本部
決定や、本年3月に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3
か年計画」等を踏まえつつ、検討を進めております。

公設民営学校の制度化について
は従来から提案が出ており重要
な検討課題である。特区第３次
提案の対応方針等で実現が決
まっているものであるため、ど
のような形であれば法制上の課
題を解決し提案の内容を最大限
実現できるのか、公設民営学校
における県費負担教職員の配置
の容認も含め、速やかに対応策
をまとめられたい。また、検討
のスケジュールについても明ら
かにされたい。

C

いわゆる「公設民営」型の学校の設置については、「構造改
革特区第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会においてその在り方についての検討を実施し
ました。
公立学校は、地方自治体の公の意思に基づき、教育内容が
決定されるとともに卒業認定や懲戒等の処分が行われるとい
う点を踏まえつつ、地方自治体から施設の提供や支援を受
け、特色ある自由な教育を行いたい等の特区提案の内容を
実現するため、法制上の課題を含め検討中です。
なお、検討の状況につきましては、昨年9月の構造改革特別
区域推進本部決定や、本年3月に閣議決定された「規制改
革・民間開放推進3か年計画」等を踏まえつつ、具体的な内
容についてできる限り速やかに結論をお示しできるよう、鋭意
検討を行っているところです。

1562 15621050

全国
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による
小・中一
貫校とし
ての「東
京バイリ
ンガル・
スクー
ル」構想

県費負担職員は公立学校でのみ勤務すること
になっているが、新しい「公設民営」方式の
学校にも勤務が可能になるべきである。「公
設民営」方式には、三つのパターンが考えら
れる。一つは、「運営委託費」型である。自
治体が施設・設備と運営費の一部または全部
を提供し、民（学校法人、株式会社、NPO法
人）が管理・運営するパターンである。その
対極として、もう一つは「独立法人」型であ
る。両者の間に、「半官半民」型が考えられ
る。職員構成に関して言えば、半数が県費負
担職員で、残る半数が当該学校が直接雇用す
る職員である。

文部科
学省 0830070

公設民営
学校への
県費負担
教職員の
参加の容
認

学校教育法
第５条

学校の設置者は、そ
の設置する学校を管
理する。

D-1

いわゆる「公設民営」型の学校の設置に関し、公立
学校の管理運営委託については、「構造改革特区第
３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会において教育的見地からその在り方の
検討を実施しました。
具体的な制度化については、法制上の課題につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省と
しては、構造改革特区についての提案の趣旨を最大
限実現するため、どのような方法が望ましいかも含
め、制度の在り方等について検討を進めておりま
す。
なお、ご提案の趣旨にあるような、地方自治体が所
有する空き校舎等を活用し、公的な助成を得つつ特
色ある教育を行うことについては、既に、学校法人
が地方自治体の協力を得て、地方自治体が所有する
空き校舎を借用し、新しい学校を設置している例
や、地方自治体と協力して新たな学校法人を設立
し、特色ある教育を行う学校を設置している例があ
ります。この方式によれば、学校法人に対して地方
公共団体が助成を行うことも可能となります。ま
た、構造改革特区における「校地・校舎の自己所有
を要しない小学校等設置事業」等を活用して、NPO
法人が学校法人を設立し、地方自治体が所有する空
き校舎を借用して私立学校を設置する準備を進めて
いる具体的な例もありますので、そのような手法に
ついても、是非ご検討頂きたいと思います。

提案の内容は全て実現できると解してよ
いか。加えて、貴省の回答では「制度の
在り方等について検討を進めておりま
す。」としているが、提案主体が求める
公設民営学校における県費負担教職員の
配置の容認も含めて人件費の一部を公費
でまかなうことについても検討が進めら
れるものと解して良いか。

D-1

「公設民営学校」の制度化については、法制上の課題等につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省としては、構
造改革特区についてのご提案の趣旨を最大限実現するため、ど
のような方法が望ましいかも含め、制度の基本的な在り方や具
体化の方策等について、昨年9月の構造改革特別区域推進本部
決定や、本年3月に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3
か年計画」等を踏まえつつ、検討を進めております。

公設民営学校の制度化について
は従来から提案が出ており重要
な検討課題である。特区第３次
提案の対応方針等で実現が決
まっているものであるため、ど
のような形であれば法制上の課
題を解決し提案の内容を最大限
実現できるのか、公設民営学校
における県費負担教職員の配置
の容認も含め、速やかに対応策
をまとめられたい。また、検討
のスケジュールについても明ら
かにされたい。

C

いわゆる「公設民営」型の学校の設置については、「構造改
革特区第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会においてその在り方についての検討を実施し
ました。
公立学校は、地方自治体の公の意思に基づき、教育内容が
決定されるとともに卒業認定や懲戒等の処分が行われるとい
う点を踏まえつつ、地方自治体から施設の提供や支援を受
け、特色ある自由な教育を行いたい等の特区提案の内容を
実現するため、法制上の課題を含め検討中です。
なお、検討の状況につきましては、昨年9月の構造改革特別
区域推進本部決定や、本年3月に閣議決定された「規制改
革・民間開放推進3か年計画」等を踏まえつつ、具体的な内
容についてできる限り速やかに結論をお示しできるよう、鋭意
検討を行っているところです。

1564 15641050

福岡
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による福
岡個性化
教育学校
構想

県費負担職員は公立学校でのみ勤務すること
になっているが、新しい「公設民営」方式の
学校にも勤務が可能になるべきである。「公
設民営」方式には、三つのパターンが考えら
れる。一つは、「運営委託費」型である。自
治体が施設・設備と運営費の一部または全部
を提供し、民（学校法人、株式会社、NPO法
人）が管理・運営するパターンである。その
対極として、もう一つは「独立法人」型であ
る。両者の間に、「半官半民」型が考えられ
る。職員構成に関して言えば、半数が県費負
担職員で、残る半数が当該学校が直接雇用す
る職員である。
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文部科学省（特区）

省庁名 管理
コード

規制の特
例事項名 該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 各省庁からの回答に対する再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 各省庁からの回答に対する再々
検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プ
ロジェク
ト)の名

称

規制の特例事項の内容

文部科
学省 1596 15961020

義務教育
の「公設
民営」特
区

文部科
学省 0830080

公設民営
学校を行
う地方公
共団体の
首長の学
校教育に
関する決
定権限の
強化

学校教育法
第５条

学校の設置者は、そ
の設置する学校を管
理する。

C

いわゆる「公設民営」型の学校の設置に関し、公立
学校の管理運営委託については、「構造改革特区第
３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会において教育的見地からその在り方の
検討を実施しました。
具体的な制度化については、法制上の課題につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省と
しては、構造改革特区についての提案の趣旨を最大
限実現するため、どのような方法が望ましいかも含
め、制度の在り方等について検討を進めておりま
す。

貴省の回答では「制度の在り方等につい
て検討を進めております。」としている
が、地方公共団体の首長の学校教育に関
する決定権限の強化についても提案が実
現される方向で検討が進められるものと
解して良いか。

C

「公設民営学校」の制度化については、法制上の課題等につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省としては、構
造改革特区についてのご提案の趣旨を最大限実現するため、ど
のような方法が望ましいかも含め、制度の基本的な在り方や具
体化の方策等について、昨年9月の構造改革特別区域推進本部
決定や、本年3月に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3
か年計画」等を踏まえつつ、検討を進めております。

また、貴社のご提案の内容についてですが、『「教育委員会」
の介在の余地が無いことが、決定的に重要なファクター』と述
べられています。地方公共団体が設置した学校であれば、当然
地方公共団体がその最終的な管理運営責任を負うのであり、教
育委員会の所管でなくなれば、地方公共団体の関与が減る、行
われないというものではありません。この点、教育委員会は、
地方公共団体という法人の中で、この事務を行うために設けら
れている機関であり、教育委員会の関与を受けないとのご提案
は、地方公共団体の関与を受けないとのご提案と同じであると
考えます。
そのようなご提案であれば、公の認可を受けて設置されるもの
であり、また、場合によっては地方公共団体の協力を受けつつ
設立されることもある私立学校は、首長の所轄であり、かつ、
運営は学校法人自身が行うものでありますから、まさに貴社の
ご提案の実現が可能な制度であります。

公設民営学校の制度化について
は従来から提案が出ており重要
な検討課題である。特区第３次
提案の対応方針等で実現が決
まっているものであるため、ど
のような形であれば法制上の課
題を解決し提案の内容を最大限
実現できるのか、地方公共団体
の首長の学校教育に関する決定
権限の強化も含め、速やかに対
応策をまとめられたい。また、
検討のスケジュールについても
明らかにされたい。

C

いわゆる「公設民営」型の学校の設置については、「構造改
革特区第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会においてその在り方についての検討を実施し
ました。
公立学校は、地方自治体の公の意思に基づき、教育内容が
決定されるとともに卒業認定や懲戒等の処分が行われるとい
う点を踏まえつつ、地方自治体から施設の提供や支援を受
け、特色ある自由な教育を行いたい等の特区提案の内容を
実現するため、法制上の課題を含め検討中です。
なお、検討の状況につきましては、昨年9月の構造改革特別
区域推進本部決定や、本年3月に閣議決定された「規制改
革・民間開放推進3か年計画」等を踏まえつつ、具体的な内
容についてできる限り速やかに結論をお示しできるよう、鋭意
検討を行っているところです。

5064 50640032

株式会社
東京リー
ガルマイ
ンド

0

①「地方教育行政の組織及び運営に関する法
律」の第23条の柱書「教育委員会は、当該地
方公共団体が処理する教育に関する事務で、
次に掲げるものを管理し、及び執行する。」
に続いて、但書として「但し、第二十四条に
かかわらず、学校の管理運営を、株式会社、
NPO法人その他事業者に委託する決定を行っ
た地方公共団体においては、同地方公共団体
の長がこれを行うことができる。」を加え
る。②同法律の第32条「学校その他の教育機
関のうち、大学は地方公共団体の長が、その
他のものは教育委員会が所管する。」につい
ても、但書として「但し、大学以外の学校の
管理運営を株式会社、NPO法人その他事業者
に委託する決定を行った地方公共団体におい
ては、当該学校について、地方公共団体の長
がこれを所管する」と付け加える。

文部科
学省 1596 15961030

義務教育
の「公設
民営」特
区

0830080

公設民営
学校を行
う地方公
共団体の
首長の学
校教育に
関する決
定権限の
強化

学校教育法
第５条

学校の設置者は、そ
の設置する学校を管
理する。

C

いわゆる「公設民営」型の学校の設置に関し、公立
学校の管理運営委託については、「構造改革特区第
３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会において教育的見地からその在り方の
検討を実施しました。
具体的な制度化については、法制上の課題につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省と
しては、構造改革特区についての提案の趣旨を最大
限実現するため、どのような方法が望ましいかも含
め、制度の在り方等について検討を進めておりま
す。

貴省の回答では「制度の在り方等につい
て検討を進めております。」としている
が、地方公共団体の首長の学校教育に関
する決定権限の強化についても提案が実
現される方向で検討が進められるものと
解して良いか。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ回
答されたい。

文部科学省による御回答の文脈からは、既に「教育的見地」
から「公設民営」の在り方の検討を実施した中教審の方針が
確固としたものであり、今は、その中教審の方針を文部科学
省が具体的に制度設計していく検討を行っている、と読みと
れます。すなわち、中教審の答申内容が所与とされ、その具
体化が進行中と読めます。しかし、弊社は、そもそもの中教
審答申における「公設民営」概念（モデル）の再考を提案して
いているのであり、文部科学省からは、中教審の「公設民営」
概念（モデル）をそのまま採用することを正当化する根拠が
何であるのかについて、改めて明確に御回答賜りたいと考え
ます。本年3月4日の中教審答申での「公設民営」の概念は、
弊社をはじめとする多くの国民が意味している「公設民営」概
念とは内容が大きく異なっています。弊社は「公設民営」にお
いて、「教育委員会」の介在の余地が無いことが、決定的に
重要なファクターであると考えていますが、中教審案では、教
育委員会の温存が前提されてしまっているのです。中教審答
申のモデルとなった公設民営の概念は、その分科会の1つ
「初等中等教育分科会」の参考資料で示されたものですが、
そこでは「教育委員会と受託機関との間の契約によって学校
の運営方針等」が決まることとされていました。しかし、教育
委員会が入っていては既存の公立学校と殆ど差異がなくな
り、意味が無いし、弊社が考える「公設民営」にはならないの
です。しかも、同参考資料においては、株式会社やNPO法人
が運営主体となる学校は、私立学校と位置付けて公立学校
と区別化しており、「受託機関」は暗黙のうちに「学校法人」で
あると限定してしまっているのです。弊社は今の「教育委員
会」の権限・機能を「各地方公共団体の首長」へと移し変え、
さらに学校の管理・運営について「各地方公共団体の首長」
と契約する「受託機関」に「株式会社・NPO法人」が含まれな
ければ、真の「公設民営」とはならないと考えています。この
ような「公設民営」概念（モデル）を採用するのではなく、中教
審によるそれをそのまま文部科学省が採用することの積極
的根拠を明確に御回答賜りたいと思います。

C

「公設民営学校」の制度化については、法制上の課題等につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省としては、構
造改革特区についてのご提案の趣旨を最大限実現するため、ど
のような方法が望ましいかも含め、制度の基本的な在り方や具
体化の方策等について、昨年9月の構造改革特別区域推進本部
決定や、本年3月に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3
か年計画」等を踏まえつつ、検討を進めております。
　
また、中央教育審議会の答申についてのご指摘ですが、同審議
会の審議においては、国民からの意見募集手続を実施し、広く
ご意見を募集して、その意見を踏まえつつ答申をまとめていた
だいたものです。文部科学省としては、これを受けて制度設計
の検討を行っているものです。
その上で、貴社のご提案の内容についてですが、『「教育委員
会」の介在の余地が無いことが、決定的に重要なファクター』
と述べられています。地方公共団体が設置した学校であれば、
当然地方公共団体がその最終的な管理運営責任を負うのであ
り、教育委員会の所管でなくなれば、地方公共団体の関与が減
る、行われないというものではありません。この点、教育委員
会は、地方公共団体という法人の中で、この事務を行うために
設けられている機関であり、教育委員会の関与を受けないとの
ご提案は、地方公共団体の関与を受けないとのご提案と同じで
あると考えます。
そのようなご提案であれば、公の認可を受けて設置されるもの
であり、また、場合によっては地方公共団体の協力を受けつつ
設立されることもある私立学校は、首長の所轄であり、かつ、
運営は学校法人自身が行うものでありますから、まさに貴社の
ご提案の実現が可能な制度であります。是非このような選択肢
もご検討いただければと思います。

公設民営学校の制度化について
は従来から提案が出ており重要
な検討課題である。特区第３次
提案の対応方針等で実現が決
まっているものであるため、ど
のような形であれば法制上の課
題を解決し提案の内容を最大限
実現できるのか、地方公共団体
の首長の学校教育に関する決定
権限の強化も含め、速やかに対
応策をまとめられたい。また、
検討のスケジュールについても
明らかにされたい。

C

いわゆる「公設民営」型の学校の設置については、「構造改
革特区第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会においてその在り方についての検討を実施し
ました。
公立学校は、地方自治体の公の意思に基づき、教育内容が
決定されるとともに卒業認定や懲戒等の処分が行われるとい
う点を踏まえつつ、地方自治体から施設の提供や支援を受
け、特色ある自由な教育を行いたい等の特区提案の内容を
実現するため、法制上の課題を含め検討中です。
なお、検討の状況につきましては、昨年9月の構造改革特別
区域推進本部決定や、本年3月に閣議決定された「規制改
革・民間開放推進3か年計画」等を踏まえつつ、具体的な内
容についてできる限り速やかに結論をお示しできるよう、鋭意
検討を行っているところです。

株式会社
東京リー
ガルマイ
ンド

①「地方教育行政の組織及び運営に関する法
律」の第23条の柱書「教育委員会は、当該地
方公共団体が処理する教育に関する事務で、
次に掲げるものを管理し、及び執行する。」
に続いて、但書として「但し、第二十四条に
かかわらず、学校の管理運営を、株式会社、
NPO法人その他事業者に委託する決定を行っ
た地方公共団体においては、同地方公共団体
の長がこれを行うことができる。」を加え
る。②同法律の第32条「学校その他の教育機
関のうち、大学は地方公共団体の長が、その
他のものは教育委員会が所管する。」につい
ても、但書として「但し、大学以外の学校の
管理運営を株式会社、NPO法人その他事業者
に委託する決定を行った地方公共団体におい
ては、当該学校について、地方公共団体の長
がこれを所管する」と付け加える。

0830090

公設民営
学校にお
ける教職
員任免権
を教育委
員会から
地方公共
団体へ権
限委譲

学校教育法
第５条

学校の設置者は、そ
の設置する学校を管
理する。

C

いわゆる「公設民営」型の学校の設置に関し、公立
学校の管理運営委託については、「構造改革特区第
３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会において教育的見地からその在り方の
検討を実施しました。
具体的な制度化については、法制上の課題につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省と
しては、構造改革特区についての提案の趣旨を最大
限実現するため、どのような方法が望ましいかも含
め、制度の在り方等について検討を進めておりま
す。

貴省の回答では「制度の在り方等につい
て検討を進めております。」としている
が、教職員任免権を教育委員会から地方
公共団体へ権限委譲することについても
提案が実現される方向で検討が進められ
るものと解して良いか。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ回
答されたい。

文部科学省による御回答の文脈からは、既に「教育的見地」
から「公設民営」の在り方の検討を実施した中教審の方針が
確固としたものであり、今は、その中教審の方針を文部科学
省が具体的に制度設計していく検討を行っている、と読みと
れます。すなわち、中教審の答申内容が所与とされ、その具
体化が進行中と読めます。しかし、弊社は、そもそもの中教
審答申における「公設民営」概念（モデル）の再考を提案して
いているのであり、文部科学省からは、中教審の「公設民営」
概念（モデル）をそのまま採用することを正当化する根拠が
何であるのかについて、改めて明確に御回答賜りたいと考え
ます。本年3月4日の中教審答申での「公設民営」の概念は、
弊社をはじめとする多くの国民が意味している「公設民営」概
念とは内容が大きく異なっています。弊社は「公設民営」にお
いて、「教育委員会」の介在の余地が無いことが、決定的に
重要なファクターであると考えていますが、中教審案では、教
育委員会の温存が前提されてしまっているのです。中教審答
申のモデルとなった公設民営の概念は、その分科会の1つ
「初等中等教育分科会」の参考資料で示されたものですが、
そこでは「教育委員会と受託機関との間の契約によって学校
の運営方針等」が決まることとされていました。しかし、教育
委員会が入っていては既存の公立学校と殆ど差異がなくな
り、意味が無いし、弊社が考える「公設民営」にはならないの
です。しかも、同参考資料においては、株式会社やNPO法人
が運営主体となる学校は、私立学校と位置付けて公立学校
と区別化しており、「受託機関」は暗黙のうちに「学校法人」で
あると限定してしまっているのです。弊社は今の「教育委員
会」の権限・機能を「各地方公共団体の首長」へと移し変え、
さらに学校の管理・運営について「各地方公共団体の首長」
と契約する「受託機関」に「株式会社・NPO法人」が含まれな
ければ、真の「公設民営」とはならないと考えています。この
ような「公設民営」概念（モデル）を採用するのではなく、中教
審によるそれをそのまま文部科学省が採用することの積極
的根拠を明確に御回答賜りたいと思います。

C

「公設民営学校」の制度化については、法制上の課題等につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省としては、構
造改革特区についてのご提案の趣旨を最大限実現するため、ど
のような方法が望ましいかも含め、制度の基本的な在り方や具
体化の方策等について、昨年9月の構造改革特別区域推進本部
決定や、本年3月に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3
か年計画」等を踏まえつつ、検討を進めております。

公設民営学校の制度化について
は従来から提案が出ており重要
な検討課題である。特区第３次
提案の対応方針等で実現が決
まっているものであるため、ど
のような形であれば法制上の課
題を解決し提案の内容を最大限
実現できるのか、教職員任免権
を教育委員会から地方公共団体
へ権限委譲することも含め、速
やかに対応策をまとめられた
い。また、検討のスケジュール
についても明らかにされたい。

C

いわゆる「公設民営」型の学校の設置については、「構造改
革特区第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会においてその在り方についての検討を実施し
ました。
公立学校は、地方自治体の公の意思に基づき、教育内容が
決定されるとともに卒業認定や懲戒等の処分が行われるとい
う点を踏まえつつ、地方自治体から施設の提供や支援を受
け、特色ある自由な教育を行いたい等の特区提案の内容を
実現するため、法制上の課題を含め検討中です。
なお、検討の状況につきましては、昨年9月の構造改革特別
区域推進本部決定や、本年3月に閣議決定された「規制改
革・民間開放推進3か年計画」等を踏まえつつ、具体的な内
容についてできる限り速やかに結論をお示しできるよう、鋭意
検討を行っているところです。

株式会社
東京リー
ガルマイ
ンド

①学校教育法第8条「校長及び教員（教育職
員免許法（昭和24年法律第147号）の適用を
受ける者を除く。）の資格に関する事項は、
別に法律で定めるもののほか、文部科学大臣
がこれを定める。」に新規の第2項を設け
て、「二　但し、株式会社、NPO法人その他
事業者が設置又は管理運営する学校について
は、前項の規定を適用しない。」と追加規定
する。②教育職員免許法第3条１項「教育職
員は、この法律により授与する各相当の免許
状を有する者でなければならない。」に関連
して、新規に「第3条3項」を創設して、以下
のように追加規定する。「第三条第一項の規
定については、地方公共団体において、株式
会社、NPO法人その他事業者に、その管理を
包括的に委託した学校の教育職員について
は、これを適用しない。」③教育公務員特例
法第11条「校長の採用並びに教員の採用及び
昇任は、選考によるものとし、その選考は、
大学附置の学校にあってはその大学の学長、
大学附置の学校以外の国立学校にあっては文
部科学大臣、大学附置の学校以外の公立学校
にあってはその校長及び教員の任命権者であ
る教育委員会の教育長が行う。」について、
新規に第2項を設け、以下のように規定す
る。「二　第十二条にかかわらず、株式会
社、NPO法人その他事業者（以下「事業者
等」という）が設置又は管理する学校につい
ては、校長の採用は事業者等が行い、教員の
採用及び昇任は校長が行うものとする。」④
地方教育行政の組織及び運営に関する法律34
条「教育委員会の所管に属する学校その他の
教育機関の校長、園長、教員、事務職員、技
術職員その他の職員は、この法律に特別の定
がある場合を除き、教育長の推薦により、教
育委員会が任命する。」について、新設の第
2項を以下のように追加する。「二　但し、
株式会社、NPO団体その他事業者が設置又は
管理する学校については、前項の規定を適用
しない。」⑤地方教育行政の組織及び運営に
関する法律37条「市町村立学校職員給与負担
法（昭和23年法律第135号）第１条及び第２
条に規定する職員（以下「県費負担教職員」
という。）の任命権は、都道府県委員会に属
する。」について、但書として以下を追加す
る。「但し、株式会社、NPO法人その他事業
者が設置又は管理する学校については、県費
負担教職員の任命権は、校長に属するものと
する。」
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文部科学省（特区）

省庁名 管理
コード

規制の特
例事項名 該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 各省庁からの回答に対する再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 各省庁からの回答に対する再々
検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プ
ロジェク
ト)の名

称

規制の特例事項の内容

文部科
学省 5064 50640033 0

文部科
学省 0830100

公設民営
学校にお
ける学習
指導要領
の適用除
外の容認

学校教育法
第５条

学校の設置者は、そ
の設置する学校を管
理する。

D-2

いわゆる「公設民営」型の学校の設置に関し、公立
学校の管理運営委託については、「構造改革特区第
３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会において教育的見地からその在り方の
検討を実施しました。
具体的な制度化については、法制上の課題につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省と
しては、構造改革特区についての提案の趣旨を最大
限実現するため、どのような方法が望ましいかも含
め、制度の在り方等について検討を進めておりま
す。
　 なお、ご提案の趣旨にあるような、教科の構成
や授業時数について、学習指導要領等の教育課程の
基準によらない教育課程を編成・実施する場合に
は、構造改革特別区域基本方針別表に記載のある
「構造改革特別区域研究開発学校設置事業（802）
により行うことができます。

右の提案主体の意見を踏まえ回答された
い。

確かにご指摘にあるように「構造改革特別区域研究開発学
校設置事業(802)」においても「学習指導要領」を適用除外す
ることが可能な場合もあります。しかし、そもそも公設民営に
よる学校教育と研究開発学校設置事業とでは多くの点で相
違点が存在します。まず、公設民営による学校教育の必要
性は多様性に富んだ管理・運営にあります。当然多種多様な
教育も要請されるのであるから「学習指導要領」を適用除外
することが要求されるのです。この点、研究開発学校設置事
業はあくまでも「研究」の場として捉えられているので視点が
異なります。また研究開発事業は認められるために逐一の申
請が必要となります。この弊害を取り除くためにも、構造改革
特区として公設民営学校における「学習指導要領」を適用除
外した方が便宜さといった部分からも有用だと考えます。

D-2

「公設民営学校」の制度化については、法制上の課題等につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省としては、構
造改革特区についてのご提案の趣旨を最大限実現するため、ど
のような方法が望ましいかも含め、制度の基本的な在り方や具
体化の方策等について、昨年9月の構造改革特別区域推進本部
決定や、本年3月に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3
か年計画」等を踏まえつつ、検討を進めております。

公設民営学校の制度化について
は従来から提案が出ており重要
な検討課題である。特区第３次
提案の対応方針等で実現が決
まっているものであるため、ど
のような形であれば法制上の課
題を解決し提案の内容を最大限
実現できるのか速やかに対応策
をまとめられたい。また、検討
のスケジュールについても明ら
かにされたい。

C

いわゆる「公設民営」型の学校の設置については、「構造改
革特区第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会においてその在り方についての検討を実施し
ました。
公立学校は、地方自治体の公の意思に基づき、教育内容が
決定されるとともに卒業認定や懲戒等の処分が行われるとい
う点を踏まえつつ、地方自治体から施設の提供や支援を受
け、特色ある自由な教育を行いたい等の特区提案の内容を
実現するため、法制上の課題を含め検討中です。
なお、検討の状況につきましては、昨年9月の構造改革特別
区域推進本部決定や、本年3月に閣議決定された「規制改
革・民間開放推進3か年計画」等を踏まえつつ、具体的な内
容についてできる限り速やかに結論をお示しできるよう、鋭意
検討を行っているところです。

1596 15961040

株式会社
東京リー
ガルマイ
ンド

義務教育
の「公設
民営」特
区

「学校教育法第20条・21条・38条・40条」お
よび「学校教育法施行規則第24条～28条・第
53条～54条2項・第55条」（すべて、小学
校・中学校の学科目・授業時数の割り振り等
に関する規定である）　のすべてについて、
以下の但書を加える。「但し、株式会社、
NPO団体その他事業者が設置又は管理する学
校については、本条は適用されない。」

文部科
学省 0830100

公設民営
学校にお
ける学習
指導要領
の適用除
外の容認

学校教育法
第５条

学校の設置者は、そ
の設置する学校を管

理する。
D-2

いわゆる「公設民営」型の学校の設置に関し、公立
学校の管理運営委託については、「構造改革特区第
３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会において教育的見地からその在り方の
検討を実施しました。
具体的な制度化については、法制上の課題につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省と
しては、構造改革特区についての提案の趣旨を最大
限実現するため、どのような方法が望ましいかも含
め、制度の在り方等について検討を進めておりま
す。
　 なお、ご提案の趣旨にあるような、教科の構成
や授業時数について、学習指導要領等の教育課程の
基準によらない教育課程を編成・実施する場合に
は、構造改革特別区域基本方針別表に記載のある
「構造改革特別区域研究開発学校設置事業（802）
により行うことができます。

5064 50640034

株式会社
東京リー
ガルマイ
ンド

0

「学校教育法第20条・21条・38条・40条」お
よび「学校教育法施行規則第24条～28条・第
53条～54条2項・第55条」（すべて、小学
校・中学校の学科目・授業時数の割り振り等
に関する規定である）　のすべてについて、
以下の但書を加える。「但し、株式会社、
NPO団体その他事業者が設置又は管理する学
校については、本条は適用されない。」

文部科
学省 0830110

公立学校
の独立行
政法人に
よる管
理・運営
の容認

学校教育法
第２条、第
５条、地方
独立行政法
人法第２１

条

　国、地方公共団
体、学校法人以外の
者は学校を設置でい
ない（特区における
株式会社、NPO法人

を除く）。
　学校の設置者は、
その設置する学校を
管理し、法令に特別
の定めのある場合を
除いては、その学校
の経費を負担する。

ｃ

　ご提案の公立学校の管理運営委託や、公立学校を
地方独立行政法人の対象とすることについては、①
地方独立行政法人制度と教育委員会制度との関係の
整理のほか、②教職員の身分取扱い、③教育の機会
均等と教育水準の維持向上を図るための諸制度への
適合性などについて、詳細かつ慎重な検討が必要で
あり、引き続き、構造改革特区についての提案の趣
旨を最大限実現するため、どのような方法が望まし
いかも含め、制度の在り方等について検討を進めて
まいります。
　なお、文部科学省では、先の国会において「地方
教育行政の組織及び運営に関する法律」を改正し、
「学校運営協議会制度」を導入しました。
　本制度は、保護者や地域住民等が学校運営協議会
を通じ、一定の権限を持って学校運営の基本方針の
策定や教職員人事等の学校運営に参加することを制
度的に可能とするものであり、保護者や地域住民の
ニーズを公立学校運営全般により一層的確に反映さ
せるとともに、特色ある学校教育の実現を可能とす
るものです。
　従って、ご提案の趣旨にあるような、「地域の意
向を反映させた住民参加型の学校運営」の実現に向
けて、本制度のご活用についてもご検討頂きたいと
思います。

貴省の回答では「制度のあり方等につい
て検討を進めてまいります」とあるが、
その具体的内容及び検討スケジュールを
示されたい。
　併せて、右の提案主体の意見を踏まえ
再度回答されたい。

貴省からご指摘のあった、「地方独立行政法人制度と教育委員会制度と
の関係の整理」「教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るための諸
制度への適合性など」は、地方独立行政法人に公立学校の管理運営委
託業務を追加することを前提に、資料で示したとおり、教育委員会による
理事長の任命、評価委員会への関与、中期計画に代わる委託契約を行
うことにより基本的に確保できるものと考えます。
また、「教職員の身分取扱い」は、区が県費負担教職員を地方独立行政
法人に派遣し、法人と委託契約又は派遣協定を締結することにより、他
の公立学校と同様の身分取扱が担保できると考えております。
地方独立行政法人を公立学校の委託先としたのは、すでに公立大学の
運営主体として認められている同法人に運営を任せることで、これまでの
横並び、画一的な学校の運営形態を打破し、民間活力を活用し、学校運
営の安定性を確保したうえで、公立学校でありながら、私立学校とは異な
る、新しい住民参加型の学校運営を可能となるからです。このことによ
り、教育の地方分権を一層推進するものと考えておりますのでご再考くだ
さい。
次に、構造改革特区提案の趣旨を最大限に生かすため、検討を進めると
のことですが、いつまでに、どこで（中央教育審議会など）、どういった検
討をされるのかご教示ください。
なお、地域運営協議会による学校につきましては、平成１７年度に、２校
を指定する予定で準備をすすめております。しかし、より抜本的な学校運
営の改革には、公設民営の導入が必要不可欠と考えておりますので、ご
再考願います。

ｃ

検討内容についてのご指摘ですが、文部科学省では、これまで
教育委員会関係団体との意見交換を通じて、意見や要望の聴取
に努めてきております。スケジュールについては、本年４月か
ら施行されている地方独立行政法人制度の運用状況や、このほ
か、管理委託とのご提案であることから、他の公立学校の管理
運営委託についての提案に関する検討状況も踏まえつつ判断し
ていく必要があり、これらの状況を見つつ、適宜進めてまいり
たいと考えております。

右の提案主体からの再意見につ
いて回答されたい。

当区では、構造改革特区研究開発事業学校による小中一貫教
育、学校運営協議会による学校運営について準備を進めていま
す。義務教育学校の管理運営委託については、既に第１次回答
に対する意見で述べている趣旨で提案しているものですので、
改めて検討をお願いします。また貴省の検討内容についての回
答では、依然、具体的スケジュール・検討の方向がはっきりし
ません。幼稚園・高等学校についての包括的委託学校の取組み
と併せ、改めて義務教育学校の管理委託について貴省がどのよ
うな考えをもっているのか、具体的スケジュールと併せてお示
し下さい。なお、「他の公立学校の管理運営委託についての提
案に関する検討事項」とは何かもお示しください。

C

「他の公立学校の管理運営委託についての提案に関する検
討状況」についてのご指摘ですが、いわゆる「公設民営」型学
校の提案者の、地方公共団体から施設の提供や支援を受
け、特色ある自由な教育を行いたい等の特区提案の内容を
実現する観点と、公立学校が、地方公共団体の公の意思に
基づき、教育内容が決定されるとともに卒業認定や懲戒等の
処分が行われるものである点との両者を踏まえ、法制上の課
題を含めて検討を行っています。
　地方独立行政法人への管理運営委託についても、公立学
校の管理運営委託を行うためにどのような制度的措置が必
要となるのかを見定めた上で、その制度的措置と地方独立
行政法人制度とが、どのように適合するのか、さらに法制上
の配慮が必要となるのかなどの検討が必要であると考えてい
ます。
　なお、公立学校の管理運営委託の検討の状況について
は、昨年9月の構造改革特別区域推進本部決定や、本年3月
に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3か年計画」等
を踏まえつつ、具体的な内容についてできる限り速やかに結
論をお示しできるよう、鋭意検討を行っているところです。

1597 15971020 東京都杉
並区

新しいタ
イプの学
校（小中
一貫校）
の創設

小中一貫校を、設置者でない地方独立行政法
人が管理運営する。

0830090

公設民営
学校にお
ける教職
員任免権
を教育委
員会から
地方公共
団体へ権
限委譲

学校教育法
第５条

学校の設置者は、そ
の設置する学校を管
理する。

C

いわゆる「公設民営」型の学校の設置に関し、公立
学校の管理運営委託については、「構造改革特区第
３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会において教育的見地からその在り方の
検討を実施しました。
具体的な制度化については、法制上の課題につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省と
しては、構造改革特区についての提案の趣旨を最大
限実現するため、どのような方法が望ましいかも含
め、制度の在り方等について検討を進めておりま
す。

貴省の回答では「制度の在り方等につい
て検討を進めております。」としている
が、教職員任免権を教育委員会から地方
公共団体へ権限委譲することについても
提案が実現される方向で検討が進められ
るものと解して良いか。

C

「公設民営学校」の制度化については、法制上の課題等につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省としては、構
造改革特区についてのご提案の趣旨を最大限実現するため、ど
のような方法が望ましいかも含め、制度の基本的な在り方や具
体化の方策等について、昨年9月の構造改革特別区域推進本部
決定や、本年3月に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3
か年計画」等を踏まえつつ、検討を進めております。

公設民営学校の制度化について
は従来から提案が出ており重要
な検討課題である。特区第３次
提案の対応方針等で実現が決
まっているものであるため、ど
のような形であれば法制上の課
題を解決し提案の内容を最大限
実現できるのか、教職員任免権
を教育委員会から地方公共団体
へ権限委譲することも含め、速
やかに対応策をまとめられた
い。また、検討のスケジュール
についても明らかにされたい。

C

いわゆる「公設民営」型の学校の設置については、「構造改
革特区第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会においてその在り方についての検討を実施し
ました。
公立学校は、地方自治体の公の意思に基づき、教育内容が
決定されるとともに卒業認定や懲戒等の処分が行われるとい
う点を踏まえつつ、地方自治体から施設の提供や支援を受
け、特色ある自由な教育を行いたい等の特区提案の内容を
実現するため、法制上の課題を含め検討中です。
なお、検討の状況につきましては、昨年9月の構造改革特別
区域推進本部決定や、本年3月に閣議決定された「規制改
革・民間開放推進3か年計画」等を踏まえつつ、具体的な内
容についてできる限り速やかに結論をお示しできるよう、鋭意
検討を行っているところです。

株式会社
東京リー
ガルマイ
ンド

①学校教育法第8条「校長及び教員（教育職
員免許法（昭和24年法律第147号）の適用を
受ける者を除く。）の資格に関する事項は、
別に法律で定めるもののほか、文部科学大臣
がこれを定める。」に新規の第2項を設け
て、「二　但し、株式会社、NPO法人その他
事業者が設置又は管理運営する学校について
は、前項の規定を適用しない。」と追加規定
する。②教育職員免許法第3条１項「教育職
員は、この法律により授与する各相当の免許
状を有する者でなければならない。」に関連
して、新規に「第3条3項」を創設して、以下
のように追加規定する。「第三条第一項の規
定については、地方公共団体において、株式
会社、NPO法人その他事業者に、その管理を
包括的に委託した学校の教育職員について
は、これを適用しない。」③教育公務員特例
法第11条「校長の採用並びに教員の採用及び
昇任は、選考によるものとし、その選考は、
大学附置の学校にあってはその大学の学長、
大学附置の学校以外の国立学校にあっては文
部科学大臣、大学附置の学校以外の公立学校
にあってはその校長及び教員の任命権者であ
る教育委員会の教育長が行う。」について、
新規に第2項を設け、以下のように規定す
る。「二　第十二条にかかわらず、株式会
社、NPO法人その他事業者（以下「事業者
等」という）が設置又は管理する学校につい
ては、校長の採用は事業者等が行い、教員の
採用及び昇任は校長が行うものとする。」④
地方教育行政の組織及び運営に関する法律34
条「教育委員会の所管に属する学校その他の
教育機関の校長、園長、教員、事務職員、技
術職員その他の職員は、この法律に特別の定
がある場合を除き、教育長の推薦により、教
育委員会が任命する。」について、新設の第
2項を以下のように追加する。「二　但し、
株式会社、NPO団体その他事業者が設置又は
管理する学校については、前項の規定を適用
しない。」⑤地方教育行政の組織及び運営に
関する法律37条「市町村立学校職員給与負担
法（昭和23年法律第135号）第１条及び第２
条に規定する職員（以下「県費負担教職員」
という。）の任命権は、都道府県委員会に属
する。」について、但書として以下を追加す
る。「但し、株式会社、NPO法人その他事業
者が設置又は管理する学校については、県費
負担教職員の任命権は、校長に属するものと
する。」
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文部科学省（特区）

省庁名 管理
コード

規制の特
例事項名 該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 各省庁からの回答に対する再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 各省庁からの回答に対する再々
検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プ
ロジェク
ト)の名

称

規制の特例事項の内容

文部科
学省 0830110

公立学校
の独立行
政法人に
よる管
理・運営
の容認

学校教育法
第２条、第
５条、地方
独立行政法
人法第２１

条

　国、地方公共団
体、学校法人以外の
者は学校を設置でい
ない（特区における
株式会社、NPO法人

を除く）。
　学校の設置者は、
その設置する学校を
管理し、法令に特別
の定めのある場合を
除いては、その学校
の経費を負担する。

ｃ

　ご提案の公立学校の管理運営委託や、公立学校を
地方独立行政法人の対象とすることについては、①
地方独立行政法人制度と教育委員会制度との関係の
整理のほか、②教職員の身分取扱い、③教育の機会
均等と教育水準の維持向上を図るための諸制度への
適合性などについて、詳細かつ慎重な検討が必要で
あり、引き続き、構造改革特区についての提案の趣
旨を最大限実現するため、どのような方法が望まし
いかも含め、制度の在り方等について検討を進めて
まいります。
　なお、文部科学省では、先の国会において「地方
教育行政の組織及び運営に関する法律」を改正し、
「学校運営協議会制度」を導入しました。
　本制度は、保護者や地域住民等が学校運営協議会
を通じ、一定の権限を持って学校運営の基本方針の
策定や教職員人事等の学校運営に参加することを制
度的に可能とするものであり、保護者や地域住民の
ニーズを公立学校運営全般により一層的確に反映さ
せるとともに、特色ある学校教育の実現を可能とす
るものです。
　従って、ご提案の趣旨にあるような、「地域の意
向を反映させた住民参加型の学校運営」の実現に向
けて、本制度のご活用についてもご検討頂きたいと
思います。

貴省の回答では「制度のあり方等につい
て検討を進めてまいります」とあるが、
その具体的内容及び検討スケジュールを
示されたい。
　併せて、右の提案主体の意見を踏まえ
再度回答されたい。

貴省からご指摘のあった、「地方独立行政法人制度と教育委員会制度と
の関係の整理」「教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るための諸
制度への適合性など」は、地方独立行政法人に公立学校の管理運営委
託業務を追加することを前提に、資料で示したとおり、教育委員会による
理事長の任命、評価委員会への関与、中期計画に代わる委託契約を行
うことにより基本的に確保できるものと考えます。
また、「教職員の身分取扱い」は、区が県費負担教職員を地方独立行政
法人に派遣し、法人と委託契約又は派遣協定を締結することにより、他
の公立学校と同様の身分取扱が担保できると考えております。
地方独立行政法人を公立学校の委託先としたのは、すでに公立大学の
運営主体として認められている同法人に運営を任せることで、これまでの
横並び、画一的な学校の運営形態を打破し、民間活力を活用し、学校運
営の安定性を確保したうえで、公立学校でありながら、私立学校とは異な
る、新しい住民参加型の学校運営を可能となるからです。このことによ
り、教育の地方分権を一層推進するものと考えておりますのでご再考くだ
さい。
次に、構造改革特区提案の趣旨を最大限に生かすため、検討を進めると
のことですが、いつまでに、どこで（中央教育審議会など）、どういった検
討をされるのかご教示ください。
なお、地域運営協議会による学校につきましては、平成１７年度に、２校
を指定する予定で準備をすすめております。しかし、より抜本的な学校運
営の改革には、公設民営の導入が必要不可欠と考えておりますので、総
務省と協議のうえ、ご再考願います。

ｃ

検討内容についてのご指摘ですが、文部科学省では、これまで
教育委員会関係団体との意見交換を通じて、意見や要望の聴取
に努めてきております。スケジュールについては、本年４月か
ら施行されている地方独立行政法人制度の運用状況や、このほ
か、管理委託とのご提案であることから、他の公立学校の管理
運営委託についての提案に関する検討状況も踏まえつつ判断し
ていく必要があり、これらの状況を見つつ、適宜進めてまいり
たいと考えております。

右の提案主体からの再意見につ
いて回答されたい。

当区では、構造改革特区研究開発事業学校による小中一貫教
育、学校運営協議会による学校運営について準備を進めていま
す。義務教育学校の管理運営委託については、既に第１次回答
に対する意見で述べている趣旨で提案しているものですので、
改めて検討をお願いします。また貴省の検討内容についての回
答では、依然、具体的スケジュール・検討の方向がはっきりし
ません。幼稚園・高等学校についての包括的委託学校の取組み
と併せ、改めて義務教育学校の管理委託について貴省がどのよ
うな考えをもっているのか、具体的スケジュールと併せてお示
し下さい。なお、「他の公立学校の管理運営委託についての提
案に関する検討事項」とは何かもお示しください。

C

「他の公立学校の管理運営委託についての提案に関する検
討状況」についてのご指摘ですが、いわゆる「公設民営」型学
校の提案者の、地方公共団体から施設の提供や支援を受
け、特色ある自由な教育を行いたい等の特区提案の内容を
実現する観点と、公立学校が、地方公共団体の公の意思に
基づき、教育内容が決定されるとともに卒業認定や懲戒等の
処分が行われるものである点との両者を踏まえ、法制上の課
題を含めて検討を行っています。
　地方独立行政法人への管理運営委託についても、公立学
校の管理運営委託を行うためにどのような制度的措置が必
要となるのかを見定めた上で、その制度的措置と地方独立
行政法人制度とが、どのように適合するのか、さらに法制上
の配慮が必要となるのかなどの検討が必要であると考えてい
ます。
　なお、公立学校の管理運営委託の検討の状況について
は、昨年9月の構造改革特別区域推進本部決定や、本年3月
に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3か年計画」等
を踏まえつつ、具体的な内容についてできる限り速やかに結
論をお示しできるよう、鋭意検討を行っているところです。

1597 15971030 東京都杉
並区

新しいタ
イプの学
校（小中
一貫校）
の創設

地方独立行政法人法に定める地方独立行政法
人の業務の範囲に小中一貫校の管理委託を加
える。

文部科
学省 0830120

公立小中
学校の管
理を委託
する地方
独立行政
法人の理
事長の任
命に際し
て設立団
体の教育
委員会が
関与

学校教育法
第２条、第
５条、地方
独立行政法
人法第２１

条

　国、地方公共団
体、学校法人以外の
者は学校を設置でい
ない（特区における
株式会社、NPO法人

を除く）。
　学校の設置者は、
その設置する学校を
管理し、法令に特別
の定めのある場合を
除いては、その学校
の経費を負担する。

ｃ

　ご提案の公立学校の管理運営委託や、公立学校を
地方独立行政法人の対象とすることについては、①
地方独立行政法人制度と教育委員会制度との関係の
整理のほか、②教職員の身分取扱い、③教育の機会
均等と教育水準の維持向上を図るための諸制度への
適合性などについて、詳細かつ慎重な検討が必要で
あり、引き続き、構造改革特区についての提案の趣
旨を最大限実現するため、どのような方法が望まし
いかも含め、制度の在り方等について検討を進めて
まいります。
　なお、文部科学省では、先の国会において「地方
教育行政の組織及び運営に関する法律」を改正し、
「学校運営協議会制度」を導入しました。
　本制度は、保護者や地域住民等が学校運営協議会
を通じ、一定の権限を持って学校運営の基本方針の
策定や教職員人事等の学校運営に参加することを制
度的に可能とするものであり、保護者や地域住民の
ニーズを公立学校運営全般により一層的確に反映さ
せるとともに、特色ある学校教育の実現を可能とす
るものです。
　従って、ご提案の趣旨にあるような、「地域の意
向を反映させた住民参加型の学校運営」の実現に向
けて、本制度のご活用についてもご検討頂きたいと
思います。

貴省の回答では「制度のあり方等につい
て検討を進めてまいります」とあるが、
その具体的内容及び検討スケジュールを
示されたい。
加えて、地方独立行政法人の理事長の任
命に際して設立団体の教育委員会が関与
することについても提案が実現される方
向で検討が進められるものと解して良い
か。
　併せて、右の提案主体の意見を踏まえ
再度回答されたい。

ご指摘については、既に述べたとおりです。
本項については、地方独立行政法人への学校の管理委託を
前提に、教育委員会制度との整合性を図る観点から提案し
ているものですので、この点について、総務省と協議の上、
貴省の見解及び今後の対応につき具体的に提示願います。

ｃ

検討内容についてのご指摘ですが、文部科学省では、これまで
教育委員会関係団体との意見交換を通じて、意見や要望の聴取
に努めてきております。スケジュールについては、本年４月か
ら施行されている地方独立行政法人制度の運用状況や、このほ
か、管理委託とのご提案であることから、他の公立学校の管理
運営委託についての提案に関する検討状況も踏まえつつ判断し
ていく必要があり、これらの状況を見つつ、適宜進めてまいり
たいと考えております。なお、教育委員会の関与については、
文部科学省としては必要と考えており、上記の検討の中で、そ
の在り方について研究していきたいと考えております。

右の提案主体からの再意見につ
いて回答されたい。

当区では、構造改革特区研究開発事業学校による小中一貫教
育、学校運営協議会による学校運営について準備を進めていま
す。義務教育学校の管理運営委託については、既に第１次回答
に対する意見で述べている趣旨で提案しているものですので、
改めて検討をお願いします。また貴省の検討内容についての回
答では、依然、具体的スケジュール・検討の方向がはっきりし
ません。幼稚園・高等学校についての包括的委託学校の取組み
と併せ、改めて義務教育学校の管理委託について貴省がどのよ
うな考えをもっているのか、具体的スケジュールと併せてお示
し下さい。なお、「他の公立学校の管理運営委託についての提
案に関する検討事項」とは何かもお示しください。

C

「他の公立学校の管理運営委託についての提案に関する検
討状況」についてのご指摘ですが、いわゆる「公設民営」型学
校の提案者の、地方公共団体から施設の提供や支援を受
け、特色ある自由な教育を行いたい等の特区提案の内容を
実現する観点と、公立学校が、地方公共団体の公の意思に
基づき、教育内容が決定されるとともに卒業認定や懲戒等の
処分が行われるものである点との両者を踏まえ、法制上の課
題を含めて検討を行っています。
　地方独立行政法人への管理運営委託についても、公立学
校の管理運営委託を行うためにどのような制度的措置が必
要となるのかを見定めた上で、その制度的措置と地方独立
行政法人制度とが、どのように適合するのか、さらに法制上
の配慮が必要となるのかなどの検討が必要であると考えてい
ます。
　なお、公立学校の管理運営委託の検討の状況について
は、昨年9月の構造改革特別区域推進本部決定や、本年3月
に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3か年計画」等
を踏まえつつ、具体的な内容についてできる限り速やかに結
論をお示しできるよう、鋭意検討を行っているところです。

1597 15971040 東京都杉
並区

新しいタ
イプの学
校（小中
一貫校）
の創設

小中一貫校の管理を委託する地方独立行政法
人の理事長の任命に、設立団体の教育委員会
が関与できるようにする。

文部科
学省 0830130

公立小中
学校の管
理を委託
する地方
独立行政
法人への
中期目標
などの規
定の適用
除外

学校教育法
第２条、第
５条、地方
独立行政法
人法第２１
条

　国、地方公共団
体、学校法人以外の
者は学校を設置でい
ない（特区における
株式会社、NPO法人
を除く）。
　学校の設置者は、
その設置する学校を
管理し、法令に特別
の定めのある場合を
除いては、その学校
の経費を負担する。

ｃ

　ご提案の公立学校の管理運営委託や、公立学校を
地方独立行政法人の対象とすることについては、①
地方独立行政法人制度と教育委員会制度との関係の
整理のほか、②教職員の身分取扱い、③教育の機会
均等と教育水準の維持向上を図るための諸制度への
適合性などについて、詳細かつ慎重な検討が必要で
あり、引き続き、構造改革特区についての提案の趣
旨を最大限実現するため、どのような方法が望まし
いかも含め、制度の在り方等について検討を進めて
まいります。
　なお、文部科学省では、先の国会において「地方
教育行政の組織及び運営に関する法律」を改正し、
「学校運営協議会制度」を導入しました。
　本制度は、保護者や地域住民等が学校運営協議会
を通じ、一定の権限を持って学校運営の基本方針の
策定や教職員人事等の学校運営に参加することを制
度的に可能とするものであり、保護者や地域住民の
ニーズを公立学校運営全般により一層的確に反映さ
せるとともに、特色ある学校教育の実現を可能とす
るものです。
　従って、ご提案の趣旨にあるような、「地域の意
向を反映させた住民参加型の学校運営」の実現に向
けて、本制度のご活用についてもご検討頂きたいと
思います。

貴省の回答では「制度のあり方等につい
て検討を進めてまいります」とあるが、
その具体的内容及び検討スケジュールを
示されたい。
　併せて、右の提案主体の意見を踏まえ
再度回答されたい。

ご指摘については、既に述べたとおりです。
特区提案の、学校の運営を委託する地方独立行政法人は、
当該受託業務のみ行う法人としておりますので、中期目標は
受託契約の範囲内で対応可能と考え、当該目標の適用除外
を求めているものです。この点について、総務省と協議の
上、貴省の見解及び今後の対応につき具体的に提示願いま
す。

ｃ

検討内容についてのご指摘ですが、文部科学省では、これまで
教育委員会関係団体との意見交換を通じて、意見や要望の聴取
に努めてきております。スケジュールについては、本年４月か
ら施行されている地方独立行政法人制度の運用状況や、このほ
か、管理委託とのご提案であることから、他の公立学校の管理
運営委託についての提案に関する検討状況も踏まえつつ判断し
ていく必要があり、これらの状況を見つつ、適宜進めてまいり
たいと考えております。
　なお、文部科学省としては、地方独立行政法人制度において
は、中期目標などの目標計画の仕組みは、法人の自主的な運営
や事後評価と一体となって一連の制度を形成しており、まさに
同制度の中核をなす部分であると承知しております。

右の提案主体からの再意見につ
いて回答されたい。

当区では、構造改革特区研究開発事業学校による小中一貫教
育、学校運営協議会による学校運営について準備を進めていま
す。義務教育学校の管理運営委託については、既に第１次回答
に対する意見で述べている趣旨で提案しているものですので、
改めて検討をお願いします。また貴省の検討内容についての回
答では、依然、具体的スケジュール・検討の方向がはっきりし
ません。幼稚園・高等学校についての包括的委託学校の取組み
と併せ、改めて義務教育学校の管理委託について貴省がどのよ
うな考えをもっているのか、具体的スケジュールと併せてお示
し下さい。なお、「他の公立学校の管理運営委託についての提
案に関する検討事項」とは何かもお示しください。

C

「他の公立学校の管理運営委託についての提案に関する検
討状況」についてのご指摘ですが、いわゆる「公設民営」型学
校の提案者の、地方公共団体から施設の提供や支援を受
け、特色ある自由な教育を行いたい等の特区提案の内容を
実現する観点と、公立学校が、地方公共団体の公の意思に
基づき、教育内容が決定されるとともに卒業認定や懲戒等の
処分が行われるものである点との両者を踏まえ、法制上の課
題を含めて検討を行っています。
　地方独立行政法人への管理運営委託についても、公立学
校の管理運営委託を行うためにどのような制度的措置が必
要となるのかを見定めた上で、その制度的措置と地方独立
行政法人制度とが、どのように適合するのか、さらに法制上
の配慮が必要となるのかなどの検討が必要であると考えてい
ます。
　なお、公立学校の管理運営委託の検討の状況について
は、昨年9月の構造改革特別区域推進本部決定や、本年3月
に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3か年計画」等
を踏まえつつ、具体的な内容についてできる限り速やかに結
論をお示しできるよう、鋭意検討を行っているところです。

1597 15971050 東京都杉
並区

新しいタ
イプの学
校（小中
一貫校）
の創設

地方独立行政法人法が規定する中期目標など
の設定は、小中一貫校を委託する地方独立行
政法人には適用しない。

文部科
学省 0830140

地方独立
行政法人
に委託し
た公立学
校におけ
る学級編
制及び教
職員定数
標準の緩
和

学校教育法
第２条、第
５条、地方
独立行政法
人法第２１
条

　国、地方公共団
体、学校法人以外の
者は学校を設置でい
ない（特区における
株式会社、NPO法人
を除く）。
　学校の設置者は、
その設置する学校を
管理し、法令に特別
の定めのある場合を
除いては、その学校
の経費を負担する。

ｃ

　ご提案の公立学校の管理運営委託や、公立学校を
地方独立行政法人の対象とすることについては、①
地方独立行政法人制度と教育委員会制度との関係の
整理のほか、②教職員の身分取扱い、③教育の機会
均等と教育水準の維持向上を図るための諸制度への
適合性などについて、詳細かつ慎重な検討が必要で
あり、引き続き、構造改革特区についての提案の趣
旨を最大限実現するため、どのような方法が望まし
いかも含め、制度の在り方等について検討を進めて
まいります。
　なお、公立小中学校の場合は、現行制度におい
て、義務標準法で定める学級編制の標準を下回る学
級編制を行うことは可能となっており、ご提案され
ているとおり、1学級の児童生徒の人数を30人とす
る学級を編制することも可能です。

貴省の回答では「制度のあり方等につい
て検討を進めてまいります」とあるが、
その具体的内容及び検討スケジュールを
示されたい。
　併せて、右の提案主体の意見を踏まえ
再度回答されたい。

ご指摘の基本的考え方については、既に述べたとおりです。
公立小中学校の場合は、現行制度において、義務教育法で
定める学級編制の標準を下回る学級編制を行うことは可能と
のご指摘ですが、東京都においては、現段階では認められて
おりません。そのために特区提案するものです。また、本区
の提案は、１学級の児童生徒数を３０人及び２０人とする少人
数学級を標準定数の学級とみなして教職員の配置を行うこと
を求めるものです。この場合において、学級編制基準を４０人
から３０人にするのではなく、あくまで弾力的な運営により３０
人の学級を維持していくもので、３１人になった場合１５人と１
６人の２学級になるものではありません。
こうした学級編制に関する考え方について貴省の見解及び
今後の対応策につき具体的に提示願います。

ｃ

　検討内容についてのご指摘ですが、文部科学省では、これま
で教育委員会関係団体との意見交換を通じて、意見や要望の聴
取に努めてきております。スケジュールについては、本年４月
から施行されている地方独立行政法人制度の運用状況や、この
ほか、管理委託とのご提案であることから、他の公立学校の管
理運営委託についての提案に関する検討状況も踏まえつつ判断
していく必要があり、これらの状況を見つつ、学級編制の在り
方を含め、適宜進めてまいりたいと考えております。

右の提案主体からの再意見につ
いて回答されたい。

当区では、構造改革特区研究開発事業学校による小中一貫教
育、学校運営協議会による学校運営について準備を進めていま
す。義務教育学校の管理運営委託については、既に第１次回答
に対する意見で述べている趣旨で提案しているものですので、
改めて検討をお願いします。また貴省の検討内容についての回
答では、依然、具体的スケジュール・検討の方向がはっきりし
ません。幼稚園・高等学校についての包括的委託学校の取組み
と併せ、改めて義務教育学校の管理委託について貴省がどのよ
うな考えをもっているのか、具体的スケジュールと併せてお示
し下さい。なお、「他の公立学校の管理運営委託についての提
案に関する検討事項」とは何かもお示しください。

C

「他の公立学校の管理運営委託についての提案に関する検
討状況」についてのご指摘ですが、いわゆる「公設民営」型学
校の提案者の、地方公共団体から施設の提供や支援を受
け、特色ある自由な教育を行いたい等の特区提案の内容を
実現する観点と、公立学校が、地方公共団体の公の意思に
基づき、教育内容が決定されるとともに卒業認定や懲戒等の
処分が行われるものである点との両者を踏まえ、法制上の課
題を含めて検討を行っています。
　地方独立行政法人への管理運営委託についても、公立学
校の管理運営委託を行うためにどのような制度的措置が必
要となるのかを見定めた上で、その制度的措置と地方独立
行政法人制度とが、どのように適合するのか、さらに法制上
の配慮が必要となるのかなどの検討が必要であると考えてい
ます。
　なお、公立学校の管理運営委託の検討の状況について
は、昨年9月の構造改革特別区域推進本部決定や、本年3月
に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3か年計画」等
を踏まえつつ、具体的な内容についてできる限り速やかに結
論をお示しできるよう、鋭意検討を行っているところです。

1597 15971070 東京都杉
並区

新しいタ
イプの学
校（小中
一貫校）
の創設

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定
数の標準に関する法律に定める学級編制の児
童数及び教職員定数の基準を緩和し、同法で
定める学級編制定数に満たない学級であって
も、同法に定める基準に該当するとみなし
て、教職員を配置する。

文部科
学省 0830150

地方独立
行政法人
に委託さ
れた公立
学校にお
ける県費
負担教職
員（校長
を含む）
の任命権
を区教育
委員会に
付与

学校教育法
第２条、第
５条、地方
独立行政法
人法第２１
条

　国、地方公共団
体、学校法人以外の
者は学校を設置でい
ない（特区における
株式会社、NPO法人
を除く）。
　学校の設置者は、
その設置する学校を
管理し、法令に特別
の定めのある場合を
除いては、その学校
の経費を負担する。

ｃ

　ご提案の公立学校の管理運営委託や、公立学校を
地方独立行政法人の対象とすることについては、①
地方独立行政法人制度と教育委員会制度との関係の
整理のほか、②教職員の身分取扱い、③教育の機会
均等と教育水準の維持向上を図るための諸制度への
適合性などについて、詳細かつ慎重な検討が必要で
あり、引き続き、構造改革特区についての提案の趣
旨を最大限実現するため、どのような方法が望まし
いかも含め、制度の在り方等について検討を進めて
まいります。
　なお、文部科学省では、先の国会において「地方
教育行政の組織及び運営に関する法律」を改正し、
「学校運営協議会制度」を導入しました。
　本制度は、保護者や地域住民等が学校運営協議会
を通じ、一定の権限を持って学校運営の基本方針の
策定や教職員人事等の学校運営に参加することを制
度的に可能とするものであり、保護者や地域住民の
ニーズを公立学校運営全般により一層的確に反映さ
せるとともに、特色ある学校教育の実現を可能とす
るものです。
　従って、ご提案の趣旨にあるような、「地域の意
向を反映させた住民参加型の学校運営」の実現に向
けて、本制度のご活用についてもご検討頂きたいと
思います。

貴省の回答では「制度のあり方等につい
て検討を進めてまいります」とあるが、
その具体的内容及び検討スケジュールを
示されたい。
また、県費負担教職員の任命権を区教育
委員会に付与することについても提案が
実現される方向で検討が進められるもの
と解して良いか。
　併せて、右の提案主体の意見を踏まえ
再度回答されたい。

ご指摘については、既に述べたとおりです。
本区の提案は、新たな学校を設立するに当たり、区全体の教
育の統一性を確保するとともに、新たな学校に適した人材を
確保する必要があるため行っているものです。都が任命権を
保持し、都全体の教育の統一性を確保する現行の制度の枠
内では対応できず、区教育委員会が任命権を持つことが必
要となるので、この点について貴省の見解及び今後の対応
について具体的に提示願います。

ｃ

検討内容についてのご指摘ですが、文部科学省では、これまで
教育委員会関係団体との意見交換を通じて、意見や要望の聴取
に努めてきております。スケジュールについては、本年４月か
ら施行されている地方独立行政法人制度の運用状況や、このほ
か、管理委託とのご提案であることから、他の公立学校の管理
運営委託についての提案に関する検討状況も踏まえつつ判断し
ていく必要があり、これらの状況を見つつ、適宜進めてまいり
たいと考えております。県費負担教職員の任命権については、
上記の検討の中で、その在り方について研究していきたいと考
えております。

右の提案主体からの再意見につ
いて回答されたい。

当区では、構造改革特区研究開発事業学校による小中一貫教
育、学校運営協議会による学校運営について準備を進めていま
す。義務教育学校の管理運営委託については、既に第１次回答
に対する意見で述べている趣旨で提案しているものですので、
改めて検討をお願いします。また貴省の検討内容についての回
答では、依然、具体的スケジュール・検討の方向がはっきりし
ません。幼稚園・高等学校についての包括的委託学校の取組み
と併せ、改めて義務教育学校の管理委託について貴省がどのよ
うな考えをもっているのか、具体的スケジュールと併せてお示
し下さい。なお、「他の公立学校の管理運営委託についての提
案に関する検討事項」とは何かもお示しください。

C

「他の公立学校の管理運営委託についての提案に関する検
討状況」についてのご指摘ですが、いわゆる「公設民営」型学
校の提案者の、地方公共団体から施設の提供や支援を受
け、特色ある自由な教育を行いたい等の特区提案の内容を
実現する観点と、公立学校が、地方公共団体の公の意思に
基づき、教育内容が決定されるとともに卒業認定や懲戒等の
処分が行われるものである点との両者を踏まえ、法制上の課
題を含めて検討を行っています。
　地方独立行政法人への管理運営委託についても、公立学
校の管理運営委託を行うためにどのような制度的措置が必
要となるのかを見定めた上で、その制度的措置と地方独立
行政法人制度とが、どのように適合するのか、さらに法制上
の配慮が必要となるのかなどの検討が必要であると考えてい
ます。
　なお、公立学校の管理運営委託の検討の状況について
は、昨年9月の構造改革特別区域推進本部決定や、本年3月
に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3か年計画」等
を踏まえつつ、具体的な内容についてできる限り速やかに結
論をお示しできるよう、鋭意検討を行っているところです。

1597 15971080 東京都杉
並区

新しいタ
イプの学
校（小中
一貫校）
の創設

校長をはじめとする県費負担教職員の任命権
を市区町村教育委員会に付与する。
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文部科学省（特区）

省庁名 管理
コード

規制の特
例事項名 該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 各省庁からの回答に対する再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 各省庁からの回答に対する再々
検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プ
ロジェク
ト)の名

称

規制の特例事項の内容

文部科
学省 0830160

地方独立
行政法人
に委託さ
れた公立
学校にお
ける区教
育委員会
任命職員
の県費負
担教職員
人件費相
当額の担
保

学校教育法
第２条、第
５条、地方
独立行政法
人法第２１
条

　国、地方公共団
体、学校法人以外の
者は学校を設置でい
ない（特区における
株式会社、NPO法人
を除く）。
　学校の設置者は、
その設置する学校を
管理し、法令に特別
の定めのある場合を
除いては、その学校
の経費を負担する。

ｃ

　ご提案の公立学校の管理運営委託や、公立学校を
地方独立行政法人の対象とすることについては、①
地方独立行政法人制度と教育委員会制度との関係の
整理のほか、②教職員の身分取扱い、③教育の機会
均等と教育水準の維持向上を図るための諸制度への
適合性などについて、詳細かつ慎重な検討が必要で
あり、引き続き、構造改革特区についての提案の趣
旨を最大限実現するため、どのような方法が望まし
いかも含め、制度の在り方等について検討を進めて
まいります。
　なお、現行制度において、区が公立小中学校の教
職員の給与を支給する場合、当該給与財源を都が負
担するかどうかは、都の判断に委ねられていますの
で、都とよく相談していただきたいと思います。

貴省の回答では「制度のあり方等につい
て検討を進めてまいります」とあるが、
その具体的内容及び検討スケジュールを
示されたい。
また、提案にあるような市区町村が任命
権を持つ県費負担教職員の給与は都道府
県が負担することについても提案が実現
される方向で検討が進められるものと解
して良いか。
　併せて、右の提案主体の意見を踏まえ
再度回答されたい。

ご指摘の基本的考え方については、既に述べたとおりです。
現行制度において、区が公立小中学校の教職員の給与を支
給する場合、当該給与財源を都が負担するかどうかは、都の
判断にゆだねられているので、都と相談するようにとのことで
すが、区が現行県費負担職員の任命権を持つことを前提に、
市町村立学校職員給与負担法の適用を制度的に求めてい
ますので、この点についてご回答願います。

ｃ

　検討内容についてのご指摘ですが、文部科学省では、これま
で教育委員会関係団体との意見交換を通じて、意見や要望の聴
取に努めてきております。スケジュールについては、本年４月
から施行されている地方独立行政法人制度の運用状況や、この
ほか、管理委託とのご提案であることから、他の公立学校の管
理運営委託についての提案に関する検討状況も踏まえつつ判断
していく必要があり、これらの状況を見つつ、教職員の任用・
給与負担の在り方を含め、適宜進めてまいりたいと考えており
ます。

右の提案主体からの再意見につ
いて回答されたい。

当区では、構造改革特区研究開発事業学校による小中一貫教
育、学校運営協議会による学校運営について準備を進めていま
す。義務教育学校の管理運営委託については、既に第１次回答
に対する意見で述べている趣旨で提案しているものですので、
改めて検討をお願いします。また貴省の検討内容についての回
答では、依然、具体的スケジュール・検討の方向がはっきりし
ません。幼稚園・高等学校についての包括的委託学校の取組み
と併せ、改めて義務教育学校の管理委託について貴省がどのよ
うな考えをもっているのか、具体的スケジュールと併せてお示
し下さい。なお、「他の公立学校の管理運営委託についての提
案に関する検討事項」とは何かもお示しください。

C

「他の公立学校の管理運営委託についての提案に関する検
討状況」についてのご指摘ですが、いわゆる「公設民営」型学
校の提案者の、地方公共団体から施設の提供や支援を受
け、特色ある自由な教育を行いたい等の特区提案の内容を
実現する観点と、公立学校が、地方公共団体の公の意思に
基づき、教育内容が決定されるとともに卒業認定や懲戒等の
処分が行われるものである点との両者を踏まえ、法制上の課
題を含めて検討を行っています。
　地方独立行政法人への管理運営委託についても、公立学
校の管理運営委託を行うためにどのような制度的措置が必
要となるのかを見定めた上で、その制度的措置と地方独立
行政法人制度とが、どのように適合するのか、さらに法制上
の配慮が必要となるのかなどの検討が必要であると考えてい
ます。
　なお、公立学校の管理運営委託の検討の状況について
は、昨年9月の構造改革特別区域推進本部決定や、本年3月
に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3か年計画」等
を踏まえつつ、具体的な内容についてできる限り速やかに結
論をお示しできるよう、鋭意検討を行っているところです。

1597 15971090 東京都杉
並区

新しいタ
イプの学
校（小中
一貫校）
の創設

区が任命権をもつ県費負担教職員の給与は都
が負担する。

文部科
学省 0830170

地方独立
行政法人
に委託さ
れた公立
学校にお
ける県費
負担教職
員への超
過勤務手
当及び旅
費の区市
区町村か
らの支給

学校教育法
第２条、第
５条、地方
独立行政法
人法第２１
条

　国、地方公共団
体、学校法人以外の
者は学校を設置でい
ない（特区における
株式会社、NPO法人
を除く）。
　学校の設置者は、
その設置する学校を
管理し、法令に特別
の定めのある場合を
除いては、その学校
の経費を負担する。

ｃ

　ご提案の公立学校の管理運営委託や、公立学校を
地方独立行政法人の対象とすることについては、①
地方独立行政法人制度と教育委員会制度との関係の
整理のほか、②教職員の身分取扱い、③教育の機会
均等と教育水準の維持向上を図るための諸制度への
適合性などについて、詳細かつ慎重な検討が必要で
あり、引き続き、構造改革特区についての提案の趣
旨を最大限実現するため、どのような方法が望まし
いかも含め、制度の在り方等について検討を進めて
まいります。
　なお、特区においては、市町村が公立小中学校の
教職員の給与・旅費を負担することにより、教職員
を任用することが可能です。このような手法につい
てもご検討いただきたいと思います。

貴省の回答では「制度のあり方等につい
て検討を進めてまいります」とあるが、
その具体的内容及び検討スケジュールを
示されたい。
また、県費負担教職員の旅費及び超過勤
務手当について市区町村が負担すること
についても提案が実現される方向で検討
が進められるものと解して良いか。
　併せて、右の提案主体の意見を踏まえ
再度回答されたい。

ご指摘の基本的考え方については、既に述べたとおりです。
本区の提案は、区が特区提案し任用する「区費負担教職員」
についてのものではなく、現行の法制で、区が負担できない
こととなっている「県費負担教職員」の超勤手当及び旅費に
ついてのものです。.公設民営の学校において規制を緩和し、
学習指導要領を上回るより特色ある授業を実施する際に、必
要となる同経費について、新たに国及び都に負担を求めるの
でなく区が負担することを提案しているものであり、無制限に
区が経費を負担したり、全国的な均衡を破るものではなく、今
回提案する教育を実施するために必要かくべからざるもので
すので、この点について、貴省の見解及び今後の対応につき
具体的に提示願います。

ｃ

検討内容についてのご指摘ですが、文部科学省では、これまで
教育委員会関係団体との意見交換を通じて、意見や要望の聴取
に努めてきております。スケジュールについては、本年４月か
ら施行されている地方独立行政法人制度の運用状況や、このほ
か、管理委託とのご提案であることから、他の公立学校の管理
運営委託についての提案に関する検討状況も踏まえつつ判断し
ていく必要があり、これらの状況を見つつ、教職員給与費負担
の在り方を含め、適宜進めてまいりたいと考えております。

右の提案主体からの再意見につ
いて回答されたい。

当区では、構造改革特区研究開発事業学校による小中一貫教
育、学校運営協議会による学校運営について準備を進めていま
す。義務教育学校の管理運営委託については、既に第１次回答
に対する意見で述べている趣旨で提案しているものですので、
改めて検討をお願いします。また貴省の検討内容についての回
答では、依然、具体的スケジュール・検討の方向がはっきりし
ません。幼稚園・高等学校についての包括的委託学校の取組み
と併せ、改めて義務教育学校の管理委託について貴省がどのよ
うな考えをもっているのか、具体的スケジュールと併せてお示
し下さい。なお、「他の公立学校の管理運営委託についての提
案に関する検討事項」とは何かもお示しください。

C

「他の公立学校の管理運営委託についての提案に関する検
討状況」についてのご指摘ですが、いわゆる「公設民営」型学
校の提案者の、地方公共団体から施設の提供や支援を受
け、特色ある自由な教育を行いたい等の特区提案の内容を
実現する観点と、公立学校が、地方公共団体の公の意思に
基づき、教育内容が決定されるとともに卒業認定や懲戒等の
処分が行われるものである点との両者を踏まえ、法制上の課
題を含めて検討を行っています。
　地方独立行政法人への管理運営委託についても、公立学
校の管理運営委託を行うためにどのような制度的措置が必
要となるのかを見定めた上で、その制度的措置と地方独立
行政法人制度とが、どのように適合するのか、さらに法制上
の配慮が必要となるのかなどの検討が必要であると考えてい
ます。
　なお、公立学校の管理運営委託の検討の状況について
は、昨年9月の構造改革特別区域推進本部決定や、本年3月
に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3か年計画」等
を踏まえつつ、具体的な内容についてできる限り速やかに結
論をお示しできるよう、鋭意検討を行っているところです。

1597 15971100 東京都杉
並区

新しいタ
イプの学
校（小中
一貫校）
の創設

県費負担教職員の旅費及び超過勤務等手当の
市区町村による負担

文部科
学省 0830180

地方独立
行政法人
に委託さ
れた公立
学校にお
ける特別
負担金の
徴収の容
認

学校教育法
第２条、第
５条、地方
独立行政法
人法第２１
条

　国、地方公共団
体、学校法人以外の
者は学校を設置でい
ない（特区における
株式会社、NPO法人
を除く）。
　学校の設置者は、
その設置する学校を
管理し、法令に特別
の定めのある場合を
除いては、その学校
の経費を負担する。

ｃ

　ご提案の公立学校の管理運営委託や、公立学校を
地方独立行政法人の対象とすることについては、①
地方独立行政法人制度と教育委員会制度との関係の
整理のほか、②教職員の身分取扱い、③教育の機会
均等と教育水準の維持向上を図るための諸制度への
適合性などについて、詳細かつ慎重な検討が必要で
あり、引き続き、構造改革特区についての提案の趣
旨を最大限実現するため、どのような方法が望まし
いかも含め、制度の在り方等について検討を進めて
まいります。
　なお、文部科学省では、先の国会において「地方
教育行政の組織及び運営に関する法律」を改正し、
「学校運営協議会制度」を導入しました。
　本制度は、保護者や地域住民等が学校運営協議会
を通じ、一定の権限を持って学校運営の基本方針の
策定や教職員人事等の学校運営に参加することを制
度的に可能とするものであり、保護者や地域住民の
ニーズを公立学校運営全般により一層的確に反映さ
せるとともに、特色ある学校教育の実現を可能とす
るものです。
　従って、ご提案の趣旨にあるような、「地域の意
向を反映させた住民参加型の学校運営」の実現に向
けて、本制度のご活用についてもご検討頂きたいと
思います。

貴省の回答では「制度のあり方等につい
て検討を進めてまいります」とあるが、
その具体的内容及び検討スケジュールを
示されたい。
また、上乗せ授業に要する経費を特別負
担金として児童生徒の保護者から徴収す
ることについても提案が実現される方向
で検討が進められるものと解して良い
か。
　併せて、右の提案主体の意見を踏まえ
再度回答されたい。

ご指摘については、既に述べたとおりです。
この項については、無償で義務教育を受ける機会は保証した
うえで、学習指導要領を上回る、より特色ある教育を実施す
る際に生じる経費について、特別負担金の徴収を行おうと考
えているものであり、憲法の趣旨に反するものではありませ
ん。また、公立学校であることから、経済的事情により負担が
困難な児童･生徒に対しては減免措置を設けることとしており
ます。私立には通わせられないが、低額の負担であれば特
色ある教育を受けさせたいとのニーズに応えたいとの考えに
基づく提案ですので、義務教育のニーズの多様化へどう応え
ていくのかという視点も含め、貴省の見解を具体的にお教え
ください。

ｃ

検討内容についてのご指摘ですが、文部科学省では、これまで
教育委員会関係団体との意見交換を通じて、意見や要望の聴取
に努めてきております。スケジュールについては、本年４月か
ら施行されている地方独立行政法人制度の運用状況や、このほ
か、管理委託とのご提案であることから、他の公立学校の管理
運営委託についての提案に関する検討状況も踏まえつつ判断し
ていく必要があり、これらの状況を見つつ、適宜進めてまいり
たいと考えております。

右の提案主体からの再意見につ
いて回答されたい。

当区では、構造改革特区研究開発事業学校による小中一貫教
育、学校運営協議会による学校運営について準備を進めていま
す。義務教育学校の管理運営委託については、既に第１次回答
に対する意見で述べている趣旨で提案しているものですので、
改めて検討をお願いします。また貴省の検討内容についての回
答では、依然、具体的スケジュール・検討の方向がはっきりし
ません。幼稚園・高等学校についての包括的委託学校の取組み
と併せ、改めて義務教育学校の管理委託について貴省がどのよ
うな考えをもっているのか、具体的スケジュールと併せてお示
し下さい。なお、「他の公立学校の管理運営委託についての提
案に関する検討事項」とは何かもお示しください。

C

「他の公立学校の管理運営委託についての提案に関する検
討状況」についてのご指摘ですが、いわゆる「公設民営」型学
校の提案者の、地方公共団体から施設の提供や支援を受
け、特色ある自由な教育を行いたい等の特区提案の内容を
実現する観点と、公立学校が、地方公共団体の公の意思に
基づき、教育内容が決定されるとともに卒業認定や懲戒等の
処分が行われるものである点との両者を踏まえ、法制上の課
題を含めて検討を行っています。
　地方独立行政法人への管理運営委託についても、公立学
校の管理運営委託を行うためにどのような制度的措置が必
要となるのかを見定めた上で、その制度的措置と地方独立
行政法人制度とが、どのように適合するのか、さらに法制上
の配慮が必要となるのかなどの検討が必要であると考えてい
ます。
　なお、公立学校の管理運営委託の検討の状況について
は、昨年9月の構造改革特別区域推進本部決定や、本年3月
に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3か年計画」等
を踏まえつつ、具体的な内容についてできる限り速やかに結
論をお示しできるよう、鋭意検討を行っているところです。

1597 15971110 東京都杉
並区

新しいタ
イプの学
校（小中
一貫校）
の創設

地方独立行政法人の管理する学校で行う予定
の、上乗せ授業に要する経費を特別負担金と
して児童生徒の保護者から徴収する。

文部科
学省 0830190

教科書採
択権限の
地方独立
行政法人
への委譲

学校教育法
第２条、第
５条、地方
独立行政法
人法第２１
条

　国、地方公共団
体、学校法人以外の
者は学校を設置でい
ない（特区における
株式会社、NPO法人
を除く）。
　学校の設置者は、
その設置する学校を
管理し、法令に特別
の定めのある場合を
除いては、その学校
の経費を負担する。

ｃ

　ご提案の公立学校の管理運営委託や、公立学校を
地方独立行政法人の対象とすることについては、①
地方独立行政法人制度と教育委員会制度との関係の
整理のほか、②教職員の身分取扱い、③教育の機会
均等と教育水準の維持向上を図るための諸制度への
適合性などについて、詳細かつ慎重な検討が必要で
あり、引き続き、構造改革特区についての提案の趣
旨を最大限実現するため、どのような方法が望まし
いかも含め、制度の在り方等について検討を進めて
まいります。
　なお、ご提案では、構造改革特別区域研究開発学
校制度を活用することを検討されているとのことで
あり、このように研究開発学校において学習指導要
領によらない特別な教育課程を実施する場合には、
現行制度においても、当該学校においては、検定教
科書以外の学校独自の教材を主たる教材として使用
し、特色ある教育活動を展開することも可能となっ
ております。

貴省の回答では「制度のあり方等につい
て検討を進めてまいります」とあるが、
その具体的内容及び検討スケジュールを
示されたい。
また、地方独立行政法人が教科書を採択
することについても提案が実現される方
向で検討が進められるものと解して良い
か。
　併せて、右の提案主体の意見を踏まえ
再度回答されたい。

ご指摘の基本的考え方については、既に述べたとおりです。
研究開発学校において学習指導要領によらない特別な教育
課程を実施する場合には、現行制度においても、当該学校に
おいては、検定教科書以外の学校独自の教材を主たる教材
として使用し、特色ある教育活動を展開することも可能とあり
ますが、この項は、公設民営校で特色ある教育を実践するた
め及び学校運営の独自性を高める視点から、検定教科書の
範囲で､すべての教科でその内容に適した教科書を採択する
権限を当該校に与えることが適当であることから提案してい
るものであります。現行制度で申請が可能かどうかお答えく
ださい。

ｃ

　検討内容についてのご指摘ですが、文部科学省では、これま
で教育委員会関係団体との意見交換を通じて、意見や要望の聴
取に努めてきております。スケジュールについては、本年４月
から施行されている地方独立行政法人制度の運用状況や、この
ほか、管理委託とのご提案であることから、他の公立学校の管
理運営委託についての提案に関する検討状況も踏まえつつ判断
していく必要があり、これらの状況を見つつ、適宜進めてまい
りたいと考えております。
　なお、地方独立行政法人が教科書を採択することについて
は、地方独立行政法人の学校運営に関する制度設計の中で検討
を進めてまいります。
　また、杉並区からご意見をいただいた件についてですが、当
方の回答は、「特別な教育課程を実施するために検定教科書で
はない学校独自の教材を主たる教材として使用することは現行
制度でも可能」という趣旨であり、現行制度では検定教科書の
採択権限は教育委員会が有しております。

右の提案主体からの再意見につ
いて回答されたい。

当区では、構造改革特区研究開発事業学校による小中一貫教
育、学校運営協議会による学校運営について準備を進めていま
す。義務教育学校の管理運営委託については、既に第１次回答
に対する意見で述べている趣旨で提案しているものですので、
改めて検討をお願いします。また貴省の検討内容についての回
答では、依然、具体的スケジュール・検討の方向がはっきりし
ません。幼稚園・高等学校についての包括的委託学校の取組み
と併せ、改めて義務教育学校の管理委託について貴省がどのよ
うな考えをもっているのか、具体的スケジュールと併せてお示
し下さい。なお、「他の公立学校の管理運営委託についての提
案に関する検討事項」とは何かもお示しください。

C

「他の公立学校の管理運営委託についての提案に関する検
討状況」についてのご指摘ですが、いわゆる「公設民営」型学
校の提案者の、地方公共団体から施設の提供や支援を受
け、特色ある自由な教育を行いたい等の特区提案の内容を
実現する観点と、公立学校が、地方公共団体の公の意思に
基づき、教育内容が決定されるとともに卒業認定や懲戒等の
処分が行われるものである点との両者を踏まえ、法制上の課
題を含めて検討を行っています。
　地方独立行政法人への管理運営委託についても、公立学
校の管理運営委託を行うためにどのような制度的措置が必
要となるのかを見定めた上で、その制度的措置と地方独立
行政法人制度とが、どのように適合するのか、さらに法制上
の配慮が必要となるのかなどの検討が必要であると考えてい
ます。
　なお、公立学校の管理運営委託の検討の状況について
は、昨年9月の構造改革特別区域推進本部決定や、本年3月
に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3か年計画」等
を踏まえつつ、具体的な内容についてできる限り速やかに結
論をお示しできるよう、鋭意検討を行っているところです。

1597 15971120 東京都杉
並区

新しいタ
イプの学
校（小中
一貫校）
の創設

地方独立行政法人が管理する学校の教科書に
ついては、当該法人が教科書を採択する。

文部科
学省 0830200

公立学校
を委託さ
れた地方
独立行政
法人への
寄付を税
控除の対
象とする
ことの容
認

学校教育法
第２条、第
５条、地方
独立行政法
人法第２１
条

　国、地方公共団
体、学校法人以外の
者は学校を設置でい
ない（特区における
株式会社、NPO法人
を除く）。
　学校の設置者は、
その設置する学校を
管理し、法令に特別
の定めのある場合を
除いては、その学校
の経費を負担する。

ｃ

　ご提案の公立学校の管理運営委託や、公立学校を
地方独立行政法人の対象とすることについては、①
地方独立行政法人制度と教育委員会制度との関係の
整理のほか、②教職員の身分取扱い、③教育の機会
均等と教育水準の維持向上を図るための諸制度への
適合性などについて、詳細かつ慎重な検討が必要で
あり、引き続き、構造改革特区についての提案の趣
旨を最大限実現するため、どのような方法が望まし
いかも含め、制度の在り方等について検討を進めて
まいります。
　　なお、文部科学省では、先の国会において「地
方教育行政の組織及び運営に関する法律」を改正
し、「学校運営協議会制度」を導入しました。
　本制度は、保護者や地域住民等が学校運営協議会
を通じ、一定の権限を持って学校運営の基本方針の
策定や教職員人事等の学校運営に参加することを制
度的に可能とするものであり、保護者や地域住民の
ニーズを公立学校運営全般により一層的確に反映さ
せるとともに、特色ある学校教育の実現を可能とす
るものです。
　従って、ご提案の趣旨にあるような、「地域の意
向を反映させた住民参加型の学校運営」の実現に向
けて、本制度のご活用についてもご検討頂きたいと
思います。

貴省の回答では「制度のあり方等につい
て検討を進めてまいります」とあるが、
その具体的内容及び検討スケジュールを
示されたい。
また、地方独立行政法人への寄付を税控
除の対象とすることについても提案が実
現される方向で検討が進められるものと
解して良いか。
　併せて、右の提案主体の意見を踏まえ
再度回答されたい。

ご指摘については、既に述べたとおりです。
この項は地方独立行政法人が管理・運営する学校を寄付金
控除の対象とする事により、地域住民、地域民間企業、個人
事業主などの支援の輪が一層広がり、地域密着型の学校と
しての健全な財政基盤の確立につながること、集まった寄付
金の活用が地域経済を刺激し、民間活力の活性化に寄与す
ること、既存の私立学校と同等の寄付金控除の対象とするこ
とで、競争条件の確保が図れることから提案しているもので
す。　これらの点から、「単に従来型の税財政措置を求めるも
の」ではないことをご理解いただき、１６年度の地方独立行政
法人への寄付に対する財務省での税制措置に倣い、同様の
措置を講じるよう、再度ご検討の上、貴省のお考えをお教えく
ださい。

ｃ

　検討内容についてのご指摘ですが、文部科学省では、これま
で教育委員会関係団体との意見交換を通じて、意見や要望の聴
取に努めてきております。スケジュールについては、本年４月
から施行されている地方独立行政法人制度の運用状況や、この
ほか、管理委託とのご提案であることから、他の公立学校の管
理運営委託についての提案に関する検討状況も踏まえつつ判断
していく必要があり、これらの状況を見つつ、適宜進めてまい
りたいと考えております。
　なお、税制の在り方については、ご提案の事業がどのような
形で実現されるか等によるものであり、これを前提としなけれ
ば検討が進められないものです。このため、文部科学省として
は、ご指摘の点のみを取り出して実現の方向性を論ずるのでは
なく、地方独立行政法人への公立学校管理委託の検討全体の中
で検討を進める必要があると考えております。

右の提案主体からの再意見につ
いて回答されたい。

当区では、構造改革特区研究開発事業学校による小中一貫教
育、学校運営協議会による学校運営について準備を進めていま
す。義務教育学校の管理運営委託については、既に第１次回答
に対する意見で述べている趣旨で提案しているものですので、
改めて検討をお願いします。また貴省の検討内容についての回
答では、依然、具体的スケジュール・検討の方向がはっきりし
ません。幼稚園・高等学校についての包括的委託学校の取組み
と併せ、改めて義務教育学校の管理委託について貴省がどのよ
うな考えをもっているのか、具体的スケジュールと併せてお示
し下さい。なお、「他の公立学校の管理運営委託についての提
案に関する検討事項」とは何かもお示しください。

C

「他の公立学校の管理運営委託についての提案に関する検
討状況」についてのご指摘ですが、いわゆる「公設民営」型学
校の提案者の、地方公共団体から施設の提供や支援を受
け、特色ある自由な教育を行いたい等の特区提案の内容を
実現する観点と、公立学校が、地方公共団体の公の意思に
基づき、教育内容が決定されるとともに卒業認定や懲戒等の
処分が行われるものである点との両者を踏まえ、法制上の課
題を含めて検討を行っています。
　地方独立行政法人への管理運営委託についても、公立学
校の管理運営委託を行うためにどのような制度的措置が必
要となるのかを見定めた上で、その制度的措置と地方独立
行政法人制度とが、どのように適合するのか、さらに法制上
の配慮が必要となるのかなどの検討が必要であると考えてい
ます。
　なお、公立学校の管理運営委託の検討の状況について
は、昨年9月の構造改革特別区域推進本部決定や、本年3月
に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3か年計画」等
を踏まえつつ、具体的な内容についてできる限り速やかに結
論をお示しできるよう、鋭意検討を行っているところです。

1597 15971140 東京都杉
並区

新しいタ
イプの学
校（小中
一貫校）
の創設

小中一貫校を管理する地方独立行政法人への
寄付を税控除の対象とする。
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文部科学省（特区）

省庁名 管理
コード

規制の特
例事項名 該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 各省庁からの回答に対する再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 各省庁からの回答に対する再々
検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プ
ロジェク
ト)の名

称

規制の特例事項の内容

文部科
学省 0830210

学校運営
委員会委
員の任命
権を市長
に付与

地方教育行
政の組織及
び運営に関
する法律第
２３条、第
４７条の５

地方公共団体におい
ては、教育の政治的
中立性等の確保の観
点から、教育に関す
る事務は、選挙で選
ばれる首長からは独
立した合議制の執行
機関である教育委員
会が行うこととされ
ている。

C

保護者や地域住民が学校運営に参画することについ
ては、先の国会において「地方教育行政の組織及び
運営に関する法律」を改正して、学校運営協議会制
度を設けたところですが、これは、学校運営の手法
の一つとして位置づけられるものです。
　地方公共団体においては、学校の管理運営に関す
る事務は教育委員会の所管であり、その一環として
の、委員の任命も、教育委員会の所管の範囲になる
ものです。

提案の趣旨は、学校運営協議会を決定権
限を有した、自由な発想による裁量権を
有する機関として位置づけるために、学
校運営協議会の委員の任命権を教育委員
会ではなく首長に付与するというもので
あり、提案を実現するためにどうすれば
よいかとの観点から検討し回答された
い。
　併せて、右の提案主体の意見を踏まえ
回答されたい。

先の国会における地方教育行政の組織及び運営に関する法
律の改正に伴ういわゆるコミュニティスクール制度の創設は
評価いたしております。その上で意見を以下述べさせていた
だきます。
学校教育法第5条に基づき、設置者（多治見市）が学校の管
理を行うという「設置者管理主義」が原則となっています。現
行法では教育委員会が所管となっていますが、本市の提案
は、総合調整権を有する市長が独自の判断において学校運
営を保護者、公募市民等からなる学校運営委員会に委ねよ
うとするものです。これは、学校は地域の財産であり、地域住
民が学校の利用方法を考えるべきであり、学校施設の開放
についても学校教育分野だけでなく財産管理権限のある市
長の裁量で活用すべきものと考えます。
そのため、本市は市長が学校運営についても何らかの形で
関与でき、条例に基づき、学校運営委員会の任命権を市長
に与えるというものです。これは、全小中学校ではなくモデル
校として行おうとするものです。
モデル校以外の小中学校との調整で必要性が生ずれば、教
育委員会が責任をもって対処、調整すべきものと考えていま
す。

C

　ご指摘の点については、公立学校である以上、政治的中立性
の確保のため、首長から独立した行政委員会である教育委員会
が、管理する必要があります。学校運営協議会の委員の任命も
この管理権の一部であります。また、財産管理権限が首長に属
することが述べられていますが、地方公共団体の財産を、公立
学校の用に供することを決定した場合には、教育財産として教
育委員会に財産管理権が移ることになります（地方教育行政の
組織及び運営に関する法律第２３条第２号）。
　なお、このような財産管理の引き継ぎを行わず、保護者や公
募市民等が運営する学校を設立するということであれば、これ
は前述の「学校運営協議会」ではなく、貴市と地域住民等が協
力して新たな学校法人を設立する形態（その法人の機関として
「学校運営委員会」を置く形態）により、ご提案の実現が可能
と思われます。実際に、そのような方式を採用して学校を設け
ている地方公共団体もありますので、ご活用をご検討されては
いかがでしょうか。お気軽にご相談いただければと存じます。

１０月から施行される「地方教
育行政の組織及び運営に関する
法律」を適切に運用することに
より、自治体が自らの責任にお
いて地域住民の意見を実質的に
反映できると解して良いか。併
せて、右の提案主体からの再意
見について回答されたい。

本市の提案している学校運営委員会は、保護者、地域住民等で
組織し、住民参加型の学校運営を行い、その権限の一部につい
て教育委員会から当委員会に委任できるようにするもので、ご
助言いただいた新たな学校法人を設立することは考えていませ
ん。市内における小中学校は、同じ運営主体であるべきと考え
ています。
また、確かに公立学校は、教育財産として教育委員会に財産管
理権がありますが、本市は、学校開放を積極的に進め、余裕教
室等を高齢者の宅老所、留守番家庭児童保育の場、地域の集会
の場等として活用しています。教育財産であっても市として学
校目的以外にどう利用するのかは市長事務局、教育委員会と常
に連携を図っています。教育の政治的中立性は当然確保すべき
だと考えており、教育委員会が学校を管理すべきことは否定し
ていません。提案するように学校運営委員会委員の任命権が市
長であっても、その教育の中立性は妨げられないと考えていま
す。
市長部局、教育委員会事務局がお互い連携し、協働する形で学
校運営できることが必要だと考えています。教育委員会委員が
市長が議会の議決を経て、任命することになっているように、
学校運営委員会委員の任命権についても市長にあっても何ら問
題がないと考えます。

C

　教育行政については、ご指摘のように、教育委員を首長が
議会の同意を得て任命し、その後の具体の事務の管理執行
は、任命された教育委員会が、自らの判断と責任において行
う仕組みとなっています。
　ここで、教育委員会が行う具体の事務について、さらに個別
に首長が直接行うこととなると、教育委員会の職務執行の独
立性が保たれないこととなると考えております。

1571 15711010 岐阜県多
治見市

住民参加
型の教育
特区

保護者、公募市民、校長、教職員、教育委員
会部局職員、市長部局職員等からなる学校運
営委員会を設置する。この委員会は、附属機
関等の位置づけではなく、決定権限を有し、
かつ、自由な発想による裁量権を有する機関
として位置づける。学校は地域の財産であ
り、市長の権限の関与が不可欠であるので、
学校運営委員会委員の任命権限を市長に付与
する。

文部科
学省 0830220

教育委員
会に属し
ている学
校の管理
運営権限
を住民参
加組織に
付与

地方教育行
政の組織及
び運営に関
する法律第
２３条第３
号

教職員の任免権は教
育委員会に属する。 D-1

ご提案の趣旨は、住民の意向に即した校長の人事と
いうことであろうかと考えられます。現行制度で
は、学校運営協議会は校長を含む職員の人事につい
て意見を述べることができ、かつ、任命権者はその
意見を尊重することとされています。また、校長の
公募を行うことも現行制度でも可能です。したがい
まして、教育委員会において、学校運営協議会の意
見により公募や任免を行うことで、ご提案の趣旨は
実現可能です。

提案の趣旨は学校運営について市民が参
加して市民が自ら校長の任命を行いたい
というものであり、「実現するためには
どうすればよいか」という観点から検討
し回答されたい。
　併せて、右の提案主体の意見を踏まえ
回答されたい。

本市の提案は、保護者、公募市民等からなる学校運営委員
会が単なる諮問機関ではなく、決定権限を有する執行機関
的な位置付けを考えています。学校運営委員会の委員に
は、教育委員会事務局、学校長、教職員等も含まれていま
す。その点で教育の安定性、公共性、質は確保されているも
のと認識しています。この委員会が主体となって委員会の名
で学校長を公募し、直接面接等を行い地域に合った校長を
任命したいと考えています。その権限を教育委員会から移譲
しようとするものです。
　ご指摘のように学校運営委員会の意見を反映した現行制
度の校長の公募、任命とは異なります。
　この委員会は条例を根拠とします。他の学校との調整が必
要になれば、それは教育委員会の責任のもと対処、調整す
る必要があると考えています。

D-1

学校運営協議会は校長を含む職員の人事について意見を述べる
ことができ、かつ、任命権者はその意見を尊重することとされ
ています。また、校長の公募を行うことも現行制度でも可能で
す。したがいまして、教育委員会において、学校運営協議会の
意見により公募や任免を行うことで、住民の意向に即した校長
の人事を実現することは可能です。なお、校長の任免権は、公
立学校の運営の安定性、公共性と教育の質を確保するため、教
育委員会が権限を有する必要があり、この権限を他の第三者機
関に委譲することは困難です。

１０月から施行される「地方教
育行政の組織及び運営に関する
法律」を適切に運用することに
より、自治体が自らの責任にお
いて地域住民の意見を実質的に
反映できると解して良いか。併
せて、右の提案主体からの再意
見について回答されたい。

本市の提案は、保護者、公募市民等からなる学校運営委員会が
単なる諮問機関ではなく、決定権限を有する執行機関的な位置
付けを考えています。学校運営委員会の委員には、教育委員会
事務局、学校長、教職員等も含まれています。その点で教育の
安定性、公共性、質は確保されているものと認識しています。
校長の任命権を教育委員会から当委員会に移譲することで、地
域住民自らが校長を選考するという自覚を持つことができ、教
育委員会と連携して、地域の特色ある学校づくりが可能になる
と考えます。当委員会が任命権を持つことが必要で、単に住民
の意向が反映できればよいとは考えておりません。
この権限を移譲しても学校間の総合調整機能は教育委員会が果
たすべきものと考えておりますので、是非ご検討願います。

D-1

地方公共団体の職員の任命権について、これを他の第三者
機関に委譲することは現行公務員制度上不可能です。なお、
学校運営協議会は校長を含む職員の人事について意見を述
べることができ、かつ、任命権者はその意見を尊重することと
されており、これを適切に運用することにより、地域住民の意
向を実質的に反映させることが可能です。

1571 15711020 岐阜県多
治見市

住民参加
型の教育
特区

保護者、公募市民、校長、教職員、教育委員
会部局職員、市長部局職員等からなる学校運
営委員会を設置し、都道府県教育委員会の権
限に属する校長の公募と任免権を学校運営委
員会に付与する。この委員会は、附属機関等
の位置づけではなく、決定権限を有し、か
つ、自由な発想による裁量権を有する機関と
して位置づける。

文部科
学省 0830220

教育委員
会に属し
ている学
校の管理
運営権限
を住民参
加組織に
付与

地方教育行
政の組織及
び運営に関
する法律第
２３条第３
号

教職員の勤務評定を
実施する権限は教育
委員会に属する。

D-1

勤務評定は、人事権者がその人事権の一環として行
うものです。学校運営協議会は学校運営全般に関し
教育委員会又は校長に意見を言うことができること
から、教育委員会において、その意見を踏まえて勤
務評定を行うことで、ご提案の趣旨は実現可能で
す。

提案の趣旨は、住民参加組織が人事権を
有する提案が認められることを前提に自
ら勤務評定を行いたいというものであ
る。貴省の回答によれば、「学校運営協
議会は学校運営全般に関し教育委員会又
は校長に意見を言うことができることか
ら、教育委員会において、その意見を踏
まえて勤務評定を行うことで、ご提案の
趣旨は実現可能です。」とあるが、教職
員の勤務評定に関し、学校運営協議会の
意見が反映されると解してよいか。
　併せて、右の提案主体の意見を踏まえ
回答されたい。

本市の提案は、保護者、公募市民等からなる学校運営委員
会が単なる諮問機関ではなく、決定権限を有する執行機関
的な位置付けを考えています。学校運営委員会の委員に
は、教育委員会事務局、学校長、教職員等も含まれていま
す。その点で教育の安定性、公共性、質は確保されているも
のと認識しています。この委員会が教職員の勤務評定実施
権限を市教育委員会から移譲したいと考えています。
　勤務評定に関する人事、給与への反映は、勤勉手当､昇給
としますが、教職員の給与、身分取扱いに重大な影響を及ぼ
さないように配慮し、教育委員会と十分協議した上で実施す
る考えです。
　この委員会は条例を根拠とします。他の学校との調整が必
要になれば、それは教育委員会の責任のもと対処、調整す
る必要があると考えています。

D-1

勤務成績の評定は、任命権と一体のものとして行われるもので
す。このため、勤務成績の評定は、教職員の任命権者である教
育委員会の権限と責任において適切に実施されるものです。な
お、学校運営協議会は教職員の勤務状況も含め学校運営全般に
関し教育委員会又は校長に意見を言うことができることから、
教育委員会において、その意見を踏まえて、勤務評定を行うこ
とで、ご提案の趣旨は実現可能です。

１０月から施行される「地方教
育行政の組織及び運営に関する
法律」を適切に運用することに
より、自治体が自らの責任にお
いて地域住民の意見を実質的に
反映できると解して良いか。併
せて、右の提案主体からの再意
見について回答されたい。

本市の提案は、保護者、公募市民等からなる学校運営委員会が
単なる諮問機関ではなく、決定権限を有する執行機関的な位置
付けを考えています。学校運営委員会の委員には、教育委員会
事務局、学校長、教職員等も含まれています。その点で教育の
安定性、公共性、質は確保されているものと認識しています。
本提案は、教職員の任命権の当該委員会への移譲を前提とした
ものであり、勤務評定権限も同様にを教育委員会から当委員会
に移譲することが必要です。
単に教育委員会、校長に意見を言うのにとどまらず、学校運営
委員会の責任と名のもとで、教職員の勤務評定を行い、やる気
のある教員を育成したいと考えています。
この権限を移譲するとしても学校間の総合調整機能は教育委員
会が果たすべきものと考えておりますので、是非ご検討願いま
す。

D-1

勤務成績の評定は、評定結果が職員の配置や研修、給与上
の措置などに反映されるなど職員の身分取扱いに重大な影
響を与えるものであり、任命権と一体のものとして行われる
必要があります。この権限を他の第三者機関に委譲すること
は現行公務員制度上不可能です。なお、学校運営協議会は
教職員の勤務状況も含め学校運営全般に関し教育委員会又
は校長に意見を言うことができることから、教育委員会にお
いて、その意見を踏まえて、勤務評定を行うことで地域住民
の意向を実質的に反映することが可能です。

1571 15711030 岐阜県多
治見市

住民参加
型の教育
特区

市町村教育委員会の権限に属する教職員の勤
務評定実施権限を１で述べた学校運営委員会
に付与する。

文部科
学省 0830220

教育委員
会に属し
ている学
校の管理
運営権限
を住民参
加組織に
付与

地方公務員
法第39条第2
項
地方教育行
政の組織及
び運営に関
する法律第
45条、58条
第2項、59条

研修は任命権者が
行っています（県費
負担教職員の研修は
都道府県教育委員
会、ただし指定都
市、中核市について
はそれぞれの教育委
員会）。

D-1

教職員に対する研修は、基本的に任命権者である各
都道府県教育委員会等が一義的な責任を持って実施
するものです。一方、現行制度では、学校運営協議
会は学校運営全般について教育委員会、校長に対し
て主体的な申し出を行うことができることから、各
教育委員会において、学校運営協議会の意見を踏ま
えて教職員の研修を行うことで、ご提案の趣旨は実
現可能です。

提案の趣旨は、住民参加組織が教職員の
任命権を有するという提案が認められる
ことを前提に、自ら教職員の研修につい
て責任を持って実施したいというもので
ある。貴省の回答によれば、「学校運営
協議会は学校運営全般について教育委員
会、校長に対して主体的な申し出を行う
ことができることから、各教育委員会に
おいて、学校運営協議会の意見を踏まえ
て教職員の研修を行うことで、ご提案の
趣旨は実現可能です。」とあるが、教職
員の研修に関し、学校運営協議会の意見
が反映されるものと解してよいか。
　併せて、右の提案主体の意見を踏まえ
回答されたい。

本市の提案は、保護者、公募市民等からなる学校運営委員
会が単なる諮問機関ではなく、学校運営について決定権限を
有する執行機関的な位置付けを考えています。学校運営委
員会の委員には、教育委員会事務局、学校長、教職員等も
含まれています。その点で教育の安定性、公共性、質は確保
されるものと認識しています。この委員会に教職員の研修実
施権限を、県教育委員会、市教育委員会から移譲し、地域に
愛着を持ち、地域の要望に合った教職員の育成を行いたい
と考えています。
　この委員会は条例を根拠とします。他の学校との調整が必
要になれば、それは教育委員会の責任のもと対処、調整す
る必要があると考えています。

D-1

教職員に対する研修は、基本的に任命権者である都道府県教育
委員会が実施するものです。なお、学校運営協議会は教職員の
研修も含め学校運営全般に関し教育委員会又は校長に意見を言
うことができることから、教育委員会において、その意見を踏
まえて、教職員の研修を行うことで、ご提案の趣旨は実現可能
です。

１０月から施行される「地方教
育行政の組織及び運営に関する
法律」を適切に運用することに
より、自治体が自らの責任にお
いて地域住民の意見を実質的に
反映できると解して良いか。併
せて、右の提案主体からの再意
見について回答されたい。

本市の提案は、保護者、公募市民等からなる学校運営委員会が
単なる諮問機関ではなく、決定権限を有する執行機関的な位置
付けを考えています。学校運営委員会の委員には、教育委員会
事務局、学校長、教職員等も含まれています。その点で教育の
安定性、公共性、質は確保されているものと認識しています。
教職員研修については、教員が当該学校地域に愛着を持ち、そ
の歴史、文化を十分理解いただく必要があると思います。県教
育委員会の行う研修は教員全般に係るものになりがちです。そ
のためにも学校運営委員会が主体となって教員研修を行うべき
ものだと考えます。
是非ご検討願います。

D-1

教職員に対する研修は、基本的に任命権者である各都道府
県教育委員会等が一義的な責任を持って実施するもので
す。なお、学校運営協議会は教職員の研修も含め学校運営
全般に関し教育委員会又は校長に意見を言うことができるこ
とから、教育委員会において、その意見を踏まえて、教職員
の研修を行うことで地域住民の意向を実質的に反映すること
が可能です。

1571 15711040 岐阜県多
治見市

住民参加
型の教育
特区

都道府県教育委員会や市町村教育委員会のほ
かに、教職員の研修実施権限を１で述べた学
校運営委員会にも付与する。
都道府県教育委員会、市町村教育委員会が実
施する研修は従来どおり行うこととし、個々
のニーズに応じた研修の実施権を学校運営委
員会に付与する。

文部科
学省 0830220

教育委員
会に属し
ている学
校の管理
運営権限
を住民参
加組織に
付与

地方教育行
政の組織及
び運営に関
する法律第
２３条第５
号
公立義務教
育諸学校の
学級編成及
び教職員定
数の標準に
関する法律
第３条第２
項、第４
条、第５条

校内組織の決定は基
本的には学校運営の
責任者である校長の
権限である。
学級編成について
は、都道府県教育委
員会が定めた基準に
従い、市町村教育委
員会が都道府県教育
委員会の同意を得た
上で行うこととなっ
ている。

C

校内組織の決定は、基本的には学校運営の責任者で
ある校長の権限です。学校運営協議会は学校運営全
般に関し教育委員会又は校長に意見を言うことがで
きることから、校長において、その意見を踏まえて
校内組織を決定することで、ご提案の趣旨は実現可
能です。
また、学級の編制またはその変更は、県費負担教職
員の配置を決定するための基礎となること及び都道
府県内の教育水準の維持の見地から都道府県の同意
が必要とされているものです。したがって、今後と
も学級編制についての都道府県の同意は必要と考え
ます。

校内組織の決定については、学校運営協
議会から教育委員会または校長に申し出
をすることにより提案の内容が実現でき
ると解してよいか。学級編制又はその変
更については、その決定権限を「学校運
営委員会」に付与するという提案者の意
見を踏まえ、「実現するためにはどうし
たらよいか」の観点から検討し回答され
たい。
　併せて、右の提案主体の意見を踏まえ
回答されたい。

本市の提案は、保護者、公募市民等からなる学校運営委員
会が単なる諮問機関ではなく、決定権限を有する執行機関
的な位置付けを考えています。学校運営委員会の委員に
は、教育委員会事務局、学校長、教職員等も含まれていま
す。その点で教育の安定性、公共性、質は確保されているも
のと認識しています。この委員会が校内組織の決定権限を、
市教育委員会、校長から移譲したく、また学級編制権につい
ても同様とし、県教育委員会への通知で済ませたいと考えて
います。
　県内の教育水準の維持からの県教育委員会の同意制度の
法的意義は理解できますが、特色ある学校づくりが困難にな
ると考えます。
　この委員会は条例を根拠とします。当然に学校運営安定性
に留意し、校長、教育委員会の意見を聞きながら対処、調整
する必要があると考えています。

C

　校内組織は、学校教育法第２８条において「校務をつかさど
る」こととされている校長の権限と責任に基づいて決定される
ものです。学校運営協議会は校内組織の在り方も含め学校運営
全般に関し教育委員会又は校長に意見を言うことができること
から、校長においてその意見を踏まえて校内組織を決定するこ
とで、ご提案の趣旨は実現可能です。
　また、学級編制に係る取扱については、今後、義務教育改革
の一環として検討を行うこととしています。

１０月から施行される「地方教
育行政の組織及び運営に関する
法律」を適切に運用することに
より、自治体が自らの責任にお
いて地域住民の意見を実質的に
反映できると解して良いか。併
せて、右の提案主体からの再意
見について回答されたい。

本市の提案は、保護者、公募市民等からなる学校運営委員会が
単なる諮問機関ではなく、決定権限を有する執行機関的な位置
付けを考えています。学校運営委員会の委員には、教育委員会
事務局、学校長、教職員等も含まれています。その点で教育の
安定性、公共性、質は確保されているものと認識しています。
当委員会が校内組織の決定について単なる校長に意見を言う機
関ではなく、決定機関と考えています。その権限を教育委員会
から当委員会に移譲することで、地域の特色ある学校づくりが
可能になると考えます。
是非ご検討願います。
また、学級編成については、今後の義務教育改革の検討を期待
するところです。

D-1

学校の組織は学校運営の責任者が決定すべきものであり、
学校教育法第２８条において校長は「校務をつかさどる」こと
とされています。したがって、校内組織は校長の権限と責任
に基づいて決定されるべきものです。なお、学校運営協議会
は校内組織の在り方も含め教育委員会又は校長に意見を言
うことができることから、校長においてその意見を踏まえて校
内組織を決定することで、地域住民の意向を実質的に反映
することが可能です。

1571 15711050 岐阜県多
治見市

住民参加
型の教育
特区

市町村教育委員会、校長の権限に属する校内
組織の決定権限を１で述べた学校運営委員会
に付与する。また、都道府県教育委員会の権
限に属する学級編制権を学校運営委員会に付
与し､「都道府県教育委員会の同意」を「通
知」とする。
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文部科学省（特区）

省庁名 管理
コード

規制の特
例事項名 該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 各省庁からの回答に対する再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 各省庁からの回答に対する再々
検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プ
ロジェク
ト)の名

称

規制の特例事項の内容

文部科
学省 0830220

教育委員
会に属し
ている学
校の管理
運営権限
を住民参
加組織に
付与

学習指導要
領

各学校は、学習指導
要領等の教育課程の
基準に基づいて、教
育課程を編成・実施
するものとされてい
る。

D-2

学校運営協議会は、教育課程の編成等の学校運営の
基本的な方針について承認することとなっており、
児童・生徒の学習機会に対する選択の幅の拡大のた
め、また、児童・生徒自身が知的好奇心をもって自
ら進んで取り組むことができるようにするために、
学習指導要領等の教育課程の基準によらない教育課
程の編成・実施をする場合には、構造改革特別区域
基本方針別表に記載のある「構造改革特別区域研究
開発学校設置事業（８０２）」により行うことがで
きます。

８０２「構造改革特区研究開発学校制
度」を適用して学習指導要領よらない教
育を行うにあたり、学校運営協議会の意
見を反映させることにより提案の内容が
実現できると解してよいか。
　併せて、右の提案主体の意見を踏まえ
回答されたい。

本市の提案は、保護者、公募市民等からなる学校運営委員
会が単なる諮問機関ではなく、決定権限を有する執行機関
的な位置付けを考えています。学校運営委員会の委員に
は、教育委員会事務局、学校長、教職員等も含まれていま
す。その点で教育の安定性、公共性、室は確保されているも
のと認識しています。
ご意見では802「構造改革特別区域研究開発学校設置事業」
により現行制度でも可能とされていますが、その権限を市教
育委員会から当委員会へ移譲しようとするもので、学校運営
委員会の責任で実施したいとの考えです。
　この委員会は条例を根拠とします。当然に学校運営安定性
に留意し、校長、教育委員会の意見を聞きながら対処、調整
する必要があると考えています。

D-2

　教育課程の編成は各学校が行うことになりますから、現在で
も各学校において特色ある取組がなされています。さらに、学
校運営協議会は、教育課程の編成等の学校運営の基本的な方針
について承認することになりますので、学校運営協議会の意見
を踏まえ、学習指導要領等の教育課程の基準によらない教育課
程の編成・実施をする場合には、構造改革特別区域基本方針別
表に記載のある「構造改革特別区域研究開発学校設置事業（８
０２）」により行うことができます。

１０月から施行される「地方教
育行政の組織及び運営に関する
法律」を適切に運用することに
より、自治体が自らの責任にお
いて地域住民の意見を実質的に
反映できると解して良いか。併
せて、右の提案主体からの再意
見について回答されたい。

本市の提案は、保護者、公募市民等からなる学校運営委員会が
単なる諮問機関ではなく、決定権限を有する執行機関的な位置
付けを考えています。学校運営委員会の委員には、教育委員会
事務局、学校長、教職員等も含まれています。その点で教育の
安定性、公共性、質は確保されているものと認識しています。
本市の提案は、「構造改革特別区域研究開発学校設置事業
(802）」を活用するも、その実施主体を学校運営委員会とす
るものです。この権限を教育委員会から当委員会に移譲するこ
とで、地域の特色ある学校づくりが可能になると考えます。
この権限を移譲するとしても学校間の総合調整機能は教育委員
会が果たすべきものと考えておりますので、是非ご検討願いま
す。

D-1

教育課程の編成は各学校で行うものです。したがって、各学
校における教育課程は校長の権限と責任に基づいて決定さ
れるものです。なお、学校運営協議会は各学校における教育
課程の編成等も含めた学校運営の基本方針について承認
し、また意見を言うことができることから、校長がその意見を
踏まえて教育課程を決定することで、地域住民の意向を実質
的に反映することが可能です。なお、この際、学習指導要領
等の教育課程の基準によらない教育課程を編成・実施する
場合には、８０２により行うことができます。

1571 15711060 岐阜県多
治見市

住民参加
型の教育
特区

国が基準として定めている教育課程の編成、
教科の設定、授業時間数の設定について、そ
の決定権限を１で述べた学校運営委員会に付
与する。

文部科
学省 0830220

教育委員
会に属し
ている学
校の管理
運営権限
を住民参
加組織に
付与

地方教育行
政の組織と
運営に関す
る法律23条
第６号

公立学校で使用され
る教科書の採択権は
設置者たる地方公共
団体の教育委員会に
ある。

C Ⅰ

公立小・中学校の教科書採択については、①多数の教科書
（小学校約300点、中学校約150点）の内容について専門的な
観点から十分な調査研究を行う必要があること、②複数の者
で調査することにより公正な採択を確保する必要があること
③教科書を使用して行われる教員の研修や共同での教材研究
の円滑な実施を図ること、などの理由から、学校ごとではな
く、市又は郡を単位とする採択地区で共同して同一の教科書
えを教育委員会が採択する制度をとっています。ご提案のよ
うな学校運営委員会を置く学校においても、教科書につい
て、十分な調査研究、採択の公正確保など共同採択を行う必
要性については同じであるので、一般の学校と同様の取り扱
いとすることが適当と考えます。
　ただし、ご提案では、構造改革特別区域研究開発学校制度
を活用することを検討されているとのことであり、このよう
に研究開発学校において学習指導要領によらない特別な教育
課程を実施する場合には、現行制度においても検定教科書で
はなく学校独自の教材を主たる教材として使用できますの
で、教材選択に学校運営委員会の意向を反映させることが可
能です。また、検定教科書を使用する場合でも、副教材につ
いては学校の判断で使用することも可能となっていますの
で、学校運営委員会の意向を踏まえ、多種多様な教材を使用
することによりご提案の趣旨を実現することが可能と考えま
す。
　なお、多治見市の教科書採択地区は現在５市２郡で構成さ
れており、多治見市が単独で使用する教科書を決定できない
ということは承知しています。現行制度においても、採択地
区設定権限を有する県教育委員会の判断で、多治見市単独で
採択地区を構成することも可能となっていますので、多治見
市の教育行政に関する基本方針を採択により的確に反映させ
るためには、市単独の採択地区とすることもひとつの方法と
考えられます。

右の提案主体の意見を踏まえ回答された
い。

教科書の採択について、本市の状況を御理解の上のご意見
に感謝申し上げます。
しかしながら、ご意見では教科書の採択について、地区で共
同して教育委員会が採択し、学校運営委員会を置く学校でも
一般の学校と同様な取り扱いが必要とされておりますが、地
域画一で各学校の特色ある教育が期待できないと思いま
す。これからは地域にあった教科書を各学校で選択すること
が重要と考えております。そのため、本市の提案では、住民
参加型の学校運営委員会の中の教職員、保護者等からの分
科会を設置し、客観性を確保するシステムを考えておりま
す。ゆえにご心配されるような専門的な十分な調査研究、採
択の公正確保、教職員の研修などは担保できるものと認識し
ます。

C Ⅰ

 教科書採択について、学校運営委員会に分科会を設置し客観
性を担保するとのご提案をいただいておりますが、文部科学省
としては、専門的な観点からの十分な調査研究、公正な採択の
確保、教員の共同研修の円滑な実施などの要請に応えるために
は、学校単位ではなく共同採択制度が必要と考えています。
　また、「検定教科書が同一だと各学校の特色ある教育が期待
できない」というご意見をいただきましたが、学校の授業にお
いては、学校や教育委員会の判断で、検定教科書に加えて、
様々な副教材を使用することが可能となっており、現行制度の
もとでも、各学校や教員の創意工夫により、特色ある教育活動
を展開することは十分に可能であると考えています。
　なお、現在の共同採択では地域画一になってしまうというこ
とであれば、多治見市単独での採択地区を設定することもひと
つの方法と考えます。

１０月から施行される「地方教
育行政の組織及び運営に関する
法律」を適切に運用することに
より、自治体が自らの責任にお
いて地域住民の意見を実質的に
反映できると解して良いか。併
せて、右の提案主体からの再意
見について回答されたい。

ご丁寧な回答に感謝申し上げます。
確かに学校の授業において、さまざまな副教材を使用すること
により、学校、教員の工夫により特色ある教育活動はできると
思いますが、やはり中心は学校教科書だと考えます。
ご指導いただいた教科書の採択における多治見市単独の採択地
区の設定についても是非教育委員会と協議したいと考えていま
す。
しかしながら、各学校においても地域住民の要望に合った教科
書の採択が特色ある学校づくりのためには必要です。本市が提
案する教科書の採択は検定を経た教科書のうちから採択するも
のであり、教育の質等については十分確保できるものと認識し
ています。是非ご検討いただきますようお願いします。

C

特色ある学校づくりの重要性については十分認識しておりま
すが、教科書の採択については、十分な調査研究、採択の
公正確保、教員の共同研修などの要請から、共同採択を行
うことが必要と考えています。
　また、保護者等の意見の反映という観点からは、現行制度
において採択への保護者等の参画をさらに進めることも大事
であろうと考えます。
　ご理解いただきますようお願いします。

1571 15711070 岐阜県多
治見市

住民参加
型の教育
特区

国が検定した教科用図書を採択する市町村教
育委員会の権限を１で述べた学校運営委員会
に付与する。

文部科
学省 0830220

教育委員
会に属し
ている学
校の管理
運営権限
を住民参
加組織に
付与

小学校設置
基準
中学校設置
基準

学校設置基準は弾力
的かつ大綱的な規定
となっている。

D-1 Ⅰ

文部科学省では、以前から構造改革特区等において
提案が寄せられていた「保護者や地域住民が運営に
参画する新しいタイプの公立学校」を実現可能とす
るため、先の国会において「地方教育行政の組織及
び運営に関する法律」を改正しました。
なお、今回の提案における「具体的事業の実施内
容」に記載のある個別の提案については、それぞれ
の回答欄をご確認ください。

1640 16402010 岐阜県多
治見市

多治見市
教育再生
計画

教育委員会に属している学校の管理運営権限
の一部を住民参加組織の学校運営委員会に付
与することができるように制度の整備又は特
例を求めるもの。

文部科
学省 0830230

教育委員
会の必置
規定の廃
止

地方自治法
第１８０条
の８、地方
教育行政の
組織及び運
営に関する
法律第２条

地方公共団体におい
ては、教育の政治的
中立性等の確保の観
点から、教育に関す
る事務を執行するた
めに、選挙で選ばれ
る首長からは独立し
た合議制の執行機関
として教育委員会を
設置することとされ
ている。

ｃ

教育においては、その中立性の確保は極めて重要で
あることから、選挙で選ばれる首長からは独立した
合議制の執行機関である教育委員会が教育事務を執
行することにより、個人的な価値判断や特定の党派
的影響力から中立性を確保し、安定性、継続性の確
保を担保するとともに、多様な民意を反映する制度
となっています。
  教育委員会の在り方については、教育行政の中立
性等の確保や多様な民意の反映の重要性を踏まえつ
つ、現在、中央教育審議会において検討を行ってい
るところであり、提案の内容を特区において導入す
ることは困難です。

提案によれば、政治的中立性は教育以外
の分野の市長部局における職務権限の多
くにおいても当然に求められるものであ
り、教育委員会を特別視し、このために
独立委員会を設置する理由はないとのこ
とであり、これを踏まえ再度検討し回答
されたい。
　併せて、右の提案主体の意見を踏まえ
回答されたい。

提案理由に対する貴省の見解を具体的に明示する（回答で
は全く触れられていない。）とともに、現在中央教育審議会で
検討されている論点及び検討結果の取りまとめに至るまでの
スケジュールを具体的に明示されたい。

ｃ

　教育は個人の人格形成に大きな影響を及ぼすものであり、ひ
とたび人格形成の過程において特定の党派的な影響を受けた後
の回復は困難なものであります。また、ひいては、次世代にお
ける我が国全体の公正な民主政治の維持に関わる問題でもあり
ます。このような教育の中立性は、民主主義を定めた憲法の趣
旨を実現する観点から、教育基本法においても定められており
ます。
　この重要性にかんがみ、教育においては、ご指摘のような他
の行政分野の取扱いにとどまらず、さらに行政制度においても
制度的に教育の中立性を保障するとの立場にたっているもので
す。　なお、第１次回答のとおり、教育委員会の在り方につい
ては、中央教育審議会で検討を行っており、ここで志木市長か
らもご意見発表をいただき、ご意見も踏まえて検討を進めてい
るところです。ご指摘のスケジュールについては、今年度中を
目途に中央教育審議会から結論をいただく予定としておりま
す。また、同審議会の検討状況については、
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo1/inde
x.htm
において適宜配付資料を提供しておりますので、ご参考にして
下さい。（お急ぎであれば、文部科学省にご連絡いただけれ
ば、配付資料のご提供が可能です。）

1518 15181020 埼玉県志
木市

地方自治
解放特区

　地方自治法で必置とされている教育委員会
について、地域の実情に応じて廃止し、教育
長の権限を強化する。このため、地方自治法
第１８０条の５第１項第１号を「置くことが
できる。」と改正する。

文部科
学省 0830240

教育に関
する事務
分担

地方教育行
政の組織及
び運営に関
する法律第
２３条、第
２４条等

地方公共団体におい
ては、教育の政治的
中立性等の確保の観
点から、教育に関す
る事務は、選挙で選
ばれる首長からは独
立した合議制の執行
機関である教育委員
会が行うこととされ
ている。

C

教育においては、その中立性の確保は極めて重要で
あることから、選挙で選ばれる首長からは独立した
合議制の執行機関である教育委員会が教育事務を執
行することにより、個人的な価値判断や特定の党派
的影響力から中立性を確保し、安定性、継続性の確
保を担保するとともに、多様な民意を反映する制度
となっています。
  教育委員会の在り方については、教育行政の中立
性等の確保や多様な民意の反映の重要性を踏まえつ
つ、現在、中央教育審議会において検討を行ってい
るところであり、提案の内容を特区において導入す
ることは困難です。

提案によれば、市長部局と教育委員会で
重複する分野については、中立性が占め
る比重よりも効率的な行政運営を図る意
義の方が大きく、両者で協議の上分担す
ることにより、効率的な行政運営を行う
ことが可能となるとのことであり、これ
を踏まえ再度検討し回答されたい。
　併せて、右の提案主体の意見を踏まえ
回答されたい。

提案理由に対する貴省の見解を具体的に明示する（回答で
は全く触れられていない。）とともに、 現在中央教育審議会で
検討されている論点及び検討結果の取りまとめに至るまでの
スケジュールを具体的に明示されたい。

C

　学校教育の政治的中立性については、先に述べたとおりです
が、生涯学習、文化、スポーツ等の分野については、学校教育
と一体として、個人の人格の形成を目指す機能を有しており、
教育委員会が所管すべきものと考えております。
　なお、第１次回答のとおり、首長と教育委員会との関係の在
り方については、中央教育審議会で検討を行っており、ここで
志木市長からもご意見発表をいただき、ご意見も踏まえて検討
を進めているところです。構造改革特区推進室のご指摘のスケ
ジュールについては、今年度中を目途に中央教育審議会から結
論をいただく予定としております。また、同審議会の検討状況
については、
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo1/inde
x.htm
において適宜配付資料を提供しておりますので、ご参考にして
下さい。（お急ぎであれば、文部科学省にご連絡いただけれ
ば、配付資料のご提供が可能です。）

1518 15181060 埼玉県志
木市

地方自治
解放特区

　地方教育行政の組織及び運営に関する法律
で規定されている教育に関する事務を協議の
上、長と分担する。このため、同法第２３条
中「」とあるのを「長と協議の上分担し、そ
れぞれ管理し、及び執行する」と改める。
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文部科学省（特区）

省庁名 管理
コード

規制の特
例事項名 該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 各省庁からの回答に対する再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 各省庁からの回答に対する再々
検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プ
ロジェク
ト)の名

称

規制の特例事項の内容

文部科
学省 0830250

ＮＰＯ法
人学校の
対象範囲
の拡大

D-1

ご提案の自然科学体験教育については、現在、各学
校において、総合的な学習の時間や理科等の教科に
おいて積極的に取り組まれているところです。ま
た、このような活動の充実のため、実績のあるＮＰ
Ｏ法人とも協力して体験活動を行っている学校も見
られるところです。大変意義のある取組をなされて
いる貴法人においては、まずは、学校と連携するこ
とで、そのノウハウ等を子どもたちに伝えていただ
ければと存じます。なお、実際上、何らかの支障が
ある場合には、その支障を具体的に伺った上で、ど
のようにすればご提案の趣旨が実現できるかについ
て引き続き検討して参りたいと考えております。

　株式会社には限定がなく、NPO法人につ
いては不登校児童生徒等に対する教育と
いった要件が必要なのかが不明である一
方で、NPO法人立学校からは多様化した
ニーズに対応するために多くの提案が行
われている。不登校児童生徒等について
具体的なニーズをもとに対応したことと
同様に、特区の申請主体である地方公共
団体が特別のニーズがあると認める場合
には、株式会社の設置する学校と同様に
不登校児童生徒に対する教育といった限
定を伴わず、学校設立が認められるべき
であり、再度検討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ回
答されたい。

・　学校における総合学習の取り組みや、本NPO法人と複数
の学校との連携協力が進んでいることは大変意義深いことで
あると存じます。また、私どもの方も体験的学習のノウハウを
提供し、子どもたちの学びの環境の向上の一助となることを
喜びとしております。今後とも、地方自治体の皆様や貴省庁
のお世話になることと存じますがよろしくご教示くださいますよ
うお願い申し上げます。
・しかしながら、前述の取り組みはどうしてもスポットの活動に
なりやすく、複数回の計画的な取り組みの中で本当の体験的
学びの成果が大きく現れてくることは疑う余地もありません。
本法人では、これらの活動を点から線の活動にしていくことを
目標としております。その継続性と、全国への成果の波及を
実現していくための一方策として、自然科学体験を基盤に置
きつつ、学びの意欲を育み、創造力や豊かな心を育む教育
に取り組む新たな学校の設立も必要であると考えています。
民間の教育力を思う存分に発揮できる学校を、学校運営協
議会制度の活用を前提として目指してまいりたいと存じます。
ご理解とご教示をお願い申し上げます。

D-1

　ご意見ありがとうございました。
　文部科学省は、先の通常国会において「地方教育行政の組織及び運営に
関する法律」を改正し、学校運営協議会制度を導入しました。本制度は、
地域住民や保護者等が学校運営協議会を通じ、一定の権限を持って学校運
営に参画できることを可能とするものです。是非このような制度も活用
し、皆様のようなＮＰＯ法人の力を学校運営に生かしていただきたく考え
ています。
　ご提案にあるような、特色ある教育を行うことについては、例えば、地
方公共団体が所有する空き校舎等を活用し、学校法人を設立することによ
り、公的な助成を受けながら教育活動を行うことが可能です。実際に、民
間事業者と地方公共団体が協力して、新たな学校法人を設立し、特色ある
教育を行う学校を設置している例もあるところです。
　また、構造改革特区における「校地・校舎の自己所有を要しない小学校
等設置事業」等を活用して、NPO法人が学校法人を設立し、地方が所有する
空き校舎等を借用して特色ある私立学校を設置する準備を進めている具体
的な例もございます。これらのような手法についても、是非ご検討頂きた
いと思います。文部科学省としても必要に応じてご相談に応じます。
　構造改革特区推進室からご指摘があった株式会社の場合とＮＰＯ法人の
場合で要件が異なる理由については、第二次提案対応の際に貴室と当省の
共通理解のもとに整理した考え方を再度ご確認いただければご理解いただ
けるものと思います。また、地方公共団体の主体性と責任においてＮＰＯ
法人による学校設置を広く認めるべきとのご指摘については、第五次提案
では本件に関して残念ながら地方公共団体からのご提案がありませんでし
た。本提案の実現に向けては、いましばらく各地域におけるＮＰＯ法人と
関係地方公共団体の取組み、連携協力の進捗状況を見守っていく必要があ
るものと考えます。文部科学省としても、どのようにすれば本提案の趣旨
が実現できるかを引き続き検討してまいりたいと思います。

貴省の回答では、「文部科学省
としても、どのようにすれば本
提案の趣旨が実現できるかを引
き続き検討してまいりたいと思
います。」とあるが、いつまで
に結論を出すのか具体的な内容
及びスケジュールについて明ら
かにされたい。

C

学校設置非営利法人による学校設置事業における対象範囲
の拡大につきましては、学校設置非営利法人による学校設
置事業に対するニーズ等を把握した上で検討を行い、今年
度中に結論を得ることといたします。
なお、特区におけるNPO法人立学校の実現のためには、貴
NPO法人が活動基盤を充実させ、活動実績を積み重ねると
ともに関係地方公共団体との連携関係の構築に取り組まれ
ることが、今後とも大切であると考えております。
引き続きよろしくお願いいたします。

1175 11751010

　
特定非営
利活動法
人全国教
育ボラン
ティアの
会

NPO法人
が設置す
る自然科
学体験教
育に重点
をおく小
中学校の
設置

　
(拡充提案）
・NPO法人の設置する学校の認可適用範囲の
拡大、特定のニーズを内閣府が認めたものに
適用すること。
・学校設置基準を実現可能なレベルまで引き
下げるものとする。
・設置認可の手続きを逆にする他、認可の権
限の委譲を行う。
学校設置の企画申請、内閣府の認証→公開と
協力自治体、省庁の公募→自治体の認可→都
道府県への届出

文部科
学省 0830250

ＮＰＯ法
人学校の
対象範囲
の拡大

D-2

先般は貴重なご意見をいただきありがとうございま
した。その際、貴法人の活動においては、原則既存
の学校に対応することが難しい児童、生徒のみなさ
んを中心にお取り組みいただいているものとの状況
を伺いました。この場合には、関係する地方公共団
体との連携を前提として、現行制度においても対応
可能であるものと考えます。なお、実際上、何らか
の支障がある場合には、その支障を具体的に伺った
上で、どのようにすればご提案の趣旨が実現できる
かについて引き続き検討して参りたいと考えており
ます。

　株式会社には限定がなく、NPO法人につ
いては不登校児童生徒等に対する教育と
いった要件が必要なのかが不明である一
方で、NPO法人立学校からは多様化した
ニーズに対応するために多くの提案が行
われている。不登校児童生徒等について
具体的なニーズをもとに対応したことと
同様に、特区の申請主体である地方公共
団体が特別のニーズがあると認める場合
には、株式会社の設置する学校と同様に
不登校児童生徒に対する教育といった限
定を伴わず、学校設立が認められるべき
であり、再度検討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ回
答されたい。

別表１の番号817の特例措置「学校設置非営利法人による学校設置事
業」によってできる学校が不登校児童生徒、学習障害児童生徒のみに対
象を限定することについては、次のような問題点があります。１）不登校
児童生徒のみを対象とする学校の設置は、当該校に通学する子どもに
対して精神的な苦痛を与える恐れがある。なぜなら、不登校児対象学校
の生徒が不登校児であることのレッテルを公に貼られることになるので、
不登校児に対してまだ寛容でない現在の社会状況では、そのことによっ
て本人および保護者が精神的に傷つく可能性が高い。２）不登校児童生
徒を既存の学校から不登校児対象校に隔離することになるだけで、不登
校問題の根本的な解決が図られない恐れがある。不登校問題の背景に
は、多様な児童生徒のニーズに対応できない既存の学校の教育システ
ムの問題があり、そのための真剣な改善の取り組みが必須であるが、教
育現場では対応の難しい学校不適応児は不登校児対象校に任せればい
いのだという安易な方向に流される恐れがある。３）この施策は、文科省
の教育政策の方向と矛盾している。なぜなら、この学校の存在が現時点
では緊急避難的措置として一時的に認められるとしても、基本的に文科
省の取るべき政策の方向は、あくまで不登校児童生徒を出さないような
既存の学校システムの改革でなければならない。そして改革が進めば、
不登校児対象学校は不要になるので、論理的には、この不登校児対象
学校をいずれは廃止しなければならなくなる（夜間中学のように）。以上
のような倫理的、論理的な問題点を解消するには、不登校児童生徒等に
限定することをやめて、新しい学校は、不登校児童生徒以外の児童生徒
も受け入れるようにしなければならないと思います。そうすれば、緊急避
難としての一時的な不登校児童生徒の受け皿の学校であっても、将来的
には個別指導的な教育方法を試みる研究開発学校として既存の学校に
よい影響を与えながら存続することができます。そこで、学校設置非営利
法人による学校の対象を、不登校児童生徒以外も含むことができるよう
に拡大していただきたいと思います。　以上の意見を踏まえ、学校設置非
営利法人学校の対象を不登校と学習障害の児童生徒に限定する理由と
その根拠を示していただきたい。

D-2

　ご意見ありがとうございました。
　貴法人の活動においては、原則既存の学校に対応することが難しい児
童、生徒のみなさんを中心にお取り組みいただいているものとの状況を伺
いました。この場合には、関係する地方公共団体との連携を前提として、
現行制度においても対応可能であるものと考えます。
　ご提案にあるような、特色ある教育を行うことについては、例えば、地
方公共団体が所有する空き校舎等を活用し、学校法人を設立することによ
り、公的な助成を受けながら教育活動を行うことが可能です。実際に、民
間事業者と地方公共団体が協力して、新たな学校法人を設立し、特色ある
教育を行う学校を設置している例もあるところです。
　また、構造改革特区における「校地・校舎の自己所有を要しない小学校
等設置事業」等を活用して、NPO法人が学校法人を設立し、地方が所有する
空き校舎等を借用して特色ある私立学校を設置する準備を進めている具体
的な例もございます。
　これらのような手法についても、是非ご検討頂きたいと思います。文部
科学省としても必要に応じてご相談に応じます。
　なお、対象を不登校児童生徒等としているのは、あくまでも特区の認定
要件としての整理であり、認定を受けた特区でご指摘のようなレッテルを
貼ることを目指すものではありません。特区においてはこれまでにない特
色ある学校設置が進められるよう弾力的に対応すべきものと考えていま
す。ご理解願います。

　構造改革特区推進室からご指摘があった株式会社の場合とＮＰＯ法人の
場合で要件が異なる理由については、第二次提案対応の際に貴室と当省の
共通理解のもとに整理した考え方を再度ご確認いただければと存じます。
　また、地方公共団体の主体性と責任においてＮＰＯ法人による学校設置
を広く認めるべきとのご指摘については、第五次提案では本件に関して残
念ながら地方公共団体からのご提案がありませんでした。本提案の実現に
向けては、いましばらく各地域におけるＮＰＯ法人と関係地方公共団体の
取組み、連携協力の進捗状況を見守っていく必要があるものと考えます。
文部科学省としても、どのようにすれば本提案の趣旨が実現できるかを引
き続き検討してまいりたいと思います。

貴省の回答では、「文部科学省
としても、どのようにすれば本
提案の趣旨が実現できるかを引
き続き検討してまいりたいと思
います。」とあるが、いつまで
に結論を出すのか具体的な内容
及びスケジュールについて明ら
かにされたい。併せて、右の提
案主体からの再意見を踏まえ回
答されたい。

私たちの経営する未認可の学校に入学を希望する児童生徒に
は、不登校や学習障害などの事情をもつ子の他に、私たちの自
主性を尊重する教育を求めてやってくる子がいます。それらの
子たちがいっしょに混じりあって教育を受けることによる教育
効果は多大なものがあります。前回の意見で申しましたよう
に、入学者を不登校児等に限定する（不登校児対象の学校とい
うレッテルを張られる）と、前者もそうですが、特に後者の子
どもたちの入学がしにくくなります。入ってしまえばそのよう
な偏見もなくなると思いますが、それ以前の段階では保護者の
方の理解は得にくいものです。また学校の生徒数を増やすこと
が経営の安定化に繋がりますが、入学対象者を不登校児等に狭
く限定するのはそのことに逆行します。学校経営の継続性と安
定性を確保するためにも、対象範囲の拡大は必須のことなので
す。是非とも、ＮＰＯ法人による学校の対象範囲を不登校児童
生徒以外も含むことができるように拡大していただきたいと思
います。

C

ご意見ありがとうございました。
学校設置非営利法人による学校設置事業における対象範囲
の拡大につきましては、学校設置非営利法人による学校設
置事業に対するニーズ等を把握した上で検討を行い、今年
度中に結論を得ることといたします。
なお、特区におけるNPO法人立学校の実現のためには、貴
NPO法人が活動基盤を充実させ、活動実績を積み重ねると
ともに関係地方公共団体との連携関係の構築に取り組まれ
ることが、今後とも大切であると考えております。
引き続きよろしくお願いいたします。

1286 12861010

ＮＰＯ法
人大阪に
新しい学
校を創る
会

みのおパ
イロット
スクール
構想（現
みのおパ
イロット
スクール
の設立）

構造改革特別区域法第13条第１項の「学校生
活への適応が困難であるため相当の期間学校
を欠席している、又は発達の障害により学習
上若しくは行動上著しい困難を伴うため教育
上特別な指導が必要と認められる生徒、児童
又は幼児を対象」とされている対象範囲を拡
大し、「その他当該自治体が多様な需要に対
応した教育を受けることが重要であると判断
した児童、生徒又は幼児」という規定を追加
する。る

文部科
学省 0830250

ＮＰＯ法
人学校の
対象範囲
の拡大
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いただいたご提案については、関係する地方公共団
体との連携を前提として、現行制度においても対応
可能であるものと考えます。なお、実際上、何らか
の支障がある場合には、その支障を具体的に伺った
上で、どのようにすればご提案の趣旨が実現できる
かについて引き続き検討して参りたいと考えており
ます。

　株式会社には限定がなく、NPO法人につ
いては不登校児童生徒等に対する教育と
いった要件が必要なのかが不明である一
方で、NPO法人立学校からは多様化した
ニーズに対応するために多くの提案が行
われている。不登校児童生徒等について
具体的なニーズをもとに対応したことと
同様に、特区の申請主体である地方公共
団体が特別のニーズがあると認める場合
には、株式会社の設置する学校と同様に
不登校児童生徒に対する教育といった限
定を伴わず、学校設立が認められるべき
であり、再度検討し回答されたい。
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　貴法人の活動においては、原則既存の学校に対応することが難しい児
童、生徒のみなさんを中心にお取り組みいただいているものと考えます。
この場合には、関係する地方公共団体との連携を前提として、現行制度に
おいても対応可能であるものと考えます。
　ご提案にあるような、特色ある教育を行うことについては、例えば、地
方公共団体が所有する空き校舎等を活用し、学校法人を設立することによ
り、公的な助成を受けながら教育活動を行うことが可能です。実際に、民
間事業者と地方公共団体が協力して、新たな学校法人を設立し、特色ある
教育を行う学校を設置している例もあるところです。
　また、構造改革特区における「校地・校舎の自己所有を要しない小学校
等設置事業」等を活用して、NPO法人が学校法人を設立し、地方が所有する
空き校舎等を借用して特色ある私立学校を設置する準備を進めている具体
的な例もございます。
　これらのような手法についても、是非ご検討頂きたいと思います。文部
科学省としても必要に応じてご相談に応じます。

　構造改革特区推進室からご指摘があった株式会社の場合とＮＰＯ法人の
場合で要件が異なる理由については、第二次提案対応の際に貴室と当省の
共通理解のもとに整理した考え方を再度ご確認いただければと存じます。
　また、地方公共団体の主体性と責任においてＮＰＯ法人による学校設置
を広く認めるべきとのご指摘については、第五次提案では本件に関して残
念ながら地方公共団体からのご提案がありませんでした。本提案の実現に
向けては、いましばらく各地域におけるＮＰＯ法人と関係地方公共団体の
取組み、連携協力の進捗状況を見守っていく必要があるものと考えます。
文部科学省としても、どのようにすれば本提案の趣旨が実現できるかを引
き続き検討してまいりたいと思います。

貴省の回答では、「文部科学省
としても、どのようにすれば本
提案の趣旨が実現できるかを引
き続き検討してまいりたいと思
います。」とあるが、いつまで
に結論を出すのか具体的な内容
及びスケジュールについて明ら
かにされたい。

C

学校設置非営利法人による学校設置事業における対象範囲
の拡大につきましては、学校設置非営利法人による学校設
置事業に対するニーズ等を把握した上で検討を行い、今年
度中に結論を得ることといたします。
なお、特区におけるNPO法人立学校の実現のためには、貴
NPO法人が活動基盤を充実させ、活動実績を積み重ねると
ともに関係地方公共団体との連携関係の構築に取り組まれ
ることが、今後とも大切であると考えております。
引き続きよろしくお願いいたします。

1309 13091010

ＮＰＯバ
イリンガ
ルろう教
育セン
ター龍の
子学園
（特定非
営利活動
法人バイ
リンガ
ル・バイ
カルチュ
ラルろう
教育セン
ター）

バイリン
ガルろう
教育実践
研究プロ
ジェクト

第２次提案に対する回答の中で、株式会社と
NPO法人による特区学校の設立が認められ
た。しかし、NPO法人学校には「不登校児
等」への対応という条件がつけられている。
この条件を拡大し、「地域のニーズ」に対応
しておれば、NPO法人が学校を設立できるこ
ととする。構造改革特別区域法第13条第1条
の「学校生活への適応が困難であるため相当
の期間学校を欠席している、又は発達の障害
により学習上若しくは行動上著しい困難を伴
うため教育上特別な指導が必要であると認め
られる児童、生徒又は幼児を対象」とされて
いる要件を拡大し、「その他当該自治体が多
様な需要に対応した教育を受けることが重要
であると判断した児童、生徒又は幼児」とい
う規定を追加する。これにより、地域自身が
独自の特色ある教育を行いたいとするNPO法
人を地域における教育の担い手として認定す
ることを可能とする。
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先般は貴重なご意見をいただきありがとうございま
した。その際、貴法人の活動においては、原則既存
の学校に対応することが難しい児童、生徒のみなさ
んを中心にお取り組みいただいているものとの状況
を伺いました。この場合には、関係する地方公共団
体との連携を前提として、現行制度においても対応
可能であるものと考えます。なお、実際上、何らか
の支障がある場合には、その支障を具体的に伺った
上で、どのようにすればご提案の趣旨が実現できる
かについて引き続き検討して参りたいと考えており
ます。

　株式会社には限定がなく、NPO法人につ
いては不登校児童生徒等に対する教育と
いった要件が必要なのかが不明である一
方で、NPO法人立学校からは多様化した
ニーズに対応するために多くの提案が行
われている。不登校児童生徒等について
具体的なニーズをもとに対応したことと
同様に、特区の申請主体である地方公共
団体が特別のニーズがあると認める場合
には、株式会社の設置する学校と同様に
不登校児童生徒に対する教育といった限
定を伴わず、学校設立が認められるべき
であり、再度検討し回答されたい。
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　貴法人の活動においては、原則既存の学校に対応することが難しい児
童、生徒のみなさんを中心にお取り組みいただいているものとの状況を伺
いました。この場合には、関係する地方公共団体との連携を前提として、
現行制度においても対応可能であるものと考えます。
　ご提案にあるような、特色ある教育を行うことについては、例えば、地
方公共団体が所有する空き校舎等を活用し、学校法人を設立することによ
り、公的な助成を受けながら教育活動を行うことが可能です。実際に、民
間事業者と地方公共団体が協力して、新たな学校法人を設立し、特色ある
教育を行う学校を設置している例もあるところです。
　また、構造改革特区における「校地・校舎の自己所有を要しない小学校
等設置事業」等を活用して、NPO法人が学校法人を設立し、地方が所有する
空き校舎等を借用して特色ある私立学校を設置する準備を進めている具体
的な例もございます。
　これらのような手法についても、是非ご検討頂きたいと思います。文部
科学省としても必要に応じてご相談に応じます。

　構造改革特区推進室からご指摘があった株式会社の場合とＮＰＯ法人の
場合で要件が異なる理由については、第二次提案対応の際に貴室と当省の
共通理解のもとに整理した考え方を再度ご確認いただければと存じます。
　また、地方公共団体の主体性と責任においてＮＰＯ法人による学校設置
を広く認めるべきとのご指摘については、第五次提案では本件に関して残
念ながら地方公共団体からのご提案がありませんでした。本提案の実現に
向けては、いましばらく各地域におけるＮＰＯ法人と関係地方公共団体の
取組み、連携協力の進捗状況を見守っていく必要があるものと考えます。
文部科学省としても、どのようにすれば本提案の趣旨が実現できるかを引
き続き検討してまいりたいと思います。

貴省の回答では、「文部科学省
としても、どのようにすれば本
提案の趣旨が実現できるかを引
き続き検討してまいりたいと思
います。」とあるが、いつまで
に結論を出すのか具体的な内容
及びスケジュールについて明ら
かにされたい。併せて、右の提
案主体からの再意見を踏まえ回
答されたい。

本提案の実現の可能性を引き続きご検討くださり、大変感謝し
ております。また、本学園のような「特色のある教育」を行う
ための手法についてもご教示ありがたく思います。
しかしながら、空き教室利用による学校法人の設立のハードル
は依然として高いと思われます。本学園のように都市近郊で教
育活動を行いたいと考える場合、空き校舎があったとしても他
の需要もあり、地方自治体との協力関係を得ることは、教育の
みならず自治体全体の計画と照らし合わせて進めることにな
り、容易ではありません。          そのため、学校法人へ
の道を検討しながらも、NPOのままで学校設置できる道も同時
に模索しているところです。地方公共団体との連携協力につい
ても、今後ますます取り組んでゆきたいと考えております。
ただ、株式会社とNPO法人の要件のちがいにつきましては、第
２次提案で特区室と文科省との間で共通理解が整理されつくし
たとは思われません。本提案は第２次提案以降ひきつづき、提
案、検討されております。
本学園の「特色のある教育」は、不登校児等を対象としないの
ではなく、不登校児等のみを対象としないということです。こ
の点をご確認のうえ、ご検討ください。

C

ご意見ありがとうございました。
学校設置非営利法人による学校設置事業における対象範囲
の拡大につきましては、学校設置非営利法人による学校設
置事業に対するニーズ等を把握した上で検討を行い、今年
度中に結論を得ることといたします。
なお、特区におけるNPO法人立学校の実現のためには、貴
NPO法人が活動基盤を充実させ、活動実績を積み重ねると
ともに関係地方公共団体との連携関係の構築に取り組まれ
ることが、今後とも大切であると考えております。
引き続きよろしくお願いいたします。

1313 13131010

NPO法人横
浜シュタ
イナー学
園

｢不登校
等」に限
らない
NPO法人
立学校構
想

構造改革特別区域法第１３条１項の「学校生
活への適用が困難であるため相当の期間学校
を欠席していると認められる児童、生徒若し
くは幼児又は発達の障害により学習上若しく
は行動上著しい困難を伴うため教育上特別の
措置が必要であると認められる児童、生徒若
しくは幼児（次項において｢不登校児童等」
という）」を対象とするものとされている要
件を拡大し、その後に続けて｢その他当該自
治体が多様な需要に対応した教育を受けるこ
とが重要であると判断した児童、生徒若しく
は幼児」という規定を追加する。これによ
り、地域自身が独自の特色ある教育を行いた
いとするNPO法人を地域における教育の担い
手として認定することを可能とする。
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先般は貴重なご意見をいただきありがとうございま
した。その際、貴法人の活動においては、原則既存
の学校に対応することが難しい児童、生徒のみなさ
んを中心にお取り組みいただいているものとの状況
を伺いました。この場合には、関係する地方公共団
体との連携を前提として、現行制度においても対応
可能であるものと考えます。なお、実際上、何らか
の支障がある場合には、その支障を具体的に伺った
上で、どのようにすればご提案の趣旨が実現できる
かについて引き続き検討して参りたいと考えており
ます。

　株式会社には限定がなく、NPO法人につ
いては不登校児童生徒等に対する教育と
いった要件が必要なのかが不明である一
方で、NPO法人立学校からは多様化した
ニーズに対応するために多くの提案が行
われている。不登校児童生徒等について
具体的なニーズをもとに対応したことと
同様に、特区の申請主体である地方公共
団体が特別のニーズがあると認める場合
には、株式会社の設置する学校と同様に
不登校児童生徒に対する教育といった限
定を伴わず、学校設立が認められるべき
であり、再度検討し回答されたい。
　併せて、右の提案主体の意見を踏まえ
回答されたい。

提案に対してご理解また実態調査や視察等ご尽力いただき
感謝申し上げます。「原則既存の学校では対応が難しい児
童・生徒等」が対象の中心におかれているとのご理解に対し
て、入学当初から本校を選択している児童・生徒およびその
保護者たちの新しい教育観への期待、本校の設立趣旨を社
会に誤解のないように提示していくためには、やはり「多様な
教育を受けることが重要であると判断した児童・生徒若しくは
幼児」という規定を明文化していただきたいと思います。ま
た、当該自治体との連携においても、貴省の学校設置基準と
は別に、建築基準法、消防法等の基準をクリアーしなければ
ならない問題があります。したがって、今後は国土交通省及
び関係機関との更なる連携が急務となっております。あらた
に『意見交換会』等の場を設定していただきますようお願い申
し上げます。

D-2

　ご意見ありがとうございました。
　貴法人の活動においては、原則既存の学校に対応することが難しい児
童、生徒のみなさんを中心にお取り組みいただいているものとの状況を伺
いました。この場合には、関係する地方公共団体との連携を前提として、
現行制度においても対応可能であるものと考えます。
　ご提案にあるような、特色ある教育を行うことについては、例えば、地
方公共団体が所有する空き校舎等を活用し、学校法人を設立することによ
り、公的な助成を受けながら教育活動を行うことが可能です。実際に、民
間事業者と地方公共団体が協力して、新たな学校法人を設立し、特色ある
教育を行う学校を設置している例もあるところです。
　また、構造改革特区における「校地・校舎の自己所有を要しない小学校
等設置事業」等を活用して、NPO法人が学校法人を設立し、地方が所有する
空き校舎等を借用して特色ある私立学校を設置する準備を進めている具体
的な例もございます。
　これらのような手法についても、是非ご検討頂きたいと思います。文部
科学省としても必要に応じてご相談に応じます。
　なお、対象を不登校児童生徒等としているのは、あくまでも特区の認定
要件としての整理であり、認定を受けた特区においてはこれまでにない特
色ある学校設置が認められるよう弾力的に対応すべきものと考えていま
す。ご提案は現行制度において十分実現可能なものと考えられます。必要
に応じて個別にご相談に応じます。

　構造改革特区推進室からご指摘があった株式会社の場合とＮＰＯ法人の
場合で要件が異なる理由については、第二次提案対応の際に貴室と当省の
共通理解のもとに整理した考え方を再度ご確認いただければと存じます。
　また、地方公共団体の主体性と責任においてＮＰＯ法人による学校設置
を広く認めるべきとのご指摘については、第五次提案では本件に関して残
念ながら地方公共団体からのご提案がありませんでした。本提案の実現に
向けては、いましばらく各地域におけるＮＰＯ法人と関係地方公共団体の
取組み、連携協力の進捗状況を見守っていく必要があるものと考えます。
文部科学省としても、どのようにすれば本提案の趣旨が実現できるかを引
き続き検討してまいりたいと思います。

貴省の回答では、「文部科学省
としても、どのようにすれば本
提案の趣旨が実現できるかを引
き続き検討してまいりたいと思
います。」とあるが、いつまで
に結論を出すのか具体的な内容
及びスケジュールについて明ら
かにされたい。併せて、右の提
案主体からの再意見を踏まえ回
答されたい。

再回答いただきありがとうございます。現状においては、ＮＰ
Ｏ法人立による「特色ある教育内容をもった学校の設立」への
対応が可能であり、「自治体との協議」等が今後の課題である
と認識しております。しかしながら、そこまで柔軟な対応は可
能であるとの解釈をしながら、なぜ、ＮＰＯ法人立学校につい
てのみ対象要件が限定される必要があるのか不明なままであり
ます。多様な教育を求めて、主体的に考え行動し、自身の選択
に対して自ら責任をとっていく親や子どもたちを、貴省はいわ
ゆる「不登校児童・生徒等」の範囲にとどめて解釈をしていく
ということでしょうか。不登校等の要件緩和は、あくまで行政
主導で教育改革を推進していくのか、多様な教育を実現するべ
く日々努力しているＮＰＯに代表される民間の力も生かして改
革を進めていくのか、その教育改革の基本的姿勢が表れると考
えます。教育現場の様々な問題解決にあたっては、「特色ある
学校づくり」、「研究開発学校制度」をはじめ、貴省関係者が
日夜努力されていることは理解しております。まさに、「多様
な教育を求める」ＮＰＯこそ、地域の特性を活かし、家庭や既
存の学校との連携を深めながら教育の充実をはかるためには、
なくてはならない存在としてご理解いただいた上で、是非今後
も重要課題」として引き続きご検討いただきたくお願い申し上
げます。

C

ご意見ありがとうございました。
学校設置非営利法人による学校設置事業における対象範囲
の拡大につきましては、学校設置非営利法人による学校設
置事業に対するニーズ等を把握した上で検討を行い、今年
度中に結論を得ることといたします。
なお、特区におけるNPO法人立学校の実現のためには、貴
NPO法人が活動基盤を充実させ、活動実績を積み重ねると
ともに関係地方公共団体との連携関係の構築に取り組まれ
ることが、今後とも大切であると考えております。
引き続きよろしくお願いいたします。

1356 13561010

特定非営
利活動
（NPO）法
人　東京
賢治の学
校

教育改革
特区「不
登校児
童・生徒
に限定さ
れない」
NPO法人
による小
規模学校
設置の容
認

構造改革特区域法第１３条第１項の「学校生
活への適応が困難であるため相当の期間学校
を欠席していると認められている児童、生徒
若しくは幼児（次項において「不登校児」と
いう。）」に続けて、「その他当該自治体が
多様な教育を受けることが重要であると判断
した児童、生徒若しくは幼児」という規定を
追加する。
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文部科学省（特区）

省庁名 管理
コード

規制の特
例事項名 該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 各省庁からの回答に対する再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 各省庁からの回答に対する再々
検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プ
ロジェク
ト)の名

称

規制の特例事項の内容

文部科
学省 0830250

ＮＰＯ法
人学校の
対象範囲
の拡大

D-2

いただいたご提案については、関係する地方公共団
体との連携を前提として、現行制度においても対応
可能であるものと考えます。なお、実際上、何らか
の支障がある場合には、その支障を具体的に伺った
上で、どのようにすればご提案の趣旨が実現できる
かについて引き続き検討して参りたいと考えており
ます。
なお、ご提案に関して、実際に学校設置に向けて取
り組んでおられるＮＰＯ法人をご教示いただければ
幸いです。そのような取り組みをどのように支援で
きるのかを検討する際の参考にさせていただきたい
と存じます。

　株式会社には限定がなく、NPO法人につ
いては不登校児童生徒等に対する教育と
いった要件が必要なのかが不明である一
方で、NPO法人立学校からは多様化した
ニーズに対応するために多くの提案が行
われている。不登校児童生徒等について
具体的なニーズをもとに対応したことと
同様に、特区の申請主体である地方公共
団体が特別のニーズがあると認める場合
には、株式会社の設置する学校と同様に
不登校児童生徒に対する教育といった限
定を伴わず、学校設立が認められるべき
であり、再度検討し回答されたい。

D-2

　貴法人の活動においては、原則既存の学校に対応することが難しい児
童、生徒のみなさんを中心にお取り組みいただいているものと考えます。
この場合には、関係する地方公共団体との連携を前提として、現行制度に
おいても対応可能であるものと考えます。
　ご提案にあるような、特色ある教育を行うことについては、例えば、地
方公共団体が所有する空き校舎等を活用し、学校法人を設立することによ
り、公的な助成を受けながら教育活動を行うことが可能です。実際に、民
間事業者と地方公共団体が協力して、新たな学校法人を設立し、特色ある
教育を行う学校を設置している例もあるところです。
　また、構造改革特区における「校地・校舎の自己所有を要しない小学校
等設置事業」等を活用して、NPO法人が学校法人を設立し、地方が所有する
空き校舎等を借用して特色ある私立学校を設置する準備を進めている具体
的な例もございます。
　これらのような手法についても、是非ご検討頂きたいと思います。文部
科学省としても必要に応じてご相談に応じます。

　構造改革特区推進室からご指摘があった株式会社の場合とＮＰＯ法人の
場合で要件が異なる理由については、第二次提案対応の際に貴室と当省の
共通理解のもとに整理した考え方を再度ご確認いただければと存じます。
　また、地方公共団体の主体性と責任においてＮＰＯ法人による学校設置
を広く認めるべきとのご指摘については、第五次提案では本件に関して残
念ながら地方公共団体からのご提案がありませんでした。本提案の実現に
向けては、いましばらく各地域におけるＮＰＯ法人と関係地方公共団体の
取組み、連携協力の進捗状況を見守っていく必要があるものと考えます。
文部科学省としても、どのようにすれば本提案の趣旨が実現できるかを引
き続き検討してまいりたいと思います。

貴省の回答では、「文部科学省
としても、どのようにすれば本
提案の趣旨が実現できるかを引
き続き検討してまいりたいと思
います。」とあるが、いつまで
に結論を出すのか具体的な内容
及びスケジュールについて明ら
かにされたい。

C

学校設置非営利法人による学校設置事業における対象範囲
の拡大につきましては、学校設置非営利法人による学校設
置事業に対するニーズ等を把握した上で検討を行い、今年
度中に結論を得ることといたします。
なお、特区におけるNPO法人立学校の実現のためには、貴
NPO法人が活動基盤を充実させ、活動実績を積み重ねると
ともに関係地方公共団体との連携関係の構築に取り組まれ
ることが、今後とも大切であると考えております。
引き続きよろしくお願いいたします。

1440 14401010

大阪
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による
小・中一
貫校とし
ての「大
阪チャー
ター・ス
クール」
構想

第２次提案に対する回答の中で、株式会社と
NPO法人による特区学校の設立が認められ
た。しかし、NPO法人学校には「不登校児
等」への対応という条件がつけられている。
この条件を拡大し、「地域のニーズ」に対応
しておれば、NPO法人が学校を設立できるこ
とを可能にするように第４次提案を行った
が、文部科学省から認められなかった。構造
改革特別区域法第13条第1条の「学校生活へ
の適応が困難であるため相当の期間学校を欠
席している、又は発達の障害により学習上若
しくは行動上著しい困難を伴うため教育上特
別な指導が必要であると認められる児童、生
徒又は幼児を対象」とされている要件を拡大
し、「その他当該自治体が多様な需要に対応
した教育を受けることが重要であると判断し
た児童、生徒又は幼児」という規定を追加す
る。これにより、地域自身が独自の特色ある
教育を行いたいとするNPO法人を地域におけ
る教育の担い手として認定することを可能と
するようにここに再提案する。

文部科
学省 0830250

ＮＰＯ法
人学校の
対象範囲
の拡大

D-2

いただいたご提案については、関係する地方公共団
体との連携を前提として、現行制度においても対応
可能であるものと考えます。なお、実際上、何らか
の支障がある場合には、その支障を具体的に伺った
上で、どのようにすればご提案の趣旨が実現できる
かについて引き続き検討して参りたいと考えており
ます。
なお、ご提案に関して、実際に学校設置に向けて取
り組んでおられるＮＰＯ法人をご教示いただければ
幸いです。そのような取り組みをどのように支援で
きるのかを検討する際の参考にさせていただきたい
と存じます。

　株式会社には限定がなく、NPO法人につ
いては不登校児童生徒等に対する教育と
いった要件が必要なのかが不明である一
方で、NPO法人立学校からは多様化した
ニーズに対応するために多くの提案が行
われている。不登校児童生徒等について
具体的なニーズをもとに対応したことと
同様に、特区の申請主体である地方公共
団体が特別のニーズがあると認める場合
には、株式会社の設置する学校と同様に
不登校児童生徒に対する教育といった限
定を伴わず、学校設立が認められるべき
であり、再度検討し回答されたい。

D-2

　貴法人の活動においては、原則既存の学校に対応することが難しい児
童、生徒のみなさんを中心にお取り組みいただいているものと考えます。
この場合には、関係する地方公共団体との連携を前提として、現行制度に
おいても対応可能であるものと考えます。
　ご提案にあるような、特色ある教育を行うことについては、例えば、地
方公共団体が所有する空き校舎等を活用し、学校法人を設立することによ
り、公的な助成を受けながら教育活動を行うことが可能です。実際に、民
間事業者と地方公共団体が協力して、新たな学校法人を設立し、特色ある
教育を行う学校を設置している例もあるところです。
　また、構造改革特区における「校地・校舎の自己所有を要しない小学校
等設置事業」等を活用して、NPO法人が学校法人を設立し、地方が所有する
空き校舎等を借用して特色ある私立学校を設置する準備を進めている具体
的な例もございます。
　これらのような手法についても、是非ご検討頂きたいと思います。文部
科学省としても必要に応じてご相談に応じます。

　構造改革特区推進室からご指摘があった株式会社の場合とＮＰＯ法人の
場合で要件が異なる理由については、第二次提案対応の際に貴室と当省の
共通理解のもとに整理した考え方を再度ご確認いただければと存じます。
　また、地方公共団体の主体性と責任においてＮＰＯ法人による学校設置
を広く認めるべきとのご指摘については、第五次提案では本件に関して残
念ながら地方公共団体からのご提案がありませんでした。本提案の実現に
向けては、いましばらく各地域におけるＮＰＯ法人と関係地方公共団体の
取組み、連携協力の進捗状況を見守っていく必要があるものと考えます。
文部科学省としても、どのようにすれば本提案の趣旨が実現できるかを引
き続き検討してまいりたいと思います。

貴省の回答では、「文部科学省
としても、どのようにすれば本
提案の趣旨が実現できるかを引
き続き検討してまいりたいと思
います。」とあるが、いつまで
に結論を出すのか具体的な内容
及びスケジュールについて明ら
かにされたい。

C

学校設置非営利法人による学校設置事業における対象範囲
の拡大につきましては、学校設置非営利法人による学校設
置事業に対するニーズ等を把握した上で検討を行い、今年
度中に結論を得ることといたします。
なお、特区におけるNPO法人立学校の実現のためには、貴
NPO法人が活動基盤を充実させ、活動実績を積み重ねると
ともに関係地方公共団体との連携関係の構築に取り組まれ
ることが、今後とも大切であると考えております。
引き続きよろしくお願いいたします。

1560 15601010

神戸
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による神
戸バイリ
ンガル・
スクール
構想

第２次提案に対する回答の中で、株式会社と
NPO法人による特区学校の設立が認められ
た。しかし、NPO法人学校には「不登校児
等」への対応という条件がつけられている。
この条件を拡大し、「地域のニーズ」に対応
しておれば、NPO法人が学校を設立できるこ
とを可能にするように第４次提案を行った
が、文部科学省から認められなかった。構造
改革特別区域法第13条第1条の「学校生活へ
の適応が困難であるため相当の期間学校を欠
席している、又は発達の障害により学習上若
しくは行動上著しい困難を伴うため教育上特
別な指導が必要であると認められる児童、生
徒又は幼児を対象」とされている要件を拡大
し、「その他当該自治体が多様な需要に対応
した教育を受けることが重要であると判断し
た児童、生徒又は幼児」という規定を追加す
る。これにより、地域自身が独自の特色ある
教育を行いたいとするNPO法人を地域におけ
る教育の担い手として認定することを可能と
するようにここに再提案する。

文部科
学省 0830250

ＮＰＯ法
人学校の
対象範囲
の拡大

D-2

いただいたご提案については、対象とする児童・生
徒のみなさんが、「学校生活への適応が困難である
ため相当の期間学校を欠席していると認められる生
徒」等である場合には、関係する地方公共団体との
連携を前提として、現行制度においても対応可能で
あるものと考えます。なお、実際上、何らかの支障
がある場合には、その支障を具体的に伺った上で、
どのようにすればご提案の趣旨が実現できるかにつ
いて引き続き検討して参りたいと考えております。
なお、ご提案に関して、実際に学校設置に向けて取
り組んでおられるＮＰＯ法人をご教示いただければ
幸いです。そのような取り組みをどのように支援で
きるのかを検討する際の参考にさせていただきたい
と存じます.

　株式会社には限定がなく、NPO法人につ
いては不登校児童生徒等に対する教育と
いった要件が必要なのかが不明である一
方で、NPO法人立学校からは多様化した
ニーズに対応するために多くの提案が行
われている。不登校児童生徒等について
具体的なニーズをもとに対応したことと
同様に、特区の申請主体である地方公共
団体が特別のニーズがあると認める場合
には、株式会社の設置する学校と同様に
不登校児童生徒に対する教育といった限
定を伴わず、学校設立が認められるべき
であり、再度検討し回答されたい。

D-2

　貴法人の活動においては、原則既存の学校に対応することが難しい児
童、生徒のみなさんを中心にお取り組みいただいているものと考えます。
この場合には、関係する地方公共団体との連携を前提として、現行制度に
おいても対応可能であるものと考えます。
　ご提案にあるような、特色ある教育を行うことについては、例えば、地
方公共団体が所有する空き校舎等を活用し、学校法人を設立することによ
り、公的な助成を受けながら教育活動を行うことが可能です。実際に、民
間事業者と地方公共団体が協力して、新たな学校法人を設立し、特色ある
教育を行う学校を設置している例もあるところです。
　また、構造改革特区における「校地・校舎の自己所有を要しない小学校
等設置事業」等を活用して、NPO法人が学校法人を設立し、地方が所有する
空き校舎等を借用して特色ある私立学校を設置する準備を進めている具体
的な例もございます。
　これらのような手法についても、是非ご検討頂きたいと思います。文部
科学省としても必要に応じてご相談に応じます。

　構造改革特区推進室からご指摘があった株式会社の場合とＮＰＯ法人の
場合で要件が異なる理由については、第二次提案対応の際に貴室と当省の
共通理解のもとに整理した考え方を再度ご確認いただければと存じます。
　また、地方公共団体の主体性と責任においてＮＰＯ法人による学校設置
を広く認めるべきとのご指摘については、第五次提案では本件に関して残
念ながら地方公共団体からのご提案がありませんでした。本提案の実現に
向けては、いましばらく各地域におけるＮＰＯ法人と関係地方公共団体の
取組み、連携協力の進捗状況を見守っていく必要があるものと考えます。
文部科学省としても、どのようにすれば本提案の趣旨が実現できるかを引
き続き検討してまいりたいと思います。

貴省の回答では、「文部科学省
としても、どのようにすれば本
提案の趣旨が実現できるかを引
き続き検討してまいりたいと思
います。」とあるが、いつまで
に結論を出すのか具体的な内容
及びスケジュールについて明ら
かにされたい。

C

学校設置非営利法人による学校設置事業における対象範囲
の拡大につきましては、学校設置非営利法人による学校設
置事業に対するニーズ等を把握した上で検討を行い、今年
度中に結論を得ることといたします。
なお、特区におけるNPO法人立学校の実現のためには、貴
NPO法人が活動基盤を充実させ、活動実績を積み重ねると
ともに関係地方公共団体との連携関係の構築に取り組まれ
ることが、今後とも大切であると考えております。
引き続きよろしくお願いいたします。

1562 15621010

全国
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による
小・中一
貫校とし
ての「東
京バイリ
ンガル・
スクー
ル」構想

第２次提案に対する回答の中で、株式会社と
NPO法人による特区学校の設立が認められ
た。しかし、NPO法人学校には「不登校児
等」への対応という条件がつけられている。
この条件を拡大し、「地域のニーズ」に対応
しておれば、NPO法人が学校を設立できるこ
とを可能にするように第４次提案を行った
が、文部科学省から認められなかった。構造
改革特別区域法第13条第1条の「学校生活へ
の適応が困難であるため相当の期間学校を欠
席している、又は発達の障害により学習上若
しくは行動上著しい困難を伴うため教育上特
別な指導が必要であると認められる児童、生
徒又は幼児を対象」とされている要件を拡大
し、「その他当該自治体が多様な需要に対応
した教育を受けることが重要であると判断し
た児童、生徒又は幼児」という規定を追加す
る。これにより、地域自身が独自の特色ある
教育を行いたいとするNPO法人を地域におけ
る教育の担い手として認定することを可能と
するようにここに再提案する。

文部科
学省 0830250

ＮＰＯ法
人学校の
対象範囲
の拡大

D-2

いただいたご提案については、対象とする児童・生
徒のみなさんが、「学校生活への適応が困難である
ため相当の期間学校を欠席していると認められる生
徒」等である場合には、関係する地方公共団体との
連携を前提として、現行制度においても対応可能で
あるものと考えます。なお、実際上、何らかの支障
がある場合には、その支障を具体的に伺った上で、
どのようにすればご提案の趣旨が実現できるかにつ
いて引き続き検討して参りたいと考えております。
なお、ご提案に関して、実際に学校設置に向けて取
り組んでおられるＮＰＯ法人をご教示いただければ
幸いです。そのような取り組みをどのように支援で
きるのかを検討する際の参考にさせていただきたい
と存じます。

　株式会社には限定がなく、NPO法人につ
いては不登校児童生徒等に対する教育と
いった要件が必要なのかが不明である一
方で、NPO法人立学校からは多様化した
ニーズに対応するために多くの提案が行
われている。不登校児童生徒等について
具体的なニーズをもとに対応したことと
同様に、特区の申請主体である地方公共
団体が特別のニーズがあると認める場合
には、株式会社の設置する学校と同様に
不登校児童生徒に対する教育といった限
定を伴わず、学校設立が認められるべき
であり、再度検討し回答されたい。

D-2

　貴法人の活動においては、原則既存の学校に対応することが難しい児
童、生徒のみなさんを中心にお取り組みいただいているものと考えます。
この場合には、関係する地方公共団体との連携を前提として、現行制度に
おいても対応可能であるものと考えます。
　ご提案にあるような、特色ある教育を行うことについては、例えば、地
方公共団体が所有する空き校舎等を活用し、学校法人を設立することによ
り、公的な助成を受けながら教育活動を行うことが可能です。実際に、民
間事業者と地方公共団体が協力して、新たな学校法人を設立し、特色ある
教育を行う学校を設置している例もあるところです。
　また、構造改革特区における「校地・校舎の自己所有を要しない小学校
等設置事業」等を活用して、NPO法人が学校法人を設立し、地方が所有する
空き校舎等を借用して特色ある私立学校を設置する準備を進めている具体
的な例もございます。
　これらのような手法についても、是非ご検討頂きたいと思います。文部
科学省としても必要に応じてご相談に応じます。

　構造改革特区推進室からご指摘があった株式会社の場合とＮＰＯ法人の
場合で要件が異なる理由については、第二次提案対応の際に貴室と当省の
共通理解のもとに整理した考え方を再度ご確認いただければご理解いただ
けるものと思います。
　また、地方公共団体の主体性と責任においてＮＰＯ法人による学校設置
を広く認めるべきとのご指摘については、第五次提案では本件に関して残
念ながら地方公共団体からのご提案がありませんでした。本提案の実現に
向けては、いましばらく各地域におけるＮＰＯ法人と関係地方公共団体の
取組み、連携協力の進捗状況を見守っていく必要があるものと考えます。
文部科学省としても、どのようにすれば本提案の趣旨が実現できるかを引
き続き検討してまいりたいと思います。

貴省の回答では、「文部科学省
としても、どのようにすれば本
提案の趣旨が実現できるかを引
き続き検討してまいりたいと思
います。」とあるが、いつまで
に結論を出すのか具体的な内容
及びスケジュールについて明ら
かにされたい。

C

学校設置非営利法人による学校設置事業における対象範囲
の拡大につきましては、学校設置非営利法人による学校設
置事業に対するニーズ等を把握した上で検討を行い、今年
度中に結論を得ることといたします。
なお、特区におけるNPO法人立学校の実現のためには、貴
NPO法人が活動基盤を充実させ、活動実績を積み重ねると
ともに関係地方公共団体との連携関係の構築に取り組まれ
ることが、今後とも大切であると考えております。
引き続きよろしくお願いいたします。

1564 15641010

福岡
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による福
岡個性化
教育学校
構想

第２次提案に対する回答の中で、株式会社と
NPO法人による特区学校の設立が認められ
た。しかし、NPO法人学校には「不登校児
等」への対応という条件がつけられている。
この条件を拡大し、「地域のニーズ」に対応
しておれば、NPO法人が学校を設立できるこ
とを可能にするように第４次提案を行った
が、文部科学省から認められなかった。構造
改革特別区域法第13条第1条の「学校生活へ
の適応が困難であるため相当の期間学校を欠
席している、又は発達の障害により学習上若
しくは行動上著しい困難を伴うため教育上特
別な指導が必要であると認められる児童、生
徒又は幼児を対象」とされている要件を拡大
し、「その他当該自治体が多様な需要に対応
した教育を受けることが重要であると判断し
た児童、生徒又は幼児」という規定を追加す
る。これにより、地域自身が独自の特色ある
教育を行いたいとするNPO法人を地域におけ
る教育の担い手として認定することを可能と
するようにここに再提案する。

文部科
学省 0830250

ＮＰＯ法
人学校の
対象範囲
の拡大

D-2

いただいたご提案については、関係する地方公共団
体との連携を前提として、現行制度においても対応
可能であるものと考えます。なお、実際上、何らか
の支障がある場合には、その支障を具体的に伺った
上で、どのようにすればご提案の趣旨が実現できる
かについて引き続き検討して参りたいと考えており
ます。

　株式会社には限定がなく、NPO法人につ
いては不登校児童生徒等に対する教育と
いった要件が必要なのかが不明である一
方で、NPO法人立学校からは多様化した
ニーズに対応するために多くの提案が行
われている。不登校児童生徒等について
具体的なニーズをもとに対応したことと
同様に、特区の申請主体である地方公共
団体が特別のニーズがあると認める場合
には、株式会社の設置する学校と同様に
不登校児童生徒に対する教育といった限
定を伴わず、学校設立が認められるべき
であり、再度検討し回答されたい。

D-2

　貴法人の活動においては、原則既存の学校に対応することが難しい児
童、生徒のみなさんを中心にお取り組みいただいているものと考えます。
この場合には、関係する地方公共団体との連携を前提として、現行制度に
おいても対応可能であるものと考えます。
　ご提案にあるような、特色ある教育を行うことについては、例えば、地
方公共団体が所有する空き校舎等を活用し、学校法人を設立することによ
り、公的な助成を受けながら教育活動を行うことが可能です。実際に、民
間事業者と地方公共団体が協力して、新たな学校法人を設立し、特色ある
教育を行う学校を設置している例もあるところです。
　また、構造改革特区における「校地・校舎の自己所有を要しない小学校
等設置事業」等を活用して、NPO法人が学校法人を設立し、地方が所有する
空き校舎等を借用して特色ある私立学校を設置する準備を進めている具体
的な例もございます。
　これらのような手法についても、是非ご検討頂きたいと思います。文部
科学省としても必要に応じてご相談に応じます。

　構造改革特区推進室からご指摘があった株式会社の場合とＮＰＯ法人の
場合で要件が異なる理由については、第二次提案対応の際に貴室と当省の
共通理解のもとに整理した考え方を再度ご確認いただければと存じます。
　また、地方公共団体の主体性と責任においてＮＰＯ法人による学校設置
を広く認めるべきとのご指摘については、第五次提案では本件に関して残
念ながら地方公共団体からのご提案がありませんでした。本提案の実現に
向けては、いましばらく各地域におけるＮＰＯ法人と関係地方公共団体の
取組み、連携協力の進捗状況を見守っていく必要があるものと考えます。
文部科学省としても、どのようにすれば本提案の趣旨が実現できるかを引
き続き検討してまいりたいと思います。

貴省の回答では、「文部科学省
としても、どのようにすれば本
提案の趣旨が実現できるかを引
き続き検討してまいりたいと思
います。」とあるが、いつまで
に結論を出すのか具体的な内容
及びスケジュールについて明ら
かにされたい。

C

学校設置非営利法人による学校設置事業における対象範囲
の拡大につきましては、学校設置非営利法人による学校設
置事業に対するニーズ等を把握した上で検討を行い、今年
度中に結論を得ることといたします。
なお、特区におけるNPO法人立学校の実現のためには、貴
NPO法人が活動基盤を充実させ、活動実績を積み重ねると
ともに関係地方公共団体との連携関係の構築に取り組まれ
ることが、今後とも大切であると考えております。
引き続きよろしくお願いいたします。

1658 16581010

　
NPO名古屋
NCS教育支
援セン
ター

NPO法人
による新
しいタイ
プの小中
学校の設
置

　
(拡充提案）
・NPO法人の設置する学校の認可適用範囲の
拡大、特定のニーズがあるものに対象を拡大
し、不登校児童等に限定しない。
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文部科学省（特区）

省庁名 管理
コード

規制の特
例事項名 該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 各省庁からの回答に対する再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 各省庁からの回答に対する再々
検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プ
ロジェク
ト)の名

称

規制の特例事項の内容

文部科
学省 0830260

NPO法人に
よる学校
設置に係
る各種基
準の適用
の緩和

小学校設置
基準
中学校設置
基準

学校設置基準は弾力
的かつ大綱的な規定
となっている。

D-1 Ⅲ

学校設置基準は、多様な学校の設置を促進し、地域
の実態に応じた適切な対応が可能となるよう、弾力
的かつ大綱的な規定となっています。
従って、学校設置基準の規定に基づく、その弾力的
な運用は、教育上支障がない限り、当該学校の設置
認可を行う所管庁の長（構造改革特区におけるＮＰ
Ｏ法人立学校の場合は特区長）に委ねられていま
す。
なお、ご提案の中にある運動場については、小・中
学校設置基準において最低限の面積に関する規定が
ありますが、地域の実態その他により特別の事情が
あり、かつ、教育上支障がない場合はその限りでは
ありません。
また、同じく提案の中にある教諭数については、適
切な教育を確保する観点から一学級当たり一人以上
の配置を義務付けていますが、特別の事情があり、
かつ、教育上支障がない場合は、校長もしくは教頭
が兼ねることや、助教諭もしくは講師をもってこれ
に代えることができます。

1286 12861020

ＮＰＯ法
人大阪に
新しい学
校を創る
会

みのおパ
イロット
スクール
構想（現
みのおパ
イロット
スクール
の設立）

構造改革特別区域法第13条第2項第1号におい
て、「文部科学省令で定める基準に適合する
施設及び設備・・・（中略）・・・有するこ
と。」とあるが、次の内容を付け加えること
により、学校の設置がより容易に行われるこ
とになる。「ただし、各学校別の設置基準に
規定される運動場等の施設、教諭を1学級に
１人以上などの基準については、認定自治体
の長が当該教育上又は安全上著しい支障を来
たさないと認めた場合には、当該基準を満た
さなくても良いものとする。」という規定を
加えて、当該事業を拡充する。

文部科
学省 0830260

NPO法人に
よる学校
設置に係
る各種基
準の適用
の緩和

小学校設置
基準
中学校設置
基準

学校設置基準は弾力
的かつ大綱的な規定
となっている。

D-1 Ⅲ

学校設置基準は、多様な学校の設置を促進し、地域
の実態に応じた適切な対応が可能となるよう、弾力
的かつ大綱的な規定となっています。
従って、学校設置基準の規定に基づく、その弾力的
な運用は、教育上支障がない限り、当該学校の設置
認可を行う所管庁の長（構造改革特区におけるＮＰ
Ｏ法人立学校の場合は特区長）に委ねられていま
す。
なお、ご提案の中にある運動場については、小・中
学校設置基準において最低限の面積に関する規定が
ありますが、地域の実態その他により特別の事情が
あり、かつ、教育上支障がない場合はその限りでは
ありません。
また、同じく提案の中にある教諭数については、適
切な教育を確保する観点から一学級当たり一人以上
の配置を義務付けていますが、特別の事情があり、
かつ、教育上支障がない場合は、校長もしくは教頭
が兼ねることや、助教諭もしくは講師をもってこれ
に代えることができます。

1309 13091020

ＮＰＯバ
イリンガ
ルろう教
育セン
ター龍の
子学園
（特定非
営利活動
法人バイ
リンガ
ル・バイ
カルチュ
ラルろう
教育セン
ター）

バイリン
ガルろう
教育実践
研究プロ
ジェクト

構造改革特別区域法第13条第2項第1号におい
て、「文部科学省令で定める基準に適合する
施設及び設備・・・（中略）・・・有するこ
と。」とあるが、次の内容を付け加えること
により、学校の設置がより容易に行われるこ
とになる。「ただし、各学校別の設置基準に
規定される運動場等の施設、教諭を1学級に
１人以上などの基準については、認定自治体
の長が当該教育上又は安全上著しい支障を来
たさないと認めた場合には、当該基準を満た
さなくても良いものとする。」という規定を
加えて、当該事業を拡充する。

文部科
学省 0830260

NPO法人に
よる学校
設置に係
る各種基
準の適用
の緩和

小学校設置
基準
中学校設置
基準

学校設置基準は弾力
的かつ大綱的な規定
となっている。

D-1 Ⅲ

学校設置基準は、多様な学校の設置を促進し、地域
の実態に応じた適切な対応が可能となるよう、弾力
的かつ大綱的な規定となっています。
従って、学校設置基準の規定に基づく、その弾力的
な運用は、教育上支障がない限り、当該学校の設置
認可を行う所管庁の長（構造改革特区におけるＮＰ
Ｏ法人立学校の場合は特区長）に委ねられていま
す。
なお、ご提案の中にある運動場については、小・中
学校設置基準において最低限の面積に関する規定が
ありますが、地域の実態その他により特別の事情が
あり、かつ、教育上支障がない場合はその限りでは
ありません。
また、同じく提案の中にある教諭数については、適
切な教育を確保する観点から一学級当たり一人以上
の配置を義務付けていますが、特別の事情があり、
かつ、教育上支障がない場合は、校長もしくは教頭
が兼ねることや、助教諭もしくは講師をもってこれ
に代えることができます。

1440 14401020

大阪
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による
小・中一
貫校とし
ての「大
阪チャー
ター・ス
クール」
構想

第４次提案において、次のように提案した。
構造改革特別区域法第13条第2項第1号におい
て、「文部科学省令で定める基準に適合する
施設及び設備・・・（中略）・・・有するこ
と。」とあるが、次の内容を付け加えること
により、学校の設置がより容易に行われるこ
とになる。「ただし、各学校別の設置基準に
規定される運動場等の施設、教諭を1学級に
１人以上などの基準については、認定自治体
の長が当該教育上又は安全上著しい支障を来
たさないと認めた場合には、当該基準を満た
さなくても良いものとする。」という規定を
加えて、当該事業を拡充する。ここに再度提
案する。

文部科
学省 0830260

NPO法人に
よる学校
設置に係
る各種基
準の適用
の緩和

小学校設置
基準
中学校設置
基準

学校設置基準は弾力
的かつ大綱的な規定
となっている。

Ｄ－
１ Ⅲ

学校設置基準は、多様な学校の設置を促進し、地域
の実態に応じた適切な対応が可能となるよう、弾力
的かつ大綱的な規定となっています。
従って、学校設置基準の規定に基づく、その弾力的
な運用は、教育上支障がない限り、当該学校の設置
認可を行う所管庁の長（構造改革特区におけるＮＰ
Ｏ法人立学校の場合は特区長）に委ねられていま
す。
なお、ご提案の中にある運動場については、小・中
学校設置基準において最低限の面積に関する規定が
ありますが、地域の実態その他により特別の事情が
あり、かつ、教育上支障がない場合はその限りでは
ありません。
また、同じく提案の中にある教諭数については、適
切な教育を確保する観点から一学級当たり一人以上
の配置を義務付けていますが、特別の事情があり、
かつ、教育上支障がない場合は、校長もしくは教頭
が兼ねることや、助教諭もしくは講師をもってこれ
に代えることができます。

1560 15601020

神戸
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による神
戸バイリ
ンガル・
スクール
構想

第４次提案において、次のように提案した。
構造改革特別区域法第13条第2項第1号におい
て、「文部科学省令で定める基準に適合する
施設及び設備・・・（中略）・・・有するこ
と。」とあるが、次の内容を付け加えること
により、学校の設置がより容易に行われるこ
とになる。「ただし、各学校別の設置基準に
規定される運動場等の施設、教諭を1学級に
１人以上などの基準については、認定自治体
の長が当該教育上又は安全上著しい支障を来
たさないと認めた場合には、当該基準を満た
さなくても良いものとする。」という規定を
加えて、当該事業を拡充する。ここに再度提
案する。

文部科
学省 0830260

NPO法人に
よる学校
設置に係
る各種基
準の適用
の緩和

小学校設置
基準
中学校設置
基準

学校設置基準は弾力
的かつ大綱的な規定
となっている。

D-1 Ⅲ

学校設置基準は、多様な学校の設置を促進し、地域
の実態に応じた適切な対応が可能となるよう、弾力
的かつ大綱的な規定となっています。
従って、学校設置基準の規定に基づく、その弾力的
な運用は、教育上支障がない限り、当該学校の設置
認可を行う所管庁の長（構造改革特区におけるＮＰ
Ｏ法人立学校の場合は特区長）に委ねられていま
す。
なお、ご提案の中にある運動場については、小・中
学校設置基準において最低限の面積に関する規定が
ありますが、地域の実態その他により特別の事情が
あり、かつ、教育上支障がない場合はその限りでは
ありません。
また、同じく提案の中にある教諭数については、適
切な教育を確保する観点から一学級当たり一人以上
の配置を義務付けていますが、特別の事情があり、
かつ、教育上支障がない場合は、校長もしくは教頭
が兼ねることや、助教諭もしくは講師をもってこれ
に代えることができます。

1562 15621020

全国
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による
小・中一
貫校とし
ての「東
京バイリ
ンガル・
スクー
ル」構想

第４次提案において、次のように提案した。
構造改革特別区域法第13条第2項第1号におい
て、「文部科学省令で定める基準に適合する
施設及び設備・・・（中略）・・・有するこ
と。」とあるが、次の内容を付け加えること
により、学校の設置がより容易に行われるこ
とになる。「ただし、各学校別の設置基準に
規定される運動場等の施設、教諭を1学級に
１人以上などの基準については、認定自治体
の長が当該教育上又は安全上著しい支障を来
たさないと認めた場合には、当該基準を満た
さなくても良いものとする。」という規定を
加えて、当該事業を拡充する。ここに再度提
案する。

15 / 36 ページ



文部科学省（特区）

省庁名 管理
コード

規制の特
例事項名 該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 各省庁からの回答に対する再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 各省庁からの回答に対する再々
検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プ
ロジェク
ト)の名

称

規制の特例事項の内容

文部科
学省 0830260

NPO法人に
よる学校
設置に係
る各種基
準の適用
の緩和

小学校設置
基準
中学校設置
基準

学校設置基準は弾力
的かつ大綱的な規定
となっている。

D-1 Ⅲ

学校設置基準は、多様な学校の設置を促進し、地域
の実態に応じた適切な対応が可能となるよう、弾力
的かつ大綱的な規定となっています。
従って、学校設置基準の規定に基づく、その弾力的
な運用は、教育上支障がない限り、当該学校の設置
認可を行う所管庁の長（構造改革特区におけるＮＰ
Ｏ法人立学校の場合は特区長）に委ねられていま
す。
なお、ご提案の中にある運動場については、小・中
学校設置基準において最低限の面積に関する規定が
ありますが、地域の実態その他により特別の事情が
あり、かつ、教育上支障がない場合はその限りでは
ありません。
また、同じく提案の中にある教諭数については、適
切な教育を確保する観点から一学級当たり一人以上
の配置を義務付けていますが、特別の事情があり、
かつ、教育上支障がない場合は、校長もしくは教頭
が兼ねることや、助教諭もしくは講師をもってこれ
に代えることができます。

1564 15641020

福岡
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による福
岡個性化
教育学校
構想

第４次提案において、次のように提案した。
構造改革特別区域法第13条第2項第1号におい
て、「文部科学省令で定める基準に適合する
施設及び設備・・・（中略）・・・有するこ
と。」とあるが、次の内容を付け加えること
により、学校の設置がより容易に行われるこ
とになる。「ただし、各学校別の設置基準に
規定される運動場等の施設、教諭を1学級に
１人以上などの基準については、認定自治体
の長が当該教育上又は安全上著しい支障を来
たさないと認めた場合には、当該基準を満た
さなくても良いものとする。」という規定を
加えて、当該事業を拡充する。ここに再度提
案する。

文部科
学省 0830270

株式会
社・NPO法
人が設置
する学校
の設置基
準の弾力
化及び設
置手続き
の特例措
置の容認

①小学校設
置基準
中学校設置
基準

②特区法第
１３条

①学校設置基準は弾
力的かつ大綱的な規
定となっている。

②特区においてＮＰ
Ｏ法人が学校を設立
する場合、学校の設
置認可は特区認定地
方公共団体の長が行
う。

①Ｄ
－１

②Ｅ

①Ⅲ

①学校設置基準は、多様な学校の設置を促進し、地
域の実態に応じた適切な対応が可能となるよう、弾
力的かつ大綱的な規定となっています。
従って、学校設置基準の規定に基づく、その弾力的
な運用は、教育上支障がない限り、当該学校の設置
認可を行う所管庁の長（構造改革特区におけるＮＰ
Ｏ法人立学校の場合は特区長）に委ねられていま
す。
なお、現行の学校設置基準のどの部分について緩和
が必要であるとお考えか、可能であればご教示くだ
さい。

②特区においてＮＰＯ法人が学校を設置する場合、
学校の設置認可は特区認定地方公共団体の長が行う
こととされています。

右の提案主体の意見を踏まえ回答された
い。

・先年、小学校・中学校設置基準の緩和を行われたことは、
大変意義があるものと考えます。　　　　　　　　　　　　　　　・し
かしながら、現在本法人におきましても他のNPO,株式会社等
におきましてもなかなか実現できない状況にあります。その
理由が、資金面と土地・建物の確保と認可制度に関連するも
のです。
①開設年度の資金の準備額については、募集可能な生徒数
が少なくなる点を考えれば、当初必要な最低限度の講師手
当て準備金、施設使用料（賃貸料）、水道光熱費、初期設備
設置費用、広報費、建物面積、所定の運動場の確保（賃
貸）、等と授業料収入、寄付金収入等の収支計画書が持続
的、かつ発展的に運営が可能となるものであることが必要で
す。空き校舎や遊休の公的施設の活用が有効な手立てです
が、必ずしも、確保できるものではなく、地域の実情にあわ
せ、設置、運営が可能な要件とし、安全で衛生的な学びの環
境が確保されていればよしとすることではいけないのでしょう
か。
②学校法人化することで可能となるように、学校法人化の手
続き、認可制度の見直しも必要です。学校教育法、私立学校
法に定める私立学校審議会制度は、地域社会のニーズを反
映したものになりにくい側面があります。都道府県と連携しつ
つ、地域における学校設立協議会制度を充実し、地域の
ニーズにあった、学校を認可していくシステム（都道府県知
事・中央省庁？）が私立学校審議会制度とは別の認可ルート
として存在してもいいのではないでしょうか。

①Ｄ－
１

②Ｅ

①Ⅲ

　学校設置基準に関するご意見、ありがとうございます。
　先にもお伝えしましたように、学校設置基準は、多様な学校
の設置を促進し、地域の実態に応じた適切な対応が可能となる
よう、弾力的かつ大綱的な規定となっています。
　ご指摘のありました校舎及び運動場については、最低限の面
積に関する規定がありますが、地域の実態その他により特別の
事情があり、かつ、教育上支障がない場合はその限りではな
く、その弾力的な運用は、教育上支障がない限り、当該学校の
設置認可を行う所管庁の長（構造改革特区におけるＮＰＯ法人
立学校の場合は特区長）に委ねられています。
　したがって、実際に当該学校の設置認可を行う所管庁にご相
談されてみてはいかがでしょうか。

　また、私立学校審議会についてですが、ご提案の趣旨である
地域社会のニーズの反映に関しては、先の国会において私立学
校法が改正され、私学審議会において、私学関係者の意見とと
もに、外部からの幅広い意見が反映されるよう、地域の実情に
即した私立学校審議会の委員構成が可能となったところですの
で、ご提案の趣旨は実現されているものと考えています。

1175 11751030

　
特定非営
利活動法
人全国教
育ボラン
ティアの
会

NPO法人
が設置す
る自然科
学体験教
育に重点
をおく小
中学校の
設置

　
・学校設置基準を実現可能なレベルまで引き
下げるものとする。
・設置認可の手続きを逆にする他、認可の権
限の委譲を行う。
学校設置の企画申請、内閣府の認証→公開と
協力自治体、省庁の公募→自治体の認可→都
道府県への届出

文部科
学省 0830270

株式会
社・NPO法
人が設置
する学校
の設置基
準の弾力
化及び設
置手続き
の特例措
置の容認

小学校設置
基準
中学校設置
基準

学校設置基準は弾力
的かつ大綱的な規定
となっている。

D-1 Ⅲ

学校設置基準は、多様な学校の設置を促進し、地域
の実態に応じた適切な対応が可能となるよう、弾力
的かつ大綱的な規定となっています。
従って、学校設置基準の規定に基づく、その弾力的
な運用は、教育上支障がない限り、当該学校の設置
認可を行う所管庁の長（構造改革特区における株式
会社立学校の場合は特区長）に委ねられています。
なお、現行の学校設置基準のどの部分について緩和
が必要であるとお考えか、可能であればご教示くだ
さい。

1177 11771010

(㈱）藤原
学園実験
教育研究
所

理科実験
教育教育
に重点を
おく株式
会社が設
置する小
学校の特
例措置

株式会社の設立する小学校の設置基準を実現
可能なレベルまで変更する

文部科
学省 0830270

株式会
社・NPO法
人が設置
する学校
の設置基
準の弾力
化及び設
置手続き
の特例措
置の容認

小学校設置
基準
中学校設置
基準

学校設置基準は弾力
的かつ大綱的な規定
となっている。

D-1 Ⅲ

学校設置基準は、多様な学校の設置を促進し、地域
の実態に応じた適切な対応が可能となるよう、弾力
的かつ大綱的な規定となっています。
従って、学校設置基準の規定に基づく、その弾力的
な運用は、教育上支障がない限り、当該学校の設置
認可を行う所管庁の長（構造改革特区における株式
会社立学校の場合は特区長）に委ねられています。
なお、現行の学校設置基準のどの部分について緩和
が必要であるとお考えか、可能であればご教示くだ
さい。

1178 11781010 (㈱）秀学

株式会社
が設置す
る学校の
規制緩和

不登校児童生徒のための株式会社が設置する
小中高等学校学校の設置基準を実現可能なレ
ベルまで緩和する

文部科
学省 0830270

株式会
社・NPO法
人が設置
する学校
の設置基
準の弾力
化及び設
置手続き
の特例措
置の容認

①小学校設
置基準
中学校設置
基準

②特区法第
１３条

①学校設置基準は弾
力的かつ大綱的な規
定となっている。

②特区においてＮＰ
Ｏ法人が学校を設立
する場合、学校の設
置認可は特区認定地
方公共団体の長が行
う。

①Ｄ
－１

②Ｅ

①Ⅲ

①学校設置基準は、多様な学校の設置を促進し、地
域の実態に応じた適切な対応が可能となるよう、弾
力的かつ大綱的な規定となっています。
従って、学校設置基準の規定に基づく、その弾力的
な運用は、教育上支障がない限り、当該学校の設置
認可を行う所管庁の長（構造改革特区におけるＮＰ
Ｏ法人立学校の場合は特区長）に委ねられていま
す。
なお、現行の学校設置基準のどの部分について緩和
が必要であるとお考えか、可能であればご教示くだ
さい。

②特区においてＮＰＯ法人が学校を設置する場合、
学校の設置認可は特区認定地方公共団体の長が行う
こととされています。

1658 16581030

　
NPO名古屋
NCS教育支
援セン
ター

NPO法人
による新
しいタイ
プの小中
学校の設
置

　
・学校設置基準を実現可能なレベルまで引き
下げるものとする。
・設置認可の手続きを逆にする他、認可の権
限の委譲を行う。
学校設置の企画申請、内閣府の認証→公開と
協力自治体、省庁の公募→自治体の認可→都
道府県への届出
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文部科学省（特区）

省庁名 管理
コード

規制の特
例事項名 該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 各省庁からの回答に対する再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 各省庁からの回答に対する再々
検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プ
ロジェク
ト)の名

称

規制の特例事項の内容

文部科
学省 0830280

校地・校
舎の自己
所有を要
しない小
学校等の
設置の際
に満たす
べき各種
基準の緩
和

小学校設置
基準
中学校設置
基準

学校設置基準は弾力
的かつ大綱的な規定
となっている。

Ｄ－
１ Ⅲ

学校設置基準は、多様な学校の設置を促進し、地域
の実態に応じた適切な対応が可能となるよう、弾力
的かつ大綱的な規定となっています。
従って、学校設置基準の規定に基づく、その弾力的
な運用は、教育上支障がない限り、当該学校の設置
認可を行う所管庁の長（構造改革特区におけるＮＰ
Ｏ法人立学校の場合は特区長）に委ねられていま
す。
なお、ご提案の中にある運動場については、小・中
学校設置基準において最低限の面積に関する規定が
ありますが、地域の実態その他により特別の事情が
あり、かつ、教育上支障がない場合はその限りでは
ありません。
また、同じく提案の中にある教諭数については、適
切な教育を確保する観点から一学級当たり一人以上
の配置を義務付けていますが、特別の事情があり、
かつ、教育上支障がない場合は、校長もしくは教頭
が兼ねることや、助教諭もしくは講師をもってこれ
に代えることができます。

1561 15611010

長野
チャー
ター・ス
クール研
究会

「特区学
校法人」
による長
野子ども
の村小・
中一貫校
構想

「校地・校舎の自己所有を要しない小学校等
設置事業」においても、各学校別の設置基準
を満たすことが求められているが、この義務
について、「各学校別の設置基準に規定され
る運動場等の施設などの基準については、認
定自治体の長が当該教育上又は安全上著しい
支障を来さないと認めた場合には、所管庁は
原則その判断を受け入れることとし、当該基
準を満たさなくてもよいものとする。」と
し、当該事業を拡充する。

文部科
学省 0830290

幼小一貫
校の設置
の容認

学校教育法
第１条

学校とは、小学校、
中学校、高等学校、
中等教育学校、大
学、高等専門学校、
盲学校、聾学校、養
護学校及び幼稚園と
する。

C Ⅰ

ご提案のような学校制度の基本にかかわる制度改正
は、規制改革の問題ではなく、教育論から国民的な
議論の高まりと学校教育制度全体の在り方に照らし
た十分な検討が必要となることから、構造改革特区
における特例的な取り扱いにはなじまない事項で
す。
なお、提案の趣旨である学校区分にとらわれない教
育課程の柔軟な運用については、「構造改革特区研
究開発学校制度」の活用によって実現可能です。

幼稚園段階で小学校の教育内容の一部を
行うことにより、小学校で教えなければ
ならない内容が削減されることも考えら
れるが、そのような場合にも８０２を活
用することで提案の内容は実現できると
解してよいか。

C Ⅰ

構造改革特区研究開発学校制度（８０２）の認定を受けること
で、小学校において一部の学習内容を指導しないということも
可能です。ただし、その際には、転入生や当該幼稚園を経ずに
入学する児童に対しては、該当する学習内容を指導する機会を
保障することなど、適切な配慮をする必要があります。
なお、具体的な幼稚園と小学校の連携の在り方については、現
在、中央教育審議会で検討しているところです。

1444 14442020 沼津市 一貫教育
の推進

幼小一貫校を実現するための学校教育法の緩
和

文部科
学省 0830300

小中一貫
校の設置
の容認

学校教育法
第１条

学校とは、小学校、
中学校、高等学校、
中等教育学校、大
学、高等専門学校、
盲学校、聾学校、養
護学校及び幼稚園と
する。

C Ⅰ

ご提案のような学校制度の基本にかかわる制度改正
は、規制改革の問題ではなく、教育論から国民的な
議論の高まりと学校教育制度全体の在り方に照らし
た十分な検討が必要となることから、構造改革特区
における特例的な取り扱いにはなじまない事項で
す。
なお、提案の趣旨である学校区分にとらわれない教
育課程の柔軟な運用については、「構造改革特区研
究開発学校制度」の活用によって実現可能です。

1444 14442010 沼津市 一貫教育
の推進

小中一貫校を実現するための学校教育法の緩
和

文部科
学省 0830300

小中一貫
校の設置
の容認

学校教育法
第５条

学校の設置者は、そ
の設置する学校を管
理する。

ｃ

　ご提案の公立学校の管理運営委託や、公立学校を
地方独立行政法人の対象とすることについては、①
地方独立行政法人制度と教育委員会制度との関係の
整理のほか、②教職員の身分取扱い、③教育の機会
均等と教育水準の維持向上を図るための諸制度への
適合性などについて、詳細かつ慎重な検討が必要で
あり、引き続き、構造改革特区についての提案の趣
旨を最大限実現するため、どのような方法が望まし
いかも含め、制度の在り方等について検討を進めて
まいります。
　なお、ご提案のような学校制度の基本にかかわる
制度改正は、規制改革の問題ではなく、教育論から
国民的な議論の高まりと学校教育制度全体の在り方
に照らした十分な検討が必要となることから、構造
改革特区における特例的な取り扱いにはなじまない
事項です。また、提案の趣旨である学校区分にとら
われない教育課程の柔軟な運用については、「構造
改革特区研究開発学校制度」の活用によって実現可
能です。

右の提案主体の意見を踏まえ回答された
い。

ご指摘の基本的考え方については、既に述べたとおりです。
学校制度の基本に関わる制度改正のため、規制改革の問題
でなく、十分な国民的議論の高まりと学校制度全体のあり方
に照らした十分な検討が必要とありますが、資料に示しまし
た小中一貫校に取り組むために、ひとりの校長のもとで、中
学校の専科教員が小学校の授業を行うことも含め、一体的
に学校運営を行うことが必要であることから提案しているもの
です。現行の小学校、中学校による義務教育制度を抜本的
に変えるものとして、全ての小中学校を、小中一貫校とするこ
とを目的とするものではありません。中高一貫校がすでに創
設されていることに鑑み、小中一貫校への先駆的取組みの
必要性にご理解いただき、特区による検討をお願いいたしま
す。

ｃ

第一次回答でもお答えしましたとおり、提案のような制度改正
は、国民的な議論の高まりと学校教育制度全体の在り方に照ら
した十分な検討が必要となることから、規制改革の問題ではな
く、また、構造改革特区における特例的な取り扱いにはなじま
ない事項です。
従って、ご提案の趣旨の早期の実現を目指されるのであれば、
学校区分にとらわれない教育課程の柔軟な運用については、
「構造改革特区研究開発学校制度」の活用についてご検討いた
だくことが適当かと思われます。

右の提案主体からの再意見を踏
まえ回答されたい。

第１次回答について、提出した意見で述べたとおりですが、新
たに6・３制の弾力化も検討されるとのことですので、そのこ
とも視野に改めて検討の上、回答願います。

C

文部科学省では、学校区分など、義務教育に係る諸制度の
在り方について、検討を行ってまいります。
なお、小学校・中学校を一貫した教育課程の編成（小学校・
中学校を前提とした上での小中一貫教育）については、「構
造改革特区研究開発学校制度」によって実現可能であり、既
に同様の例もあります。

1597 15971010 東京都杉
並区

新しいタ
イプの学
校（小中
一貫校）
の創設

現在の学校教育法第１条では小学校、中学
校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専
門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園
を学校としているが、新たに小中一貫校を
「（仮称）初等中等学校」として設置する。

文部科
学省 0830310

小中一貫
校を設置
した際の
設置基準
の緩和

学校教育法
第２条、第
５条、地方
独立行政法
人法第２１
条

　国、地方公共団
体、学校法人以外の
者は学校を設置でい
ない（特区における
株式会社、NPO法人
を除く）。
　学校の設置者は、
その設置する学校を
管理し、法令に特別
の定めのある場合を
除いては、その学校
の経費を負担する。

D-1

　ご提案の公立学校の管理運営委託や、公立学校を
地方独立行政法人の対象とすることについては、①
地方独立行政法人制度と教育委員会制度との関係の
整理のほか、②教職員の身分取扱い、③教育の機会
均等と教育水準の維持向上を図るための諸制度への
適合性などについて、詳細かつ慎重な検討が必要で
あり、引き続き、構造改革特区についての提案の趣
旨を最大限実現するため、どのような方法が望まし
いかも含め、制度の在り方等について検討を進めて
まいりますが、現行の小学校設置基準及び中学校設
置基準は、小学校と中学校を併設する場合等におい
て、地域の実情に応じた弾力的な対応が可能となっ
ています。

設置基準の緩和について提案の内容は全
て実現できると解してよいか。
　併せて、右の提案主体の意見を踏まえ
回答されたい。

ご指摘の基本的考え方については、既に述べたとおりです。
現行の小学校設置基準及び中学校の設定基準は、小学校と
中学校を併設する場合において、地域の事情に応じた弾力
的な対応可能となっているとのことですが、本区の提案は、
現行の小学校設置基準及び中学校設置基準が想定していな
い既存の隣接する小学校・中学校に設置する小中一貫校に
ついて、同基準の緩和を求めるものです。提案の学校を創設
していくためには、提案の内容に沿った基準の弾力化が必要
ですので、この点について貴省の見解及び今後の対応策に
つき具体的に提示願います。

D-1
現行の小学校設置基準及び中学校設置基準は、小学校と中学校
を併設する場合等において、地域の実情に応じた弾力的な対応
が可能となっています。

1597 15971060 東京都杉
並区

新しいタ
イプの学
校（小中
一貫校）
の創設

現行の小学校設置基準及び中学校設置基準
は、平成１４年に作成されたもので、小中一
貫校を想定した内容となっていないので同基
準の緩和が必要である。
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文部科学省（特区）

省庁名 管理
コード

規制の特
例事項名 該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 各省庁からの回答に対する再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 各省庁からの回答に対する再々
検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プ
ロジェク
ト)の名

称

規制の特例事項の内容

文部科
学省 0830320

通信制高
校が行う
各教科・
科目等の
面接指導
を技能教
育に関し
連携措置
を取って
いる技能
教育施設
を教場と
して通信
制高校教
員が行う
ことの容
認

学校教育法
第45条の2

高等学校通
信教育規程
第3条

通信制高校における
面接指導は、実施校
又は協力校で行うこ
ととしている。

D-1

高等学校教育の水準を確保し、良好な環境の下で教
育が行われるよう、通信制課程における面接指導
は、実施校又は協力校で行われることが原則です。
しかし、指定技能教育施設においては、生徒の負担
等を考慮し、運用上の取扱いとして、技能連携を
行っている生徒を対象に面接指導が認められている
ケースもあり、施設・設備の整備状況、高校教員に
よる指導等教育上支障がない場合において、学校の
設置認可権者の判断により対応が可能と考えますの
で、ご相談ください。

提案の内容は全て実現できると解してよ
いか。なお、その際の相談先としては学
校の設置認可権者であると解してよい
か。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ回
答されたい。

「指定技能教育施設において面接指導が認められている
ケースもある」とあるが、具体的にどのような場合かガイドラ
インの作成をお願いしたい。また、「学校の設置認可権者の
判断により対応が可能」とあるが、設置認可権者とは、通信
制高校と技能連携校のどちらを管轄する者なのか。より具体
的にお答えいただきたい。

D-1

指定技能教育施設における高等学校の面接指導の実施について
は、制度の運用上の取扱いとして、個別事情を勘案して学校の
設置認可権者（私立高校については都道府県知事）の判断によ
り認められているところであり、国においてガイドラインのよ
うな一律の取扱いを示すことは適当ではないと考えます。な
お、通信制高校の面接指導の実施にかかわる相談先は、私立高
校の設置認可権者（都道府県知事）となります。

1284 12841010

学校法人
大彦学園
開志学園
高等学校

通信制高
校の技能
連携施設
における
授業拡大
構想

通信制高校と学校教育法施行令第32条に基づ
き指定を受けた技能教育施設の両方で学ぶ生
徒に対し、通信制高校で本来実施する普通科
目等技能連携科目以外の科目について、連携
措置を取っている技能教育施設を教場とし、
通信制高校の教員が面接指導を行えること。
 現行制度では、高等学校通信教育規程第3条
の協力校（高校）において可能と明記されて
いるのみであり、技能連携施設における高校
側の出張面接指導の可否についての法律はな
い。
　また、技能教育施設を教場として、高校教
員が出張授業を行うことの高校教育の質の担
保に関しては、技能教育施設として県教委が
指定するにあたり、「年間指導時間680時間
以上」を含めたいくつかの要件が定められて
おり、本校の前身がそうであったことも踏ま
え、可能と思われる。尚、技能教育施設に
は、上記指定要件の他、高等学校通信教育規
程第6条に掲げる施設を用意させることとす
る。

文部科
学省 0830330

授業料を
徴収する
ことので
きる学校
の範囲の
拡大

学校教育法
第５条

学校の設置者は、そ
の設置する学校を管

理する。
D-1

いわゆる「公設民営」型の学校の設置に関し、公立
学校の管理運営委託については、「構造改革特区第
３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会において教育的見地からその在り方の
検討を実施しました。
具体的な制度化については、法制上の課題につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省と
しては、構造改革特区についての提案の趣旨を最大
限実現するため、どのような方法が望ましいかも含
め、制度の在り方等について検討を進めておりま
す。
なお、ご提案の趣旨にあるような、国際人育成を目
指したイマージョン教育の実現については、例え
ば、構造改革特区における特例を活用して、実際
に、自治体がノウハウを持つ民間等と協力して学校
法人を設置し、英語教育に重点を置いた学校の開校
に向けた準備を進めている具体的な例もあります。
この方式によれば、公的支援を受けつつ授業料を徴
収しながらの学校運営が可能となります。特に、通
常の公立学校で行われる教育活動を越えた教育を実
施し、義務教育段階での授業料の徴収を想定される
のであれば、そのような手法についても、是非ご検
討頂きたいと思います。

提案の内容はすべて実現できると解して
よいか。加えて、貴省の回答では「制度
の在り方等について検討を進めておりま
す。」としているが、公設民営学校にお
ける授業料の徴収が含まれていると解し
てよいか
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「公設民営学校」の制度化については、法制上の課題等につい
て、なお、十分な検討が必要であり、文部科学省としては、構
造改革特区についてのご提案の趣旨を最大限実現するため、ど
のような方法が望ましいかも含め、制度の基本的な在り方や具
体化の方策等について検討を進めております。
なお、検討の状況につきましては、昨年9月の構造改革特別区
域推進本部決定や、本年3月に閣議決定された「規制改革・民
間開放推進3か年計画」等を踏まえつつ、具体的な内容につい
てできる限り速やかに結論をお示しできるよう、鋭意検討を
行っているところです。

公設民営学校の制度化について
は従来から提案が出ており重要
な検討課題である。特区第３次
提案の対応方針等で実現が決
まっているものであるため、ど
のような形であれば法制上の課
題を解決し提案の内容を最大限
実現できるのか、公設民営学校
における授業料の徴収を含め、
速やかに対応策をまとめられた
い。また、検討のスケジュール
についても明らかにされたい。

C

いわゆる「公設民営」型の学校の設置については、「構造改
革特区第３次提案に対する政府の対応方針」等を踏まえ、中
央教育審議会においてその在り方についての検討を実施し
ました。
公立学校は、地方自治体の公の意思に基づき、教育内容が
決定されるとともに卒業認定や懲戒等の処分が行われるとい
う点を踏まえつつ、地方自治体から施設の提供や支援を受
け、特色ある自由な教育を行いたい等の特区提案の内容を
実現するため、法制上の課題を含め検討中です。
なお、検討の状況につきましては、昨年9月の構造改革特別
区域推進本部決定や、本年3月に閣議決定された「規制改
革・民間開放推進3か年計画」等を踏まえつつ、具体的な内
容についてできる限り速やかに結論をお示しできるよう、鋭意
検討を行っているところです。

1500 15001020 東京都港
区

豊かな明
日の子ど
もたちを
育む教育
特区

公立義務教育学校における保護者負担制度の
導入(ただし、既存の学校の運営経費を超え
る部分に限る。)

文部科
学省 0830340

休日・夜
間などの
授業等に
支障のな
い時間帯
における
学校教育
施設の管
理権限を
首長に移
譲するこ
との容認

地方自治法
第１８０条
の７

地方公共団体の委員
会は、その権限に属
する事務の一部を、
長と協議して、長の
補助機関たる職員等
に委任し、又は補助
執行させることがで
きる。
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　ご提案にもあるように、地方自治法第１８０条の
７の規定により、教育委員会の所管の事務を市長部
局の職員に委任又は補助執行することが可能です。
学校施設は、休日・夜間における使用の前に、行政
財産として本来の学校教育のためとの用途・目的が
ありますので、その双方の要請を満たすためには、
管理権限そのものを移譲するのではなく、休日・夜
間における施設の管理事務を、委任又は補助執行す
る形が、適当かつ十分であると考えます。
　なお、校長が学校開放を行うために必要な予算を
措置することは、市長の権限で可能である（地方自
治法第１８０条の６、第２１１条）ほか、個別の状
況は明らかではありませんが、実際に学校開放に踏
み切れていないというのは、制度上は可能ながら、
運用上で実行に移していない状態であると思われま
す。その点の解決が図られない限り、制度の適用関
係を変えてみても、状況は変わらないものと考えま
す。委任や補助執行、予算措置や運用の方針につい
て、教育委員会や委任・補助執行を受けた職員と、
よくご相談いただきたいと思います。

提案によれば、市長に管理権限を移譲す
ることで責任と権限がより明確になり、
学校教育施設の地域での一層の活用が推
進できるということであり、そのために
は権限の移譲が必要であるということで
ある。これを踏まえ再度検討し回答され
たい。
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　休日・夜間における使用の「責任と権限がより明確」になる
とありますが、管理権限そのものを移譲した場合には、学校側
は首長部局から平日・日中の使用許可や管理権限の委任を受け
て、その範囲内で学校教育を行うことになり、逆に、本来の目
的、つまり学校教育に使用する際の使用が限られることになり
ます。学校施設は、本来、学校教育のために使用する行政財産
ですから、こちらの本来目的の方の機能が十分に果たせないこ
とになることは適切ではありませんし、行政財産の使用目的を
定めている当の地方公共団体からしても、本意ではないと思わ
れます。
　このように、まず本来目的について、しっかりとした管理体
制を確保した上で、土日・夜間等の活用の方法を考える必要が
ありますが、これについて、第１次回答で委任が可能である旨
を回答いたしております。なお、管理権限を移譲した場合も、
権限を委任した場合も、どちらも移譲・委任を受けた側が行使
できる権限に変わりはありません。
　このため、文部科学省としては、まずは地方公共団体の各担
当と運用等についてよくご相談いただきたい旨、ご回答したと
ころです。

1255 12551010 千葉県我
孫子市

学校教育
施設を活
用したま
ちづくり
推進特区

学校教育施設について、休日・夜間など授業
等に支障のない時間帯で、管理権限を市長に
移譲できるようにする。学校教育施設の管理
は、地方教育行政の組織及び運営に関する法
律第２３条及び第２８条の規定により教育委
員会の権限であり、地方自治法第１８０条の
７の規定により市長部局の職員に委任又は補
助執行させることも可能であるが、市長に管
理権限を移譲することで責任と権限がより明
確になり、学校教育施設の地域での一層の活
用が推進できる。

文部科
学省 0830350

出張旅費
の市費負
担による
教職員研
修の可能
化

市町村立学
校職員給与
負担法第１
条

市町村立の小中学校
等の県費負担教職員
の旅費は、都道府県
が負担することと
なっている。
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市町村立の小中学校等の県費負担教職員の旅費につ
きましては、人事異動に伴う転居や研修への参加、
出張などに伴って必要となる経費に対して支給され
るものであるため、教職員の任命権者であり、市町
村に比べて財政規模が安定している都道府県が負担
することが適当と考えています。このような県費負
担教職員制度の趣旨を踏まえると、教職員の任命権
者である都道府県が、市町村の要望を踏まえて、必
要な旅費を支給することが適切と考えています。し
たがいまして、今回のご提案に関しては、このよう
な制度の趣旨をよくご理解いただいた上で、埼玉県
と十分なご相談をしていただければと考えます。

提案は、県費負担により行う教職員の研
修ではなく、市町村が独自に行う教職員
の研修に限り市町村が旅費を支給すると
いうものである。これに対する貴省の回
答は、教職員の研修等に係る旅費を財政
規模が安定している都道府県が支給する
ことに加え、市町村が独自に教職員の能
力をより一層高めるために旅費を支給し
て研修を行うということを認めないとい
うことなのか。この点を踏まえ、再度検
討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ回
答されたい。

　地方教育行政の組織及び運営に関する法律第45条第１
項において、任命権者ではない市町村教育委員会が県費
負担教職員の研修を行うことができるとされている。
教育改革国民会議の平成12年12月の報告では「地域に信
頼される学校づくり」が、中央教育審議会の平成10年9
月の答申では「特色ある学校づくり」が提唱されてお
り、地域への分権、地域の主体性の発揮を期待してい
る。本市では、この期待に応えるべく、教職員の意識改
革、資質向上を積極的に推進するため、地教法の趣旨を
踏まえ独自の教職員研修を進めている。県教委と協議を
行ったが、既配当内執行とされた。教職員の資質向上は
市民からの強い要望である。服務監督権者である市町村
教育委員会が行う研修に伴う出張旅費について、市町村
費から支出できるようにすることが、中教審等の考えに
応え、また、市民に応えるものと考える。なお、「財政
規模の安定」については、市町村教委が実施する分であ
るので、実質的な支障はないと考える。
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　地教行法第４５条第１項に基づき、市町村教育委員会が研修
を行う場合においては、市町村が旅費を支弁することにより、
当該研修事業への教職員の参加促進が図られ、もって教育の充
実が図られることが考えられることから、全国規模での規制改
革について検討することとしたいと考えます。その際市町村の
ニーズに応じた特色ある教育を行うことが一層可能となるよ
う、市町村負担による教育の活性化策について、全体的に検討
することが適当であると考えられます。そのため、市町村費負
担教職員任用事業の全国化の検討とあわせて検討したいと考え
ております。

貴省の回答では、市町村費負担
教職員任用事業の全国化の検討
と併せて検討するとなっている
が、その検討結果及び措置の時
期を明らかにされたい。
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市町村費負担教職員任用事業については、平成１７年度に
必要な措置を講じることができるよう、制度設計等について検
討しており、出張旅費の市町村費負担を可能にすることにつ
いても、制度の見直しをするために必要な条件や制度設計、
法令等の改正、運用の在り方などについて検討を行った上
で、平成１７年度に必要な措置を講ずることとしています。

1051 10511010 埼玉県川
口市

出張旅費
の市費負
担による
教職員研
修の充実

本市では、教育改革の柱に教員の意識改革を
上げており、独自の教員研修プログラムを実
施している。教職員の社会性の未熟さが指摘
される中、学校外の社会人との交流による研
修を実施することは、教職員の資質向上にお
いて有効な手段であることから、独自に、民
間企業等派遣研修や私立学校教頭派遣研修
等、長期にわたり継続的に旅費を必要とする
研修を実施している。しかし、県費負担教職
員の研修に係る旅費は、市町村立学校職員給
与負担法第1条において、都道府県が負担す
ることとなっているため、配当予算内で研修
を実施することを余儀なくされ、研修の参加
人数や期間に制約を受けている。そこで、服
務監督権者である市町村教育委員会が独自に
実施する教職員研修に限り、市町村立学校職
員給与負担法第1条の特例として、市町村が
教職の旅費を支出できるものとする。

文部科
学省 0830360

統合教育
推進のた
めの加配
教員の定
数化

公立義務教
育諸学校の
学級編制お
よび教職員
定数の標準
に関する法
律第１５条
第２号

　義務標準法で定め
られる教職員定数
は、学級数等によ
り、教職員定数を都
道府県全体の総数と
して定めている。ま
た、加配について
は、児童生徒の個々
の状況等に応じ、予
算の範囲内で措置を
行っている。なお、
個別の学校への教職
員配置については、
都道府県教育委員会
が児童生徒の実態等
を考慮し、決定して
いる。
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　LD児童生徒等に対する配慮については、義務標準
法第十五条第二号による措置（児童生徒支援加配）
によって教員加配を行うことが可能となっていま
す。
  また、義務標準法で定められる教職員定数の標準
は、都道府県全体の総数として定められるもので
す。具体の教職員配置については、標準定数を踏ま
えて都道府県の条例で定める定数の範囲内で行うこ
ととなっているため、都道府県とよく相談くださ
い。

提案の内容は、統合教育や学習障害（Ｌ
Ｄ）、注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）
児童生徒に対する配慮ができるよう、特
例ではなくこれに関する必要定数を教職
員定数に加えるということであり、これ
を踏まえ再度検討し回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ回
答されたい。

　義務標準法第15条第2項による加配措置は､LD等児童生
徒に限定されておらず、児童生徒支援加配の中に含まれて
いる､というのが義務標準法上の扱いである。当市の提案趣
旨は､現状増加するこれら児童生徒に対する法律上の明確
な扱いを求めるものである。LD等児童生徒の増加を現教育
現場における大きな問題として認識し、定数そのものに組み
込む、或いは第15条第2項にある「教育上特別の配慮を必要
とする児童又は生徒」として扱うのではなく、LD等児童生徒に
対応する加配措置を法文上に明記することを提案するもので
ある。
　以上の点を踏まえた再検討を要望する。
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　標準法第１５条第２号では、教育上特別の配慮を必要とする
児童又は生徒に対する特別の指導であって、政令で定めるもの
について、教職員定数を加算するものとしています。標準法施
行令第５条第２項第２号は、法第１５条第２号を受けて、児童
生徒支援加配として、学習指導上、生徒指導又は進路指導上特
別の配慮が必要と認められる事情を有する児童又は生徒に対し
て、特別の指導が行われる場合に加配措置行うことを規定して
います。
　具体的には、学習進度が著しく遅い児童生徒が在籍する学校
及びいじめ、不登校、暴力行為、授業妨害など児童生徒の問題
行動が顕著に見られる学校等、特にきめ細かな指導が必要とさ
れる学校において、児童生徒の状況に応じ、特別な学習指導、
生徒指導、進路指導が行われる場合に教員定数を加配するもの
です。
　したがって、この児童生徒支援加配は、個別の事例だけにし
か対応できない加配ではなく、上記のような各自治体における
多様なニーズに柔軟に対応できるものです。LD等児童生徒への
対応は、当然に児童生徒支援加配の対象となるものであり、決
して同加配の「特例的な加配」ではありません。
　文部科学省では、加配の要件を特定の事象のみに対応する限
定的なものとせず、メニューの大括り化を行っており、施行令
第５条第２項第２号も、その趣旨から平成１４年に設けられた
ものです。

1640 16402020 岐阜県多
治見市

多治見市
教育再生
計画

現行認められている義務標準法第十五条第二
号による措置（児童生徒支援加配）により特
例的な加配としている現行の扱いを改め、統
合教育や学習障害（ＬＤ）、注意欠陥多動性
障害（ＡＤＨＤ）児童生徒に対する配慮がで
きるよう、必要定数を教職員定数に加えるよ
うにする条項の設定が必要である。都道府県
教育委員会の判断となると全体のバランスか
らこの配慮が困難である。
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文部科学省（特区）

省庁名 管理
コード

規制の特
例事項名 該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 各省庁からの回答に対する再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 各省庁からの回答に対する再々
検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プ
ロジェク
ト)の名

称

規制の特例事項の内容

文部科
学省 0830370

様々な理
由で学校
に行けな
い児童、
学校の教
育に飽き
足らない
のための
小規模な
スクール
の設置の
容認及び
そこで学
んだ生徒
の小中高
等学校の
卒業認定
の可能化

学校教育法
第18条、学
校教育法第
36条、学校
教育法第45
条

構造改革特区制度を
活用し、様々な理由
で学校に行けない児
童生徒に対して株式
会社やNPO法人が小
規模な学校を設置す
ることで、現行制度
でも対応が可能

Ｄ-２ Ⅰ

現行においても構造改革特区における特例を活用し
て、様々な理由で学校に行けない児童生徒を対象と
した小規模な学校を株式会社やNPO法人が設置する
ことは可能となっています。

提案の趣旨は、民間事業者が公的枠組み
としての学校でない教育施設における学
習成果についても、学校卒業としての資
格が認定されるようにしてほしいといも
のであり、これについて回答されたい。

Ｄ-２ Ⅰ

再検討要請においては、「学校でない教育施設における学習成
果についても、学校卒業としての資格が認定されるようにして
ほしい」とのことですが、武蔵丘学院のご提案においては、
「小規模のスクールの設置認定ならびにそこで学んだ生徒の修
業、卒業認定を認める」とされており、また、提案補足資料を
拝見しますと、「パイロットスクールを実行」「教員採用権限
の一部を学校設置者に委譲」等の記述があり、この提案は学校
における教育を前提としたものであると考えられます。
したがって、現行においても小規模な学校の設置は可能である
ことを先にご回答差し上げたところです。

1179 11791010 武蔵丘学
院

小規模の
学校
「ホーム
ティーチ
ングス
クール」
の設置運
営事業

・USAにおけるホームスクール制度を活用し
た小規模のスクールの設置認定ならびにそこ
で学んだ生徒の修業、卒業認定を認める。
・小中高等学校で行う全教科を公立学校の指
導内容を基調として指導し、その指導成果を
所定の評価テストで確認、認定し、全課程を
修了した児童に小中高等学校のそれぞれの卒
業資格認定を行う。
・音楽、体育、美術、家庭科などの教科の指
導は民間の教育事業者との連携において行う
ものとする。

文部科
学省 0830380 教育課程

の弾力化
学習指導要
領

各学校は、学習指導
要領等の教育課程の
基準に基づいて、教
育課程を編成・実施
するものとされてい
る。

D-2

教育課程の基準によらない教育課程の編成・実施に
ついては、構造改革特別区域基本方針別表に記載の
ある「構造改革特別区域研究開発学校設置事業（８
０２）」により行うことができます。

1177 11771030

(㈱）藤原
学園実験
教育研究
所

理科実験
教育教育
に重点を
おく株式
会社が設
置する小
学校の特
例措置

株式会社の設立する小学校において、理科実
験教育など、特異な分野を多く取り入れるこ
とで活力有る新たな学校の教育が可能とな
る。

文部科
学省 0830380 教育課程

の弾力化
学習指導要
領

各学校は、学習指導
要領等の教育課程の
基準に基づいて、教
育課程を編成・実施
するものとされてい
る。

①D-2
②D-1

①教育課程の基準によらない教育課程の編成・実施
については、構造改革特別区域基本方針別表に記載
のある「構造改革特別区域研究開発学校設置事業
（８０２）」により行うことができます。
②学校における必要な補助的な教材、教具の採用
は、現行制度においても学校の設置者が自由に行う
ことができます。

1658 16581050

　
NPO名古屋
NCS教育支
援セン
ター

NPO法人
による新
しいタイ
プの小中
学校の設
置

・新しい教育ニーズを満たすために必要な教
科課程を標準課程に加えることを認める。
・新しい教育ニーズを満たすために必要な、
補助的な教材、教具の採用を弾力的に行うこ
とを設置主体に権限委譲する。

文部科
学省 0830390

公立小中
学校の休
業日の変
更の容認

学校教育法
第２条、第
５条、地方
独立行政法
人法第２１
条

　国、地方公共団
体、学校法人以外の
者は学校を設置でい
ない（特区における
株式会社、NPO法人
を除く）。
　学校の設置者は、
その設置する学校を
管理し、法令に特別
の定めのある場合を
除いては、その学校
の経費を負担する。

ｃ

　ご提案の公立学校の管理運営委託や、公立学校を
地方独立行政法人の対象とすることについては、①
地方独立行政法人制度と教育委員会制度との関係の
整理のほか、②教職員の身分取扱い、③教育の機会
均等と教育水準の維持向上を図るための諸制度への
適合性などについて、詳細かつ慎重な検討が必要で
あり、引き続き、構造改革特区についての提案の趣
旨を最大限実現するため、どのような方法が望まし
いかも含め、制度の在り方等について検討を進めて
まいります。

提案は、公立学校における休業日を変更
し、月曜日から土曜日まで授業を行うと
の趣旨である。提案の趣旨を実現するた
めにはどのようにしたらよいかとの視点
で再度検討し回答されたい。
　併せて、右の提案主体の意見を踏まえ
回答されたい。

ご指摘については、既に述べたとおりです。
この項は、特色ある教育を実施するため土曜日の授業が必
要になることから提案しているものです。公設民営とは別に
貴省のご見解をお教えください。

ｃ

　学校週五日制の趣旨は、学校、家庭、地域がそれぞれの特色
を発揮しながら、協力して社会全体で子どもを育てていこうと
するものです。これにより、子どもの学びを支える社会体験、
自然体験などの多様な体験の機会の拡大をねらいとしており、
平成４年の月１回の実施以来10年間以上かけて着実に進めてき
たものです。このような、学校週５日制の趣旨及び導入までの
経緯を踏まえれば、土・日曜日を休業日とする規定について特
例を設けることは、社会全体で子どもを育てようという取り組
みや努力を否定するものになりかねず、適当ではありません。
　しかしながら、それぞれの自治体において、学校・家庭・地
域社会が連携しながら、土・日曜日や平日の放課後に児童生徒
の多様な学習機会を提供することは、積極的に行われるべきも
のであり、この中には、例えばいわゆる基礎学力の定着を図る
活動も含まれます。現在でも、土曜日等の休業日に、教職員が
参加して希望する児童生徒の多様な学習機会を提供すること
は、多くの学校において取り組まれているところです。また、
その際、教職員の勤務については、学校の休業日と教職員の週
休日とを必ずしも一致させる必要はなく、条例の定めるところ
により、教育委員会ないし校長の判断で割り振ることが可能で
す。

右の提案主体からの再意見につ
いて回答されたい。

学校・家庭・地域社会が連携しながら、土・日曜日や平日の午
後の放課後に児童生徒の多様な学習機会を提供することについ
ては、当区においても取り組んでいるところですが、特色ある
教育を実施するためには、土曜日の授業が必要になることから
提案しているものです。再度貴省のご見解をお教えください。

C

　前回の回答でもお答えしたとおり、学校週五日制の趣旨
は、学校、家庭、地域がそれぞれの特色を発揮しながら、協
力して社会全体で子どもを育てていこうとするものです。これ
により、子どもの学びを支える社会体験、自然体験などの多
様な体験の機会の拡大をねらいとしています。また、平成４
年の月１回の実施以来、平成７年の月２回の実施、平成１４
年度からの完全実施と10年間以上かけて着実に進めてきた
ものです。
　現在では、各自治体や学校、地域において子どもの活動の
充実を図るための様々な取組が進められており、多くの子ど
もが学校週５日制を肯定的に受け止めるようになっていま
す。また、当初は保護者の間でも、子どもの活動の機会等に
対する不安も見られたものの、最近では趣旨の理解や積極
的な評価が拡大してきています。
 このような、学校週５日制の趣旨及び導入までの経緯、現在
の各自治体や学校、地域における取組の状況等を踏まえれ
ば、土・日曜日を休業日とする規定について特例を設けるこ
とは、社会全体で子どもを育てようという取り組みや努力を否
定するものになりかねず、適当ではありません。
　なお、現在でも、土曜日等の休業日に、教職員が参加して
希望する児童生徒の多様な学習機会を提供することは、多く
の学校において取り組まれているところです。また、その際、
教職員の勤務については、学校の休業日と教職員の週休日
とを必ずしも一致させる必要はなく、条例の定めるところによ
り、教育委員会ないし校長の判断で割り振ることが可能で
す。

1597 15971130 東京都杉
並区

新しいタ
イプの学
校（小中
一貫校）
の創設

公立学校における休業日を変更し、月曜日か
ら土曜日まで授業を行う。

文部科
学省 0830400

不登校児
童生徒の
ための学
校におけ
る教育課
程の弾力
化

学習指導要
領 D-2

　 不登校児童生徒又はそれに類する状態にある児
童生徒を対象とした学校の設置に係る教育課程の弾
力化については、地方公共団体が、学校において、
憲法、教育基本法の理念及び学校教育法に示されて
いる学校教育の目標を踏まえつつ、当該児童生徒の
実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実
施する旨の特区計画を申請し、その認定を受けたと
きは、教育課程の基準によらない教育課程の編成・
実施が可能となっています。（「別表１」特例措置
番号８０３）
   当該制度についてご不明な点等があれば、相談
してください。

1178 11781030 (㈱）秀学

株式会社
が設置す
る学校の
規制緩和

不登校児童生徒のための株式会社が設置する
小中高等学校学校において、特異な分野を多
く取り入れることで活力有る新たな学校の教
育が可能となる。
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文部科学省（特区）

省庁名 管理
コード

規制の特
例事項名 該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 各省庁からの回答に対する再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 各省庁からの回答に対する再々
検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プ
ロジェク
ト)の名

称

規制の特例事項の内容

文部科
学省 0830400

不登校児
童生徒の
ための学
校におけ
る教育課
程の弾力
化

D-2

　 不登校児童生徒又はそれに類する状態にある児
童生徒を対象とした学校の設置に係る教育課程の弾
力化については、地方公共団体が、学校において、
憲法、教育基本法の理念及び学校教育法に示されて
いる学校教育の目標を踏まえつつ、当該児童生徒の
実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実
施する旨の特区計画を申請し、その認定を受けたと
きは、教育課程の基準によらない教育課程の編成・
実施が可能となっています。（「別表１」特例措置
番号８０３）
   当該制度についてご不明な点等があれば、相談
してください。

1495 14951020 学校法人
国際学園

不登校生
徒等のた
めの小中
高一貫校
の設置

　学校生活への適応が困難であるために相当
の期間学校を欠席していると認められるなど
の、不登校児童生徒又はそれに類する状態に
ある児童生徒及びこれらの直接的・間接的な
原因となっている広汎性発達障害に苦しむ児
童生徒等を対象とした学校において、憲法、
教育基本法の理念、及び学校教育法に示され
ている学校教育の目標等を踏まえつつ、習熟
度別の教科指導や個々の児童生徒の実態に即
した適応指導等、不登校児童生徒等に配慮し
た教育を行い、教育課程の基準によらない教
育課程の編成・実施を可能とする。

文部科
学省 0830410

ＩＴ等の
活用によ
る不登校
児童生徒
の学習機
会拡大事
業の内容
拡大

D-2

   ＩＴ等の活用による不登校児童生徒又はそれに
類する状態にある児童生徒の学習機会の拡大につい
ては、地方公共団体が、当該児童生徒に対して、訪
問等による対面の指導が適切に行われることを前提
として、教育支援センター（適応指導教室）、民間
施設又は自宅において、当該地方公共団体、学校法
人又は民間事業者が提供するＩＴ等を活用した学習
活動を行う旨の特区計画の認定を申請し、その認定
を受けたときは、当該学習について校長は、指導要
録上出席扱いすること及びその成果を評価に反映さ
せることができることとなっております。（「別表
１」特例措置番号８０５）
  当該制度についてご不明な点等があれば、相談し
てください。

1495 14951030 学校法人
国際学園

不登校生
徒等のた
めの小中
高一貫校
の設置

　訪問等による対面指導が適切に行われてい
る場合において、学校法人が提供するＩＴ等
を活用した学習活動を、不登校児童生徒また
はそれに類する状態にある児童生徒及びこれ
らの直接的・間接的な原因となっている広汎
性発達障害に苦しむ児童生徒等が自宅等で行
うものして、当該学習について、校長は指導
要録上出席扱いすること又はその成果を評価
に反映することができる。

文部科
学省 0830420

幼稚園と
保育所制
度の一元
化

学校教育法

幼稚園は学校教育法
に基づく学校であ
り、保育所は児童福
祉法に基づく児童福
祉施設である。

C Ⅰ

「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００
３」（平成15年6月27日閣議決定）において検討す
ることとされた就学前の教育・保育を一体として捉
えた一貫した総合施設については、「規制改革・民
間開放推進三か年計画」（平成16年3月19日閣議決
定）において、平成18年度の制度施行に向け、平成
16年度中に基本的な考えをとりまとめた上で、平成
17年度に試行事業を先行実施するなど様々な準備を
行うこととされており、現在、基本的な考え方につ
いて検討中です。したがって、ご提案の趣旨につい
ては、総合施設の検討の中で併せて検討されること
になります。

1501 15011010 東京都港
区

豊かな都
心居住と
子育て活
動を支え
るすこや
か特区

現行の幼稚園・保育所制度の再構築

文部科
学省 0830430

幼稚園と
保育所の
設置基準
等の統一
化

・幼稚園設
置基準第７
～12条
・児童福祉
施設最低基
準第32条

幼稚園の施設及び設
備の基準は幼稚園設
置基準において規定
されている。

D-1 Ⅲ

幼稚園と保育所は、その目的・役割を異にする制度
であり、幼稚園と保育所の現在の設置基準は、こう
した制度的差異を踏まえたものとなっています。こ
のため、幼稚園と保育所の設置基準を統一すること
は困難ですが、それぞれの設置基準は、最低基準で
あり、地域の実情等に応じて、自治体等がそれを上
回る基準を策定することは現行制度上可能です。な
お、現在、就学前の教育・保育を一体として捉えた
一貫した総合施設について、平成18年度の制度施行
に向け、検討を進めています。

提案は、「幼稚園と保育園の施設基準の
統一を求めるもの」であり、これについ
て具体的に検討し、回答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ回
答されたい。

構造改革特区における幼保一体化を目的とした合築や併設
の施設整備については、保育室など両施設の共用化が認め
られているところであるが、現行の設置基準においては、幼
稚園と保育所の施設の面積基準が異なっていることから、設
置基準のうち面積に係る基準について統一し、施設整備の
合理化・効率化を図るべきである。

D-1 Ⅲ

幼稚園と保育所は、その目的・役割を異にする制度であり、幼
稚園と保育所の現在の設置基準は、こうした制度的差異を踏ま
えたものとなっています。このため、幼稚園と保育所の設置基
準を統一することは困難ですが、幼稚園の面積に係る設置基準
については、構造改革特区において、幼稚園と保育所の保育室
の共用化の特例や、保育室の共用化を行う場合の面積基準の特
例（幼稚園と保育所の共用面積を、幼稚園の認可面積に含めて
計算することができる。）を設けており、現行制度において
も、施設整備の合理化・効率化を図ることは可能です。なお、
具体的な方法についてご不明な点があれば、別途ご相談くださ
い。

右の提案主体からの再意見を踏
まえ回答されたい。

構造改革特区における幼保一体化を目的とした合築や併設の施
設整備については、保育室など両施設の共用化が認められてい
るところであるが、現行の設置基準においては、幼稚園と保育
所の施設の面積基準が異なっていることから、設置基準のうち
面積に係る基準について統一し、施設整備の合理化・効率化を
図るべきである。
再度、検討願います。

D-1 Ⅲ

現在、就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合
施設について、平成18年度の制度施行に向け、検討を進め
ています。先般、関係審議会の中間まとめを取りまとめたとこ
ろであり、今後、施設設備を含め具体的な検討を進めていく
ことにしています。こうした検討についても、見守っていただけ
ればと思います。

1582 15821010 北海道
子育て環
境充実プ
ラン

幼稚園と保育所の設置基準等を統一化する。

文部科
学省 0830440

幼稚園設
置基準の
緩和

幼稚園設置
基準第２条

幼稚園設置基準は幼
稚園を設置するのに
必要な最低基準であ
る。

C Ⅲ

幼稚園設置基準は、幼稚園の水準の維持向上と教育
の機会均等を図るため必要とされる幼稚園の施設、
設備、編制について全国的な最低基準を示したもの
です。したがって、これを、標準的な目安とするこ
とは、地域によって、幼稚園教育を受ける環境が必
要最低限のレベルを下回るところが生じ、教育の水
準の維持向上と教育の機会均等を図ることができな
くなるため、難しいと考えております。なお、就学
前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施
設の設置については、平成１８年度の制度施行に向
けて、現在、検討を進めているところです。

保護者や地域のニーズにあった幼保一体
化設備の設置を行うことにより地域に多
様な教育・保育サービスを提供するため
に、幼稚園設置基準を標準的な目安とす
ることはできないか。再度検討し回答さ
れたい。

C Ⅲ

設置基準については、これを最低基準として定めることで、教
育の必要最低限のレベルを保ち、教育の水準の維持向上と教育
の機会均等を図っているものです。したがって、設置基準を標
準的な目安とし、必要最低限のレベルを下回る形で、教育・保
育サービスを提供することはできませんが、設置基準を上回る
形で、保護者や地域のニーズに応え、多様な教育・保育サービ
スを提供することは、現行制度でも可能です。

右の提案主体からの再意見を踏
まえ回答されたい。

各自治体において、公立保育所の幼保一体型の民間移管を進め
てきたおりますが、大部分が民間＝社会福祉法人が主体で、日
曜祭日が休みで、午後9時10時の対応が困難です。株式会社又
は個人の運営する、365日13時間以上の保育環境は、女性の多
様化する労働条件と軽くならない子育て負担のニーズに、柔軟
に対応できます。その結果、安心して仕事に専念し、女性のゆ
とり時間をもかもし出し、精神的なゆとりを持って子育てにか
かわれ、子供自身の精神発達に大きな成果をかもし出します。
また、プロの保育士の元で、十分な精神的・知的環境で育つ環
境と、ゆとり時間から生まれる暖かい子供との関わりの相乗効
果により、子供自身の精神的、知的水準が高くなり、自己を愛
し・人を愛するゆとりある子育ちが実現します。又、職員の勤
務体制は、交代制などで残業費用や無駄な労働時間などが削減
でき、それらの余剰費はすべて教育内容に還元でき、より質の
高い保育環境が実現します。そればかりか、保護者のニーズに
適した保育サービスを提供し、安心して仕事に従事出来ること
による、地域への経済効果もさることながら、各自治体の施設
への補助金も大幅削減でき、経費の大幅削減が実現します。是
非、数字としての効果を吟味していただき、実現をお願い致し
ます。

C Ⅲ

設置基準は、教育・保育サービスを提供するための最低基
準であり、設置主体に関わらず、その基準を守ることで、教育
の水準の維持向上と教育の機会均等を図っているものです。
設置基準を下回らない形で、女性のニーズや子どものより良
い育ち、地域への貢献等を行うことは可能であると考えてお
ります。具体的にお困りの点があれば、ご相談ください。

1094 10942020

㈱アメリ
カンビ
レッジス
クール

次世代育
成型幼保
一元化構
想

幼稚園設置基準第2条の規定を改正し、設置
基準の位置付けを最低基準から標準的な目安
に変更する。
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文部科学省（特区）

省庁名 管理
コード

規制の特
例事項名 該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 各省庁からの回答に対する再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 各省庁からの回答に対する再々
検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プ
ロジェク
ト)の名

称

規制の特例事項の内容

文部科
学省 0830450

幼稚園、
保育所に
おける職
員の資格
要件の緩
和

教育職員免
許法第5条

幼稚園教諭は幼稚園
教諭免許を、保育士
は保育士資格をそれ
ぞれ有することが必
要である。

C Ⅰ

幼稚園は、満３歳から小学校就学までの幼児に教育
を行う学校であり、保育所は保育に欠けると市町村
が判断した子どもを保護者に代わって保育する児童
福祉施設です。幼稚園教諭と保育士の資格は、この
ような幼稚園と保育所の基本的な目的や機能等の違
いを反映し、それぞれ求められる専門性を異にして
います。
幼稚園児と保育所児の合同活動は、それぞれ幼稚園
教育、保育所保育の一環として実施されるものであ
るため、ご提案のように、幼稚園教諭又は保育士の
いずれかの資格のみで、このような合同活動に携わ
ることは困難です。
保育士と幼稚園教諭については相互の資格取得を促
進するため、厚生労働省では、平成１４年度に養成
課程の整合性が図られるよう、保育士の養成課程を
見直し、さらに、文部科学省では、保育士資格所有
者が幼稚園教諭免許状を取得しやすくするため平成
17年度から幼稚園教員資格認定試験制度を実施する
こととしています。
なお「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２
００３」において検討することとされた「就学前の
教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設」
については、平成１６年度中に基本的な考え方のと
りまとめを行い、平成１７年度に試行事業を実施
し、平成１８年度からの実現を目指しているところ
です。

右の提案主体の意見を踏まえ回答された
い。

幼稚園児と保育所児の２つの学級に対し、それぞれの学級
を担当する幼稚園教諭と保育士がティームを構成し、共同・
協力して指導に当たる、いわゆるティームティーチングの形
態で合同活動を行う場合は、それぞれの免許・資格の保有
者から、適宜指導・助言を受けることが可能であることから、
資格要件を緩和しても差し支えないと考える。

C Ⅰ

構造改革特区においては、保育士資格を有する一人の幼稚園教
諭が保育士を兼務し、合同活動の指導を行う特例が、設けられ
ています。但し、この場合、幼稚園教諭と保育士の資格は、幼
稚園と保育所の基本的な目的や機能等の違いを反映し、それぞ
れ求められる専門性を異にしており、幼稚園児と保育所児の合
同活動は、それぞれ幼稚園教育、保育所保育の一環として実施
されるものであるため、幼稚園教諭または保育士のいずれかの
資格のみで、このような合同活動に携わることは困難です。

右の提案主体からの再意見を踏
まえ回答されたい。

幼稚園児と保育所児の２つの学級に対し、それぞれの学級を担当
する幼稚園教諭と保育士がティームを構成し、共同・協力して指導
に当たる、いわゆるティームティーチングの形態で合同活動を行う
場合は、それぞれの免許・資格の保有者から、適宜指導・助言を受
けることが可能であることから、資格要件を緩和しても差し支えない
と考える。
再度、検討願います。

C Ⅰ

構造改革特別区域においては、保育士資格を有する一人の
幼稚園教諭が保育士を兼務し、合同活動の指導を行う特例
が、設けられています。この場合は、その場に、保育所児と
幼稚園児とがおり、そこでは、幼稚園教育と保育所保育を行
うことになるため、幼稚園教諭又は保育士のいずれかの資格
のみの者が一人で、その指導に携わることはできません。繰
り返しになってしまいますが、どうぞご理解ください。

1582 15822010 北海道
子育て環
境充実プ
ラン

保育士と幼稚園教諭の片方のみの資格保有者
でも幼稚園、保育所における合同活動の従事
を可能とする。

文部科
学省 0830460

幼稚園運
営に係る
事務の一
部の保育
園への委
任

地方教育行
政の組織及
び運営に関
する法律第
23条

教育委員会は当該地
方公共団体が処理す
る教育に関する事務
を管理・執行する。

D-1 Ⅰ

どのような事務を委任されるのか明らかではありま
せんが、仮に、ご提案の記載の趣旨が、住民サービ
スの向上の観点から幼稚園・保育所の入園・入所に
係る事務の窓口を一本化することなど、教育委員会
制度の趣旨を損なわない範囲内での委任ならば、現
行制度上、行うことが可能です。なお、具体的な範
囲や方法についてご不明な点があれば、別途ご相談
ください。

現行制度により、提案の内容が実現でき
ると解してよいか。 D-1 Ⅰ

教育委員会の自主性や独立性を確保しつつ、教育委員会制度の
趣旨を損なわない範囲内で事務委任を行うことについては、現
行制度でも、行うことができます。

1426 14261010 兵庫県温
泉町

温泉町子
育て応援
構想

幼稚園運営に係る事務の一部を保育園に委任
する

文部科
学省 0830470

市町村立
幼稚園の
設置等手
続きの簡
素化

学校教育法
第4条

市町村立幼稚園の設
置廃止等は、都道府
県教育委員会の認可
を受けなければなら
ない。

C Ⅰ

市町村立幼稚園については、その公共性にかんが
み、設置廃止、設置者の変更等を認可にかからしめ
ることによって、それらが適正になされることを確
保する必要があります。ただ、中核市立幼稚園につ
いては、その行財政能力等にかんがみ、認可制を届
出制にすることについて、平成15年度に中核市教育
委員会、関係都道府県教育委員会の意見を集約しま
した。この意見を踏まえ、制度の見直しについての
検討に着手しています。指定都市、中核市以外の一
般の市町村については、まずは中核市に関する検討
の結論を得、その結果を踏まえてから、検討すべき
であると考えています。

地域の自主性に基づき、地域の実態に応
じた幼稚園の設置を行うために、中核市
に関する検討を待たずに特区において実
施することはできないか、再度検討し回
答されたい。
　併せて、右の提案主体の意見を踏まえ
回答されたい。

・　市町村立幼稚園の設置廃止等については、条例事項とし
て地域での十分な議論を経てなされるものであるとともに、幼
稚園設置基準により設置・運営に係る最低基準が定められ
ていることから、届出制としてもその公共性を確保することは
可能と考える。
・　さらに、中核市立幼稚園については、届出制にすることに
ついて制度の見直しに着手しているとのことから、構造改革
特区においてはさらなる規制緩和を図ることが適当である。

C Ⅰ

市町村立幼稚園の設置等手続きは、その公共性にかんがみ、設
置廃止、設置者の変更等を認可にかからしめることによって、
それらが適正になされることを確保することとされていること
から、原則的に特区に限って特例を検討すべき性格のものでは
なく、特定の地域のみ、特例を設けることは難しいと考えてお
ります。
また、中核市立幼稚園については、その行財政能力等にかんが
み、認可制を届出制にすることの適否について、現在検討中で
す。市町村立幼稚園について、その設置等手続きの認可制を届
出制にする際には、同じ観点でその妥当性を検討することにな
ることから、市町村よりも、行財政規模が大きいと言える中核
市についての検討の結果と整合性を取る必要があります。
なお、認可制であっても、地域の自主性に基づき、地域の実態
に応じた幼稚園の設置を行うために、都道府県と市町村の間で
認可にあたっての手続きを見直し、市町村立幼稚園の設置等手
続きの簡素化を行うことは可能です。

右の提案主体からの再意見を踏
まえ回答されたい。

・　市町村立幼稚園の設置廃止等については、条例事項として地域
での十分な議論を経てなされるものであるとともに、幼稚園設置基
準により設置・運営に係る最低基準が定められていることから、届
出制としてもその公共性を確保することは可能と考える。
・　さらに、中核市立幼稚園については、届出制にすることについて
制度の見直しに着手しているとのことから、構造改革特区において
はさらなる規制緩和を図ることが適当である。
・再度、検討願います。

C Ⅰ

市町村立幼稚園の設置等手続きは、その公共性にかんが
み、設置廃止、設置者の変更等を認可にかからしめることに
よって、それらが適正になされることを確保することとされて
いることから、原則的に特区に限って特例を検討すべき性格
のものではなく、特定の地域のみ、特例を設けることは難しい
と考えております。また、中核市立幼稚園については、その
行財政能力等にかんがみ、認可制を届出制にすることの適
否について、現在検討中です。そちらの検討結果を、まず、
待っていただければと思います。繰り返しになってしまいます
が、どうぞご理解ください。

1582 15821030 北海道
子育て環
境充実プ
ラン

市町村立幼稚園の設置廃止等の手続きを認可
制から届け出制に改める。

文部科
学省 0830480

幼稚園使
用料の納
付書再発
行事務の
指定管理
者への委
託

E
文部科学省で所管している法令で、幼稚園使用料の
納付書再発行事務について規制している規定はあり
ません。

1009 10092080 大阪府大
東市

駅前サー
ビスセン
ター民営
構想

公の施設の指定管理者に限り、市税等・介護
保険料・保育料・幼稚園使用料・市営住宅使
用料・水道使用料の納付書再発行事務を委任
可能とする。

文部科
学省 0830490

特別免許
状授与権
限の市町
村教育委
員会への
委譲

教職員免許
法第５条第
６項

既に構造改革特別区
域法第１９条により
市町村教育委員会が
特別免許状を授与す
ることが可能となっ
ています。

D-2
既に構造改革特別区域法第１９条により市町村教育
委員会が特別免許状を授与することが可能となって
います。

1561 15611040

長野
チャー
ター・ス
クール研
究会

「特区学
校法人」
による長
野子ども
の村小・
中一貫校
構想

都道府県教委が授与権者とされているところ
を、「ただし、特区法○条（注：本特例措置
を規定する特区法上の条文）の規定により、
特区法4条8項の認定を受けた自治体の教委
は、特別免許状について、以下に掲げる要件
を満たした者に対した授与することができ
る。その際、当該認定特区内の学校長から免
許授与者に対する意見申出があった場合に
は、特別の事情がある場合を除き、当該意見
申出を受け入れなければならない。あわせ
て、認定自治体の教委は免許状を授与した場
合は、都道府県教委に対して通知を行うこと
とする」とする。「以下に掲げる要件」と
は、ⅰ）給与について当該認定自治体から支
払われる者、ⅱ）認定自治体の教委におい
て、免許法第6条において授与権者（都道府
県教委）が行うこととされていた「教育職員
検定」と同等の教育職員としての資質の検証
を受けた者、ⅲ）認定自治体教委において、
条例の定めるところにより、同法5条4項に規
定する合格決定の際の意見聴取に相当する意
見聴取を受けた者。
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文部科学省（特区）

省庁名 管理
コード

規制の特
例事項名 該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 各省庁からの回答に対する再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 各省庁からの回答に対する再々
検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プ
ロジェク
ト)の名

称

規制の特例事項の内容

文部科
学省 0830500

株式会社
立学校の
教員採用
と教員免
許状に係
る権限の
移譲及び
手続きの
簡素化

教職員免許
法第５条第
６項

・教員免許を有しな
いが優れた知識経験
や技能を有する社会
人等は、特別免許状
制度や特別非常勤制
度を活用することに
より、任用すること
が可能です。
・特別免許状の授与
権限は原則として都
道府県教育委員会に
あります。なお、構
造改革特別区域法第
１９条により、市町
村教育委員会が特別
免許状を授与するこ
とは認められていま
す。

D-1
Ｃ

教員免許状を有しないが優れた知識経験や技能を有
する社会人等は、特別免許状制度や特別非常勤講師
制度などを活用することにより、任用することが可
能です。
教員の専門性を公証する教員免許状は、一定水準を
確保する等のために、都道府県教育委員会が授与す
ることが適当であると考えています。なお、構造改
革特別区域法第１９条により、市町村教育委員会が
特別免許状を授与することは認められています。

1177 11771040

(㈱）藤原
学園実験
教育研究
所

理科実験
教育教育
に重点を
おく株式
会社が設
置する小
学校の特
例措置

理科実験教育教育に重点をおく株式会社が設
置する小学校の専門分野に秀でた教師の採
用、地域の産業や伝統文化などに秀でた人材
を非常勤講師として採用したい。
また、これらのうちの一部に特別免許状を発
行したい。この権限の委譲または、手続きを
簡素化し。市町村、都道府県への届出報告制
としたい。

文部科
学省 0830500

株式会社
立学校の
教員採用
と教員免
許状に係
る権限の
移譲及び
手続きの
簡素化

教職員免許
法第５条第
６項

・教員免許を有しな
いが優れた知識経験
や技能を有する社会
人等は、特別免許状
制度や特別非常勤制
度を活用することに
より、任用すること
が可能です。
・特別免許状の授与
権限は原則として都
道府県教育委員会に
あります。なお、構
造改革特別区域法第
１９条により、市町
村教育委員会が特別
免許状を授与するこ
とは認められていま
す。

D-1
Ｃ

教員免許状を有しないが優れた知識経験や技能を有
する社会人等は、特別免許状制度や特別非常勤講師
制度などを活用することにより、任用することが可
能です。
教員の専門性を公証する教員免許状は、一定水準を
確保する等のために、都道府県教育委員会が授与す
ることが適当であると考えています。なお、構造改
革特別区域法第１９条により、市町村教育委員会が
特別免許状を授与することは認められています。

1178 11781040 (㈱）秀学

株式会社
が設置す
る学校の
規制緩和

不登校児童生徒のための株式会社が設置する
小中高等学校学校が専門分野に秀でた教師の
採用、地域の産業や伝統文化などに秀でた人
材を非常勤講師として採用したい。
また、これらのうちの一部に特別免許状を発
行したい。この権限の委譲または、手続きを
簡素化し。市町村、都道府県への届出報告制
としたい。

文部科
学省 0830510

特別免許
状授与権
限のＮＰ
Ｏ法人立
学校への
付与

教職員免許
法第５条第
６項

・教員免許を有しな
いが優れた知識経験
や技能を有する社会
人等は、特別免許状
制度や特別非常勤制
度を活用することに
より、任用すること
が可能です。
・特別免許状の授与
権限は原則として都
道府県教育委員会に
あります。なお、構
造改革特別区域法第
１９条により、市町
村教育委員会が特別
免許状を授与するこ
とは認められていま
す。

Ｄ－
１
Ｃ

教員免許状を有しないが優れた知識経験や技能を有
する社会人等は、特別免許状制度や特別非常勤講師
制度などを活用することにより、任用することが可
能です。
学校教育の成否は教員の資質によるところが大き
く、教員の専門性を公証する教員免許状は、一定水
準を確保する等のために、都道府県教育委員会が授
与することが適当であると考えています。なお、構
造改革特別区域法第１９条により、市町村教育委員
会が特別免許状を授与することは認められていま
す。

右の提案主体の意見を踏まえ回答された
い。

・学級を担任する教員は教員免許状を持ったものにする。
・総合的な学習の時間、体験的な学習の時間には教員免許
を持たない多種多様なキャリアを持った職業人や海外経験
やボランティア活動の経験者などをスポットで採用し、それら
の講師を系統的に関連付けて学習することが大きな教育成
果を生む源泉となると考えています。そのためには、そのよう
な社会人講師を、教員免許状でなく、講師委嘱状で採用し、
その結果を自治体（教育委員会）に報告することをよしとする
制度が必要です。　　　　　　　　　　　・特別免許状ではなく、
特別非常勤講師委嘱手続きの権限委譲を考えていますが、
これはいかがでしょうか。　　　　・美術、家庭科、体育、音楽
の教員は非常勤講師の採用で十分に機能すると考えていま
す。

Ｄ－１
Ｃ

総合的な学習の時間等の一部の教授を担任する非常勤講師につ
いては、特別非常勤講師制度により任用可能です。
特別非常勤講師制度は、雇用しようとする者（NPO法人）から
都道府県教育委員会への届出のみ（許可はいらない）で任用可
能であり、ご提案の趣旨は十分実施可能と考えます。

1175 11751040

　
特定非営
利活動法
人全国教
育ボラン
ティアの
会

NPO法人
が設置す
る自然科
学体験教
育に重点
をおく小
中学校の
設置

　・一定の枠の中で非常勤教諭の採用や教員
免許状を持たないものへの特別免許状の付
与、教員免許状を持たないものの講師採用を
進める必要がある。
・この権限を設置主体であるNPO法人の運営
する特定の学校に限って付与するものとす
る。

文部科
学省 0830510

特別免許
状授与権
限のＮＰ
Ｏ法人立
学校への
付与

教職員免許
法第５条第
６項

・教員免許を有しな
いが優れた知識経験
や技能を有する社会
人等は、特別免許状
制度や特別非常勤制
度を活用することに
より、任用すること
が可能です。
・特別免許状の授与
権限は原則として都
道府県教育委員会に
あります。なお、構
造改革特別区域法第
１９条により、市町
村教育委員会が特別
免許状を授与するこ
とは認められていま
す。

Ｄ－
１
Ｃ

教員免許状を有しないが優れた知識経験や技能を有
する社会人等は、特別免許状制度や特別非常勤講師
制度などを活用することにより、任用することが可
能です。
学校教育の成否は教員の資質によるところが大き
く、教員の専門性を公証する教員免許状は、一定水
準を確保する等のために、都道府県教育委員会が授
与することが適当であると考えています。なお、構
造改革特別区域法第１９条により、市町村教育委員
会が特別免許状を授与することは認められていま
す。

1658 16581040

　
NPO名古屋
NCS教育支
援セン
ター

NPO法人
による新
しいタイ
プの小中
学校の設
置

　・一定の枠の中で非常勤教諭の採用や教員
免許状を持たないものへの特別免許状の付
与、教員免許状を持たないものの講師採用を
進める必要がある。
・この権限を設置主体であるNPO法人の運営
する特定の学校に限って付与するものとす
る。

文部科
学省 0830520

NPO法人立
学校の教
員採用と
特別免許
状の付与
に係る権
限を一部
設置主体
に委譲、
特別免許
状の付与
の要件の
緩和及び
手続きの
簡略化

教職員免許
法第５条第
６項

特別免許状の授与権
限は原則として都道
府県教育委員会にあ
ります。なお、構造
改革特別区域法第１
９条により、市町村
教育委員会が特別免
許状を授与すること
は認められていま
す。

C

学校教育の成否は教員の資質によるところが大き
く、教員の専門性を公証する教員免許状は、一定水
準を確保する等のために、都道府県教育委員会が授
与することが適当であると考えています。なお、構
造改革特別区域法第１９条により、市町村教育委員
会が特別免許状を授与することは認められていま
す。

1658 16581070

　
NPO名古屋
NCS教育支
援セン
ター

NPO法人
による新
しいタイ
プの小中
学校の設
置

NPO法人が設置する新しいタイプの小中学校
の教員の採用権限を一部設置主体に委譲する
他、必要に応じて採用する非常勤講師への特
別免許状の付与の一部権限を設置主体に委譲
する。また、特別免許状の付与の要件を緩和
し、これに係る手続きの簡略化を行う。
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文部科学省（特区）

省庁名 管理
コード

規制の特
例事項名 該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 各省庁からの回答に対する再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 各省庁からの回答に対する再々
検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プ
ロジェク
ト)の名

称

規制の特例事項の内容

文部科
学省 0830530

教員資格
を持たな
い者を正
規教員と
して採用
すること
の容認

教育職員免
許法第３条

・原則としてすべて
の教育職員は免許状
を有することが必要
です。また、教員免
許を有しないが優れ
た知識経験や技能を
有する社会人等は、
特別免許状制度や特
別非常勤制度を活用
することにより、任
用することが可能と
なっています。

D-1

教員免許状を有しないが優れた知識経験や技能を有
する社会人等は、特別免許状制度や特別非常勤講師
制度などを活用することにより、任用することが可
能です。

1445 14452010 沼津市
教員採用
基準の緩
和

教員資格を持たない者を正規教員として採用

文部科
学省 0830540

市が認定
するボラ
ンティア
を臨時採
用の教員
として扱
うことの
容認

学校教育法
第２８条

小学校には、教諭を
置かなければならな
い一方、特別の事情
があるときは、教諭
に代えて助教諭又は
講師を置くことがで
きるとされていま
す。
　また、これらの教
員の職務について
は、教諭は児童の教
育をつかさどる、助
教諭は教職の職務を
助ける、講師は、教
諭又は助教諭に準ず
る職務に従事する、
とされています。

D-1

ボランティアを小・中学校における教育に活用する
ためには、小・中学校の教員が授業を行う際の補助
として活用する方法があります。また、免許状を有
していなくとも、優れた知識経験や技能を有する者
であれば、特別非常勤講師としてある教科の領域の
一部について単独で教授する方法もあり、現行制度
においても対応可能です。本制度についてご不明な
点等があれば、詳しい提案意図を含め、相談してく
ださい。

右の提案主体の意見を踏まえ回答された
い。

古河市の特別支援教育ボランティアは，障害のある子どもた
ちへあくまでも教員と同等の教育活動を行うと言うことを原則
に考えているので，補助的に教育活動に従事するのではな
く，単独でも教育活動ができるということを考えている。そのた
めに，学校教育法第２８条を弾力的に運用していただき，ボラ
ンティアにも教諭と同等に教育を司ることができるようにして
いただきたい。また，古河市は，特別支援教育ボランティアと
して，任命を行うが，無償で教育活動に従事していただこうと
考えている。そのため，雇用関係において成立する特別非常
勤講師とは，別のものと考える。古河市としては，あくまでも
無償のボランティアの方々に研修等を積んでいただき，特別
支援教育に対する教育活動に従事していただきたいと考えて
いる。

D-1

ご提案されている交流教室（仮称）又は広汎性発達障害のある
児童に対する個別学習の場において、当該児童の在籍している
学級の学級担任との密接な連携の下に、ご提案の特別支援教育
ボランティアの方が教育活動を行うことも可能です。

右の提案主体からの再意見につ
いて回答されたい。 D-1

ご提案されている交流教室（仮称）又は広汎性発達障害のあ
る児童に対する個別学習の場において、ご提案の特別支援
教育ボランティアの方が単独で教育活動を行う場合において
も、当該児童の在籍している学級の学級担任による十分な
指導と密接な連携を前提に、特別支援教育ボランティアの方
が教育活動を行うことも可能でありますので、ご検討下さい。

1297 12971010 茨城県古
河市

障害の程
度や種類
にかかわ
らず、す
べての幼
児・児
童・生徒
が共に学
び生活で
きる古河
市特別支
援教育特
区

市が認定したボランティアが，教育活動に関
わる事項。規制を撤廃するのではなく，特別
に認定を受けた者に対して，臨時採用の教員
として扱うという事項を追加するものであ
る。

文部科
学省 0830550

外国大学
の日本分
校の認定
とそれに
伴う外国
人学生に
対する留
学在留資
格の特例

学校教育法
施行規則第
70条、大学
設置基準第
28条等

従来は、外国の大学
に留学する場合や外
国の大学が行う通信
教育を我が国におい
て履修する場合に
は、学習歴に応じ、
大学院入学資格や単
位互換等により我が
国の教育制度に接続
されてきましたが、
いわゆる外国大学日
本校については、我
が国の学校教育法に
基づく大学としての
設置申請の道が可能
であることもあり、
接続が認められてい
ませんでした。

B-1
Ⅲ

外国大学の日本校の教育制度上の位置付けについて
は、「国際的な大学の質保証に関する調査研究協力
者会議」（文部科学省高等教育局長裁定）で検討さ
れ、本年3月29日に「審議のまとめ」が提出された
ところです。
　「審議のまとめ」においては、外国大学の日本分
校が当該外国の大学の正規の課程であることなど一
定の要件を満たすことが確認できれば、我が国の教
育制度と接続（大学院入学資格、単位互換等）する
という新たな制度的措置を講ずるべきと提言されて
いるところであり、文部科学省としても、基本的に
この提言に沿って所要の措置をとることとしていま
す。具体的な制度については、今後、中央教育審議
会での審議を経て措置する予定です。

貴省の回答では、「具体的な制度につい
ては、今後、中央教育審議会での審議を
経て措置する予定」とあるが、平成16年
度中に所要の措置を図ることにより、提
案を実現できると解してよいか。
また、留学在留資格に係る所管省庁の対
応に当たっては、積極的に協力された
い。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ回
答されたい。

文部科学省からは外国大学の日本校に対し｢制度的措置」を
講ずるよう検討していると回答いただき、法務省からは「当該
大学を『大学に準ずる機関』に相当するものとして学校教育
法に定める大学院への入学資格を認めるという判断がなさ
れるのであれば、当該学生に対し在留資格『留学』を与える
ことは可能である」との回答をいただいた。文部科学省が示
すところの｢制度的措置」とは、「法令上で外国の大学日本校
が『大学に準じる機関』である」と定められること」と理解して
よいか。

B-1 Ⅲ

 　平成１６年度中に措置予定の外国大学の日本校に関する新
たな制度的措置としては、外国大学の日本校を卒業した者を我
が国の大学を卒業した者と同等以上の学力を有することとして
認め、大学院入学資格を付与するなど我が国の教育制度と接続
するための措置を講じる予定です。
　なお、関係省庁に係る提案内容については、この措置を踏ま
えてそれぞれの現行制度体系との整合性の観点から検討される
べきものであり、必要に応じ、関係省庁における対応に協力し
てまいりたいと考えます。

1366 13661010
テンプル
大学ジャ
パン

国際高等
教育推進
特区

外国大学日本校は大学と認められていないた
め、海外から入学を希望する外国人学生に対
し、在留資格の「留学」を与えることができ
ない。日本の大学となるためには大学設置基
準および学校法人設立の条件を満たしていな
ければならない。しかし外国大学の日本校
が、日本の大学として諸基準を適用し認可さ
れることは、外国大学がその特徴をそのまま
生かし運営していくことを困難にし、実情に
則してない。そこで、外国大学の日本校がそ
の国の正式な認定機関から認定を受けている
場合、または認定を受けかつ教育内容の質を
証明する新たな基準を満たす場合、その大学
を教育制度上｢外国の大学」とし、その｢外国
の大学」が学校教育法一章の第一条にある大
学に準ずるものであるという公的な認定を文
部科学省が行う。これを受けて、法務省は大
学に準ずるこの「外国の大学」に入学が認め
られた外国人学生に対し、在留資格「留学」
を与える。

文部科
学省 0830560

外国大学
の日本分
校の認定
とそれに
伴う通学
定期の学
生割引適
用に関す
る告知

学校教育法
施行規則第
70条、大学
設置基準第
28条等

従来は、外国の大学
に留学する場合や外
国の大学が行う通信
教育を我が国におい
て履修する場合に
は、学習歴に応じ、
大学院入学資格や単
位互換等により我が
国の教育制度に接続
されてきましたが、
いわゆる外国大学日
本校については、我
が国の学校教育法に
基づく大学としての
設置申請の道が可能
であることもあり、
接続が認められてい
ませんでした。

B-1 Ⅲ

外国大学の日本校の教育制度上の位置付けについて
は、「国際的な大学の質保証に関する調査研究協力
者会議」（文部科学省高等教育局長裁定）で検討さ
れ、本年3月29日に「審議のまとめ」が提出された
ところです。
　「審議のまとめ」においては、外国大学の日本分
校が当該外国の大学の正規の課程であることなど一
定の要件を満たすことが確認できれば、我が国の教
育制度と接続（大学院入学資格、単位互換等）する
という新たな制度的措置を講ずるべきと提言されて
いるところであり、文部科学省としても、基本的に
この提言に沿って所要の措置をとることとしていま
す。具体的な制度については、今後、中央教育審議
会での審議を経て措置する予定です。

貴省の回答では、「具体的な制度につい
ては、今後、中央教育審議会での審議を
経て措置する予定」とあるが、平成16年
度中に所要の措置を図ることにより、提
案を実現できると解してよいか。
また、通学定期の学生割引適用に係る所
管省庁の対応に当たっては、積極的に協
力されたい。

国土交通省から「当該対応について鉄道業者に周知する等
適切な対応を図っていく」と回答いただいたが、「適切な対
応」について具体的にご説明いただきたい。また、国土交通
省が外国大学の日本校について鉄道業者に周知するにあた
り、具体的にどのような形(法令上の位置づけなど）で外国大
学の日本校が認められれば最も説得力があると考えるか、
同省からご意見をいただきたい。

B-1 Ⅲ

　平成１６年度中に措置予定の外国大学の日本校に関する新た
な制度的措置としては、外国大学の日本校を卒業した者を我が
国の大学を卒業した者と同等以上の学力を有することとして認
め、大学院入学資格を付与するなど我が国の教育制度と接続す
るための措置を講じる予定です。
　なお、関係省庁に係る提案内容については、この措置を踏ま
えてそれぞれの現行制度体系との整合性の観点から検討される
べきものであり、必要に応じ、関係省庁における対応に協力し
てまいりたいと考えます。

1366 13661020
テンプル
大学ジャ
パン

国際高等
教育推進
特区

民間事業者が提供する定期券の学生割引の適
用は、学校教育法一章の第一条で定められた
「学校」の学生に限られているため、「学
校」と認定されていないＴＵＪの学生には学
生割引が適用されない。日本の学校になるた
めには、大学設置基準および学校法人設立の
条件を満たしていなければならない。しかし
外国大学の日本校が、日本の大学として諸基
準を適用し認可されることは、外国大学がそ
の特徴をそのまま生かし運営していくことを
困難にし、実情に則してない。そこで、外国
大学の日本校がその国の正式な認定機関から
認定を受けている場合、または認定を受けか
つ教育内容の質を証明する新たな基準を満た
す場合、その大学を教育制度上｢外国の大
学」とし、その｢外国の大学」が学校教育法
一章の第一条にある大学に準ずるものである
という公的な認定を文部科学省が行う。これ
を受けて国土交通省は、この｢外国の大学」
が学校教育法一章の第一条にある大学に準ず
る旨を民間事業者に告知し、大学の学生を鉄
道定期券の学生割引対象者に含めるよう指導
する。

古河市が考える特別支援教育特区構想は，障害の程度や種類に
かかわらず古河の地で共に交流を深めながら教育活動を行うも
のである。そのため，養護学校に在籍している子ども達に養護
学校で進めている居住地交流教育をより積極的に進めるため交
流教室（仮称）という場を設け，そこを拠点として通常の学級
や特殊学級の子ども達と交流教育を推進していこうと考えて

る。現在行われている居住地交流教育が，１学期に１回や月１
回程度のものから，隔週に１回や週１回・２回と拡大していき
たいと考えている。その教育を行うにあたり，特別支援教育ボ
ランティアが中心となり，養護学校の子ども達と共に学習活動
等に取り組んでいくのである。交流教育であるので，通常の学
級や特殊学級の教員はいるが，特別支援教育ボランティアが補
助としているのではなく，あくまでも一人一人の子に対して，
教育活動に中心的に行うものである考える。例えば，交流教育
での計画や支援する子への評価等にも特別支援教育ボランティ
アが深く関わり，養護学校の教員との連携は当然行うが，その
場での教育活動（指導・評価等）は，特別支援教育ボランティ

アが行うものと考える。
このように考えていくと，あくまでも実際の教育活動の中心的
な推進者である特別支援教育ボランティアに対して，教員と同
等に教育活動を司ることが必要であると考える。また，高機能
自閉症やＬＤ・ＡＤＨＤなど広汎性発達障害のある子ども達の
個別での教育活動に於いても，在籍する学級担任との連携は行
うが，実際に学習する場面では特別支援教育ボランティアが指
導や評価等を行うと考えられる。そのため，同様に特別支援教
育ボランティアが，教員と同等の教育を司る事ができなければ
ならないと考えるのである。以上のことから，特別支援教育ボ
ランティアの教育活動は，実際の学習場面において補助的な役
割をするのではなく，一人の教育支援者として子どもたちに対
して指導・援助をしていかなければならないと考える。古河市
としては，上記の教育を強い熱意を持って推し進めていきたい
と考えている。そのためには，是非，学校教育法第２８条の中
に「特別支援教育ボランティア」というものを加えていただき
たい考える。古河市は，試行的教育活動として，将来的には養
護学校と公立の小中学校とが一体化した学校としての営みがで

きるよう考えている。
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文部科学省（特区）

省庁名 管理
コード

規制の特
例事項名 該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 各省庁からの回答に対する再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 各省庁からの回答に対する再々
検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プ
ロジェク
ト)の名

称

規制の特例事項の内容

文部科
学省 0830570

外国大学
の日本分
校の認定
とそれに
伴う学費
等に課税
される消
費税免除
の特例

学校教育法
施行規則第
70条、大学
設置基準第
28条等

従来は、外国の大学
に留学する場合や外
国の大学が行う通信
教育を我が国におい
て履修する場合に
は、学習歴に応じ、
大学院入学資格や単
位互換等により我が
国の教育制度に接続
されてきましたが、
いわゆる外国大学日
本校については、我
が国の学校教育法に
基づく大学としての
設置申請の道が可能
であることもあり、
接続が認められてい
ませんでした。

B-1 Ⅲ

外国大学の日本校の教育制度上の位置付けについて
は、「国際的な大学の質保証に関する調査研究協力
者会議」（文部科学省高等教育局長裁定）で検討さ
れ、本年3月29日に「審議のまとめ」が提出された
ところです。
　「審議のまとめ」においては、外国大学の日本分
校が当該外国の大学の正規の課程であることなど一
定の要件を満たすことが確認できれば、我が国の教
育制度と接続（大学院入学資格、単位互換等）する
という新たな制度的措置を講ずるべきと提言されて
いるところであり、文部科学省としても、基本的に
この提言に沿って所要の措置をとることとしていま
す。具体的な制度については、今後、中央教育審議
会での審議を経て措置する予定です。

貴省の回答では、「具体的な制度につい
ては、今後、中央教育審議会での審議を
経て措置する予定」とあるが、平成16年
度中に所要の措置を図ることにより、提
案を実現できると解してよいか。
また、学費等に課税される消費税免除に
係る所管省庁の対応に当たっては、積極
的に協力されたい。

財務省から「税制上の措置」にあたるため、検討要請事項の
対象となり得ない。」との回答があったが、提案は文部科学
省が外国の大学の日本校を大学に制度上認めた場合の措
置を提案するものである。外国大学日本校が「日本の大学に
準ずる」と文部科学省から制度上認められるものであれば、
新たな税制上の措置としてではなく、新規に設置される大学
と同等に取り扱うことは可能ではないか。現在の学校法人お
よび大学設置の基準は、アメリカ本校と同一のシステムで運
営する本学が、米国大学の特徴を生かしたまま運営するに
は現状に即していないため、本学の運営母体は有限会社と
なっているが、本来営利目的の機関ではなく州立総合大学で
ある米国本校同様、教育の提供を目的としている。特に学費
に課される消費税に関しては、文部科学省が大学に準ずると
認めた場合、その教育の質が公的に保証されるものであり、
外国大学日本校が提供する教育サービスも公益の役務とし
て消費税免除の対象となると考える。他の教育機関とのイ
コールフッティングの観点からも、検討要請事項の対象として
いただくようお願いしたい。

B-1 Ⅲ

　平成１６年度中に措置予定の外国大学の日本校に関する新た
な制度的措置としては、外国大学の日本校を卒業した者を我が
国の大学を卒業した者と同等以上の学力を有することとして認
め、大学院入学資格を付与するなど我が国の教育制度と接続す
るための措置を講じる予定です。
　なお、関係省庁に係る提案内容については、この措置を踏ま
えてそれぞれの現行制度体系との整合性の観点から検討される
べきものであり、必要に応じ、関係省庁における対応に協力し
てまいりたいと考えます。

1366 13661030
テンプル
大学ジャ
パン

国際高等
教育推進
特区

学校教育法第一条に規定する学校を設置する
者が当該学校における教育として行う役務の
提供は非課税措置と定められているが、外国
大学日本校は学校教育法第一条の学校と認め
られていないため、この対象でなく、学生が
支払う学費等には消費税が課せらている。非
課税措置を求めて日本の大学になるために
は、大学設置基準および学校法人設立の条件
を満たしていなければならない。しかし外国
大学の日本校が、日本の大学として諸基準を
適用し認可されることは、外国大学がその特
徴をそのまま生かし運営していくことを困難
にし、実情に則してない。そこで、外国大学
の日本校がその国の正式な認定機関から認定
を受けている場合、または認定を受けかつ教
育内容の質を証明する新たな基準を満たす場
合、その大学を教育制度上｢外国の大学」と
し、その｢外国の大学」が学校教育法一章の
第一条にある大学に準ずるものであるという
公的な認定を文部科学省が行う。これをうけ
て財務省は、第一条校に準ずるこの｢外国の
大学」の学費等に対して非課税措置を特例と
して行う。

文部科
学省 0830580

外国大学
の日本分
校の認定
とそれに
伴う法人
税、不動
産取得
税、都市
計画税、
住民税、
事業所税
等の特例

学校教育法
施行規則第
70条、大学
設置基準第
28条等

従来は、外国の大学
に留学する場合や外
国の大学が行う通信
教育を我が国におい
て履修する場合に
は、学習歴に応じ、
大学院入学資格や単
位互換等により我が
国の教育制度に接続
されてきましたが、
いわゆる外国大学日
本校については、我
が国の学校教育法に
基づく大学としての
設置申請の道が可能
であることもあり、
接続が認められてい
ませんでした。

B-1 Ⅲ

外国大学の日本校の教育制度上の位置付けについて
は、「国際的な大学の質保証に関する調査研究協力
者会議」（文部科学省高等教育局長裁定）で検討さ
れ、本年3月29日に「審議のまとめ」が提出された
ところです。
　「審議のまとめ」においては、外国大学の日本分
校が当該外国の大学の正規の課程であることなど一
定の要件を満たすことが確認できれば、我が国の教
育制度と接続（大学院入学資格、単位互換等）する
という新たな制度的措置を講ずるべきと提言されて
いるところであり、文部科学省としても、基本的に
この提言に沿って所要の措置をとることとしていま
す。具体的な制度については、今後、中央教育審議
会での審議を経て措置する予定です。

貴省の回答では、「具体的な制度につい
ては、今後、中央教育審議会での審議を
経て措置する予定」とあるが、平成16年
度中に所要の措置を図ることにより、提
案を実現できると解してよいか。
また、法人税、不動産取得税、都市計画
税、住民税、事業所税等の特例に係る所
管省庁の対応に当たっては、積極的に協
力されたい。

財務省から「税制上の措置」にあたるため、検討要請事項の
対象となり得ない。」との回答があったが、提案は文部科学
省が外国の大学の日本校を大学に制度上認めた場合の措
置を提案するものである。外国大学日本校が「日本の大学に
準ずる」と文部科学省から制度上認められるものであれば、
新たな税制上の措置としてではなく、新規に設置される大学
と同等に取り扱うことは可能ではないか。現在の学校法人お
よび大学設置の基準は、アメリカ本校と同一のシステムで運
営する本学が、米国大学の特徴を生かしたまま運営するに
は現状に即していないため、本学の運営母体は有限会社と
なっているが、本来営利目的の機関ではなく州立総合大学で
ある米国本校同様、教育の提供を目的とするものであり、他
の教育機関とのイコールフッティングの観点からも、検討要
請事項の対象としていただくようお願いしたい。

B-1 Ⅲ

　平成１６年度中に措置予定の外国大学の日本校に関する新た
な制度的措置としては、外国大学の日本校を卒業した者を我が
国の大学を卒業した者と同等以上の学力を有することとして認
め、大学院入学資格を付与するなど我が国の教育制度と接続す
るための措置を講じる予定です。
　なお、関係省庁に係る提案内容については、この措置を踏ま
えてそれぞれの現行制度体系との整合性の観点から検討される
べきものであり、必要に応じ、関係省庁における対応に協力し
てまいりたいと考えます。

1366 13661040
テンプル
大学ジャ
パン

国際高等
教育推進
特区

外国大学日本校は学校法人が運営する学校で
ないため、法人税、不動産取得税、固定資産
税、都市計画税、住民税、事業所税などの優
遇措置が適用されてない。優遇措置を受ける
ためには、日本の学校として学校法人設立の
条件を満たして認可を受け、さらに大学設置
基準に従い設置認可を受けなければならな
い。しかし外国大学の日本校が、日本の大学
として諸基準を適用し認可されることは、外
国大学がその特徴をそのまま生かし運営して
いくことを困難にし、実情に則してない。そ
こで、外国大学の日本校がその国の正式な認
定機関から認定を受けている場合、または認
定を受けかつ教育内容の質を証明する新たな
基準を満たす場合、その大学を教育制度上｢
外国の大学」とし、その｢外国の大学」が学
校教育法一章の第一条にある大学に準ずるも
のという公的な認定を文部科学省が行う。そ
れをうけて、財務省は、学校教育法第一条の
学校に対してとられる法人税、不動産取得
税、固定資産税、都市計画税、住民税、事業
所税などに係わる優遇措置を、大学に準ずる
「外国の大学」に対しても特例として行う。

文部科
学省 0830590

外国大学
の日本分
校の認定
とそれに
伴う指定
寄付金制
度の特例

学校教育法
施行規則第
70条、大学
設置基準第
28条等

従来は、外国の大学
に留学する場合や外
国の大学が行う通信
教育を我が国におい
て履修する場合に
は、学習歴に応じ、
大学院入学資格や単
位互換等により我が
国の教育制度に接続
されてきましたが、
いわゆる外国大学日
本校については、我
が国の学校教育法に
基づく大学としての
設置申請の道が可能
であることもあり、
接続が認められてい
ませんでした。

B-1 Ⅲ

外国大学の日本校の教育制度上の位置付けについて
は、「国際的な大学の質保証に関する調査研究協力
者会議」（文部科学省高等教育局長裁定）で検討さ
れ、本年3月29日に「審議のまとめ」が提出された
ところです。
　「審議のまとめ」においては、外国大学の日本分
校が当該外国の大学の正規の課程であることなど一
定の要件を満たすことが確認できれば、我が国の教
育制度と接続（大学院入学資格、単位互換等）する
という新たな制度的措置を講ずるべきと提言されて
いるところであり、文部科学省としても、基本的に
この提言に沿って所要の措置をとることとしていま
す。具体的な制度については、今後、中央教育審議
会での審議を経て措置する予定です。

貴省の回答では、「具体的な制度につい
ては、今後、中央教育審議会での審議を
経て措置する予定」とあるが、平成16年
度中に所要の措置を図ることにより、提
案を実現できると解してよいか。
また、指定寄付金制度に係る所管省庁の
対応に当たっては、積極的に協力された
い。

財務省から「税制上の措置」にあたるため、検討要請事項の
対象となり得ない。」との回答があったが、提案は文部科学
省が外国の大学の日本校を大学に制度上認めた場合の措
置を提案するものである。外国大学日本校が「日本の大学に
準ずる」と文部科学省から制度上認められるものであれば、
新たな税制上の措置としてではなく、新規に設置される大学
と同等に取り扱うことは可能ではないか。現在の学校法人お
よび大学設置の基準は、アメリカ本校と同一のシステムで運
営する本学が、米国大学の特徴を生かしたまま運営するに
は現状に即していないため、本学の運営母体は有限会社と
なっているが、本来営利目的の機関ではなく州立総合大学で
ある米国本校同様、教育の提供を目的とするものであり、他
の教育機関とのイコールフッティングの観点からも、検討要
請事項の対象としていただくようお願いしたい。高等教育の
国際化および学習者にとって多様な選択を提供し、地域の発
展に貢献するため、新キャンパスビルの建築を予定している
が、指定寄付金制度の適用なしに資金を調達することは極め
て困難である。

B-1 Ⅲ

　平成１６年度中に措置予定の外国大学の日本校に関する新た
な制度的措置としては、外国大学の日本校を卒業した者を我が
国の大学を卒業した者と同等以上の学力を有することとして認
め、大学院入学資格を付与するなど我が国の教育制度と接続す
るための措置を講じる予定です。
　なお、関係省庁に係る提案内容については、この措置を踏ま
えてそれぞれの現行制度体系との整合性の観点から検討される
べきものであり、必要に応じ、関係省庁における対応に協力し
てまいりたいと考えます。

1366 13661050
テンプル
大学ジャ
パン

国際高等
教育推進
特区

学校法人等公益法人に対する教育振興を目的
とする寄付金は、指定寄付金として所得税控
除(寄付金控除）の対象となるが、現在外国
大学日本校は学校法人ではないのでその対象
となっていない。しかし外国大学の日本校
が、日本の大学として諸基準を適用し認可さ
れることは、外国大学がその特徴をそのまま
生かし運営していくことを困難にし、実情に
則してない。そこで、外国大学の日本校がそ
の国の正式な認定機関から認定を受けている
場合、または認定を受けかつ教育内容の質を
証明する新たな基準を満たす場合、その大学
を教育制度上｢外国の大学」とし、その｢外国
の大学」が学校教育法一章の第一条にある大
学に準ずるものという公的な認定を文部科学
省が行う。これをうけ、財務省は大学に準ず
ると認められた「外国の大学」に対する教育
振興を目的とする寄付金について特例として
寄付金控除を適用する。

文部科
学省 0830600

外国大学
の日本分
校の認定
とそれに
伴う租税
条約に基
づく教授
等受け入
れに関す
る免税の
特例

学校教育法
施行規則第
70条、大学
設置基準第
28条等

従来は、外国の大学
に留学する場合や外
国の大学が行う通信
教育を我が国におい
て履修する場合に
は、学習歴に応じ、
大学院入学資格や単
位互換等により我が
国の教育制度に接続
されてきましたが、
いわゆる外国大学日
本校については、我
が国の学校教育法に
基づく大学としての
設置申請の道が可能
であることもあり、
接続が認められてい
ませんでした。

B-1 Ⅲ

外国大学の日本校の教育制度上の位置付けについて
は、「国際的な大学の質保証に関する調査研究協力
者会議」（文部科学省高等教育局長裁定）で検討さ
れ、本年3月29日に「審議のまとめ」が提出された
ところです。
　「審議のまとめ」においては、外国大学の日本分
校が当該外国の大学の正規の課程であることなど一
定の要件を満たすことが確認できれば、我が国の教
育制度と接続（大学院入学資格、単位互換等）する
という新たな制度的措置を講ずるべきと提言されて
いるところであり、文部科学省としても、基本的に
この提言に沿って所要の措置をとることとしていま
す。具体的な制度については、今後、中央教育審議
会での審議を経て措置する予定です。

貴省の回答では、「具体的な制度につい
ては、今後、中央教育審議会での審議を
経て措置する予定」とあるが、平成16年
度中に所要の措置を図ることにより、提
案を実現できると解してよいか。
また、租税条約に基づく教授等の受け入
れに関する免税に係る所管省庁の対応に
当たっては、積極的に協力されたい。

財務省から「税制上の措置」にあたるため、検討要請事項の
対象となり得ない。」との回答があったが、提案は文部科学
省が外国の大学の日本校を大学に制度上認めた場合の措
置を提案するものである。外国大学日本校が「日本の大学に
準ずる」と文部科学省から制度上認められるものであれば、
新たな税制上の措置としてではなく、新規に設置される大学
と同等に取り扱うことは可能ではないか。現在の学校法人お
よび大学設置の基準は、アメリカ本校と同一のシステムで運
営する本学が、米国大学の特徴を生かしたまま運営するに
は現状に即していないため、本学の運営母体は有限会社と
なっているが、本来営利目的の機関ではなく州立総合大学で
ある米国本校同様、教育の提供を目的とするものであり、他
の教育機関とのイコールフッティングの観点からも、検討要
請事項の対象としていただくようお願いしたい。

B-1 Ⅲ

　平成１６年度中に措置予定の外国大学の日本校に関する新た
な制度的措置としては、外国大学の日本校を卒業した者を我が
国の大学を卒業した者と同等以上の学力を有することとして認
め、大学院入学資格を付与するなど我が国の教育制度と接続す
るための措置を講じる予定です。
　なお、関係省庁に係る提案内容については、この措置を踏ま
えてそれぞれの現行制度体系との整合性の観点から検討される
べきものであり、必要に応じ、関係省庁における対応に協力し
てまいりたいと考えます。

1366 13661060
テンプル
大学ジャ
パン

国際高等
教育推進
特区

外国大学日本校は大学と認められていないた
め、租税条約に基づく教授等受け入れに関す
る二重課税防止のための所得税免税措置が適
用されていない。免税措置適用を求めて日本
の大学になるためには、大学設置基準および
学校法人設立の条件を満たしていなければな
らない。しかし外国大学の日本校が、日本の
大学として諸基準を適用し認可されること
は、外国大学がその特徴をそのまま生かし運
営していくことを困難にし、実情に則してな
い。そこで、外国大学の日本校がその国の正
式な認定機関から認定を受けている場合、ま
たは認定を受けかつ教育内容の質を証明する
新たな基準を満たす場合、その大学を教育制
度上｢外国の大学」とし、その｢外国の大学」
が学校教育法一章の第一条にある大学に準ず
るものという公的な認定を文部科学省が行
う。これをうけて財務省は、大学に準ずると
認められた「外国の大学」における教授等に
対し、租税条約に基づく所得税の免税措置を
適用する。

文部科
学省 0830610

外国大学
の日本分
校の認定
とそれに
伴う大
学・大学
院への入
学資格や
編入学の
制度化の
特例

学校教育法
施行規則第
70条、大学
設置基準第
28条等

従来は、外国の大学
に留学する場合や外
国の大学が行う通信
教育を我が国におい
て履修する場合に
は、学習歴に応じ、
大学院入学資格や単
位互換等により我が
国の教育制度に接続
されてきましたが、
いわゆる外国大学日
本校については、我
が国の学校教育法に
基づく大学としての
設置申請の道が可能
であることもあり、
接続が認められてい
ませんでした。

B-1 Ⅲ

外国大学の日本校の教育制度上の位置付けについて
は、「国際的な大学の質保証に関する調査研究協力
者会議」（文部科学省高等教育局長裁定）で検討さ
れ、本年3月29日に「審議のまとめ」が提出された
ところです。
　「審議のまとめ」においては、外国大学の日本分
校が当該外国の大学の正規の課程であることなど一
定の要件を満たすことが確認できれば、我が国の教
育制度と接続（大学院入学資格、単位互換等）する
ための新たな制度的措置を講ずるべきと提言されて
いるところであり、文部科学省としても、基本的に
この提言に沿って所要の措置をとることとしていま
す。具体的な制度については、今後、中央教育審議
会での審議を経て措置する予定です。

貴省の回答では、「具体的な制度につい
ては、今後、中央教育審議会での審議を
経て措置する予定」とあるが、平成16年
度中に所要の措置を図ることにより、提
案を実現できると解してよいか。

B-1 Ⅲ

 　平成１６年度中に措置予定の外国大学の日本校に関する新
たな制度的措置としては、外国大学の日本校を卒業した者を我
が国の大学を卒業した者と同等以上の学力を有することとして
認め、大学院入学資格を付与するなど我が国の教育制度と接続
するための措置を講じる予定です。

1366 13661070
テンプル
大学ジャ
パン

国際高等
教育推進
特区

外国大学日本校は大学と認められていないた
め、法律上、日本校の学部生および卒業生は
他大学への編入学、大学院への進学ができな
い。しかし、現状では国立大学を含む多くの
大学が外国大学日本校の単位、学位を認め、
編入学、大学院進学を認めている。したがっ
て、外国大学日本校がその国の正式な認定機
関から認定を受けている場合、または認定を
受けかつ教育内容の質を証明する新たな基準
を満たす場合、その大学を教育制度上｢外国
の大学」とし、学校教育法一章の第一条にあ
る大学に準ずるものとする。文部科学省はこ
の大学が教育制度上｢外国の大学」であり、
学校教育法一章の第一条にある大学に準ずる
ものであることを公に認定し、この大学の学
部生および卒業生が法律上、日本の大学に編
入、大学院に進学できる旨を日本の大学、大
学院に周知させる。
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文部科学省（特区）

省庁名 管理
コード

規制の特
例事項名 該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 各省庁からの回答に対する再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 各省庁からの回答に対する再々
検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プ
ロジェク
ト)の名

称

規制の特例事項の内容

文部科
学省 0830620

外国大学
の日本分
校の認定
とそれに
伴う地方
自治体か
ら付与さ
れる奨学
金の獲得
資格の特
例

学校教育法
施行規則第
70条、大学
設置基準第
28条、独立
行政法人日
本学生支援
機構に関す
る省令第21
条等

従来は、外国の大学に留
学する場合や外国の大学
が行う通信教育を我が国
において履修する場合に
は、学習歴に応じ、大学
院入学資格や単位互換等
により我が国の教育制度
に接続されてきました
が、いわゆる外国大学日
本校については、我が国
の学校教育法に基づく大
学としての設置申請の道
が可能であることもあ
り、接続が認められてい
ませんでした。
　　また、独立行政法人
日本学生支援機構が行う
奨学金事業については、
法令及び予算上、貸与対
象が限定されており、い
わゆる外国大学日本校に
ついては、専修学校専門
課程となっているものを
除き、貸与対象とはされ
ていませんでした。

B-1

Ｃ
（奨
学金
関

連）

Ⅲ

外国大学の日本校の教育制度上の位置付けについて
は、「国際的な大学の質保証に関する調査研究協力
者会議」（文部科学省高等教育局長裁定）で検討さ
れ、本年3月29日に「審議のまとめ」が提出された
ところです。
　「審議のまとめ」においては、外国大学の日本分
校が当該外国の大学の正規の課程であることなど一
定の要件を満たすことが確認できれば、我が国の教
育制度と接続（大学院入学資格、単位互換等）する
ための新たな制度的措置を講ずるべきと提言されて
いるところであり、文部科学省としても、基本的に
この提言に沿って所要の措置をとることとしていま
す。具体的な制度については、今後、中央教育審議
会での審議を経て措置する予定です。
　また、奨学金の貸与対象となる範囲を拡大するに
は、新たな財政措置を講じることが必要であり、
「従来型の財政措置を講じない」とする「構造改革
特別区域基本方針」に反するため、検討事項の対象
とはなりえないことになります。さらに、国が地方
自治体等に公的奨学金の適用促進指導を行うこと
は、「国が何らかのモデルを示すことに期待しな
い」とする「構造改革特別区域基本方針」に反する
ため、対応はできないことを申し添えます。

貴省の回答では、「具体的な制度につい
ては、今後、中央教育審議会での審議を
経て措置する予定」とあるが、平成16年
度中に所要の措置を図ることにより、提
案を実現できると解してよいか。
また、提案は、従来の学校と外国大学の
日本校とのイコールフィッティングを求
めるものであり、「実現するためにはど
うしたらよいか」という観点から検討し
回答されたい。
さらに、地方自治体の奨学金給付は当該
自治体の判断ではあるが、その対応に当
たっては積極的に協力されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ回
答されたい。

奨学金の貸与対象となる範囲を拡大するには新たな財政措
置を講じる必要があるので「特区」では適応不可との回答だ
が、文部科学省は毎年新しい大学を新たに認可し、それらの
大学の学生は自動的に貸与対象となっている。外国大学日
本校が「日本の大学に準ずる」とすれば、対象範囲を拡大す
るのではなく、新たに認可された大学のひとつとして含めるこ
とが可能ではないか。また、提案にあるとおり、本学の学生
は、日本の大学の学生として奨学金を得ることもできなけれ
ば、外国大学へ留学するための奨学金を得ることもできな
い。日本の大学の学生と同様の奨学金が得られないのであ
れば、「外国の大学」として認められた場合、「外国の大学」
へ留学する場合と同様とし、留学生のための奨学金の貸与
対象となるよう配慮願いたい。「外国の大学」として認められ
ても、それに伴う具体的な措置が1.日本の大学との単位互換
が可能になる、2.日本の大学院への進学が制度上可能にな
るという点に限られてしまうなら、それらの点についてはすで
に事実上、日本の大学、大学院によって受け入れられている
ものであり、3月に発表された「国際的な大学の質保証に関
する調査研究協力者会議」の「審議のまとめ」にある、「外国
大学日本校等に係わる教育制度上の取扱いを明らかにす
る」という目的は充分達成されない。留学ビザや学割定期へ
の措置については、文部科学省の「外国の大学」の認可によ
り、各所轄省庁において前向きな検討がなされている。同省
が所轄である奨学金に関しても柔軟な対応をお願いしたい。

B-1

Ｃ（奨
学金関
連）

Ⅲ

 　平成１６年度中に措置予定の外国大学の日本校に関する新
たな制度的措置としては、外国大学の日本校を卒業した者を我
が国の大学を卒業した者と同等以上の学力を有することとして
認め、大学院入学資格を付与するなど我が国の教育制度と接続
するための措置を講じる予定です。
　奨学金の貸与に関し、前回の回答でお答えした趣旨は、「奨
学金の貸与対象を類型的に拡大するには、当該拡大に伴う所要
額を勘案し、新たな財政措置を講じることが必要であるため、
対応できない」ということであり、特区において外国大学日本
校を新たに貸与対象に加えることはできないことをご理解願い
ます。
　さらに、地方自治体等に対し外国大学日本校に関し公的奨学
金の適用促進指導を行うことは、前回の回答でもお答えしたと
おり、国として特定のモデルを示すことになるため、特区にお
いて対応することはできません。なお、外国大学の日本校につ
いて我が国の教育制度と接続するための新たな制度措置の内容
については、地方自治体等に対しても積極的に情報提供するこ
ととしており、これを受け、各地方自治体等においては奨学金
適用の是非について自ら適切に判断するものと考えておりま
す。

少なくとも「外国の大学」とし
て認められた場合、「外国の大
学」へ留学する場合に奨学金貸
与が認められていることから
「外国の大学」の日本分校の学
生にも奨学金の貸与の在り方に
ついて前向きに検討すべきであ
る。「実現するためにはどうす
ればよいか」という観点から再
度検討し回答されたい。

B-1

C(奨学
金関
連)

外国大学の日本校に通学する学生に奨学金を貸与すること
については、今後、外国大学の日本校の位置付けについて
の制度的措置等を踏まえた上で、外国大学に留学する学生
と同様に（但し、異文化生活体験がない等の点については整
理が必要）扱うことについて検討していく予定です。

1366 13661080
テンプル
大学ジャ
パン

国際高等
教育推進
特区

外国大学日本校は大学と認められていないた
め、文部科学省管轄の独立行政法人日本学生
支援機構（もと育英会）が提供する奨学金
等、公的奨学金の獲得資格がない。そこで、
１番と同様に外国大学日本校がその国の正式
な認定機関から認定を受けている場合、また
は認定を受けかつ教育内容の質を証明する新
たな基準を満たす場合、その大学を教育制度
上｢外国の大学」とし、学校教育法一章の第
一条にある大学に準ずるものとして文部科学
省が公的な認定を行う。その上で、その大学
が日本に所在する場合には特例として、認定
された「外国の大学」の学生にも公的奨学金
獲得資格を与える。さらに同省は公的奨学金
を提供する地方自治体等に、認定された「外
国の大学」が学校教育法一章の第一条にある
大学に準ずることを周知させ、公的奨学金の
適用促進指導を行う。

文部科
学省 0830630

外国大学
の日本分
校の認定
とそれに
伴う20歳
以上の学
生に対す
る国民年
金支払い
猶予の適
用に関す
る特例

学校教育法
施行規則第
70条、大学
設置基準第
28条等

従来は、外国の大学
に留学する場合や外
国の大学が行う通信
教育を我が国におい
て履修する場合に
は、学習歴に応じ、
大学院入学資格や単
位互換等により我が
国の教育制度に接続
されてきましたが、
いわゆる外国大学日
本校については、我
が国の学校教育法に
基づく大学としての
設置申請の道が可能
であることもあり、
接続が認められてい
ませんでした。

B-1 Ⅲ

外国大学の日本校の教育制度上の位置付けについて
は、「国際的な大学の質保証に関する調査研究協力
者会議」（文部科学省高等教育局長裁定）で検討さ
れ、本年3月29日に「審議のまとめ」が提出された
ところです。
　「審議のまとめ」においては、外国大学の日本分
校が当該外国の大学の正規の課程であることなど一
定の要件を満たすことが確認できれば、我が国の教
育制度と接続（大学院入学資格、単位互換等）する
という新たな制度的措置を講ずるべきと提言されて
いるところであり、文部科学省としても、基本的に
この提言に沿って所要の措置をとることとしていま
す。具体的な制度については、今後、中央教育審議
会での審議を経て措置する予定です。

貴省の回答では、「具体的な制度につい
ては、今後、中央教育審議会での審議を
経て措置する予定」とあるが、平成16年
度中に所要の措置を図ることにより、提
案を実現できると解してよいか。
また、20歳以上の学生に対する国民年金
支払い猶予の適用に関する特例に係る所
管省庁の対応に当たっては、積極的に協
力されたい。

厚生労働省から「学校教育法に基づいて相応の措置が講じ
られる場合には、必要な措置を講じていきたい」と回答いただ
いたが、「学校教育法に基づいて相応の措置」とは、文部科
学省が検討中の単位互換と大学院入学資格についての措置
と理解してよいか。また「必要な措置」について同省から具体
的な説明をいただきたい。

B-1 Ⅲ

　平成１６年度中に措置予定の外国大学の日本校に関する新た
な制度的措置としては、外国大学の日本校を卒業した者を我が
国の大学を卒業した者と同等以上の学力を有することとして認
め、大学院入学資格を付与するなど我が国の教育制度と接続す
るための措置を講じる予定です。
　なお、関係省庁に係る提案内容については、この措置を踏ま
えてそれぞれの現行制度体系との整合性の観点から検討される
べきものであり、必要に応じ、関係省庁における対応に協力し
てまいりたいと考えます。

1366 13661090
テンプル
大学ジャ
パン

国際高等
教育推進
特区

外国大学日本校は大学と認められていないた
め、20歳以上の学生に対する国民年金支払い
猶予の適用がない。日本の大学になるために
は、大学設置基準および学校法人設立の条件
を満たしていなければならない。しかし外国
大学の日本校が、日本の大学として諸基準を
適用し認可されることは、外国大学がその特
徴をそのまま生かし運営していくことを困難
にし、実情に則してない。そこで、外国大学
の日本校がその国の正式な認定機関から認定
を受けている場合、または認定を受けかつ教
育内容の質を証明する新たな基準を満たす場
合、その大学を教育制度上｢外国の大学」と
し、その｢外国の大学」が学校教育法一章の
第一条にある大学に準ずるものという公的な
認可を文部科学省が行う。これをうけて厚生
労働省は、大学に準ずると認められた「外国
の大学」の学生に対し、20歳以上の学生に対
する国民年金支払い猶予の適用を行う。

文部科
学省 0830640

外国大学
の日本分
校の認定
とそれに
伴う勤労
学生の所
得税控除
における
特例

学校教育法
施行規則第
70条、大学
設置基準第
28条等

　従来は、外国の大
学に留学する場合や
外国の大学が行う通
信教育を我が国にお
いて履修する場合に
は、学習歴に応じ、
大学院入学資格や単
位互換等により我が
国の教育制度に接続
されてきましたが、
いわゆる外国大学日
本校については、我
が国の学校教育法に
基づく大学としての
設置申請の道が可能
であることもあり、
接続が認められてい
ませんでした。

B-1 Ⅲ

外国大学の日本校の教育制度上の位置付けについて
は、「国際的な大学の質保証に関する調査研究協力
者会議」（文部科学省高等教育局長裁定）で検討さ
れ、本年3月29日に「審議のまとめ」が提出された
ところです。
　「審議のまとめ」においては、外国大学の日本分
校が当該外国の大学の正規の課程であることなど一
定の要件を満たすことが確認できれば、我が国の教
育制度と接続（大学院入学資格、単位互換等）する
という新たな制度的措置を講ずるべきと提言されて
いるところであり、文部科学省としても、基本的に
この提言に沿って所要の措置をとることとしていま
す。具体的な制度については、今後、中央教育審議
会での審議を経て措置する予定です。

貴省の回答では、「具体的な制度につい
ては、今後、中央教育審議会での審議を
経て措置する予定」とあるが、平成16年
度中に所要の措置を図ることにより、提
案を実現できると解してよいか。
また、勤労学生の所得税控除に係る所管
省庁の対応に当たっては、積極的に協力
されたい。

財務省から「税制上の措置」にあたるため、検討要請事項の
対象となり得ない。」との回答があったが、提案は文部科学
省が外国の大学の日本校を大学に制度上認めた場合の措
置を提案するものである。外国大学日本校が「日本の大学に
準ずる」と文部科学省から制度上認められるものであれば、
新たな税制上の措置としてではなく、新規に設置される大学
と同等に取り扱うことは可能ではないか。現在の学校法人お
よび大学設置の基準は、アメリカ本校と同一のシステムで運
営する本学が、米国大学の特徴を生かしたまま運営するに
は現状に即していないため、本学の運営母体は有限会社と
なっているが、本来営利目的の機関ではなく州立総合大学で
ある米国本校同様、教育の提供を目的とするものであり、他
の教育機関とのイコールフッティングの観点からも、検討要
請事項の対象としていただくようお願いしたい。

B-1 Ⅲ

　平成１６年度中に措置予定の外国大学の日本校に関する新た
な制度的措置としては、外国大学の日本校を卒業した者を我が
国の大学を卒業した者と同等以上の学力を有することとして認
め、大学院入学資格を付与するなど我が国の教育制度と接続す
るための措置を講じる予定です。
　なお、関係省庁に係る提案内容については、この措置を踏ま
えてそれぞれの現行制度体系との整合性の観点から検討される
べきものであり、必要に応じ、関係省庁における対応に協力し
てまいりたいと考えます。

1366 13661100
テンプル
大学ジャ
パン

国際高等
教育推進
特区

外国大学日本校は大学と認められていないた
め、勤労学生の所得税控除が適用されない。
日本の大学になるためには、大学設置基準お
よび学校法人設立の条件を満たしていなけれ
ばならない。しかし外国大学の日本校が、日
本の大学として諸基準を適用し認可されるこ
とは、外国大学がその特徴をそのまま生かし
運営していくことを困難にし、実情に則して
ない。そこで、外国大学の日本校がその国の
正式な認定機関から認定を受けている場合、
または認定を受けかつ教育内容の質を証明す
る新たな基準を満たす場合、その大学を教育
制度上｢外国の大学」とし、その｢外国の大
学」が学校教育法一章の第一条にある大学に
準ずるものという公的な認可を文部科学省が
行う。これをうけて財務省は、大学に準ずる
と認められた「外国の大学」の学生に対し、
勤労学生の所得税控除の適用を行う。

文部科
学省 0830650

大学の収
容定員及
び定員増
の認可申
請の緩和

学校教育法
施行令第２
３条、第２
３条の２
大学、短期
大学、高等
専門学校等
の設置の際
の入学定員
の取扱い等
に係る基準
（平成１５
年文部科学
告示４５
号）

私立学校の収容定員
の総数の増加に係わ
る学則変更は認可事
項とし、収容定員の
総数の増加を伴わな
い学則変更は届出事
項としています。

D-1
（一
部C）

各大学の学生受入れが収容定員に沿って行われるこ
とについては、適正な定員管理の観点から必要なも
のと考えます。なお、収容定員を減少させることに
ついては届出、増加させることについては認可を受
けることにより、毎年度の柔軟な増減が可能となっ
ています。

1068 10681020
株式会社
アカデメ
イア

政策立案
大学設立
構想

収容定員及び定員増に付いての本条項の緩和
をお願いしたい。

文部科
学省 0830660

新しい連
合大学院
の設置等
に関する
規制緩和

学校教育法
第６９条の
２、第７０
条の９、第
８２条の１
０、大学院
設置基準第
７条の２

現行制度上において
も、複数の大学が協
力して教育研究を行
う研究科を置くこと
が可能となっていま
す。また、学校教育
法第６９条の２第８
項、第７０条の９、
第８２条の１０のそ
れぞれの規定に基
き、短期大学、高等
専門学校、又は一定
の要件を満たす専門
学校を卒業した者
は、大学に編入学す
ることが可能となっ
ています。

D-1

現行制度においても、大学院設置基準第７条の２に
基き、複数の大学が協力して教育研究を行う研究科
を置くことを可能としているところです。
また、大学間での学生の転入（例えば、Ａ大学から
Ｂ大学への転入や、Ｃ大学院からＤ大学院への転
入）については、制度上可能であり、法令上の制約
は設けておりません。さらに、異なる学校種間での
学生の編入についても、学校教育法第６９条の２第
８項、第７０条の９、第８２条の１０のそれぞれの
規定に基き、短期大学、高等専門学校、又は一定の
要件を満たす専門学校を卒業した者は、大学に編入
学することが可能となっています。
なお、 文部科学省においては、大学院も含め大学
の設置に関する相談を随時受け付けているところで
あり、本件についても適宜御相談いただきたいと考
えております。

1346 13461010

(社)関西
経済連合
会、(社)
関西経済
同友会、
関西経営
者協会、
大阪商工
会議所、
京都商工
会議所、
神戸商工
会議所

複合領域
型、異文
化共存
型、ユビ
キタス型
など新し
い人材育
成

○新しい発想のもとに広域ネットワーク型の
連合大学院を設立し、複数領域型、異文化共
存型など多様な人材育成が行えるよう、学校
教育法、私立大学法、大学設置基準などの規
制を緩和すること。

○大学や研究機関の経営の自由度、大学間の
転編入の自由度を高めるために必要な規制緩
和。
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文部科学省（特区）

省庁名 管理
コード

規制の特
例事項名 該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 各省庁からの回答に対する再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 各省庁からの回答に対する再々
検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プ
ロジェク
ト)の名

称

規制の特例事項の内容

文部科
学省 0830670

校舎面積
基準の引
き下げに
よる大学
設置事業
の容認

大学設置基
準第３７条
の２

校舎の面積について
は、学部の種類や学
生数に応じて定めら
れており、複数の学
部を置く場合にあっ
ては、共用部分を加
味した上で通常より
少ない一定の面積を
加算するなど弾力的
な仕組みとなってい
ます。

C

学生が充実した学習を行うことができるためには、
収容定員の規模等に応じて必要な一定の校舎が確保
されている必要があり、その上で、各大学のカリ
キュラムに応じて必要な整備充実を図ることが求め
られます。
なお、新規分野についても、類似の学部の例による
こととされているので、当該新規分野の特性に応じ
て、柔軟な対応が可能となっています。

右の提案主体の意見を踏まえ回答された
い。

貴省は、「学生が充実した学習を行うことができるためには、収容定員の
規模等に応じて必要な一定の校舎が確保されている必要があり、その上
で、各大学のカリキュラムに応じて必要な整備充実を図ることが求められ
ます。なお、新規分野についても、類似の学部の例によることとされてい
るので、当該新規分野の特性に応じて、柔軟な対応が可能となっていま
す。」という回答をされているが、提案書に記載した通り、「特に新規分野
における学部等大学設置については、授業スタイルや校舎の使用方法
等が変わり始め、かつ、大学経営を安定させるためには、教育上問題な
い範囲において、教室利用の回転率を上げるなど無駄を減らす工夫を行
い経済的な配慮をすべきと考える。また、コンピュータ機器など設備機材
のコンパクト化が進み小スペースでの運用が可能となってきているにも関
わらず、現状の面積基準には、このような社会情勢や新しい効率化アイ
デアを反映するシステムがない」と記載しているように、今の面積基準を
ベースに算出するのではなく、そもそも面積基準が現状の社会情勢に合
わないことを再認識し、特に新規分野・特区限定とした範囲内では、大学
経営の効率化のための新しいアイデアを反映しうる仕組みを導入すべき
と思われる。また、本件については、再三、貴省の大学設置室および法
人係に対して、面積基準の具体的根拠を示すデータの提示を求めたが、
未だ、提示されない状況である。本学は根拠となるデータに沿った形で、
研究・教育に支障が生じない範囲での面積引き下げの具体案を５次特区
にて提案する予定であったが、面積規準の根拠となるデータが無い状況
では提案そのものが不可能な状態である。上記のような点を踏まえ、「校
舎面積基準の引き下げによる大学設置事業」について再検討されたい。
具体的な方法としては、まず、校舎面積基準の具体的根拠を示すデータ
の提示をされ、その内容に沿った校舎面積基準の引き下げ案を改めて弊
社より提案させた上で、更に、その見解を具体的に提示されたい。

C

　校舎面積基準については、各分野ごとの特性に配慮しつつ、
授業の実施に必要な講義室・実験室・演習室等の面積、教員研
究室の面積、図書館や管理部門の面積、廊下等の面積を積算し
て定めたものであり、妥当性を有していると考えています。ま
た、各申請内容について、具体的にどの分野の基準を適用する
かは、個別具体的な授業科目に基づいて大学設置・学校法人審
議会において判断しており、妥当性を有していると考えており
ます。

1381 13811010

デジタル
ハリウッ
ド株式会
社

教育特区
構想（株
式会社に
おける大
学・大学
院設立）

地方公共団体が、大学及び短期大学の運用状
況が問題ないことを確認し、且つその研究・
教育に支障が生じないものとして、内閣総理
大臣に認定を申請し、その認定を受けたとき
は、校舎面積を減ずることができるようにす
る。

文部科
学省 0830680

校舎等の
施設及び
設備の段
階的整備
の均等化
による大
学設置事
業の容認

大学設置基
準第４５条
の規定に基
づき、新た
に大学等を
設置する場
合の教員組
織、校舎等
の施設及び
設備の段階
的な整備に
ついて（平
成１５年文
部科学省告
示第４４
号）

校舎の施設及び設備
の整備については、
開設時４０％、第一
年次中に３０％、第
二年次中に３０％
と、段階的に整備す
ることを可能として
います。

C

施設設備については、本来は開設時に１００％整備
しておく必要があるところを、開設時４０％、第一
年次中に３０％、第二年次中に３０％と、段階的に
整備することを可能としているところです。これは
教育研究に支障がなく、かつ、各授業科目を開設す
る年次において当該授業科目に必要な教室等を備え
ることができていればよいという基本的な考え方に
基いたものですが、例えば図書館、医務室、会議
室、事務室、体育館等の学生の年次とは関係なく使
用される施設は、開設時に完全な利用に供されてい
る必要があり、段階的な整備に馴染まないため、施
設設備の段階的整備の割合の完全な均等化は不適切
と考えられます。

図書館、医務室、会議室、事務室、体育
館等の施設については、開設時に整備す
るとしても、それ以外の部分について、
学校の入学者の割合等に応じて弾力的に
整備することとできないか検討された
い。
　併せて、右の提案主体の意見の意見を
踏まえ回答されたい。

貴省は、「施設設備については、本来は開設時に１００％整備しておく必
要があるところを、開設時４０％、第一年次中に３０％、第二年次中に３
０％と、段階的に整備することを可能としているところです。これは教育研
究に支障がなく、かつ、各授業科目を開設する年次において当該授業科
目に必要な教室等を備えることができていればよいという基本的な考え
方に基いたものですが、例えば図書館、医務室、会議室、事務室、体育
館等の学生の年次とは関係なく使用される施設は、開設時に完全な利用
に供されている必要があり、段階的な整備に馴染まないため、施設設備
の段階的整備の割合の完全な均等化は不適切と考えられます。」という
回答をされているが、提案書に記載した通り、「地方公共団体が、大学及
び短期大学の運用状況が問題ないことを確認し、且つその研究・教育に
支障が生じないものとして、内閣総理大臣に認定を申請し、その認定を
受けたときは、校舎等の施設及び設備の段階的整備を、開設年度から完
成年度にかけて、教員組織の段階的整備や生徒数の増加状況に整合的
な形で、均等に行うことができるものとする。」と記載しているように、あく
までも、研究・教育に支障が生じない範囲を前提としている。校舎は学生
を受入れる段階で必要な面積が整備されていれば何の支障もないはず
であり、１年以上全く使用しないような校舎を無駄に放置するのではなく、
経費は節約し経営の安定や学費削減に転化するべきと思われる。した
がって、上記のような点を踏まえ、「校舎等の施設及び設備の段階的整
備の均等化による大学設置事業」について再検討され、まず、校舎面積
基準の具体的根拠を示すデータの提示をされ、その内容に沿った、段階
的校舎の整備の案を改めて弊社より提案させた上で、更に、その見解を
具体的に提示されたい。

C

　段階的整備を行う場合に必要となる割合があらかじめ明らか
でなければ、大学設置予定者が施設・設備を整備するための年
次計画をどのように立てれば設置認可が行われるのかが不明確
となり、結果として新規参入を阻害する結果になるため、段階
的整備の割合をあらかじめ一律に示しておくことは必要なこと
であると考えます。
　また、図書館や医務室等、開設時点において整備されている
ことが必要な施設が存在することは既にお示ししたとおりです
が、多分野にわたる一般教養科目等を初年度に開講することと
なる点や、複数年次にまたがるような授業科目を初年度から開
設することとなる点にも留意する必要があります。
　以上の点を踏まえると、「教員組織の段階的整備や生徒数の
増加状況に整合的な形」で、かつ「研究・教育に支障が生じな
い」ような施設整備を行うことは困難だと考えます。
　なお、近年新設の大学において実際に行われている段階的整
備についても、個別の整備割合は相当程度これを上回ってお
り、このことも現行制度が過度に早急な整備を求めるものでは
ないことを示しています。

1381 13811020

デジタル
ハリウッ
ド株式会
社

教育特区
構想（株
式会社に
おける大
学・大学
院設立）

地方公共団体が、大学及び短期大学の運用状
況が問題ないことを確認し、且つその研究・
教育に支障が生じないものとして、内閣総理
大臣に認定を申請し、その認定を受けたとき
は、校舎等の施設及び設備の段階的整備を、
開設年度から完成年度にかけて、教員組織の
段階的整備や生徒数の増加状況に整合的な形
で、均等に行うことができるものとする。

文部科
学省 1405 14051010

通信制の
専門職大
学院大学
の弾力的
運用構想

文部科
学省 0830700

通信制の
専門職大
学院にお
ける収容
定員の弾
力的運用
の可能化

大学院設置
基準第10条

収容定員は、各大学
自身が教員組織、施
設設備等の諸条件を
考慮して、研究科ご
とに定めることと
なっています。
また、大学院は、教
育研究にふさわしい
環境の確保のため、
在学者数を収容定員
に基づき適正に管理
することとなってい
ます。

C

収容定員に応じて当該大学が備えるべき最低基準と
しての教員組織、校地、校舎等の施設、設備等が定
められており、収容定員を設けることは必要である
と考えております。

1405 14051020

株式会社
ビジネ
ス・ブ
レークス
ルー

通信制の
専門職大
学院大学
の弾力的
運用構想

通信制の専門職大学院において、教室に生徒
を集めて授業をするものでもなく、ＩＴ技術
の進歩、発達により、高度のレベルの教育内
容を講義することが可能となっているので、
多様化してきている現代社会に適応できる人
材を育成・教育していくためには、学生の選
択の自由度をあげ、収容定員を敢えて設け
ず、弾力的に運用を可能とするものとする。

0830690

通信制の
専門職大
学院の必
置教員数
の緩和

専門職大学
院設置基準
第４条、第
５条
平成15年文
部科学省告
示53号(専門
職大学院に
関し必要な
事項につい
て定める件)
第１条、第
２条

最低限必要な専任教
員の人数について
は、学部・専攻の種
類や学生数に応じ教
育研究上必要な一定
数が定められていま
す。また、専任教員
の当該大学以外にお
ける教育研究活動そ
の他の活動について
は、当該大学におい
て教育研究を担当す
るに支障がないと認
められるものでなけ
ればならないとされ
ています。

C

学生が充実した学習を行うことができるためには、
当該大学における教育研究の中心となって、その職
務に相当程度専念する専任教員を一定数確保するこ
とが必要であると考えており、このような観点か
ら、必要最低限の基準を省令等で定めています。
また、専任教員は、他の大学の専任教員ではなく、
当該大学の教育研究を担当するのに支障がない者で
あれば足り、他に職業を有している者であってもこ
の要件に該当する限り、専任教員となることが可能
です。さらに、専任教員が他大学の兼任教員となる
ことも可能です。
なお、高度な専門性を持つ職業人の養成について
は、専門職大学院制度を利用しなければできないも
のではなく、大学院制度若しくは他の制度等によっ
て設置された教育施設においても実施することが可
能です。

提案では通信制の授業方法を取るので専
任教員に依存することがないという趣旨
であることを踏まえ、具体的に回答され
たい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ回
答されたい。

貴省は、”学生が充実した学習を行うことができること、及び、
教育研究の中心となって、その職務に相当程度専念するた
めに一定の専任教員を確保することが必要である”という回
答をしているが、その回答において懸念されている学生が充
実した学習を行うことができるという点、及び、教育研究の中
心となって職務に相当程度専念する点については、その通
り、充実した学習、及び、教育研究を行える環境を確保する
ことが一番重要なことであり、提案理由に記載しているように
最先端の経営について教えるには、各分野のスペシャリス
ト、実際に現場で経営に携わっている人に教えてもらうのが
一番説得力があり、価値のあるものとなること、及び、講義内
容の映像、テキスト等デジタル化し、通信教育の方法を取る
ので専任教員の教育研究の職務に相当程度専念できる環境
を整えている。また、通信教育の方式であるため、講義が休
講になることがなく、講義の質も一定に確保できており、質保
証を確保している。質疑応答、議論はＩＴ技術を活用し、サイ
バークラスルームにて双方向多方向に行われ密度の濃い実
践的な教育が可能な措置を講じることとしており、本学が実
施する教育事業においては、無理やり形式的な部分を重視
して専任教員一人当たりの学生の収容定員を１５名で実施す
るよりは、提案書に記載したような内容で実施することが必
要不可欠である。したがって、上記のような点を踏まえ、本学
のように通信教育の方式を主とする形態で授業を実施し、経
営学を習得することを目的としている専門職大学院の場合、
学生に十分な教育、授業ができ、教育研究に相当程度専念
できると地方自治体の長が当該教育授業に支障がなく、教育
の質が保てると認めた数に専任の教員数を、専任教員一人
当たりの学生の収容定員の定めによることなく、決めることが
できる特例措置について再検討され、その見解及び今後の
対応につき具体的に提示されたい。

C 学生に十分な教育、授業ができるように自由
に専任の教員数を決めることができる。

株式会社
ビジネ
ス・ブ
レークス
ルー

　専門職大学院制度は、卓越した教育力を有する教員の指導の
下で、少人数かつ実践的な教育を実施するための枠組として、
平成15年度から新たに創設されたものです。
　この専門職大学院は、高度専門職業人養成に特化した実践的
教育を行うため、例えば、一般に「ソクラテス・メソッド」と
称されるような教員の質問と学生の回答の反復という双方向の
議論を中心に進められる授業形態をとることなど、高度で実践
的な教育を行うのに適切な教育方法をとる教育機関を設けるこ
とが求められたことを受け、新制度として設けられたもので
す。このため、専門職大学院設置基準においても、専攻分野に
応じて、事例研究、現地調査、双方向・多方向に行われる討論
や質疑応答等を中心にした授業を行うことが求められていま
す。
　また、専門職大学院は、通信教育の方法によって授業を実施
することも認められていますが、その場合であっても、専門職
大学院制度の趣旨やその特質に配慮することが求められます。
そのため、専門職大学院設置基準において、事例研究等の手法
を用いることで十分な教育効果を挙げることのできる専攻分野
について、「多様なメディアを高度に利用」して行うことや、
通学制の専門職大学院と同数の専任教員を確保するよう規定さ
れています。
　貴社からのご提案のとおり、講義の内容や当該講義の受講者
数に応じて、専任教員の教育活動を支援する職員を確保するこ
とも非常に有効な教育手段であると考えます。しかし、専門職
大学院の趣旨や授業方法に照らして考えると、当該専門職大学
院における教育を担当するにふさわしい高度の教育上の指導能
力があると認められる者を専任教員として必要数置き、これら
専任教員による直接の指導を中心に、きめの細かな教育を実施
することが、専門職大学院に期待される最も基本的な機能であ
ると考えます。
　なお、専任教員は、他の大学の専任教員ではなく、当該大学
の教育研究を担当するのに支障がない者であれば足りるほか、
その審査にあたっては、研究業績は必須のものとしないという
取扱いもされています。ですので、専任教員が他大学の兼任教
員となることも可能ですし、他に職業を有している者であって
もこの要件に該当する限り専任教員となることが可能です。ま
た、そもそも高度専門職業人の養成については、専門職大学院
制度を利用しなければできないものではなく、大学院制度若し
くは他の制度等によって設置された教育施設においても実施す
ることも可能です。

26 / 36 ページ



文部科学省（特区）

省庁名 管理
コード

規制の特
例事項名 該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 各省庁からの回答に対する再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 各省庁からの回答に対する再々
検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プ
ロジェク
ト)の名

称

規制の特例事項の内容

文部科
学省 0830710

株式会社
立大学設
置の際の
大学設
置・学校
法人審議
会の委員
構成の弾
力化

大学設置・
学校法人審
議会令
第２条

大学設置・学校法人
審議会委員は、「大
学設置・学校法人審
議会令」（昭和６２
年９月１０日政令第
３０２号）におい
て、定員２９人以内
で組織し、その委員
の任命の要件とし
て、①大学又は高等
専門学校の職員、②
私立大学若しくは私
立高等専門学校の職
員又はこれらを設置
する学校法人の理
事、③学識経験のあ
る者とされていま
す。

D-1

大学設置・学校法人審議会における審査体制につい
ては、既に現行制度においても、当該分野の新規性
や産業界のニーズへの対応等、必要に応じて産業界
での実務経験者等の審査メンバー追加補充が自由に
できる仕組みとなっています。
また、この趣旨にさらに資するべく、平成１６年度
審査より、申請者から要請のあった分野における有
識者等からのヒヤリングを審査過程において行う
「参考人制度」の試行的導入を行ったところです。

貴省の回答には、「大学設置・学校法人
審議会における審査体制については、既
に現行制度においても、当該分野の新規
性や産業界のニーズへの対応等、必要に
応じて産業界での実務経験者等の審査メ
ンバー追加補充が自由にできる仕組みと
なっています。」とあるが、提案の内容
はすでに実現されているものと解してよ
いか。

D-1

　大学設置・学校法人審議会において審査されるのは、大学等
の高等教育機関であり、大学の教育研究者を中心とした審査体
制となることは必要と考えます。
　ただし、御提案の「産業界での実務経験のある者を文部科学
大臣が別途任用できるようにする」という内容につきまして
は、現在においても既に文部科学大臣自身の任命により、委員
が決定される方式となっていること、そして実際に産業界から
複数の有識者が委員として任命されていること、更にはより柔
軟な審査体制の確保のため、今年度より参考人制度の導入を
行っていることから、その趣旨は既に実現されているものと判
断します。文部科学省としては、今後とも、参考人制度の運用
状況も参考としつつ、個別の申請内容を踏まえた適切な審査を
実施してまいりたいと考えています。

1381 13811030

デジタル
ハリウッ
ド株式会
社

教育特区
構想（株
式会社に
おける大
学・大学
院設立）

特区内で株式会社による大学等を設置する場
合であって、その当該教育分野が極めて新規
性が高く、産業界のニーズ等の把握が必要不
可欠である場合には、半数を目途として、審
議会の運営に支障を来さない範囲で、産業界
での実務経験のある者を文部科学大臣が別途
任命することが出来るようにする。

文部科
学省 0830720

特区制度
によって
認められ
た株式会
社大学の
完成年度
の短縮

大学設置基
準第４５条
の規定に基
づき、新た
に大学等を
設置する場
合の教員組
織、校舎等
の施設及び
設備の段階
的な整備に
ついて（平
成１５年文
部科学省告
示第４４
号）

大学の設置認可後、
当該認可時における
留意事項、授業科目
の開設状況その他の
年次計画の履行状況
について、大学から
の報告を求め、必要
に応じ、書類、面接
又は実地により調査
を行うことができる
ものとしています。

D-1

年次計画履行状況調査は、一般に４年制大学では開
設後４年目まで行われることとなりますが、当該大
学において設置認可された教育課程を実施するため
に必要な教員組織、施設設備等が全て整備され、当
該教育課程が有効に実施されていあれば、これを１
年間とすることも可能です。

右の提案主体の意見を踏まえ回答された
い。

文部科学省の回答によると、特区制度によって認められた株
式会社大学の完成年度を、認可後１年とするためには、その
条件として①必要な教員組織、②施設設備、③等、を摘記し
ていますが、完成年度を一年とすることについては(ｱ)前例が
ないこと、(ｲ)株式会社大学についての完成年度であることか
ら、この３つの条件について、具体的かつ明確な基準を可及
的速やかに公表していただきたい。弊社といたしましても、認
可時の条件やその後のご指示に従った組織整備や設備の設
置等を行ってまいりましたが、更に、この条件の公表基準に
照らして、貴省の適切な審査を受けられるよう早速準備をす
すめたいと考えております。
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　「具体的かつ明確な基準」につきましては、当該大学におい
て「設置認可された教育課程を実施する」ために「必要な教員
組織」「施設設備」「その他認可を受けた設置計画に含まれる
事項（例えば事務組織や厚生補導の組織等）」が「全て」整備
され、当該教育課程が有効に実施されることとなる必要があり
ます。
　従って大学新設の場合、一般的には開学後４年目となります
が、その他の例外的な取り扱いについては、個別具体的に年次
計画の内容によって判断することとなります。

右の提案主体からの再意見につ
いて回答されたい。

現行運用上学校法人についての完成年度は4年又は２年以外は
なく、1年の完成年度が学校法人に適用された例はありませ
ん。従って、本回答の「例外的な取扱い」は特区法によって認
められた株式会社大学に適用される以外にはないものと考えま
す。よって、弊社は、特区法により認められた株式会社大学に
ついては、「認可を受けた設置計画に含まれる事項」を｢全
て」整備することにより、完成年度１年が認められるものと解
するのが貴省の回答及び再回答の整合的解釈と考えます。
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 年次計画履行状況調査については、当該大学において設置
認可された教育課程を実施するために必要な教員組織、施
設設備等が全て整備され、当該教育課程が有効に実施され
ていれば、これを１年間とすることも可能です。
　なお、この点に関し、学校法人と株式会社とで取扱いに差
異が生じることはありません。さらに現行制度でも可能である
ことから特区における特例措置を設ける必要もないと考えて
おります。

1592 15921030

株式会社
東京リー
ガルマイ
ンド

株式会社
大学特区

特区制度によって認められた株式会社大学の
完成年度は、認可後１年とすること。

文部科
学省 0830730

大学設置
認可申請
手続きの
時期の変
更

大学の設置
等の認可の
申請手続等
に関する規
則第１条及
び第４条

大学を開設する場合
は、大学の設置等の
認可の申請手続等に
関する規則（平成３
年１２月１７日文部
省令第４６号）第１
条により、当該大学
を開設しようとする
年度の前年度の４月
３０日までに文部科
学大臣に設置認可申
請をすることとなっ
ています。
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現行制度においても、設置認可の申請は随時受け付
けているところです。ただし、審査には一定の期間
が必要であることから、大学や大学院の新設の場合
には、開設予定年度の前年の４月末を、それ以外の
場合には前年の９月末を期限としています。

1068 10681010
株式会社
アカデメ
イア

政策立案
大学設立
構想

認可申請の時期を柔軟化し、現在は4月末に
申請受付けの期限となっているが、これに10
月末も加え、年間に2度申請できるようにし
て頂きたい。
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文部科学省（特区）

省庁名 管理
コード

規制の特
例事項名 該当法令等 制度の現状
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の内
容

措置の概要(対応策) 各省庁からの回答に対する再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 各省庁からの回答に対する再々
検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プ
ロジェク
ト)の名

称

規制の特例事項の内容

文部科
学省

政策立案
大学設立
構想

　大学設置に当り、株式会社が融資によって大学を設立する
ことができるように現行基準の緩和をご検討頂きたいとする
今回の代替案を、再度、以下の理由によりご提案申し上げ、

重ねてご検討をお願い致したく存じます。
　先ず、構造改革及び、それを具体化した構造改革特別区域
の目的と性質ですが、一言でまとめるとすれば、「既存の規

制や基準を緩和することにより、新規事業及び新規産業の創
出を図る」と言うことになり、言わば、行政のあり方そのもの

に根本から改革を促すものと言えると思われます。
　そのような構造改革の趣旨を、教育行政、取り分け大学行
政にあてはめて考えてみた場合に、文部科学省において、株
式会社立大学を容認されたと言う事は、従来の大学行政を
文部科学省として根本から改革すると言う省としての意志を
具体的に示されたものとして高く評価されるべきものであると

思います。
　このような行政方針の大転換の中で、以下の点を踏まえた
上で「株式会社立大学に対して融資による大学の設立を許

可する」かどうかに付き、弊社の事業のためのみならず、広く
一般の教育事業者のためにも、更に踏み込んでご検討を頂

きたく存じます。
　１． かねてより憲法違反の疑いが世上取り沙汰されてきた
私学助成金の学校法人大学に対する支給、及び株式会社立
大学に対する無支給。これは一方を他方よりも優遇すること

になり、結果として不公平になること
　２． 学校法人大学に対する税制上の優遇措置及び株式会

社立大学に対する通常税制の適用。これも上の項目と相
俟って、一方を他方よりも優遇することになり、更なる不公平

を助長すること
　３． 株式会社が新規事業を起こすときに通常認められてい
る「融資を受ける」と言う手段を認めないことにより、商法など

他の法律が想定している資金繰り方法と矛盾すること
　４． 仮に全額自己資金で出発しても、株式会社が別事業の
ために大学事業を上回る金額の融資を受けた場合には、大
学事業を推進する事業主自体が実態としては融資をもって大
学を運営しているのと同じことになり、設立時当初において融

資を不可とする基準が事実上無効になること
　５． 全額自己資金で設立された大学でも破綻する時には

様々な事情で破綻すること。つまり資金面での万全な対策は
大学経営上、必要条件ではあっても充分要件ではないこと。
従って、教育課程、教授陣など、新設大学の市場価値を決定
する財務面以外の諸要素と合わせて柔軟に対応をする必要

があること
　弊社としましては、以上の諸課題故に融資を認めて頂きたい、とする訳では御座いま
せんので、これらの点に付いてのご回答はお願い致しませんが、このような諸々の疑
問と融資の問題は、相互に密接不可分な関係にあるだけではなく、次の大きな命題

より生ずるものであると考えております。従いまして、融資の問題は、以下の命題から
総合的に検討して判断する必要があると思います。すなわち、「全額自己資金で設立することを基準とすることによって、大学経営の安定性と継続性を確保する」とすることは、大学運営の継続性に付いての判断を資金面の安全性に過重に傾けたものと理解されます。

換言すれば、「融資を認める」と言うことは、これとは逆に、資金面でのそのような危さを十二分に補うだけの魅力的な教授陣、教育課程など、資金面以外の新設大学の市場価値を総合的に判断することが必然的に求められることになります。
　しかし、これは、従来の大学行政が、そこまで、資金以外の、定数的な判断以上の判断を求められる新設大学の市場価値に付いてまで立ち入って判断することが許されるのか＝そこまで踏み込んだ場合には行政上更なる不公平が生じる可能性が大ではないか､と言う疑問を容易に生じることになります。

　これを解決するには、従来の大学行政を抜本的に見直し、資金、教育課程、教授陣などから新設大学の諸性質を市場価値に照らして総合的に判断する第三者審査機関への大幅な裁量権の移譲による教育行政の一大構造改革しかないと思われます。
　そのような意味において、大学新設に当っての融資を容認して頂きたいとするお願いは、今後弊社のみならずその他の株式会社立の新設大学からも寄せられる可能性があり、「なるべく脱落者をなくし、マイナスを極力産まない」とする「大学行政上の護送船団方式」から、「より大きなプラスを生み出すためには少々のリスクは認めるべし」とする「民間主導の大学教育＝学生も含めた民間の自己責任において大学教育の新陳代謝を促す」方向へと、大学教育上の発想と方針の一大転換が求められる時代背景でご提案しているもので御座います。

　以上のような背景から、大学設立に当って、融資を容認して頂くことは、取りも直さず大学行政の根幹部分においての更なる構造改革をお願いしているものでありますので、本来は、省庁ベースの検討課題ではなく、政治的判断を要する議題かもしれません。
　しかしそれ故に、あらゆる行政における構造改革を迫る時代の一大潮流により、この件に関しましては民間より今後繰り返し検討要請が出されるものと推察致します。

　以上のような理由によりまして、株式会社立大学設立申請に当って、先般提出致しました現行設立基準に対する代替案を（規制特例提案事項管理番号10681030及び10681040）、「大学行政そのものの構造改革」と言う、より総合的な命題の根幹部分として捉えて頂き、そのような観点から、再度の、並びに継続的なご検討をお願い申し上げます次第です。

0830740

株式会社
による大
学設置経
費の財源
の緩和

学校設置会
社が大学、
短期大学若
しくは高等
専門学校又
は大学の学
部、学部の
学科、大学
院、大学院
の研究科若
しくは短期
大学若しく
は高等専門
学校の学科
を設置する
場合の当該
大学等の経
営に必要な
財産等に関
する審査基
準（平成15
年文部科学
省告示第147
号）

大学等の設置に要す
る経費の財源につい
て、申請時に学校設
置会社の負債となら
ない収入により積み
立てられた現金預金
等の資産を保有して
いることを求めてい
る。

C

　学校の継続性・安定性確保のためには、設置者自
身が一定の資産を保有することが必要不可欠であ
り、①特区法では、株式会社が学校を設置すること
ができる要件として、施設設備又はこれらに要する
資金並びに学校の経営に必要な財産を有しているこ
と、②審査基準では、設置経費の財源として申請時
に学校設置会社の負債とならない収入による積み立
てられた現金預金等の資産を保有していることが求
められているところです。
　ご提案については、担保の具体的な内容が明らか
ではありませんが、企業等の担保者が大学経営の財
政を保証する場合に融資を受けて運営できるものと
することについては、将来的に当該企業等の事情等
により保証を解除されるおそれが全くないとは言い
切れないことから、ご提案の代替案を実現すること
は困難であると考えます。なお、審査基準では、一
定の要件を満たす場合には既に収納されている寄附
金とみなすなどの緩和措置も講じており、具体的な
設置計画に基づきご相談下さい。

貴省の回答には、「企業等の担保者が大
学経営の財政を保証する場合に融資を受
けて運営できるものとすることについて
は、将来的に当該企業等の事情等により
保証を解除されるおそれが全くないとは
言い切れない」とあるが、それをさらに
担保する方法を考えることはできないの
か、提案を実現する方向で再度検討し回
答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ回
答されたい。

C

　学校は、学生生徒等が卒業等するまでに教育を継続していく責任
があり、学校が教育を継続できなくなることにより学生生徒等の行き
場がなくなるようなことがあってはならないものです。
　設置経費の財源や開設年度の経常経費の財源に借入金充当を
認めると、例えば開設年度から定員に見合った学生を確保できず計
画どおりの学納金収入を確保できなかった場合、借入金を計画どお
り返済できずに滞り、教育を継続できなくなることが考えられます。こ
のような場合であっても教育を確実に実施できるよう、設置経費や
開設年度の経常経費という当面必要な経費の財源についてのみ、
自己資金で保有することを求めているものです。
　ご提案のように借入債務の返済を含め将来的な大学経営の財政
を保証する担保者がいるのであれば、申請時に保有しなければなら
ない経費を寄附として受け入れることも可能ではないかと考えられま
すが、ご提案の内容を実現できるかどうかにつきましては、設置経
費を含めた具体的な設置計画、担保の内容・方法など、具体的な計
画に基づき検討し判断する必要がありますので、具体的な設置計画
等に基づきご相談ください。

融資による借入金については、劣
後ボンドや劣後ローンなど様々な種
類がある。借入金の質を見極めた
上で自己資本とみなすなど柔軟な
対応ができないか、提案主体から
の再意見を踏まえつつ、再度検討し
回答されたい。

　先にご提案致しました「融資を導入するに当って、大学財務を担
保する者（企業などを含む）を立てる」と言う代替案に対し、貴省よ
り、「担保者に寄附を要請できるのではないか」とのご提案が御座
いましたが、この点に付きまして弊社の意見を申し上げます。
　１．経営権の独立：株式会社大学は、大学であると同時に株式会
社でもあり、経営方針の決定、経営者の人選など、経営の根幹部
分において、株主＝出資者は大きな発言権を有しております。この
点から観れば、例え寄附と言う形であれ、大学の設立・運営資金を
提供するものは大きな発言権を株式会社大学の経営方針に対して
確保することになりますが、ここに寄附に係る重大な課題が一点御
座います。それは寄附をするものの全てが教育の意義や価値に付
いて理解をしているとは限らないと言うことです。つまり、「教育と言
う美名」の下には、様々なものが集い易く、必ずしも善意のみから
寄附をするものばかりではないことが考えられます。そして、そうし
たものから出資や寄附を受けて株式会社大学を設立すると言うこと
は、取りも直さず、株式会社大学の運営方針の根幹部分において
そのような教育の本質を理解しない寄付者、出資者が大きな発言
権を有することに直結し、このことは結果として株式会社大学の経
営、延いては大学の人材育成方針などにも多大な悪影響を及ぼす
ことになりかねません。
　他方、融資により株式会社大学を設立した場合には、経営権の
独立は守られ、新設大学の目指す教育理念等を含む経営方針全
般が実現されやすくなります。教育事業の場合には、一般の営利
事業における経営努力に加え、人材の育成方針＝教育方針が経
営方針と一体不可分のものとしてあるべきであり、それ故にこそ融
資は「経営権の独立」と「教育方針の貫徹」と言う観点から、大学運
営の至上命題、核心部分に係る大きな課題として相当程度考慮さ
れてしかるべきものであります。
　２．株式会社大学出現の背景：さて、株式会社による大学設立・
運営を認めた行政判断の背景には、今までの、借入金を認めず、
自己資金のみにより設立される学校法人大学が、市場主義経済に
よって求められる人材を充分に供給できていないと言う決定的な焦
燥感があると思います。つまり、この市場主義経済（資本主義経済
とも言い換えられますが）は政治家、教育者、公務員、企業、一般
人とも、挙げて「日々の革新へ向けての不断の努力と決意」、更に
はそれによってもたらされる「自律的緊張感と達成感」こそが大きな
特色であり、それを資金面の制度として支える柱の一つに「融資」と
その借入金を返済する自助努力があるわけであります。この点を鑑みるに、借入金がなくその上私学助成金を受け取る学校法人大学は、市場経済の荒波と緊張感にさらされず、それ故に素晴らしい教育ができる､と言う長所もある反面、大学の存亡を賭けて必死に市場の要請に対応する必要もないことから経営陣、教師陣の精神的弛緩を招き、日々の努力がますます市場主義経済から遠のいていくことを指摘できるものと思います。そして、重ねて申しますが、そのような学校法人大学のマイナス面が株式会社大学容認へと行政方針の一大転換を迫ったわけであります。つまり、換言すれば、長年に亘る「自己資金による設立・運営」が大学経営の精神的弛緩を座視できないまでに堆積させた結果として、「融資による緊張感を経営における最大の特色とする株式会社大学」制度の導入に踏み切った訳ですから、仮に、「緊張感と不断の革新をもたらす融資による設立・運営」を認められないとすれば、「市場経済の要請に対応できる人材を育成してくれるであろうと期待した株式会社大学」の長所を骨抜きにすることになります。これは株式会社大学を認めた当初の行政判断と根本的に矛盾することになり、結果として学校法人大学の緊張感のない経営と同様の結果に陥る懸念がありましょう。これでは何の為に株式会社大学を認めたのか分からなくなってしまいます。このように、「融資」による株式会社大学の設立・運営の容認は、市場経済の要請に応ずることのできる人材の育成を株式会社大学に託した当初の行政判断を財務制度面で明確に裏付けることであり、経営陣・教師陣が借入金の返済と言う緊張感を保ちながら経営権の独立を守り、教育理念と方針を貫徹することを制度上促すことでもあり、貴省がこれを容認されれば、事実上国を挙げて「市場主義経済の本質的特色である自律的緊張感を教育にもたらし、教育における日々の革新へ向けて不断の努力をしよう」、延いては、「ニッポン復活へ向けて市場主義経済に対応できる人材を養成しよう」と決意したことになるものと存じます。以上のような訳で、「融資」是か非かの問題は株式会社大学制度上の最重要命題であり、「大学行政における構造改革の心臓部分」であることを改めてここに指摘致したいと思います。尚、「融資」の具体的な詳細案は、貴省の皆様のお知恵を借りて総合的な観点から詰める必要があると思いますので何卒継続的且つ前向きなご検討を宜しくお願い申し上げます。

C

　株式会社を学校の設置主体とする特例は、再意見でいただ
いているような、設置時から融資による資金だけで学校の設
置を行えるようにすることは想定されていません。特区におい
ては、株式会社が学校の設置主体となることが認められてい
ますが、当該設置主体が公共的な機関である「学校」を継続
的・安定的に運営することが大前提です。だからこそ、特区法
においても最低限の資産要件が課せられていることをまずは
ご理解ください。
　もとより、大学等の完成年度の翌年度以降の経常経費に借
入金を充当することは可能ですが、公共性、継続性・安定性
が求められる「学校」を設置する以上、開設当初の施設設備
投資の負担が継続的に残っていくようなことは適当でなく、ま
た、収入が予定を大きく下回るなど不測の事態に対応できず
教育サービスの低下等を来たすことがないよう、一定額の資
金はあらかじめ積み立てておくことが必要となっております。
　このようなことから、継続的・安定的な学校経営を担保する
ために必要な最低限の準備金として、株式会社に対しても学
校法人の場合と同様に、設置経費及び開設年度の経常経費
相当額の資金を、自己資金として保有するよう求めているの
です。このような一定額の準備金を保有しておくことは、むし
ろ、より高いリスクを引き受けることとなる株式会社にこそ、重
要であると考えられます。
　貴社の御意見によれば、融資のみの方が「自律的緊張感と
達成感」があるとのことですが、学校経営については、市場
原理のみが妥当するものではなく、銀行や鉄道など他の公共
的な機関と同様に、社会全体に対して役割を担うものである
ため、自己責任では済まされません。それ故に、継続性・安
定性を制度的に担保する仕組みが求められることをご理解
下さい。もちろん、自己資金に加えて、融資によって、より良
い教育を目指すことは可能ですので、積極的にご検討いただ
ければと思います。
　再々検討要請でいただいているように、借入金にも様々な
質があると思います。設立後に学校を運営していく中での資
金調達方法としては、ご提案のように保証付きの借入れや劣
後ローンによる調達を行うことも、選択肢の一つではあるとは
思います。
　ただし、保証付きのものであっても、代理弁済がなされた後
は、求償を受け、結局は弁済義務が継続することとなり、そ
の点では、一般の借り入れと異なるところはありません。ま
た、劣後ローンによる調達が、恒常的な金利負担を伴うことと
なれば、財務の健全性を損なうおそれもあり、開設時に最低
限保有しておくべき資金の相当額に、このような負担附き
資金の額を充てることは、望ましくありません。
　自己資金は、不測の事態にも備えるための資産としてその保有を求めているものですが、以上のよ
うに、借入金は、このような資産に位置づけるものとしては適当でありません。このようなことから、今
回ご提案いただいた方法については、現時点ではなお課題が多いものと考えますが、市場において
は、さらに多様な形態の金融があるとも伺っておりますので、今後とも様々なご提案をいただきなが
ら、個別に検討を続けていきたいと思います。

1068 10681030
株式会社
アカデメ
イア

株式会社による大学設置経費の財源に付いて
の本条項の緩和をお願いしたい。
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文部科学省（特区）

省庁名 管理
コード

規制の特
例事項名 該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 各省庁からの回答に対する再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 各省庁からの回答に対する再々
検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プ
ロジェク
ト)の名

称

規制の特例事項の内容

政策立案
大学設立
構想

文部科
学省 0830760

学校法人
の寄附行
為及び寄
附行為の
認可に関
する審査
基準の弾
力化

学校法人の
寄附行為及
び寄附行為
の変更の認
可に関する
審査基準
（平成15年
文部科学省
告示第41
号）

申請時に保有してい
なければならない大
学等（独立大学院大
学を除く。）の経常
経費の人件費の算定
方法について、教員
数×8,700円＋職員
数×6,200円として
計算することとして

いる。

E

いただいた提案は、独立大学院大学による専門職大
学院を設置する構想と思われます。
　独立大学院大学の経常経費について審査基準で
は、「教育研究上の必要に応じた十分な経費が計上
されていること。」と規定されているのみであり、
具体的な金額については規定していません。（審査
基準一の二の（一）参照）
　従いまして、具体の設置計画に即して判断するこ
ととなりますので、ご相談下さい。

1065 10651010
学校法人
タイケン
学園

スポーツ
教育推進
特区

学校法人の寄附行為及び寄附行為の認可に関
する審査基準（平成１５年文部科学省告示４
１号）において定められている財源として保
有すべき経常経費の算定根拠として用いられ
る人件費の水準（教員一人当たり８，７００
千円、職員一人あたり６，２００千円）を、
認定自治体の長と協議の上、当該学校の運営
実態に合わせて弾力的に設定することを可能
とする。

文部科
学省 0830770

保育所事
業を行う
学校法人
の付帯事
業に関す
る特例

私立学校法
第３条

学校法人は私立学校
の設置を目的とする
ことを本質とする法
人である。

C

　学校法人は私立学校の設置を目的とすることを本
質とする法人であり、ご指摘の平成１４年の通知
は、このような学校法人の法的性格を前提としなが
ら、学校法人が認可保育所を設置することを許容す
るものです。
　このような法人としての本質を前提として、学校
法人には学校教育を行う主体として必要な規制が加
えられる一方、税財政上の優遇措置等が講じられて
いるところです。
　学校教育以外の事業を主たる目的とする学校法人
を認めることは、このような学校法人制度の前提を
否定するものであり、他の法人制度とのバランスか
らも問題であるほか、それぞれの目的ごとに制度化
されている法人制度の根幹にも関わる問題であるこ
とから、特区において対応することは困難です。

右の提案主体の意見を踏まえ回答された
い。

幼稚園事業の規模は縮小されるが、幼稚園の設置経営は引
き続き実施していくものであり、附帯事業である保育所事業
の規模が大きくなったとしても、学校法人設立の所期の目的
は遂行できるものと考えられ、更に、幼稚園在園児と保育所
児童との交流が図られることから、より質の高い幼稚園教育
及び保育サービスが提供できるものと思慮される。
また、当市においては少子化が進む中、幼稚園入園児が減
少し、幼稚園の存続自体が危ぶまれている一方で、近年の
雇用形態の変化等により保育所入所希望者は増加傾向にあ
り、早急な待機児童解消策が求められ、当該構想が双方に
とって打開策として有効であると考えている。
このことからも、特区提案についてご採択いただきたい。

C

学校法人は私立学校の設置を目的とすることを本質とする法人であ
り、附帯事業が本体事業に支障を及ぼすようなことはあってはなら
ないことですが、当該学校法人において、本体事業としての学校の
設置運営が適正に実施され、附帯事業である保育事業がこれに支
障を及ぼすことがないのであれば、ご提案のように保育所入所児童
数が幼稚園児数を上回る場合であっても、そのことをもって直ちに
通知の趣旨に反するということとはならないものと考えられます。し
たがいまして、具体的な計画についてご相談いただければと思いま
す。

右の提案主体からの再意見を踏ま
え回答されたい。

保育所入所児童数と幼稚園児数が、直ちに学校法人の取り扱いに
ついて関るものではないとのことではあるが、一要素となるものと考
えられる。保育所の設置・認可に際しては、継続的運営を期待して
いる、一方、幼稚園児数は各年度により、変動が見込まれ、この変
動に伴い、個別の協議を要するとなれば、附帯事業である保育所
の設置・運営についても不安定なものとなる。したがって、次の条件
を前提として、附帯事業である保育所入所児童数が幼稚園児数を
上回る場合であっても、学校法人が保育所を設置・運営することを
認めるとの特区提案を採択いただきたい。
１　既存の学校法人であること
２　幼稚園事業を継続して実施していること
３　学校法人の本体事業である幼稚園事業に支障を及ぼすことな
く、附帯事業である保育所事業を実施すること

D-1
一義的には所轄庁の判断によることになりますが、ご提案の
条件のもと適切に運用されるのであれば、ご提案について
は、現行制度において既に対応が可能であると考えます。

1042 10421010 長崎県長
崎市

長崎市私
立幼稚園
施設活用
幼保一元
化特区

　私立学校法第3条では「この法律において
『学校法人』とは私立学校の設置を目的とし
て、この法律の定めるところにより設立させ
る法人をいう。」と規程されており、学校法
人の設置する認可保育所の取扱いについて
（平成14年7月29日14文部高第330号文部科学
省高等教育局私学部長通知において「学校法
人が設置する認可保育所については、いわゆ
る『附帯事業』とすることが適当である」と
されているところであるが、保育所事業が幼
稚園事業を上回る場合、具体的には保育所入
所児童数が幼稚園児数を上回ることとなる場
合においても学校法人が保育所を設置運営す
ることを認める。

　大学設置に当り、株式会社が融資によって大学を設立する
ことができるように現行基準の緩和をご検討頂きたいとする
今回の代替案を、再度、以下の理由によりご提案申し上げ、

重ねてご検討をお願い致したく存じます。
　先ず、構造改革及び、それを具体化した構造改革特別区域
の目的と性質ですが、一言でまとめるとすれば、「既存の規

制や基準を緩和することにより、新規事業及び新規産業の創
出を図る」と言うことになり、言わば、行政のあり方そのもの

に根本から改革を促すものと言えると思われます。
　そのような構造改革の趣旨を、教育行政、取り分け大学行
政にあてはめて考えてみた場合に、文部科学省において、株
式会社立大学を容認されたと言う事は、従来の大学行政を
文部科学省として根本から改革すると言う省としての意志を
具体的に示されたものとして高く評価されるべきものであると

思います。
　このような行政方針の大転換の中で、以下の点を踏まえた
上で「株式会社立大学に対して融資による大学の設立を許

可する」かどうかに付き、弊社の事業のためのみならず、広く
一般の教育事業者のためにも、更に踏み込んでご検討を頂

きたく存じます。
　１． かねてより憲法違反の疑いが世上取り沙汰されてきた
私学助成金の学校法人大学に対する支給、及び株式会社立
大学に対する無支給。これは一方を他方よりも優遇すること

になり、結果として不公平になること
　２． 学校法人大学に対する税制上の優遇措置及び株式会

社立大学に対する通常税制の適用。これも上の項目と相
俟って、一方を他方よりも優遇することになり、更なる不公平

を助長すること
　３． 株式会社が新規事業を起こすときに通常認められてい
る「融資を受ける」と言う手段を認めないことにより、商法など

他の法律が想定している資金繰り方法と矛盾すること
　４． 仮に全額自己資金で出発しても、株式会社が別事業の
ために大学事業を上回る金額の融資を受けた場合には、大
学事業を推進する事業主自体が実態としては融資をもって大
学を運営しているのと同じことになり、設立時当初において融

資を不可とする基準が事実上無効になること
　５． 全額自己資金で設立された大学でも破綻する時には

様々な事情で破綻すること。つまり資金面での万全な対策は
大学経営上、必要条件ではあっても充分要件ではないこと。
従って、教育課程、教授陣など、新設大学の市場価値を決定
する財務面以外の諸要素と合わせて柔軟に対応をする必要

があること
　弊社としましては、以上の諸課題故に融資を認めて頂きたい、とする訳では御座いませんので、これら
の点に付いてのご回答はお願い致しませんが、このような諸々の疑問と融資の問題は、相互に密接不
可分な関係にあるだけではなく、次の大きな命題より生ずるものであると考えております。従いまして、

融資の問題は、以下の命題から総合的に検討して判断する必要があると思います。すなわち、「全額自己資金で設立することを基準とすることによって、大学経営の安定性と継続性を確保する」とすることは、大学運営の継続性に付いての判断を資金面の安全性に過重に傾けたものと理解されます。
換言すれば、「融資を認める」と言うことは、これとは逆に、資金面でのそのような危さを十二分に補うだけの魅力的な教授陣、教育課程など、資金面以外の新設大学の市場価値を総合的に判断することが必然的に求められることになります。

　しかし、これは、従来の大学行政が、そこまで、資金以外の、定数的な判断以上の判断を求められる新設大学の市場価値に付いてまで立ち入って判断することが許されるのか＝そこまで踏み込んだ場合には行政上更なる不公平が生じる可能性が大ではないか､と言う疑問を容易に生じることになります。
　これを解決するには、従来の大学行政を抜本的に見直し、資金、教育課程、教授陣などから新設大学の諸性質を市場価値に照らして総合的に判断する第三者審査機関への大幅な裁量権の移譲による教育行政の一大構造改革しかないと思われます。

　そのような意味において、大学新設に当っての融資を容認して頂きたいとするお願いは、今後弊社のみならずその他の株式会社立の新設大学からも寄せられる可能性があり、「なるべく脱落者をなくし、マイナスを極力産まない」とする「大学行政上の護送船団方式」から、「より大きなプラスを生み出すためには少々のリスクは認めるべし」とする「民間主導の大学教育＝学生も含めた民間の自己責任において大学教育の新陳代謝を促す」方向へと、大学教育上の発想と方針の一大転換が求められる時代背景でご提案しているもので御座います。
　以上のような背景から、大学設立に当って、融資を容認して頂くことは、取りも直さず大学行政の根幹部分においての更なる構造改革をお願いしているものでありますので、本来は、省庁ベースの検討課題ではなく、政治的判断を要する議題かもしれません。

　しかしそれ故に、あらゆる行政における構造改革を迫る時代の一大潮流により、この件に関しましては民間より今後繰り返し検討要請が出されるものと推察致します。
　以上のような理由によりまして、株式会社立大学設立申請に当って、先般提出致しました現行設立基準に対する代替案を（規制特例提案事項管理番号10681030及び10681040）、「大学行政そのものの構造改革」と言う、より総合的な命題の根幹部分として捉えて頂き、そのような観点から、再度の、並びに継続的なご検討をお願い申し上げ

ます次第です。

文部科
学省 0830750

大学等の
経営に必
要な財産
について
の緩和

学校設置会
社が大学、
短期大学若
しくは高等
専門学校又
は大学の学
部、学部の
学科、大学
院、大学院
の研究科若
しくは短期
大学若しく
は高等専門
学校の学科
を設置する
場合の当該
大学等の経
営に必要な
財産等に関
する審査基
準（平成15
年文部科学
省告示第147

号）

開設前から完成年度までの経常経費の財源を
保有していなければならいないとする本条項
の緩和をお願いしたい。

株式会社
アカデメ
イア

106810401068

　株式会社を学校の設置主体とする特例は、再意見でいただ
いているような、設置時から融資による資金だけで学校の設
置を行えるようにすることは想定されていません。特区におい
ては、株式会社が学校の設置主体となることが認められてい
ますが、当該設置主体が公共的な機関である「学校」を継続
的・安定的に運営することが大前提です。だからこそ、特区法
においても最低限の資産要件が課せられていることをまずは
ご理解ください。
　もとより、大学等の完成年度の翌年度以降の経常経費に借
入金を充当することは可能ですが、公共性、継続性・安定性
が求められる「学校」を設置する以上、開設当初の施設設備
投資の負担が継続的に残っていくようなことは適当でなく、ま
た、収入が予定を大きく下回るなど不測の事態に対応できず
教育サービスの低下等を来たすことがないよう、一定額の資
金はあらかじめ積み立てておくことが必要となっております。
　このようなことから、継続的・安定的な学校経営を担保する
ために必要な最低限の準備金として、株式会社に対しても学
校法人の場合と同様に、設置経費及び開設年度の経常経費
相当額の資金を、自己資金として保有するよう求めているの
です。このような一定額の準備金を保有しておくことは、むし
ろ、より高いリスクを引き受けることとなる株式会社にこそ、重
要であると考えられます。
　貴社の御意見によれば、融資のみの方が「自律的緊張感と
達成感」があるとのことですが、学校経営については、市場
原理のみが妥当するものではなく、銀行や鉄道など他の公共
的な機関と同様に、社会全体に対して役割を担うものである
ため、自己責任では済まされません。それ故に、継続性・安
定性を制度的に担保する仕組みが求められることをご理解
下さい。もちろん、自己資金に加えて、融資によって、より良
い教育を目指すことは可能ですので、積極的にご検討いただ
ければと思います。
　再々検討要請でいただいているように、借入金にも様々な
質があると思います。設立後に学校を運営していく中での資
金調達方法としては、ご提案のように保証付きの借入れや劣
後ローンによる調達を行うことも、選択肢の一つではあるとは
思います。
　ただし、保証付きのものであっても、代理弁済がなされた後
は、求償を受け、結局は弁済義務が継続することとなり、そ
の点では、一般の借り入れと異なるところはありません。ま
た、劣後ローンによる調達が、恒常的な金利負担を伴うことと
なれば、財務の健全性を損なうおそれもあり、開設時に最低
限保有しておくべき資金の相当額に、このような負担附き
資金の額を充てることは、望ましくありません。
　自己資金は、不測の事態にも備えるための資産としてその保有を求めているものですが、以上のよ
うに、借入金は、このような資産に位置づけるものとしては適当でありません。このようなことから、今
回ご提案いただいた方法については、現時点ではなお課題が多いものと考えますが、市場において
は、さらに多様な形態の金融があるとも伺っておりますので、今後とも様々なご提案をいただきなが
ら、個別に検討を続けていきたいと思います。

C

　先にご提案致しました「融資を導入するに当って、大学財務を担
保する者（企業などを含む）を立てる」と言う代替案に対し、貴省よ
り、「担保者に寄附を要請できるのではないか」とのご提案が御座
いましたが、この点に付きまして弊社の意見を申し上げます。
　１．経営権の独立：株式会社大学は、大学であると同時に株式会
社でもあり、経営方針の決定、経営者の人選など、経営の根幹部
分において、株主＝出資者は大きな発言権を有しております。この
点から観れば、例え寄附と言う形であれ、大学の設立・運営資金を
提供するものは大きな発言権を株式会社大学の経営方針に対して
確保することになりますが、ここに寄附に係る重大な課題が一点御
座います。それは寄附をするものの全てが教育の意義や価値に付
いて理解をしているとは限らないと言うことです。つまり、「教育と言
う美名」の下には、様々なものが集い易く、必ずしも善意のみから
寄附をするものばかりではないことが考えられます。そして、そうし
たものから出資や寄附を受けて株式会社大学を設立すると言うこと
は、取りも直さず、株式会社大学の運営方針の根幹部分において
そのような教育の本質を理解しない寄付者、出資者が大きな発言
権を有することに直結し、このことは結果として株式会社大学の経
営、延いては大学の人材育成方針などにも多大な悪影響を及ぼす
ことになりかねません。
　他方、融資により株式会社大学を設立した場合には、経営権の
独立は守られ、新設大学の目指す教育理念等を含む経営方針全
般が実現されやすくなります。教育事業の場合には、一般の営利
事業における経営努力に加え、人材の育成方針＝教育方針が経
営方針と一体不可分のものとしてあるべきであり、それ故にこそ融
資は「経営権の独立」と「教育方針の貫徹」と言う観点から、大学運
営の至上命題、核心部分に係る大きな課題として相当程度考慮さ
れてしかるべきものであります。
　２．株式会社大学出現の背景：さて、株式会社による大学設立・
運営を認めた行政判断の背景には、今までの、借入金を認めず、
自己資金のみにより設立される学校法人大学が、市場主義経済に
よって求められる人材を充分に供給できていないと言う決定的な焦
燥感があると思います。つまり、この市場主義経済（資本主義経済
とも言い換えられますが）は政治家、教育者、公務員、企業、一般
人とも、挙げて「日々の革新へ向けての不断の努力と決意」、更に
はそれによってもたらされる「自律的緊張感と達成感」こそが大きな
特色であり、それを資金面の制度として支える柱の一つに「融資」と
その借入金を返済する自助努力があるわけであります。この点を鑑みるに、借入金がなくその上私学助成金を受け取る学校法人大学は、市場経済の荒波と緊張感にさらされず、それ故に素晴らしい教育ができる､と言う長所もある反面、大学の存亡を賭けて必死に市場の要請に対応する必要もないことから経営陣、教師陣の精神的弛緩を招き、日々の努力がますます市場主義経済から遠のいていくことを指摘できるものと思います。そして、重ねて申しますが、そのような学校法人大学のマイナス面が株式会社大学容認へと行政方針の一大転換を迫ったわけであります。つまり、換言すれば、長年に亘る「自己資金による設立・運営」が大学経営の精神的弛緩を座視できないまでに堆積させた結果として、「融資による緊張感を経営における最大の特色とする株式会社大学」制度の導入に踏み切った訳ですから、仮に、「緊張感と不断の革新をもたらす融資による設立・運営」を認められないとすれば、「市場経済の要請に対応できる人材を育成してくれるであろうと期待した株式会社大学」の長所を骨抜きにすることになります。これは株式会社大学を認めた当初の行政判断と根本的に矛盾することになり、結果として学校法人大学の緊張感のない経営と同様の結果に陥る懸念がありましょう。これでは何の為に株式会社大学を認めたのか分からなくなってしまいます。このように、「融資」による株式会社大学の設立・運営の容認は、市場経済の要請に応ずることのできる人材の育成を株式会社大学に託した当初の行政判断を財務制度面で明確に裏付けることであり、経営陣・教師陣が借入金の返済と言う緊張感を保ちながら経営権の独立を守り、教育理念と方針を貫徹することを制度上促すことでもあり、貴省がこれを容認されれば、事実上国を挙げて「市場主義経済の本質的特色である自律的緊張感を教育にもたらし、教育における日々の革新へ向けて不断の努力をしよう」、延いては、「ニッポン復活へ向けて市場主義経済に対応できる人材を養成しよう」と決意したことになるものと存じます。以上のような訳で、「融資」是か非かの問題は株式会社大学制度上の最重要命題であり、「大学行政における構造改革の心臓部分」であることを改めてここに指摘致したいと思います。尚、「融資」の具体的な詳細案は、貴省の皆様のお知恵を借りて総合的な観点から詰める必要があると思いますので何卒継続的且つ前向きなご検討を宜しくお願い申し上げます。

融資による借入金については、劣
後ボンドや劣後ローンなど様々な種
類がある。借入金の質を見極めた
上で自己資本とみなすなど柔軟な
対応ができないか、提案主体から
の再意見を踏まえつつ、再度検討し
回答されたい。

　学校は、学生生徒等が卒業等するまでに教育を継続していく責任
があり、学校が教育を継続できなくなることにより学生生徒等の行き
場がなくなるようなことがあってはならないものです。
　設置経費の財源や開設年度の経常経費の財源に借入金充当を
認めると、例えば開設年度から定員に見合った学生を確保できず計
画どおりの学納金収入を確保できなかった場合、借入金を計画どお
り返済できずに滞り、教育を継続できなくなることが考えられます。こ
のような場合であっても教育を確実に実施できるよう、設置経費や
開設年度の経常経費という当面必要な経費の財源についてのみ、
自己資金で保有することを求めているものです。
　ご提案のように借入債務の返済を含め将来的な大学経営の財政
を保証する担保者がいるのであれば、申請時に保有しなければなら
ない経費を寄附として受け入れることも可能ではないかと考えられま
すが、ご提案の内容を実現できるかどうかにつきましては、設置経
費を含めた具体的な設置計画、担保の内容・方法など、具体的な計
画に基づき検討し判断する必要がありますので、具体的な設置計画
等に基づきご相談ください。

C

C

　学校の継続性・安定性確保のためには、設置者自
身が一定の資産を保有することが必要不可欠であ

り、①特区法では、株式会社が学校を設置すること
ができる要件として、施設設備又はこれらに要する
資金並びに学校の経営に必要な財産を有しているこ
と、②審査基準では、開設年度（校地及び校舎が借
用の場合には開設年度から完成年度まで）の経常経
費の財源として申請時に学校設置会社の負債となら
ない収入による積み立てられた現金預金等の資産を
保有していることが求められているところです。

　ご提案については、担保の具体的な内容が明らか
ではありませんが、担保者から融資を受けることが
できるものとすることについては、将来的に当該担
保者の事情等により約定を解除されるおそれが全く
ないとは言い切れないことから、ご提案の代替案を
実現することは困難であると考えます。なお、申請
時に財源としての保有を必要としているのは、原則
として開設年度の経常経費ですので、具体的な設置

計画に基づきご相談下さい。

貴省の回答には、「企業等の担保者が大
学経営の財政を保証する場合に融資を受
けて運営できるものとすることについて
は、将来的に当該企業等の事情等により
保証を解除されるおそれが全くないとは
言い切れない」とあるが、それをさらに
担保する方法を考えることはできないの
か、提案を実現する方向で再度検討し回

答されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ回

答されたい。

大学を設置する場
合、開設年度（校地
及び校舎が借用の場
合には開設年度から
完成年度まで）の経
常経費の財源につい
て、申請時に学校設
置会社の負債となら
ない収入により積み
立てられた現金預金
等の資産を保有して
いることを求めてい

る。
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文部科学省（特区）

省庁名 管理
コード

規制の特
例事項名 該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 各省庁からの回答に対する再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 各省庁からの回答に対する再々
検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プ
ロジェク
ト)の名

称

規制の特例事項の内容

文部科
学省 0830780

学校設置
主体の拡
大（財団
法人によ
る学校の
設置）

C

　現在の学校法人制度が発足する以前は財団法人に
よる学校設置が行われていたところですが、財団法
人では学校を設置する主体としては公益性が不十分
であったことから、財団法人制度を基礎として、こ
れに学校の設置主体として必要な要件を加重して制
度化されたものが現在の学校法人制度です。した
がって、このような経緯のもと特別の立法（私立学
校法）に基づく公益法人制度として学校法人制度が
創設されていることを踏まえると、財団法人による
学校の設置を認めることは困難といわざるをえませ
ん。
　なお、学校設置・運営に必要な経済的基盤を有し
ており、学校経営のための人材も豊富であるのであ
れば、学校を設置するために学校法人を設立するこ
とには特に障壁もないと考えられ、学校の設置を目
的とする貴提案は、学校法人を設立することにより
実現可能と考えます。
　なお、学校法人となることについて具体的な障害
があるのであれば、具体の大学設置構想に基づき、
ご相談ください。

右の提案主体の意見を踏まえ回答された
い。 C

　学校法人は、他の特別な公益法人と同様、民法法人（財団法人・
社団法人）とは別の特別な法人として、特に、学校の設置主体として
公共性、継続性・安定性を確保する必要性から設けられているもの
であり、具体的には、私立学校法において学校法人として必要な要
件が定められているものです。このことは、「単なる一般的な制度趣
旨の提示」ということにとどまるものではありません。ご提案は、本質
的には、法人類型として法的に整理されている公益法人体系に混
乱を招くものであるため、財団法人による学校設置を認めることは
困難であることをご理解ください。
　なお、ご提案の財団法人の場合、学校法人化すること自体は可能
とのことですので、学校法人を設立することにより提案の内容自体
の実現は可能であると考えます。

右の提案主体からの再意見を踏ま
え回答されたい。 C

学校法人は、学校の設置主体として公共性、継続性・安定性
を確保する必要性から、民法法人とは異なる特別な公益法
人として、私立学校法において必要な定めが置かれているも
のです。したがって、このことは、「単なる一般的な制度趣旨
の提示」ということにとどまるものではなく、ご提案のようにあ
えて財団法人そのものを学校の設置主体として認めようとす
る場合には、本質的には、法人類型として法的に整理されて
いる公益法人体系に重大な影響を及ぼし、混乱を招くもので
あるということにご留意いただきたいと思います。このような
具体的な問題点があるからこそ、財団法人による学校設置を
認めることは困難であると考えています。
なお、ご提案の財団法人の場合、学校法人化すること自体は
可能とのことですが、これまで培われてきた実績を基に、更に
学校法人の設立を目指すことにより、地域における教育活動
のより一層の発展が図られることとなりますよう、期待いたし
ます。

1408 14081010 川崎市
「音楽ま
ち・かわ
さき」推
進特区

学校設置が株式会社にも認められたが、財団
法人にもその対象を拡大してほしい。

文部科
学省 0830790

学校法
人・私立
学校の設
置認可権
限の認定
地方公共
団体の長
への委譲

学校教育法
第４条
私立学校法
第４条

私立の小学校等の設
置及びこれらを設置
する学校法人の寄附
行為の認可（設立認
可）は都道府県知事
の権限とされてい
る。

D-1

　認可権者が市町村に委譲された場合であっても、
私立学校の認可に当たっては、学校としての各種基
準を満たしていることは当然必要となります。「迅
速な私立学校の設置」のためであれば、まずは認可
権者である県とご相談されるべきであると考えま
す。
　なお、学校法人の認可権を市町村に委譲すること
については、地方自治法第２５２条の１７の２第１
項の規定により、「都道府県知事の権限に属する事
務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が
処理することができる。」とされているところであ
り、現行制度上、提案地方公共団体の位置する都道
府県の判断により可能となっています。また、「県
内のこのような権限の必要のないと認識している市
町村との関係の調整も必要となり実現可能性が乏し
い」とのことですが、そのような意見も踏まえ、地
方自治法上の同特例についても、市町村のイニシア
チブを図る拡充措置が図られていると承知していま
す。したがって、貴団体が今後市町村と共同し学校
法人による学校設置を目指すということであれば、
まずは、学校を設置したいとお考えの地域の市町村
に対し、よく相談していただきたいと思います。
　なお、文部科学省においては、NPO等による学校
設置に関し、相談窓口を設けて対応しておりますの
で、必要に応じて、ご相談いただければと思いま
す。

提案は、迅速な設置が必要である一方、
手続が煩雑であり相当な時間を要するた
め、株式会社立学校等と同様に学校法人
の認可について都道府県の判断がなくと
も市町村に委譲したいというものであ
り、これを踏まえ具体的に検討し回答さ
れたい。

D-1

　学校法人・私立学校の設置認可権限の市町村への委譲は、地
方自治法上の事務処理特例の活用により実現可能です（地方自
治法第252条の17の2）。ご提案のケースについては、第２次提
案に際して、県と共同で特区提案を行われていたものと承知し
ており、地域住民の理解を得た上で、県及び市町村にご相談し
ていただければ、すみやかに学校設置が可能となるものと考え
ております。この提案を実現するための制度上の障壁は存在し
ていません。

1561 15611020

長野
チャー
ター・ス
クール研
究会

「特区学
校法人」
による長
野子ども
の村小・
中一貫校
構想

私立学校法４条２号及び４号において、私立
学校（大学と高等専門学校を除く）と当該私
立学校を設置する学校法人の認可権限を有す
るのは「都道府県知事」とされているので、
私立学校法第４条柱書きの「都道府県知事」
の後に、「特区法○条（注：本特例措置を規
定する特区法上の条文）に規定する同法４条
８項の認定を受けた自治体の長」という規定
を追加する。

文部科
学省 0830800

私立学校
審議会の
設置の柔
軟化及び
権限委譲

私立学校法
第９条

私立学校審議会は都
道府県に設置され
る。

D-1

地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定に基
づき学校法人の認可権限が市町村に委譲された場合
には、私立学校審議会への諮問についても都道府県
の判断により、委譲することが可能です。この特例
は、市町村のイニシアチブを図る改正も行われたと
ころですので、まずは学校を設置したいとお考えの
地域の地方公共団体に対し、本特例の活用につき、
よく相談していただきたいと思います。なお、私立
学校審議会の委員構成について、地域の実情に合わ
せた柔軟化をご提案ですが、私立学校法の改正によ
り、各都道府県の地域の実情に応じた委員構成が可
能となっているところです。

提案は、迅速な設置が必要である一方、
手続が煩雑であり相当な時間を要するた
め、株式会社立学校等と同様に学校法人
の認可について都道府県の判断がなくと
も市町村に委譲したいというものであ
り、これを踏まえ具体的に検討し回答さ
れたい。

D-1

ご提案は、私立学校等の設置認可権限の委譲に係る一連の提案
の一つであると思われますが、学校法人・私立学校の設置認可
権限の市町村への委譲は、地方自治法上の事務処理特例の活用
により実現可能です（地方自治法第252条の17の2）。ご提案の
ケースについては、第２次提案に際して、県と共同で特区提案
を行われていたものと承知しており、地域住民の理解を得た上
で、県及び市町村にご相談していただければ、すみやかに学校
設置が可能となるものと考えております。この提案を実現する
ための制度上の障壁は存在していません。

1561 15611030

長野
チャー
ター・ス
クール研
究会

「特区学
校法人」
による長
野子ども
の村小・
中一貫校
構想

私立学校法８条１項、９条２項、１３条２
項、１４条、１７条において、私立学校審議
会の設置等の権限が「都道府県知事」とされ
ているところを、「特区法○条（注：本特例
措置を規定する特区法上の条文）に規定する
同法４条８項の認定を受けた自治体の長」と
いう規定を追加する。また、同様の趣旨で、
９条１項、１６条２項・項については、「都
道府県」とされているところに、「特区法○
条（注：本特例措置を規定する特区法上の条
文）に規定する同法４条８項の認定を受けた
自治体」を追加する。　私立学校審議会の委
員・議事等については、「私立学校法１０
条、１１条、１２条、１５条の規定について
は、同法４条８項の認定を受けた自治体の長
が条例で定めることとする。」という特例措
置を講じ、地域の実情に合わせた設置の柔軟
化を図る。

文部科
学省 0830810

都道府県
における
各種審議
会の必置
規制の見
直し

義務教育諸
学校の教科
用図書の無
償に関する
法律第11
条、私立学
校法第9条

義務教育諸学校の教
科用図書の無償に関
する法律及び私立学
校法の規定により、
都道府県に、教科用
図書検定審議会及び
私学審議会を置くこ
ととされている。

C

　審議会の必置規制については、地方分権の観点か
らこれまでも政府全体として見直しを進めてきてい
ますが、現在必置とされているものは特に全国一律
で義務付けが必要とされているものであり、以下の
理由からも、これらを直ちに任意設置とすることは
困難と考えます。
　教科用図書選定審議会は、教科書採択という毎年
不可避に生じる事務を適切に処理するため、幅広い
意見を適切かつ総合的に勘案する合議体の組織を制
度的に設けるという趣旨から、採択期間（4月～8
月）に限って置かれているものです。教科書採択に
あたっては、教育専門的な判断、教育計画その他の
長期的な展望に立った行政的判断、採択の不公正を
排除するための公正かつ客観的な判断を、無償措置
が講じられている義務教育段階において適正に実施
するという重要な意義を有するものであり、同審議
会を任意設置とすることは困難と考えます。
　私立学校審議会は、私立学校の設置廃止の認可や
閉鎖命令、学校法人の設立認可や解散命令など都道
府県知事の権限行使に当たり、第三者等の意見を十
分反映することにより、私立学校に対する都道府県
知事の関与の適正を期するという趣旨から設けられ
ているものです。このように、私立学校審議会は、
私立学校の自主性の尊重という観点から重要な意義
を有するものであり、任意設置とすることは困難と
考えます。

意見は提出しない。現在，本県で各審議会等について，具体
的な整理を行っており，その結果を踏まえて，次回以降，提
案を行っていくこととする。

1140 11402040 広島県
分権ひろ
しま活性
化プラン

都道府県において設置を義務付けられている
審議会等各種付属機関について，設置する地
方自治体の運営方針によって任意に設置でき
るよう各種関係法律等を見直すこと。

○今回の回答は、学校法人制度の成り立ちの一般的経過説明に過ぎ
ず、本提案が特区制度を活用し、特例的に規制緩和を求めるものである

ことを踏まえた理由が示されていない。
特区制度は、地域の特性に応じた規制の特例措置を導入することによる
地域の経済活性化をねらいとしている。このことからも、今回の提案は、
地方公共団体とそこに立地する財団法人が自発的に川崎という地域特

性に即して行った提案であり、単なる一般的制度趣旨の提示ではなく、特
例措置を講じることによってどのような不都合や懸念が生じるか具体的
な理由が示されなくては、特区制度に沿った回答にならないものと考え

る。
○財団法人では公益性が不十分とのことだが、文部科学大臣が平成16
年4月14日文部科学委員会で発言されている「特区における学校主体

の、公共性、継続性、安定性がどういうふうに担保できるが問題」の観点
を踏まえると、財団法人においても、この担保要件に準じる財団法人に
限り、特区という試行的枠組みの中で学校設置主体として、特区で認め

ることに支障があるとは考えられない。
また、同記の委員会において、文部科学大臣が「学校はやはり時代に

合ったものに変えていくことは必要ですから、そういう意味で特区制度も
生まれてきた。まずそれで始めながら、認めながら」と発言していることか
らも、今回の提案については、特区における様々な選択肢と教育の質の
向上や地域を限定して成果を検証していく方針を含め、まさにうってつけ

の事例であり、特区として認めていくべきである。
さらに、地域再生計画として「音楽のまち･かわさき」推進計画が６月２１
日に認定されており、この計画において、今回の設立主体の財団法人

は、音楽人材育成の中核に位置付けられていることからも、このような地
域の自発的な構想と連携ある財団法人を条件とし特区として検証すべき
である。○次に本提案は、財団法人が、学校法人となることを否定してい
るのではなく、当該財団法人における独自のカリキュラム、講師体制等の
実績を踏まえた、現行の教育形態は、より実践的で多様な人材を輩出で
きるものであり、「民間による質の向上」を恒常的に実践していると同時

に、この教育形態は、研究者ではなく、専門性の高い職業人を育てること
を目的とした専門職大学院に合致していることからも財団法人による学

校の設置を認めるべきである。
このことからも、現行の財団法人に加え、学校法人を運営することは、非

効率である。
○最後に、財団法人では学校を設置する主体としては公益性が不十分であったとのことだが、その具体的な要件を示していただきたい。また、財団法人制度を基礎として、これに学校の設置主体として必要な要件を加重して制度化されたとあるが、その加重要件も具体的にお示しいただきたい。

○今回の回答は、学校法人制度の成り立ちの一般的経過説明に過ぎず、本提
案が特区制度を活用し、特例的に規制緩和を求めるものであることを踏まえた

理由が示されていない。
特区制度は、地域の特性に応じた規制の特例措置を導入することによる地域の
経済活性化をねらいとしている。このことからも、今回の提案は、地方公共団体
とそこに立地する財団法人が自発的に川崎という地域特性に即して行った提案
であり、単なる一般的制度趣旨の提示ではなく、特例措置を講じることによって
どのような不都合や懸念が生じるか具体的な理由が示されなくては、特区制度

に沿った回答にならないものと考える。
○財団法人では公益性が不十分とのことだが、文部科学大臣が平成16年4月14
日文部科学委員会で発言されている「特区における学校主体の、公共性、継続
性、安定性がどういうふうに担保できるが問題」の観点を踏まえると、財団法人

においても、この担保要件に準じる財団法人に限り、特区という試行的枠組みの
中で学校設置主体として、特区で認めることに支障があるとは考えられない。ま
た、同記の委員会において、文部科学大臣が「学校はやはり時代に合ったもの
に変えていくことは必要ですから、そういう意味で特区制度も生まれてきた。まず
それで始めながら、認めながら」と発言していることからも、今回の提案について
は、特区における様々な選択肢と教育の質の向上や地域を限定して成果を検証
していく方針を含め、まさにうってつけの事例であり、特区として認めていくべきで
ある。さらに、地域再生計画として「音楽のまち･かわさき」推進計画が６月２１日
に認定されており、この計画において、今回の設立主体の財団法人は、音楽人
材育成の中核に位置付けられていることからも、このような地域の自発的な構想

と連携ある財団法人を条件とし特区として検証すべきである。
○次に本提案は、財団法人が、学校法人となることを否定しているのではなく、
当該財団法人における独自のカリキュラム、講師体制等の実績を踏まえた、現
行の教育形態は、より実践的で多様な人材を輩出できるものであり、「民間によ
る質の向上」を恒常的に実践していると同時に、この教育形態は、研究者ではな
く、専門性の高い職業人を育てることを目的とした専門職大学院に合致している
ことからも財団法人による学校の設置を認めるべきである。このことからも、現行

の財団法人に加え、学校法人を運営することは、非効率である。
○最後に、財団法人では学校を設置する主体としては公益性が不十分であった

とのことだが、その具体的な要件を示していただきたい。また、財団法人制度を基礎として、これに学校の設置主体として必要な要件を加重して制度化されたとあるが、その加重要件も具体的にお示しいただきたい。
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文部科学省（特区）

省庁名 管理
コード

規制の特
例事項名 該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 各省庁からの回答に対する再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 各省庁からの回答に対する再々
検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プ
ロジェク
ト)の名

称

規制の特例事項の内容

文部科
学省 0830820

校地・校
舎の自己
所有を要
しない小
中高一貫
校の設置
の容認

基本方針８
２０（８０
１－２）

８２０特区において
校地・校舎の自己所
有を要しない学校設
置が認められてい
る。

D-2

校地・校舎の自己所有要件の緩和については、「校
地・校舎の自己所有を要しない小学校等設置事業」
という特区の特例措置により、既に特区において実
現が可能となっています（基本方針別表１、８２０
をご参照下さい）。

1495 14951010 学校法人
国際学園

不登校生
徒等のた
めの小中
高一貫校
の設置

　教育上の特段のニーズがあり、当該ニーズ
に対応した教育を行う学校の設置に伴う学校
法人の寄附行為の認可（既存の寄附行為の変
更の認可を含む。）にあたって、学校経営の
安定性・継続性が担保できると認められる場
合に、その校地・校舎の自己所有要件を求め
る必要がないものとする。

文部科
学省 0830830

株式会社
立学校及
びＮＰＯ
法人立学
校への私
学助成の
適用

憲法第８９
条

公金その他の公の財
産は、宗教上の組織
若しくは団体の使
用、便益若しくは維
持のため、又は公の
支配に属しない慈
善、教育若しくは博
愛の事業に対し、こ
れを支出し、又はそ
の利用に供してはな
らないとされてい
る。

CE

　特区において学校の設置主体として認められる株
式会社やNPO法人に対する補助金交付については、
憲法第89条の問題があり困難であると考えます。な
お、学校法人については、①学校教育法上の規制、
②私立学校法上の規制、③私立学校振興助成法上の
規制が総合的に課せられていることから、憲法第89
条に定める「公の支配」に属しているとされていま
す。
　ご提案は学校法人に対する従来の私学助成（財政
措置）の拡大を求めるものであり、規制の特例措置
を求めるものではなく、「従来型の財政措置は講じ
ない」とする特区の基本方針にも反すると考えられ
ます。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措
置として設置される学校とのイコールフィッティ
ングを求めるものであり、特区となることで単に
補助金が嵩上げされるという「従来型の財政措
置」とは異なる制度上の問題に関するものであ
る。このような観点から、提案者の趣旨を実現で
きないか回答されたい。
　提案の趣旨は、従来の学校と特区において設置
された学校とのイコールフッティングを求めるも
のである。両学校は学校教育法上同等のものであ
ることから、特区において設置された学校の児童
生徒が安心して学校に通えるようにするために行
政としてどのように支援するかと言うことは検討
すべき課題である。そのためどのような要件が必
要かと言うことも含めて、「イコールフッティン
グを実現するためにはどうすればいいか」という
観点から検討し回答されたい。
　また、貴省は国会答弁で、学校法人が私学助成
を受ける際に、「公の支配」に属していると考え
られる理由として、①学校教育法上の規制、②私
立学校法上の規制、私立学校振興助成法上の規制
があることをあげている。しかし、学校教育法上
の規制は学校設置会社及び学校設置非営利法人も
受けており、また、助成の対象となるならば、私
立学校振興助成法にあるような規制も検討すべき
であろう。そうすると、学校法人と学校設置会社
及び学校設置非営利法人の規制の差は、私立学校
法に基づく規制となる。私立学校法条の規制のみ
で「公の支配」について課題があり、「困難」と
している理由は何か明確にされたい。

CE

憲法では、「公の支配」に属しない教育の事業に対し、公金を
支出することを禁じています。
　このため、私学助成を受ける学校法人の設置する学校に対し
ては、学校教育法、私立学校法、私立学校振興助成法の３つの
法律により、「公の支配」に属するようにするための様々な規
制が掛けられており、特に、私立学校法においては、学校の設
置者たるにふさわしい法人として学校法人制度を設け、他の法
人等を比べても、より高い公共性等を確保するための様々な規
定がもうけられています。
　私学助成は、これら３法の規定により、はじめて、憲法上も
可能となっているのです。
　しかしながら、株式会社やＮＰＯ法人が設置する学校につい
ては、このような規制が及んでいません。また、仮に、助成措
置の対象とするために、学校法人と同様の規制を及ぼす場合に
は、株式会社やＮＰＯ法人の特性を活かしたまま学校を設置す
るものとした特区制度本来の趣旨が損なわれてしまうことにな
ります。
　このように、株式会社やＮＰＯ法人の設置する学校にご提案
のような助成措置を行うことは、憲法上も、また制度の趣旨か
らも、困難であることをご理解ください。

貴省の回答では、「仮に、助成
措置の対象とするために、学校
法人と同様の規制を及ぼす場合
には、株式会社やＮＰＯ法人の
特性を活かしたまま学校を設置
するものとした特区制度本来の
趣旨が損なわれてしまう」とあ
るが、公金を支出せず児童が安
心できる運営が確保できないと
すれば、逆に「特区制度本来の
趣旨が損なわれてしまう」と言
えないか。特区において設置さ
れた学校の児童生徒が安心して
学校に通えるようにするために
行政としてどのように支援する
かと言うことは検討すべき課題
であり、そのためどのような要
件が必要かと言うことも含め
て、「イコールフッティングを
実現するためにはどうすればい
いか」という観点から検討し回
答されたい。

CE

　憲法８９条で定められたルールにしたがって国からの助成を行うため、
学校法人の設置する学校に対しては、学校教育法、私立学校法、私立学
校振興助成法の３つの法律により、さまざまな規制がかけられています。
　今回の特例措置は、株式会社やNPO法人から、これら３法により学校
法人が受けている規制を受けずに学校を設置したいという要望を受けて
設けられたものであり、仮に助成措置の対象とするために、学校法人と
同様の規制を株式会社やNPO法人に対して及ぼすとすれば、特例制度
を設けた趣旨に反してしまうことになります。
　また、株式会社もNPO法人も、さまざまな規制がかけられた学校法人を
創って学校教育を行う場合には、他の学校法人と同様に、国からの助成
が受けられることになっています。現にNPO法人の中には学校法人を
創って学校教育を行おうとする動きがあります。このような中で、株式会
社・NPO法人立の学校だけが、学校法人が受けるのと同様の規制を受け
なくても、国からの助成を受けられるということになれば、むしろ、他の学
校法人や、学校法人を創って学校教育を行おうとするNPO法人等とのイ
コールフッティングが図られないことになってしまいます。
　このため、「学校」運営を行いたいが、国からの助成を受けなければ、
児童が安心できる運営を確保できないということが事情としてあるのであ
れば、学校法人化を容易にするために別途設けられた特例制度も適宜
活用して、学校法人を設立することにより学校を設置し、国からの助成の
対象となることが適当であると考えられます。これが、憲法８９条で定めら
れたルールにも特例制度の趣旨にも、イコールフッティングという観点に
も合致するということをご理解いただきたいと思います。
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れを支出し、又はそ
の利用に供してはな
らないとされてい
る。
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　特区において学校の設置主体として認められる株
式会社やNPO法人に対する補助金交付については、
憲法第89条の問題があり困難であると考えます。な
お、学校法人については、①学校教育法上の規制、
②私立学校法上の規制、③私立学校振興助成法上の
規制が総合的に課せられていることから、憲法第89
条に定める「公の支配」に属しているとされていま
す。
　ご提案は学校法人に対する従来の私学助成（財政
措置）の拡大を求めるものであり、規制の特例措置
を求めるものではなく、「従来型の財政措置は講じ
ない」とする特区の基本方針にも反すると考えられ
ます。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措
置として設置される学校とのイコールフィッティ
ングを求めるものであり、特区となることで単に
補助金が嵩上げされるという「従来型の財政措
置」とは異なる制度上の問題に関するものであ
る。このような観点から、提案者の趣旨を実現で
きないか回答されたい。
　提案の趣旨は、従来の学校と特区において設置
された学校とのイコールフッティングを求めるも
のである。両学校は学校教育法上同等のものであ
ることから、特区において設置された学校の児童
生徒が安心して学校に通えるようにするために行
政としてどのように支援するかと言うことは検討
すべき課題である。そのためどのような要件が必
要かと言うことも含めて、「イコールフッティン
グを実現するためにはどうすればいいか」という
観点から検討し回答されたい。
　また、貴省は国会答弁で、学校法人が私学助成
を受ける際に、「公の支配」に属していると考え
られる理由として、①学校教育法上の規制、②私
立学校法上の規制、私立学校振興助成法上の規制
があることをあげている。しかし、学校教育法上
の規制は学校設置会社及び学校設置非営利法人も
受けており、また、助成の対象となるならば、私
立学校振興助成法にあるような規制も検討すべき
であろう。そうすると、学校法人と学校設置会社
及び学校設置非営利法人の規制の差は、私立学校
法に基づく規制となる。私立学校法条の規制のみ
で「公の支配」について課題があり、「困難」と
している理由は何か明確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ回答された
い。

・株式会社、NPOにかかわらず法人が主体となって学校を設
立するにあたっては、学校設置基準が運営を可能とするレベ
ルまで緩和されれば、学校法人にすることも可能です。しかし
ながら、学校法人化の手続き状の問題や自治体の財政事情
で認可されないケースが大半であることから、このような、規
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る学校法人化を実現可能なレベルにするか、NPO法人立、
又は株式会社立学校の設置運営が可能なレベルまで資金面
での条件を緩和し、手続き上の特例措置を施していくことの
いずれかが必要です。引き続きあるべき学校設置の姿をご
検討いただきたいと思います。教育を受けさせる親の、更に
は、子どもの権利として他の学校に通う子どもたちと経済的
な格差を設けることはあってはならないことではないでしょう
か。

CE

憲法では、「公の支配」に属しない教育の事業に対し、公金を
支出することを禁じています。
　このため、私学助成を受ける学校法人の設置する学校に対し
ては、学校教育法、私立学校法、私立学校振興助成法の３つの
法律により、「公の支配」に属するようにするための様々な規
制が掛けられており、特に、私立学校法においては、学校の設
置者たるにふさわしい法人として学校法人制度を設け、他の法
人等を比べても、より高い公共性等を確保するための様々な規
定がもうけられています。
　私学助成は、これら３法の規定により、はじめて、憲法上も
可能となっているのです。
　しかしながら、株式会社やＮＰＯ法人が設置する学校につい
ては、このような規制が及んでいません。また、仮に、助成措
置の対象とするために、学校法人と同様の規制を及ぼす場合に
は、株式会社やＮＰＯ法人の特性を活かしたまま学校を設置す
るものとした特区制度本来の趣旨が損なわれてしまうことにな
ります。
　このように、株式会社やＮＰＯ法人の設置する学校にご提案
のような助成措置を行うことは、憲法上も、また制度の趣旨か
らも、困難であることをご理解ください。

貴省の回答では、「仮に、助成
措置の対象とするために、学校
法人と同様の規制を及ぼす場合
には、株式会社やＮＰＯ法人の
特性を活かしたまま学校を設置
するものとした特区制度本来の
趣旨が損なわれてしまう」とあ
るが、公金を支出せず児童が安
心できる運営が確保できないと
すれば、逆に「特区制度本来の
趣旨が損なわれてしまう」と言
えないか。特区において設置さ
れた学校の児童生徒が安心して
学校に通えるようにするために
行政としてどのように支援する
かと言うことは検討すべき課題
であり、そのためどのような要
件が必要かと言うことも含め
て、「イコールフッティングを
実現するためにはどうすればい
いか」という観点から検討し回
答されたい。
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校振興助成法の３つの法律により、さまざまな規制がかけられています。
　今回の特例措置は、株式会社やNPO法人から、これら３法により学校
法人が受けている規制を受けずに学校を設置したいという要望を受けて
設けられたものであり、仮に助成措置の対象とするために、学校法人と
同様の規制を株式会社やNPO法人に対して及ぼすとすれば、特例制度
を設けた趣旨に反してしまうことになります。
　また、株式会社もNPO法人も、さまざまな規制がかけられた学校法人を
創って学校教育を行う場合には、他の学校法人と同様に、国からの助成
が受けられることになっています。現にNPO法人の中には学校法人を
創って学校教育を行おうとする動きがあります。このような中で、株式会
社・NPO法人立の学校だけが、学校法人が受けるのと同様の規制を受け
なくても、国からの助成を受けられるということになれば、むしろ、他の学
校法人や、学校法人を創って学校教育を行おうとするNPO法人等とのイ
コールフッティングが図られないことになってしまいます。
　このため、「学校」運営を行いたいが、国からの助成を受けなければ、
児童が安心できる運営を確保できないということが事情としてあるのであ
れば、学校法人化を容易にするために別途設けられた特例制度も適宜
活用して、学校法人を設立することにより学校を設置し、国からの助成の
対象となることが適当であると考えられます。これが、憲法８９条で定めら
れたルールにも特例制度の趣旨にも、イコールフッティングという観点に
も合致するということをご理解いただきたいと思います。
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規制が総合的に課せられていることから、憲法第89
条に定める「公の支配」に属しているとされていま
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　ご提案は学校法人に対する従来の私学助成（財政
措置）の拡大を求めるものであり、規制の特例措置
を求めるものではなく、「従来型の財政措置は講じ
ない」とする特区の基本方針にも反すると考えられ
ます。
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ングを求めるものであり、特区となることで単に
補助金が嵩上げされるという「従来型の財政措
置」とは異なる制度上の問題に関するものであ
る。このような観点から、提案者の趣旨を実現で
きないか回答されたい。
　提案の趣旨は、従来の学校と特区において設置
された学校とのイコールフッティングを求めるも
のである。両学校は学校教育法上同等のものであ
ることから、特区において設置された学校の児童
生徒が安心して学校に通えるようにするために行
政としてどのように支援するかと言うことは検討
すべき課題である。そのためどのような要件が必
要かと言うことも含めて、「イコールフッティン
グを実現するためにはどうすればいいか」という
観点から検討し回答されたい。
　また、貴省は国会答弁で、学校法人が私学助成
を受ける際に、「公の支配」に属していると考え
られる理由として、①学校教育法上の規制、②私
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があることをあげている。しかし、学校教育法上
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で「公の支配」について課題があり、「困難」と
している理由は何か明確にされたい。
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置として設置される学校とのイコールフィッティ
ングを求めるものであり、特区となることで単に
補助金が嵩上げされるという「従来型の財政措
置」とは異なる制度上の問題に関するものであ
る。このような観点から、提案者の趣旨を実現で
きないか回答されたい。
　提案の趣旨は、従来の学校と特区において設置
された学校とのイコールフッティングを求めるも
のである。両学校は学校教育法上同等のものであ
ることから、特区において設置された学校の児童
生徒が安心して学校に通えるようにするために行
政としてどのように支援するかと言うことは検討
すべき課題である。そのためどのような要件が必
要かと言うことも含めて、「イコールフッティン
グを実現するためにはどうすればいいか」という
観点から検討し回答されたい。
　また、貴省は国会答弁で、学校法人が私学助成
を受ける際に、「公の支配」に属していると考え
られる理由として、①学校教育法上の規制、②私
立学校法上の規制、私立学校振興助成法上の規制
があることをあげている。しかし、学校教育法上
の規制は学校設置会社及び学校設置非営利法人も
受けており、また、助成の対象となるならば、私
立学校振興助成法にあるような規制も検討すべき
であろう。そうすると、学校法人と学校設置会社
及び学校設置非営利法人の規制の差は、私立学校
法に基づく規制となる。私立学校法条の規制のみ
で「公の支配」について課題があり、「困難」と
している理由は何か明確にされたい。

CE

憲法では、「公の支配」に属しない教育の事業に対し、公金を
支出することを禁じています。
　このため、私学助成を受ける学校法人の設置する学校に対し
ては、学校教育法、私立学校法、私立学校振興助成法の３つの
法律により、「公の支配」に属するようにするための様々な規
制が掛けられており、特に、私立学校法においては、学校の設
置者たるにふさわしい法人として学校法人制度を設け、他の法
人等を比べても、より高い公共性等を確保するための様々な規
定がもうけられています。
　私学助成は、これら３法の規定により、はじめて、憲法上も
可能となっているのです。
　しかしながら、株式会社やＮＰＯ法人が設置する学校につい
ては、このような規制が及んでいません。また、仮に、助成措
置の対象とするために、学校法人と同様の規制を及ぼす場合に
は、株式会社やＮＰＯ法人の特性を活かしたまま学校を設置す
るものとした特区制度本来の趣旨が損なわれてしまうことにな
ります。
　このように、株式会社やＮＰＯ法人の設置する学校にご提案
のような助成措置を行うことは、憲法上も、また制度の趣旨か
らも、困難であることをご理解ください。

貴省の回答では、「仮に、助成
措置の対象とするために、学校
法人と同様の規制を及ぼす場合
には、株式会社やＮＰＯ法人の
特性を活かしたまま学校を設置
するものとした特区制度本来の
趣旨が損なわれてしまう」とあ
るが、公金を支出せず児童が安
心できる運営が確保できないと
すれば、逆に「特区制度本来の
趣旨が損なわれてしまう」と言
えないか。特区において設置さ
れた学校の児童生徒が安心して
学校に通えるようにするために
行政としてどのように支援する
かと言うことは検討すべき課題
であり、そのためどのような要
件が必要かと言うことも含め
て、「イコールフッティングを
実現するためにはどうすればい
いか」という観点から検討し回
答されたい。

CE

　憲法８９条で定められたルールにしたがって国からの助成を行うため、
学校法人の設置する学校に対しては、学校教育法、私立学校法、私立学
校振興助成法の３つの法律により、さまざまな規制がかけられています。
　今回の特例措置は、株式会社やNPO法人から、これら３法により学校
法人が受けている規制を受けずに学校を設置したいという要望を受けて
設けられたものであり、仮に助成措置の対象とするために、学校法人と
同様の規制を株式会社やNPO法人に対して及ぼすとすれば、特例制度
を設けた趣旨に反してしまうことになります。
　また、株式会社もNPO法人も、さまざまな規制がかけられた学校法人を
創って学校教育を行う場合には、他の学校法人と同様に、国からの助成
が受けられることになっています。現にNPO法人の中には学校法人を
創って学校教育を行おうとする動きがあります。このような中で、株式会
社・NPO法人立の学校だけが、学校法人が受けるのと同様の規制を受け
なくても、国からの助成を受けられるということになれば、むしろ、他の学
校法人や、学校法人を創って学校教育を行おうとするNPO法人等とのイ
コールフッティングが図られないことになってしまいます。
　このため、「学校」運営を行いたいが、国からの助成を受けなければ、
児童が安心できる運営を確保できないということが事情としてあるのであ
れば、学校法人化を容易にするために別途設けられた特例制度も適宜
活用して、学校法人を設立することにより学校を設置し、国からの助成の
対象となることが適当であると考えられます。これが、憲法８９条で定めら
れたルールにも特例制度の趣旨にも、イコールフッティングという観点に
も合致するということをご理解いただきたいと思います。
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文部科学省（特区）

省庁名 管理
コード

規制の特
例事項名 該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 各省庁からの回答に対する再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 各省庁からの回答に対する再々
検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プ
ロジェク
ト)の名

称

規制の特例事項の内容

文部科
学省 0830830

株式会社
立学校及
びＮＰＯ
法人立学
校への私
学助成の
適用

憲法第８９
条

公金その他の公の財
産は、宗教上の組織
若しくは団体の使
用、便益若しくは維
持のため、又は公の
支配に属しない慈
善、教育若しくは博
愛の事業に対し、こ
れを支出し、又はそ
の利用に供してはな
らないとされてい
る。

CE

　特区において学校の設置主体として認められる株
式会社やNPO法人に対する補助金交付については、
憲法第89条の問題があり困難であると考えます。な
お、学校法人については、①学校教育法上の規制、
②私立学校法上の規制、③私立学校振興助成法上の
規制が総合的に課せられていることから、憲法第89
条に定める「公の支配」に属しているとされていま
す。
　ご提案は学校法人に対する従来の私学助成（財政
措置）の拡大を求めるものであり、規制の特例措置
を求めるものではなく、「従来型の財政措置は講じ
ない」とする特区の基本方針にも反すると考えられ
ます。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措
置として設置される学校とのイコールフィッティ
ングを求めるものであり、特区となることで単に
補助金が嵩上げされるという「従来型の財政措
置」とは異なる制度上の問題に関するものであ
る。このような観点から、提案者の趣旨を実現で
きないか回答されたい。
　提案の趣旨は、従来の学校と特区において設置
された学校とのイコールフッティングを求めるも
のである。両学校は学校教育法上同等のものであ
ることから、特区において設置された学校の児童
生徒が安心して学校に通えるようにするために行
政としてどのように支援するかと言うことは検討
すべき課題である。そのためどのような要件が必
要かと言うことも含めて、「イコールフッティン
グを実現するためにはどうすればいいか」という
観点から検討し回答されたい。
　また、貴省は国会答弁で、学校法人が私学助成
を受ける際に、「公の支配」に属していると考え
られる理由として、①学校教育法上の規制、②私
立学校法上の規制、私立学校振興助成法上の規制
があることをあげている。しかし、学校教育法上
の規制は学校設置会社及び学校設置非営利法人も
受けており、また、助成の対象となるならば、私
立学校振興助成法にあるような規制も検討すべき
であろう。そうすると、学校法人と学校設置会社
及び学校設置非営利法人の規制の差は、私立学校
法に基づく規制となる。私立学校法条の規制のみ
で「公の支配」について課題があり、「困難」と
している理由は何か明確にされたい。

CE

憲法では、「公の支配」に属しない教育の事業に対し、公金を
支出することを禁じています。
　このため、私学助成を受ける学校法人の設置する学校に対し
ては、学校教育法、私立学校法、私立学校振興助成法の３つの
法律により、「公の支配」に属するようにするための様々な規
制が掛けられており、特に、私立学校法においては、学校の設
置者たるにふさわしい法人として学校法人制度を設け、他の法
人等を比べても、より高い公共性等を確保するための様々な規
定がもうけられています。
　私学助成は、これら３法の規定により、はじめて、憲法上も
可能となっているのです。
　しかしながら、株式会社やＮＰＯ法人が設置する学校につい
ては、このような規制が及んでいません。また、仮に、助成措
置の対象とするために、学校法人と同様の規制を及ぼす場合に
は、株式会社やＮＰＯ法人の特性を活かしたまま学校を設置す
るものとした特区制度本来の趣旨が損なわれてしまうことにな
ります。
　このように、株式会社やＮＰＯ法人の設置する学校にご提案
のような助成措置を行うことは、憲法上も、また制度の趣旨か
らも、困難であることをご理解ください。

貴省の回答では、「仮に、助成
措置の対象とするために、学校
法人と同様の規制を及ぼす場合
には、株式会社やＮＰＯ法人の
特性を活かしたまま学校を設置
するものとした特区制度本来の
趣旨が損なわれてしまう」とあ
るが、公金を支出せず児童が安
心できる運営が確保できないと
すれば、逆に「特区制度本来の
趣旨が損なわれてしまう」と言
えないか。特区において設置さ
れた学校の児童生徒が安心して
学校に通えるようにするために
行政としてどのように支援する
かと言うことは検討すべき課題
であり、そのためどのような要
件が必要かと言うことも含め
て、「イコールフッティングを
実現するためにはどうすればい
いか」という観点から検討し回
答されたい。

CE

　憲法８９条で定められたルールにしたがって国からの助成を行うため、
学校法人の設置する学校に対しては、学校教育法、私立学校法、私立学
校振興助成法の３つの法律により、さまざまな規制がかけられています。
　今回の特例措置は、株式会社やNPO法人から、これら３法により学校
法人が受けている規制を受けずに学校を設置したいという要望を受けて
設けられたものであり、仮に助成措置の対象とするために、学校法人と
同様の規制を株式会社やNPO法人に対して及ぼすとすれば、特例制度
を設けた趣旨に反してしまうことになります。
　また、株式会社もNPO法人も、さまざまな規制がかけられた学校法人を
創って学校教育を行う場合には、他の学校法人と同様に、国からの助成
が受けられることになっています。現にNPO法人の中には学校法人を
創って学校教育を行おうとする動きがあります。このような中で、株式会
社・NPO法人立の学校だけが、学校法人が受けるのと同様の規制を受け
なくても、国からの助成を受けられるということになれば、むしろ、他の学
校法人や、学校法人を創って学校教育を行おうとするNPO法人等とのイ
コールフッティングが図られないことになってしまいます。
　このため、「学校」運営を行いたいが、国からの助成を受けなければ、
児童が安心できる運営を確保できないということが事情としてあるのであ
れば、学校法人化を容易にするために別途設けられた特例制度も適宜
活用して、学校法人を設立することにより学校を設置し、国からの助成の
対象となることが適当であると考えられます。これが、憲法８９条で定めら
れたルールにも特例制度の趣旨にも、イコールフッティングという観点に
も合致するということをご理解いただきたいと思います。
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私立学校振興助成法における規制（例：12条
の所轄庁の予算変更勧告や役員解職勧告）の
適用を受ける学校設置会社及び学校設置非営
利法人が設置する学校については、私学助成
の適用を受けることとする。私学助成の適応
を受けなければ、親の負担は多くなる。

文部科
学省 0830830

株式会社
立学校及
びＮＰＯ
法人立学
校への私
学助成の
適用

憲法第８９
条

公金その他の公の財
産は、宗教上の組織
若しくは団体の使
用、便益若しくは維
持のため、又は公の
支配に属しない慈
善、教育若しくは博
愛の事業に対し、こ
れを支出し、又はそ
の利用に供してはな
らないとされてい
る。

CE

　特区において学校の設置主体として認められる株
式会社やNPO法人に対する補助金交付については、
憲法第89条の問題があり困難であると考えます。な
お、学校法人については、①学校教育法上の規制、
②私立学校法上の規制、③私立学校振興助成法上の
規制が総合的に課せられていることから、憲法第89
条に定める「公の支配」に属しているとされていま
す。
　ご提案は学校法人に対する従来の私学助成（財政
措置）の拡大を求めるものであり、規制の特例措置
を求めるものではなく、「従来型の財政措置は講じ
ない」とする特区の基本方針にも反すると考えられ
ます。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措
置として設置される学校とのイコールフィッティ
ングを求めるものであり、特区となることで単に
補助金が嵩上げされるという「従来型の財政措
置」とは異なる制度上の問題に関するものであ
る。このような観点から、提案者の趣旨を実現で
きないか回答されたい。
　提案の趣旨は、従来の学校と特区において設置
された学校とのイコールフッティングを求めるも
のである。両学校は学校教育法上同等のものであ
ることから、特区において設置された学校の児童
生徒が安心して学校に通えるようにするために行
政としてどのように支援するかと言うことは検討
すべき課題である。そのためどのような要件が必
要かと言うことも含めて、「イコールフッティン
グを実現するためにはどうすればいいか」という
観点から検討し回答されたい。
　また、貴省は国会答弁で、学校法人が私学助成
を受ける際に、「公の支配」に属していると考え
られる理由として、①学校教育法上の規制、②私
立学校法上の規制、私立学校振興助成法上の規制
があることをあげている。しかし、学校教育法上
の規制は学校設置会社及び学校設置非営利法人も
受けており、また、助成の対象となるならば、私
立学校振興助成法にあるような規制も検討すべき
であろう。そうすると、学校法人と学校設置会社
及び学校設置非営利法人の規制の差は、私立学校
法に基づく規制となる。私立学校法条の規制のみ
で「公の支配」について課題があり、「困難」と
している理由は何か明確にされたい。
　併せて、右の提案主体の意見を踏まえ回答され
たい。

　本提案は、第3次および第4次提案でも出され、貴省の回答はいずれも
今回の回答と基本的に同じである。
　第4次提案の特区室からの再々検討要請で、特区室は、学校設置非営
利法人は学校教育法上の規制を受けており、また、助成の対象となるな
らば、私立学校振興助成法の規制をうけることも検討すべきである。そう
すると、学校法人と学校設置株式会社及び学校設置非営利法人の差は
私立学校法に基づく規制となる。私立学校法上の規制がないことをもっ
て「公の支配」について課題があり困難であるとする理由を明確にされた
いとしている。
　それに対して、貴省の回答は、本提案については議論は尽くしていると
いうものであった。
　今回の回答においても、「学校法人については学校教育法上の規制私
立学校法上の規制私立学校振興助成法の規制が総合的に課されてい
る」となっているが、NPO法人の設置する学校がこれらの規制を受けず、
「公の支配」に属していないとする「明確な理由」とは解しがたい。
　なぜならば、NPO法人が学校を設置しようとする場合、所轄認定自治体
においては学校であるかぎり、特区法に明記されていること以外は、学校
教育法第1条に定める学校と同様な扱いとなることが求められているから
である。
　また、第4次提案において私立学校振興助成法における規制（例：12条
の所轄庁の予算変動勧告や役員解職勧告）などの必要な規制の適用を
受けることを提案内容に盛り込んでいるが、それについては何の回答も
示されていない。
　これらのことをふまえ、再検討をお願いしたい。

CE

憲法では、「公の支配」に属しない教育の事業に対し、公金を
支出することを禁じています。
　このため、私学助成を受ける学校法人の設置する学校に対し
ては、学校教育法、私立学校法、私立学校振興助成法の３つの
法律により、「公の支配」に属するようにするための様々な規
制が掛けられており、特に、私立学校法においては、学校の設
置者たるにふさわしい法人として学校法人制度を設け、他の法
人等を比べても、より高い公共性等を確保するための様々な規
定がもうけられています。
　私学助成は、これら３法の規定により、はじめて、憲法上も
可能となっているのです。
　しかしながら、株式会社やＮＰＯ法人が設置する学校につい
ては、このような規制が及んでいません。また、仮に、助成措
置の対象とするために、学校法人と同様の規制を及ぼす場合に
は、株式会社やＮＰＯ法人の特性を活かしたまま学校を設置す
るものとした特区制度本来の趣旨が損なわれてしまうことにな
ります。
　このように、株式会社やＮＰＯ法人の設置する学校にご提案
のような助成措置を行うことは、憲法上も、また制度の趣旨か
らも、困難であることをご理解ください。

貴省の回答では、「仮に、助成
措置の対象とするために、学校
法人と同様の規制を及ぼす場合
には、株式会社やＮＰＯ法人の
特性を活かしたまま学校を設置
するものとした特区制度本来の
趣旨が損なわれてしまう」とあ
るが、公金を支出せず児童が安
心できる運営が確保できないと
すれば、逆に「特区制度本来の
趣旨が損なわれてしまう」と言
えないか。特区において設置さ
れた学校の児童生徒が安心して
学校に通えるようにするために
行政としてどのように支援する
かと言うことは検討すべき課題
であり、そのためどのような要
件が必要かと言うことも含め
て、「イコールフッティングを
実現するためにはどうすればい
いか」という観点から検討し回
答されたい。

NPO法人の設置する学校は「公の支配」に属さない、「公の支
配」に属すために学校法人と同様の規制を及ぼすことは特区制
度の本来の趣旨を損なうとのご指摘ですが、そもそも特区制度
の趣旨は、現行の規制があっては実現できない有益な試みにつ
いて規制を緩和することで可能にするということと理解してお
ります。ところが、NPOでも学校を設置できるという特区が認
められたにもかかわらず未だ１校も実現していない原因のひと
つとして、非営利で活動しているNPOが限られた資金のなかで
「学校」を設置しようとすると、学校設置基準などの規制はそ
のままなのでより大きな資金が必要となり、しかも助成は何も
ないという状態になるということがあります。そこで、助成を
得るためには、「公の支配」であるということが認められなけ
ればならず、そのための規制を及ぼすということが本提案の代
替措置なのです。規制を及ぼすことは特区の趣旨ではないとい
うご指摘はごもっともですが、このような堂堂巡りでは解決策
は見つかりません。構造改革特区法第１３条の実現のために
も、さらなるご検討をお願いします。
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　憲法８９条で定められたルールにしたがって国からの助成を行うため、
学校法人の設置する学校に対しては、学校教育法、私立学校法、私立学
校振興助成法の３つの法律により、さまざまな規制がかけられています。
　今回の特例措置は、株式会社やNPO法人から、これら３法により学校
法人が受けている規制を受けずに学校を設置したいという要望を受けて
設けられたものであり、仮に助成措置の対象とするために、学校法人と
同様の規制を株式会社やNPO法人に対して及ぼすとすれば、特例制度
を設けた趣旨に反してしまうことになります。
　また、株式会社もNPO法人も、さまざまな規制がかけられた学校法人を
創って学校教育を行う場合には、他の学校法人と同様に、国からの助成
が受けられることになっています。現にNPO法人の中には学校法人を
創って学校教育を行おうとする動きがあります。このような中で、株式会
社・NPO法人立の学校だけが、学校法人が受けるのと同様の規制を受け
なくても、国からの助成を受けられるということになれば、むしろ、他の学
校法人や、学校法人を創って学校教育を行おうとするNPO法人等とのイ
コールフッティングが図られないことになってしまいます。
　このため、「学校」運営を行いたいが、国からの助成を受けなければ、
児童が安心できる運営を確保できないということが事情としてあるのであ
れば、学校法人化を容易にするために別途設けられた特例制度も適宜
活用して、学校法人を設立することにより学校を設置し、国からの助成の
対象となることが適当であると考えられます。これが、憲法８９条で定めら
れたルールにも特例制度の趣旨にも、イコールフッティングという観点に
も合致するということをご理解いただきたいと思います。
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については、私学助成の適用を受けることと
する。従来、私学助成は私立学校における教
育又は研究に係る経常的経費についての国か
らの補助であるが、これを地方自治体に権限
移譲する。

文部科
学省 0830830

株式会社
立学校及
びＮＰＯ
法人立学
校への私
学助成の
適用

憲法第８９
条

公金その他の公の財
産は、宗教上の組織
若しくは団体の使
用、便益若しくは維
持のため、又は公の
支配に属しない慈
善、教育若しくは博
愛の事業に対し、こ
れを支出し、又はそ
の利用に供してはな
らないとされてい
る。
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　特区において学校の設置主体として認められる株
式会社やNPO法人に対する補助金交付については、
憲法第89条の問題があり困難であると考えます。な
お、学校法人については、①学校教育法上の規制、
②私立学校法上の規制、③私立学校振興助成法上の
規制が総合的に課せられていることから、憲法第89
条に定める「公の支配」に属しているとされていま
す。
　ご提案は学校法人に対する従来の私学助成（財政
措置）の拡大を求めるものであり、規制の特例措置
を求めるものではなく、「従来型の財政措置は講じ
ない」とする特区の基本方針にも反すると考えられ
ます。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措
置として設置される学校とのイコールフィッティ
ングを求めるものであり、特区となることで単に
補助金が嵩上げされるという「従来型の財政措
置」とは異なる制度上の問題に関するものであ
る。このような観点から、提案者の趣旨を実現で
きないか回答されたい。
　提案の趣旨は、従来の学校と特区において設置
された学校とのイコールフッティングを求めるも
のである。両学校は学校教育法上同等のものであ
ることから、特区において設置された学校の児童
生徒が安心して学校に通えるようにするために行
政としてどのように支援するかと言うことは検討
すべき課題である。そのためどのような要件が必
要かと言うことも含めて、「イコールフッティン
グを実現するためにはどうすればいいか」という
観点から検討し回答されたい。
　また、貴省は国会答弁で、学校法人が私学助成
を受ける際に、「公の支配」に属していると考え
られる理由として、①学校教育法上の規制、②私
立学校法上の規制、私立学校振興助成法上の規制
があることをあげている。しかし、学校教育法上
の規制は学校設置会社及び学校設置非営利法人も
受けており、また、助成の対象となるならば、私
立学校振興助成法にあるような規制も検討すべき
であろう。そうすると、学校法人と学校設置会社
及び学校設置非営利法人の規制の差は、私立学校
法に基づく規制となる。私立学校法条の規制のみ
で「公の支配」について課題があり、「困難」と
している理由は何か明確にされたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ回答された
い。

提案の趣旨は、憲法第８９条の問題と同時に憲法第２６条の『普通教育を
受ける権利』の問題に深く関係いたします。本法人が、新しい教育観を抱
いて、「原則既存の学校では対応が難しい児童・生徒を中心に取り組ん
でいる」ことは、「不登校等の要件緩和」に対する回答からは貴省におい
てもご理解いただいているものと感謝しております。現状において、子ど
もたちをめぐる様々な問題が主に既存の学校において急増していること
は多くの国民の周知の事実です。私どもは、この厳しい現状に向けての
貴省の教育改革を否定する立場ではありません。ただ、既存の学校では
対応できない子どもたちに対して、誠実に熱意を持って取り組んでいるこ
と、そして、その子どもたちに対して一切の補助を出すことができないと
判断される理由を再度ご教示ください。認定申請の実績がないとはいえ、
補助を一切否定することは、ＮＰＯ法人立学校の設立を阻む重要な要因
のひとつとなります。このことは、構造改革特区域法、特に教育特区の意
義を実際には社会に生かすことができないということにもなりかねませ
ん。一方、「公の支配に属さない」との理由で補助金交付が困難との返答
については、可能な限り、既存の私立学校振興助成法の規制を受けるも
のとするとの代替措置を提案いたしました。さらに構造改革特別区域法
を活用しての新しく柔軟な内容に富んだタイプの学校でも、学校教育法
上の規制を受け、社会的に｢学校と｣認知されるならば、公共性に問題は
なく、公の支配に属しているといってよいのではないでしょうか。不登校に
なっている子どもたちの在籍の学校には、その児童に対する補助金が当
然交付されているはずです。しかし実際にはその子ども自身には有効に
活用されているといえるのでしょうか。不登校の状態にある子どもの権利
が保障され、権利に基づく財政措置を講じる必要があると考えます。再
度、困難な状況におかれている児童・生徒に対するご理解をいただき、
再検討していただきますようお願い申し上げます。本提案は、「規制緩
和」の提案又は従来の私学助成の拡大を求めるものというより、『地域再
生』への提案として提出したものであることへのご理解を頂きたいことを
最後に申し添える次第です。
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憲法では、「公の支配」に属しない教育の事業に対し、公金を
支出することを禁じています。
　このため、私学助成を受ける学校法人の設置する学校に対し
ては、学校教育法、私立学校法、私立学校振興助成法の３つの
法律により、「公の支配」に属するようにするための様々な規
制が掛けられており、特に、私立学校法においては、学校の設
置者たるにふさわしい法人として学校法人制度を設け、他の法
人等を比べても、より高い公共性等を確保するための様々な規
定がもうけられています。
　私学助成は、これら３法の規定により、はじめて、憲法上も
可能となっているのです。
　しかしながら、株式会社やＮＰＯ法人が設置する学校につい
ては、このような規制が及んでいません。また、仮に、助成措
置の対象とするために、学校法人と同様の規制を及ぼす場合に
は、株式会社やＮＰＯ法人の特性を活かしたまま学校を設置す
るものとした特区制度本来の趣旨が損なわれてしまうことにな
ります。
　このように、株式会社やＮＰＯ法人の設置する学校にご提案
のような助成措置を行うことは、憲法上も、また制度の趣旨か
らも、困難であることをご理解ください。

貴省の回答では、「仮に、助成
措置の対象とするために、学校
法人と同様の規制を及ぼす場合
には、株式会社やＮＰＯ法人の
特性を活かしたまま学校を設置
するものとした特区制度本来の
趣旨が損なわれてしまう」とあ
るが、公金を支出せず児童が安
心できる運営が確保できないと
すれば、逆に「特区制度本来の
趣旨が損なわれてしまう」と言
えないか。特区において設置さ
れた学校の児童生徒が安心して
学校に通えるようにするために
行政としてどのように支援する
かと言うことは検討すべき課題
であり、そのためどのような要
件が必要かと言うことも含め
て、「イコールフッティングを
実現するためにはどうすればい
いか」という観点から検討し回
答されたい。

再回答いただきありがとうございます。ＮＰＯ法人立学校設立維持の最重
要課題のひとつに財政上の問題があることは事実であります。仮に、設置
認可が実現しても、補助金等が得られなければ、通学する子どもたちに
とって、より安心できる運営が困難であることは貴省でもご承知のことと
思います。「ＮＰＯ法人立学校の対象範囲の拡大」でのご回答とあわせて
推察すると、貴省においては、現状では、自治体との協議により、「学校
法人」を目指すことを積極的にすすめていて、むしろ、ＮＰＯ法人立学校
の設置、運営、維持に対しては消極的な姿勢がうかがわれます。特区制度
を用いて設置された学校も私立学校法上の学校も教育機関として国が認め
た学校であるはずですが、私立学校法上の規制の課題のみで、その公共性
の高さに差異があると貴省が判断されていることは遺憾であります。この
観点からすれば、教育機関の社会的意義に貴省自ら優劣をつけていると受
け取ることもできます。約１3万人の不登校等の子どもたちが置かれている
様々な状況や、原則既存の学校では対応しきれない子どもたちの学習の場
となっているＮＰＯの学校の社会的貢献度や役割の重要性から鑑みれば、
「公の支配」とは、どのような視点から論じることが必要か、そもそも
「学校」とは何なのか、今一度現状に即した幅広い議論が必要ではないで
しょうか。提案の趣旨は、単に「財政措置」を求めているのではなく、日
本のすべての子どもたちにとって、その子どもの状況に関わらず、国の予
算が有効に活かされたものになることを願っての提案であることをご理解
ください。今後も引き続き最重要課題としてご検討いただきたくお願い申
し上げます。
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　憲法８９条で定められたルールにしたがって国からの助成を行うため、
学校法人の設置する学校に対しては、学校教育法、私立学校法、私立学
校振興助成法の３つの法律により、さまざまな規制がかけられています。
　今回の特例措置は、株式会社やNPO法人から、これら３法により学校
法人が受けている規制を受けずに学校を設置したいという要望を受けて
設けられたものであり、仮に助成措置の対象とするために、学校法人と
同様の規制を株式会社やNPO法人に対して及ぼすとすれば、特例制度
を設けた趣旨に反してしまうことになります。
　また、株式会社もNPO法人も、さまざまな規制がかけられた学校法人を
創って学校教育を行う場合には、他の学校法人と同様に、国からの助成
が受けられることになっています。現にNPO法人の中には学校法人を
創って学校教育を行おうとする動きがあります。このような中で、株式会
社・NPO法人立の学校だけが、学校法人が受けるのと同様の規制を受け
なくても、国からの助成を受けられるということになれば、むしろ、他の学
校法人や、学校法人を創って学校教育を行おうとするNPO法人等とのイ
コールフッティングが図られないことになってしまいます。
　このため、「学校」運営を行いたいが、国からの助成を受けなければ、
児童が安心できる運営を確保できないということが事情としてあるのであ
れば、学校法人化を容易にするために別途設けられた特例制度も適宜
活用して、学校法人を設立することにより学校を設置し、国からの助成の
対象となることが適当であると考えられます。これが、憲法８９条で定めら
れたルールにも特例制度の趣旨にも、イコールフッティングという観点に
も合致するということをご理解いただきたいと思います。
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　特区において学校の設置主体として認められる株
式会社やNPO法人に対する補助金交付については、
憲法第89条の問題があり困難であると考えます。な
お、学校法人については、①学校教育法上の規制、
②私立学校法上の規制、③私立学校振興助成法上の
規制が総合的に課せられていることから、憲法第89
条に定める「公の支配」に属しているとされていま
す。
　ご提案は学校法人に対する従来の私学助成（財政
措置）の拡大を求めるものであり、規制の特例措置
を求めるものではなく、「従来型の財政措置は講じ
ない」とする特区の基本方針にも反すると考えられ
ます。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措
置として設置される学校とのイコールフィッティ
ングを求めるものであり、特区となることで単に
補助金が嵩上げされるという「従来型の財政措
置」とは異なる制度上の問題に関するものであ
る。このような観点から、提案者の趣旨を実現で
きないか回答されたい。
　提案の趣旨は、従来の学校と特区において設置
された学校とのイコールフッティングを求めるも
のである。両学校は学校教育法上同等のものであ
ることから、特区において設置された学校の児童
生徒が安心して学校に通えるようにするために行
政としてどのように支援するかと言うことは検討
すべき課題である。そのためどのような要件が必
要かと言うことも含めて、「イコールフッティン
グを実現するためにはどうすればいいか」という
観点から検討し回答されたい。
　また、貴省は国会答弁で、学校法人が私学助成
を受ける際に、「公の支配」に属していると考え
られる理由として、①学校教育法上の規制、②私
立学校法上の規制、私立学校振興助成法上の規制
があることをあげている。しかし、学校教育法上
の規制は学校設置会社及び学校設置非営利法人も
受けており、また、助成の対象となるならば、私
立学校振興助成法にあるような規制も検討すべき
であろう。そうすると、学校法人と学校設置会社
及び学校設置非営利法人の規制の差は、私立学校
法に基づく規制となる。私立学校法条の規制のみ
で「公の支配」について課題があり、「困難」と
している理由は何か明確にされたい。

CE

憲法では、「公の支配」に属しない教育の事業に対し、公金を
支出することを禁じています。
　このため、私学助成を受ける学校法人の設置する学校に対し
ては、学校教育法、私立学校法、私立学校振興助成法の３つの
法律により、「公の支配」に属するようにするための様々な規
制が掛けられており、特に、私立学校法においては、学校の設
置者たるにふさわしい法人として学校法人制度を設け、他の法
人等を比べても、より高い公共性等を確保するための様々な規
定がもうけられています。
　私学助成は、これら３法の規定により、はじめて、憲法上も
可能となっているのです。
　しかしながら、株式会社やＮＰＯ法人が設置する学校につい
ては、このような規制が及んでいません。また、仮に、助成措
置の対象とするために、学校法人と同様の規制を及ぼす場合に
は、株式会社やＮＰＯ法人の特性を活かしたまま学校を設置す
るものとした特区制度本来の趣旨が損なわれてしまうことにな
ります。
　このように、株式会社やＮＰＯ法人の設置する学校にご提案
のような助成措置を行うことは、憲法上も、また制度の趣旨か
らも、困難であることをご理解ください。

貴省の回答では、「仮に、助成
措置の対象とするために、学校
法人と同様の規制を及ぼす場合
には、株式会社やＮＰＯ法人の
特性を活かしたまま学校を設置
するものとした特区制度本来の
趣旨が損なわれてしまう」とあ
るが、公金を支出せず児童が安
心できる運営が確保できないと
すれば、逆に「特区制度本来の
趣旨が損なわれてしまう」と言
えないか。特区において設置さ
れた学校の児童生徒が安心して
学校に通えるようにするために
行政としてどのように支援する
かと言うことは検討すべき課題
であり、そのためどのような要
件が必要かと言うことも含め
て、「イコールフッティングを
実現するためにはどうすればい
いか」という観点から検討し回
答されたい。

CE

　憲法８９条で定められたルールにしたがって国からの助成を行うため、
学校法人の設置する学校に対しては、学校教育法、私立学校法、私立学
校振興助成法の３つの法律により、さまざまな規制がかけられています。
　今回の特例措置は、株式会社やNPO法人から、これら３法により学校
法人が受けている規制を受けずに学校を設置したいという要望を受けて
設けられたものであり、仮に助成措置の対象とするために、学校法人と
同様の規制を株式会社やNPO法人に対して及ぼすとすれば、特例制度
を設けた趣旨に反してしまうことになります。
　また、株式会社もNPO法人も、さまざまな規制がかけられた学校法人を
創って学校教育を行う場合には、他の学校法人と同様に、国からの助成
が受けられることになっています。現にNPO法人の中には学校法人を
創って学校教育を行おうとする動きがあります。このような中で、株式会
社・NPO法人立の学校だけが、学校法人が受けるのと同様の規制を受け
なくても、国からの助成を受けられるということになれば、むしろ、他の学
校法人や、学校法人を創って学校教育を行おうとするNPO法人等とのイ
コールフッティングが図られないことになってしまいます。
　このため、「学校」運営を行いたいが、国からの助成を受けなければ、
児童が安心できる運営を確保できないということが事情としてあるのであ
れば、学校法人化を容易にするために別途設けられた特例制度も適宜
活用して、学校法人を設立することにより学校を設置し、国からの助成の
対象となることが適当であると考えられます。これが、憲法８９条で定めら
れたルールにも特例制度の趣旨にも、イコールフッティングという観点に
も合致するということをご理解いただきたいと思います。
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私立学校振興助成法における規制（例：12条
の所轄庁の予算変更勧告や役員解職勧告）の
適用を受ける学校設置会社及び学校設置非営
利法人が設置する学校については、私学助成
の適用を受けることとする。特に、授業料を
徴収することが認められない場合、私学助成
の適応を受けなければ、親の負担は多くな
る。現在、私立学校が受け入れている監査・
報告などを受け入れ、「公の支配」に属して
いるものとする。更に、私学審議会に相当す
る「特区学校審議会」を市町村長のもとに作
ることを考え、この機関において公的助成の
適切な運用を審査するものとする。

文部科
学省 0830830

株式会社
立学校及
びＮＰＯ
法人立学
校への私
学助成の
適用

憲法第８９
条

公金その他の公の財
産は、宗教上の組織
若しくは団体の使
用、便益若しくは維
持のため、又は公の
支配に属しない慈
善、教育若しくは博
愛の事業に対し、こ
れを支出し、又はそ
の利用に供してはな
らないとされてい
る。
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　特区において学校の設置主体として認められる株
式会社やNPO法人に対する補助金交付については、
憲法第89条の問題があり困難であると考えます。な
お、学校法人については、①学校教育法上の規制、
②私立学校法上の規制、③私立学校振興助成法上の
規制が総合的に課せられていることから、憲法第89
条に定める「公の支配」に属しているとされていま
す。
　ご提案は学校法人に対する従来の私学助成（財政
措置）の拡大を求めるものであり、規制の特例措置
を求めるものではなく、「従来型の財政措置は講じ
ない」とする特区の基本方針にも反すると考えられ
ます。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措
置として設置される学校とのイコールフィッティ
ングを求めるものであり、特区となることで単に
補助金が嵩上げされるという「従来型の財政措
置」とは異なる制度上の問題に関するものであ
る。このような観点から、提案者の趣旨を実現で
きないか回答されたい。
　提案の趣旨は、従来の学校と特区において設置
された学校とのイコールフッティングを求めるも
のである。両学校は学校教育法上同等のものであ
ることから、特区において設置された学校の児童
生徒が安心して学校に通えるようにするために行
政としてどのように支援するかと言うことは検討
すべき課題である。そのためどのような要件が必
要かと言うことも含めて、「イコールフッティン
グを実現するためにはどうすればいいか」という
観点から検討し回答されたい。
　また、貴省は国会答弁で、学校法人が私学助成
を受ける際に、「公の支配」に属していると考え
られる理由として、①学校教育法上の規制、②私
立学校法上の規制、私立学校振興助成法上の規制
があることをあげている。しかし、学校教育法上
の規制は学校設置会社及び学校設置非営利法人も
受けており、また、助成の対象となるならば、私
立学校振興助成法にあるような規制も検討すべき
であろう。そうすると、学校法人と学校設置会社
及び学校設置非営利法人の規制の差は、私立学校
法に基づく規制となる。私立学校法条の規制のみ
で「公の支配」について課題があり、「困難」と
している理由は何か明確にされたい。
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憲法では、「公の支配」に属しない教育の事業に対し、公金を
支出することを禁じています。
　このため、私学助成を受ける学校法人の設置する学校に対し
ては、学校教育法、私立学校法、私立学校振興助成法の３つの
法律により、「公の支配」に属するようにするための様々な規
制が掛けられており、特に、私立学校法においては、学校の設
置者たるにふさわしい法人として学校法人制度を設け、他の法
人等を比べても、より高い公共性等を確保するための様々な規
定がもうけられています。
　私学助成は、これら３法の規定により、はじめて、憲法上も
可能となっているのです。
　しかしながら、株式会社やＮＰＯ法人が設置する学校につい
ては、このような規制が及んでいません。また、仮に、助成措
置の対象とするために、学校法人と同様の規制を及ぼす場合に
は、株式会社やＮＰＯ法人の特性を活かしたまま学校を設置す
るものとした特区制度本来の趣旨が損なわれてしまうことにな
ります。
　このように、株式会社やＮＰＯ法人の設置する学校にご提案
のような助成措置を行うことは、憲法上も、また制度の趣旨か
らも、困難であることをご理解ください。

貴省の回答では、「仮に、助成
措置の対象とするために、学校
法人と同様の規制を及ぼす場合
には、株式会社やＮＰＯ法人の
特性を活かしたまま学校を設置
するものとした特区制度本来の
趣旨が損なわれてしまう」とあ
るが、公金を支出せず児童が安
心できる運営が確保できないと
すれば、逆に「特区制度本来の
趣旨が損なわれてしまう」と言
えないか。特区において設置さ
れた学校の児童生徒が安心して
学校に通えるようにするために
行政としてどのように支援する
かと言うことは検討すべき課題
であり、そのためどのような要
件が必要かと言うことも含め
て、「イコールフッティングを
実現するためにはどうすればい
いか」という観点から検討し回
答されたい。
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　憲法８９条で定められたルールにしたがって国からの助成を行うため、
学校法人の設置する学校に対しては、学校教育法、私立学校法、私立学
校振興助成法の３つの法律により、さまざまな規制がかけられています。
　今回の特例措置は、株式会社やNPO法人から、これら３法により学校
法人が受けている規制を受けずに学校を設置したいという要望を受けて
設けられたものであり、仮に助成措置の対象とするために、学校法人と
同様の規制を株式会社やNPO法人に対して及ぼすとすれば、特例制度
を設けた趣旨に反してしまうことになります。
　また、株式会社もNPO法人も、さまざまな規制がかけられた学校法人を
創って学校教育を行う場合には、他の学校法人と同様に、国からの助成
が受けられることになっています。現にNPO法人の中には学校法人を
創って学校教育を行おうとする動きがあります。このような中で、株式会
社・NPO法人立の学校だけが、学校法人が受けるのと同様の規制を受け
なくても、国からの助成を受けられるということになれば、むしろ、他の学
校法人や、学校法人を創って学校教育を行おうとするNPO法人等とのイ
コールフッティングが図られないことになってしまいます。
　このため、「学校」運営を行いたいが、国からの助成を受けなければ、
児童が安心できる運営を確保できないということが事情としてあるのであ
れば、学校法人化を容易にするために別途設けられた特例制度も適宜
活用して、学校法人を設立することにより学校を設置し、国からの助成の
対象となることが適当であると考えられます。これが、憲法８９条で定めら
れたルールにも特例制度の趣旨にも、イコールフッティングという観点に
も合致するということをご理解いただきたいと思います。
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原理が働くよう私学助成金の適用範囲を変更
します。
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文部科
学省 0830830

株式会社
立学校及
びＮＰＯ
法人立学
校への私
学助成の
適用

憲法第８９
条

公金その他の公の財
産は、宗教上の組織
若しくは団体の使
用、便益若しくは維
持のため、又は公の
支配に属しない慈
善、教育若しくは博
愛の事業に対し、こ
れを支出し、又はそ
の利用に供してはな
らないとされてい
る。

CE

　特区において学校の設置主体として認められる株
式会社やNPO法人に対する補助金交付については、
憲法第89条の問題があり困難であると考えます。な
お、学校法人については、①学校教育法上の規制、
②私立学校法上の規制、③私立学校振興助成法上の
規制が総合的に課せられていることから、憲法第89
条に定める「公の支配」に属しているとされていま
す。
　ご提案は学校法人に対する従来の私学助成（財政
措置）の拡大を求めるものであり、規制の特例措置
を求めるものではなく、「従来型の財政措置は講じ
ない」とする特区の基本方針にも反すると考えられ
ます。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措
置として設置される学校とのイコールフィッティ
ングを求めるものであり、特区となることで単に
補助金が嵩上げされるという「従来型の財政措
置」とは異なる制度上の問題に関するものであ
る。このような観点から、提案者の趣旨を実現で
きないか回答されたい。
　提案の趣旨は、従来の学校と特区において設置
された学校とのイコールフッティングを求めるも
のである。両学校は学校教育法上同等のものであ
ることから、特区において設置された学校の児童
生徒が安心して学校に通えるようにするために行
政としてどのように支援するかと言うことは検討
すべき課題である。そのためどのような要件が必
要かと言うことも含めて、「イコールフッティン
グを実現するためにはどうすればいいか」という
観点から検討し回答されたい。
　また、貴省は国会答弁で、学校法人が私学助成
を受ける際に、「公の支配」に属していると考え
られる理由として、①学校教育法上の規制、②私
立学校法上の規制、私立学校振興助成法上の規制
があることをあげている。しかし、学校教育法上
の規制は学校設置会社及び学校設置非営利法人も
受けており、また、助成の対象となるならば、私
立学校振興助成法にあるような規制も検討すべき
であろう。そうすると、学校法人と学校設置会社
及び学校設置非営利法人の規制の差は、私立学校
法に基づく規制となる。私立学校法条の規制のみ
で「公の支配」について課題があり、「困難」と
している理由は何か明確にされたい。
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憲法では、「公の支配」に属しない教育の事業に対し、公金を
支出することを禁じています。
　このため、私学助成を受ける学校法人の設置する学校に対し
ては、学校教育法、私立学校法、私立学校振興助成法の３つの
法律により、「公の支配」に属するようにするための様々な規
制が掛けられており、特に、私立学校法においては、学校の設
置者たるにふさわしい法人として学校法人制度を設け、他の法
人等を比べても、より高い公共性等を確保するための様々な規
定がもうけられています。
　私学助成は、これら３法の規定により、はじめて、憲法上も
可能となっているのです。
　しかしながら、株式会社やＮＰＯ法人が設置する学校につい
ては、このような規制が及んでいません。また、仮に、助成措
置の対象とするために、学校法人と同様の規制を及ぼす場合に
は、株式会社やＮＰＯ法人の特性を活かしたまま学校を設置す
るものとした特区制度本来の趣旨が損なわれてしまうことにな
ります。
　このように、株式会社やＮＰＯ法人の設置する学校にご提案
のような助成措置を行うことは、憲法上も、また制度の趣旨か
らも、困難であることをご理解ください。

貴省の回答では、「仮に、助成
措置の対象とするために、学校
法人と同様の規制を及ぼす場合
には、株式会社やＮＰＯ法人の
特性を活かしたまま学校を設置
するものとした特区制度本来の
趣旨が損なわれてしまう」とあ
るが、公金を支出せず児童が安
心できる運営が確保できないと
すれば、逆に「特区制度本来の
趣旨が損なわれてしまう」と言
えないか。特区において設置さ
れた学校の児童生徒が安心して
学校に通えるようにするために
行政としてどのように支援する
かと言うことは検討すべき課題
であり、そのためどのような要
件が必要かと言うことも含め
て、「イコールフッティングを
実現するためにはどうすればい
いか」という観点から検討し回
答されたい。
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　憲法８９条で定められたルールにしたがって国からの助成を行うため、
学校法人の設置する学校に対しては、学校教育法、私立学校法、私立学
校振興助成法の３つの法律により、さまざまな規制がかけられています。
　今回の特例措置は、株式会社やNPO法人から、これら３法により学校
法人が受けている規制を受けずに学校を設置したいという要望を受けて
設けられたものであり、仮に助成措置の対象とするために、学校法人と
同様の規制を株式会社やNPO法人に対して及ぼすとすれば、特例制度
を設けた趣旨に反してしまうことになります。
　また、株式会社もNPO法人も、さまざまな規制がかけられた学校法人を
創って学校教育を行う場合には、他の学校法人と同様に、国からの助成
が受けられることになっています。現にNPO法人の中には学校法人を
創って学校教育を行おうとする動きがあります。このような中で、株式会
社・NPO法人立の学校だけが、学校法人が受けるのと同様の規制を受け
なくても、国からの助成を受けられるということになれば、むしろ、他の学
校法人や、学校法人を創って学校教育を行おうとするNPO法人等とのイ
コールフッティングが図られないことになってしまいます。
　このため、「学校」運営を行いたいが、国からの助成を受けなければ、
児童が安心できる運営を確保できないということが事情としてあるのであ
れば、学校法人化を容易にするために別途設けられた特例制度も適宜
活用して、学校法人を設立することにより学校を設置し、国からの助成の
対象となることが適当であると考えられます。これが、憲法８９条で定めら
れたルールにも特例制度の趣旨にも、イコールフッティングという観点に
も合致するということをご理解いただきたいと思います。

1560 15602010

神戸
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による神
戸バイリ
ンガル・
スクール
構想

私立学校振興助成法における規制（例：12条
の所轄庁の予算変更勧告や役員解職勧告）の
適用を受ける学校設置会社及び学校設置非営
利法人が設置する学校については、私学助成
の適用を受けることとする。特に、授業料を
徴収することが認められない場合、私学助成
の適応を受けなければ、親の負担は多くな
る。現在、私立学校が受け入れている監査・
報告などを受け入れ、「公の支配」に属して
いるものとする。更に、私学審議会に相当す
る「特区学校審議会」を市町村長のもとに作
ることを考え、この機関において公的助成の
適切な運用を審査するものとする。

文部科
学省 0830830

株式会社
立学校及
びＮＰＯ
法人立学
校への私
学助成の
適用

憲法第８９
条

公金その他の公の財
産は、宗教上の組織
若しくは団体の使
用、便益若しくは維
持のため、又は公の
支配に属しない慈
善、教育若しくは博
愛の事業に対し、こ
れを支出し、又はそ
の利用に供してはな
らないとされてい
る。

CE

　特区において学校の設置主体として認められる株
式会社やNPO法人に対する補助金交付については、
憲法第89条の問題があり困難であると考えます。な
お、学校法人については、①学校教育法上の規制、
②私立学校法上の規制、③私立学校振興助成法上の
規制が総合的に課せられていることから、憲法第89
条に定める「公の支配」に属しているとされていま
す。
　ご提案は学校法人に対する従来の私学助成（財政
措置）の拡大を求めるものであり、規制の特例措置
を求めるものではなく、「従来型の財政措置は講じ
ない」とする特区の基本方針にも反すると考えられ
ます。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措
置として設置される学校とのイコールフィッティ
ングを求めるものであり、特区となることで単に
補助金が嵩上げされるという「従来型の財政措
置」とは異なる制度上の問題に関するものであ
る。このような観点から、提案者の趣旨を実現で
きないか回答されたい。
　提案の趣旨は、従来の学校と特区において設置
された学校とのイコールフッティングを求めるも
のである。両学校は学校教育法上同等のものであ
ることから、特区において設置された学校の児童
生徒が安心して学校に通えるようにするために行
政としてどのように支援するかと言うことは検討
すべき課題である。そのためどのような要件が必
要かと言うことも含めて、「イコールフッティン
グを実現するためにはどうすればいいか」という
観点から検討し回答されたい。
　また、貴省は国会答弁で、学校法人が私学助成
を受ける際に、「公の支配」に属していると考え
られる理由として、①学校教育法上の規制、②私
立学校法上の規制、私立学校振興助成法上の規制
があることをあげている。しかし、学校教育法上
の規制は学校設置会社及び学校設置非営利法人も
受けており、また、助成の対象となるならば、私
立学校振興助成法にあるような規制も検討すべき
であろう。そうすると、学校法人と学校設置会社
及び学校設置非営利法人の規制の差は、私立学校
法に基づく規制となる。私立学校法条の規制のみ
で「公の支配」について課題があり、「困難」と
している理由は何か明確にされたい。

CE

憲法では、「公の支配」に属しない教育の事業に対し、公金を
支出することを禁じています。
　このため、私学助成を受ける学校法人の設置する学校に対し
ては、学校教育法、私立学校法、私立学校振興助成法の３つの
法律により、「公の支配」に属するようにするための様々な規
制が掛けられており、特に、私立学校法においては、学校の設
置者たるにふさわしい法人として学校法人制度を設け、他の法
人等を比べても、より高い公共性等を確保するための様々な規
定がもうけられています。
　私学助成は、これら３法の規定により、はじめて、憲法上も
可能となっているのです。
　しかしながら、株式会社やＮＰＯ法人が設置する学校につい
ては、このような規制が及んでいません。また、仮に、助成措
置の対象とするために、学校法人と同様の規制を及ぼす場合に
は、株式会社やＮＰＯ法人の特性を活かしたまま学校を設置す
るものとした特区制度本来の趣旨が損なわれてしまうことにな
ります。
　このように、株式会社やＮＰＯ法人の設置する学校にご提案
のような助成措置を行うことは、憲法上も、また制度の趣旨か
らも、困難であることをご理解ください。

貴省の回答では、「仮に、助成
措置の対象とするために、学校
法人と同様の規制を及ぼす場合
には、株式会社やＮＰＯ法人の
特性を活かしたまま学校を設置
するものとした特区制度本来の
趣旨が損なわれてしまう」とあ
るが、公金を支出せず児童が安
心できる運営が確保できないと
すれば、逆に「特区制度本来の
趣旨が損なわれてしまう」と言
えないか。特区において設置さ
れた学校の児童生徒が安心して
学校に通えるようにするために
行政としてどのように支援する
かと言うことは検討すべき課題
であり、そのためどのような要
件が必要かと言うことも含め
て、「イコールフッティングを
実現するためにはどうすればい
いか」という観点から検討し回
答されたい。

CE

　憲法８９条で定められたルールにしたがって国からの助成を行うため、
学校法人の設置する学校に対しては、学校教育法、私立学校法、私立学
校振興助成法の３つの法律により、さまざまな規制がかけられています。
　今回の特例措置は、株式会社やNPO法人から、これら３法により学校
法人が受けている規制を受けずに学校を設置したいという要望を受けて
設けられたものであり、仮に助成措置の対象とするために、学校法人と
同様の規制を株式会社やNPO法人に対して及ぼすとすれば、特例制度
を設けた趣旨に反してしまうことになります。
　また、株式会社もNPO法人も、さまざまな規制がかけられた学校法人を
創って学校教育を行う場合には、他の学校法人と同様に、国からの助成
が受けられることになっています。現にNPO法人の中には学校法人を
創って学校教育を行おうとする動きがあります。このような中で、株式会
社・NPO法人立の学校だけが、学校法人が受けるのと同様の規制を受け
なくても、国からの助成を受けられるということになれば、むしろ、他の学
校法人や、学校法人を創って学校教育を行おうとするNPO法人等とのイ
コールフッティングが図られないことになってしまいます。
　このため、「学校」運営を行いたいが、国からの助成を受けなければ、
児童が安心できる運営を確保できないということが事情としてあるのであ
れば、学校法人化を容易にするために別途設けられた特例制度も適宜
活用して、学校法人を設立することにより学校を設置し、国からの助成の
対象となることが適当であると考えられます。これが、憲法８９条で定めら
れたルールにも特例制度の趣旨にも、イコールフッティングという観点に
も合致するということをご理解いただきたいと思います。

1562 15622010

全国
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による
小・中一
貫校とし
ての「東
京バイリ
ンガル・
スクー
ル」構想

私立学校振興助成法における規制（例：12条
の所轄庁の予算変更勧告や役員解職勧告）の
適用を受ける学校設置会社及び学校設置非営
利法人が設置する学校については、私学助成
の適用を受けることとする。特に、授業料を
徴収することが認められない場合、私学助成
の適応を受けなければ、親の負担は多くな
る。現在、私立学校が受け入れている監査・
報告などを受け入れ、「公の支配」に属して
いるものとする。更に、私学審議会に相当す
る「特区学校審議会」を市町村長のもとに作
ることを考え、この機関において公的助成の
適切な運用を審査するものとする。

文部科
学省 0830830

株式会社
立学校及
びＮＰＯ
法人立学
校への私
学助成の
適用

憲法第８９
条

公金その他の公の財
産は、宗教上の組織
若しくは団体の使
用、便益若しくは維
持のため、又は公の
支配に属しない慈
善、教育若しくは博
愛の事業に対し、こ
れを支出し、又はそ
の利用に供してはな
らないとされてい
る。

CE

　特区において学校の設置主体として認められる株
式会社やNPO法人に対する補助金交付については、
憲法第89条の問題があり困難であると考えます。な
お、学校法人については、①学校教育法上の規制、
②私立学校法上の規制、③私立学校振興助成法上の
規制が総合的に課せられていることから、憲法第89
条に定める「公の支配」に属しているとされていま
す。
　ご提案は学校法人に対する従来の私学助成（財政
措置）の拡大を求めるものであり、規制の特例措置
を求めるものではなく、「従来型の財政措置は講じ
ない」とする特区の基本方針にも反すると考えられ
ます。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措
置として設置される学校とのイコールフィッティ
ングを求めるものであり、特区となることで単に
補助金が嵩上げされるという「従来型の財政措
置」とは異なる制度上の問題に関するものであ
る。このような観点から、提案者の趣旨を実現で
きないか回答されたい。
　提案の趣旨は、従来の学校と特区において設置
された学校とのイコールフッティングを求めるも
のである。両学校は学校教育法上同等のものであ
ることから、特区において設置された学校の児童
生徒が安心して学校に通えるようにするために行
政としてどのように支援するかと言うことは検討
すべき課題である。そのためどのような要件が必
要かと言うことも含めて、「イコールフッティン
グを実現するためにはどうすればいいか」という
観点から検討し回答されたい。
　また、貴省は国会答弁で、学校法人が私学助成
を受ける際に、「公の支配」に属していると考え
られる理由として、①学校教育法上の規制、②私
立学校法上の規制、私立学校振興助成法上の規制
があることをあげている。しかし、学校教育法上
の規制は学校設置会社及び学校設置非営利法人も
受けており、また、助成の対象となるならば、私
立学校振興助成法にあるような規制も検討すべき
であろう。そうすると、学校法人と学校設置会社
及び学校設置非営利法人の規制の差は、私立学校
法に基づく規制となる。私立学校法条の規制のみ
で「公の支配」について課題があり、「困難」と
している理由は何か明確にされたい。

CE

憲法では、「公の支配」に属しない教育の事業に対し、公金を
支出することを禁じています。
　このため、私学助成を受ける学校法人の設置する学校に対し
ては、学校教育法、私立学校法、私立学校振興助成法の３つの
法律により、「公の支配」に属するようにするための様々な規
制が掛けられており、特に、私立学校法においては、学校の設
置者たるにふさわしい法人として学校法人制度を設け、他の法
人等を比べても、より高い公共性等を確保するための様々な規
定がもうけられています。
　私学助成は、これら３法の規定により、はじめて、憲法上も
可能となっているのです。
　しかしながら、株式会社やＮＰＯ法人が設置する学校につい
ては、このような規制が及んでいません。また、仮に、助成措
置の対象とするために、学校法人と同様の規制を及ぼす場合に
は、株式会社やＮＰＯ法人の特性を活かしたまま学校を設置す
るものとした特区制度本来の趣旨が損なわれてしまうことにな
ります。
　このように、株式会社やＮＰＯ法人の設置する学校にご提案
のような助成措置を行うことは、憲法上も、また制度の趣旨か
らも、困難であることをご理解ください。

貴省の回答では、「仮に、助成
措置の対象とするために、学校
法人と同様の規制を及ぼす場合
には、株式会社やＮＰＯ法人の
特性を活かしたまま学校を設置
するものとした特区制度本来の
趣旨が損なわれてしまう」とあ
るが、公金を支出せず児童が安
心できる運営が確保できないと
すれば、逆に「特区制度本来の
趣旨が損なわれてしまう」と言
えないか。特区において設置さ
れた学校の児童生徒が安心して
学校に通えるようにするために
行政としてどのように支援する
かと言うことは検討すべき課題
であり、そのためどのような要
件が必要かと言うことも含め
て、「イコールフッティングを
実現するためにはどうすればい
いか」という観点から検討し回
答されたい。

CE

　憲法８９条で定められたルールにしたがって国からの助成を行うため、
学校法人の設置する学校に対しては、学校教育法、私立学校法、私立学
校振興助成法の３つの法律により、さまざまな規制がかけられています。
　今回の特例措置は、株式会社やNPO法人から、これら３法により学校
法人が受けている規制を受けずに学校を設置したいという要望を受けて
設けられたものであり、仮に助成措置の対象とするために、学校法人と
同様の規制を株式会社やNPO法人に対して及ぼすとすれば、特例制度
を設けた趣旨に反してしまうことになります。
　また、株式会社もNPO法人も、さまざまな規制がかけられた学校法人を
創って学校教育を行う場合には、他の学校法人と同様に、国からの助成
が受けられることになっています。現にNPO法人の中には学校法人を
創って学校教育を行おうとする動きがあります。このような中で、株式会
社・NPO法人立の学校だけが、学校法人が受けるのと同様の規制を受け
なくても、国からの助成を受けられるということになれば、むしろ、他の学
校法人や、学校法人を創って学校教育を行おうとするNPO法人等とのイ
コールフッティングが図られないことになってしまいます。
　このため、「学校」運営を行いたいが、国からの助成を受けなければ、
児童が安心できる運営を確保できないということが事情としてあるのであ
れば、学校法人化を容易にするために別途設けられた特例制度も適宜
活用して、学校法人を設立することにより学校を設置し、国からの助成の
対象となることが適当であると考えられます。これが、憲法８９条で定めら
れたルールにも特例制度の趣旨にも、イコールフッティングという観点に
も合致するということをご理解いただきたいと思います。

1564 15642010

福岡
チャー
ター・ス
クール研
究会

「公設民
営」方式
による福
岡個性化
教育学校
構想

私立学校振興助成法における規制（例：12条
の所轄庁の予算変更勧告や役員解職勧告）の
適用を受ける学校設置会社及び学校設置非営
利法人が設置する学校については、私学助成
の適用を受けることとする。特に、授業料を
徴収することが認められない場合、私学助成
の適応を受けなければ、親の負担は多くな
る。現在、私立学校が受け入れている監査・
報告などを受け入れ、「公の支配」に属して
いるものとする。更に、私学審議会に相当す
る「特区学校審議会」を市町村長のもとに作
ることを考え、この機関において公的助成の
適切な運用を審査するものとする。

文部科
学省 0830840

NPO法人立
学校への
私学／教
育費助成

憲法第８９
条 CE

　特区において学校の設置主体として認められる株
式会社やNPO法人に対する補助金交付については、
憲法第89条の問題があり困難であると考えます。な
お、学校法人については、①学校教育法上の規制、
②私立学校法上の規制、③私立学校振興助成法上の
規制が総合的に課せられていることから、憲法第89
条に定める「公の支配」に属しているとされていま
す。
　ご提案は学校法人に対する従来の私学助成（財政
措置）の拡大を求めるものであり、規制の特例措置
を求めるものではなく、「従来型の財政措置は講じ
ない」とする特区の基本方針にも反すると考えられ
ます。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措
置として設置される学校とのイコールフィッティ
ングを求めるものであり、特区となることで単に
補助金が嵩上げされるという「従来型の財政措
置」とは異なる制度上の問題に関するものであ
る。このような観点から、提案者の趣旨を実現で
きないか回答されたい。
　提案の趣旨は、従来の学校と特区において設置
された学校とのイコールフッティングを求めるも
のである。両学校は学校教育法上同等のものであ
ることから、特区において設置された学校の児童
生徒が安心して学校に通えるようにするために行
政としてどのように支援するかと言うことは検討
すべき課題である。そのためどのような要件が必
要かと言うことも含めて、「イコールフッティン
グを実現するためにはどうすればいいか」という
観点から検討し回答されたい。
　また、貴省は国会答弁で、学校法人が私学助成
を受ける際に、「公の支配」に属していると考え
られる理由として、①学校教育法上の規制、②私
立学校法上の規制、私立学校振興助成法上の規制
があることをあげている。しかし、学校教育法上
の規制は学校設置会社及び学校設置非営利法人も
受けており、また、助成の対象となるならば、私
立学校振興助成法にあるような規制も検討すべき
であろう。そうすると、学校法人と学校設置会社
及び学校設置非営利法人の規制の差は、私立学校
法に基づく規制となる。私立学校法条の規制のみ
で「公の支配」について課題があり、「困難」と
している理由は何か明確にされたい。

CE

憲法では、「公の支配」に属しない教育の事業に対し、公金を
支出することを禁じています。
　このため、私学助成を受ける学校法人の設置する学校に対し
ては、学校教育法、私立学校法、私立学校振興助成法の３つの
法律により、「公の支配」に属するようにするための様々な規
制が掛けられており、特に、私立学校法においては、学校の設
置者たるにふさわしい法人として学校法人制度を設け、他の法
人等を比べても、より高い公共性等を確保するための様々な規
定がもうけられています。
　私学助成は、これら３法の規定により、はじめて、憲法上も
可能となっているのです。
　しかしながら、株式会社やＮＰＯ法人が設置する学校につい
ては、このような規制が及んでいません。また、仮に、助成措
置の対象とするために、学校法人と同様の規制を及ぼす場合に
は、株式会社やＮＰＯ法人の特性を活かしたまま学校を設置す
るものとした特区制度本来の趣旨が損なわれてしまうことにな
ります。
　このように、株式会社やＮＰＯ法人の設置する学校にご提案
のような助成措置を行うことは、憲法上も、また制度の趣旨か
らも、困難であることをご理解ください。

貴省の回答では、「仮に、助成
措置の対象とするために、学校
法人と同様の規制を及ぼす場合
には、株式会社やＮＰＯ法人の
特性を活かしたまま学校を設置
するものとした特区制度本来の
趣旨が損なわれてしまう」とあ
るが、公金を支出せず児童が安
心できる運営が確保できないと
すれば、逆に「特区制度本来の
趣旨が損なわれてしまう」と言
えないか。特区において設置さ
れた学校の児童生徒が安心して
学校に通えるようにするために
行政としてどのように支援する
かと言うことは検討すべき課題
であり、そのためどのような要
件が必要かと言うことも含め
て、「イコールフッティングを
実現するためにはどうすればい
いか」という観点から検討し回
答されたい。

CE

　憲法８９条で定められたルールにしたがって国からの助成を行うため、
学校法人の設置する学校に対しては、学校教育法、私立学校法、私立学
校振興助成法の３つの法律により、さまざまな規制がかけられています。
　今回の特例措置は、株式会社やNPO法人から、これら３法により学校
法人が受けている規制を受けずに学校を設置したいという要望を受けて
設けられたものであり、仮に助成措置の対象とするために、学校法人と
同様の規制を株式会社やNPO法人に対して及ぼすとすれば、特例制度
を設けた趣旨に反してしまうことになります。
　また、株式会社もNPO法人も、さまざまな規制がかけられた学校法人を
創って学校教育を行う場合には、他の学校法人と同様に、国からの助成
が受けられることになっています。現にNPO法人の中には学校法人を
創って学校教育を行おうとする動きがあります。このような中で、株式会
社・NPO法人立の学校だけが、学校法人が受けるのと同様の規制を受け
なくても、国からの助成を受けられるということになれば、むしろ、他の学
校法人や、学校法人を創って学校教育を行おうとするNPO法人等とのイ
コールフッティングが図られないことになってしまいます。
　このため、「学校」運営を行いたいが、国からの助成を受けなければ、
児童が安心できる運営を確保できないということが事情としてあるのであ
れば、学校法人化を容易にするために別途設けられた特例制度も適宜
活用して、学校法人を設立することにより学校を設置し、国からの助成の
対象となることが適当であると考えられます。これが、憲法８９条で定めら
れたルールにも特例制度の趣旨にも、イコールフッティングという観点に
も合致するということをご理解いただきたいと思います。

1658 16581020

　
NPO名古屋
NCS教育支
援セン
ター

NPO法人
による新
しいタイ
プの小中
学校の設
置

　・公立の小中学校に通う児童とのイコール
フッティングの観点から、児童数に応じた教
育助成を行う。

文部科
学省 0830840

NPO法人立
学校への
私学／教
育費助成

憲法第８９
条 CE

　特区において学校の設置主体として認められる株
式会社やNPO法人に対する補助金交付については、
憲法第89条の問題があり困難であると考えます。な
お、学校法人については、①学校教育法上の規制、
②私立学校法上の規制、③私立学校振興助成法上の
規制が総合的に課せられていることから、憲法第89
条に定める「公の支配」に属しているとされていま
す。
　ご提案は学校法人に対する従来の私学助成（財政
措置）の拡大を求めるものであり、規制の特例措置
を求めるものではなく、「従来型の財政措置は講じ
ない」とする特区の基本方針にも反すると考えられ
ます。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措
置として設置される学校とのイコールフィッティ
ングを求めるものであり、特区となることで単に
補助金が嵩上げされるという「従来型の財政措
置」とは異なる制度上の問題に関するものであ
る。このような観点から、提案者の趣旨を実現で
きないか回答されたい。
　提案の趣旨は、従来の学校と特区において設置
された学校とのイコールフッティングを求めるも
のである。両学校は学校教育法上同等のものであ
ることから、特区において設置された学校の児童
生徒が安心して学校に通えるようにするために行
政としてどのように支援するかと言うことは検討
すべき課題である。そのためどのような要件が必
要かと言うことも含めて、「イコールフッティン
グを実現するためにはどうすればいいか」という
観点から検討し回答されたい。
　また、貴省は国会答弁で、学校法人が私学助成
を受ける際に、「公の支配」に属していると考え
られる理由として、①学校教育法上の規制、②私
立学校法上の規制、私立学校振興助成法上の規制
があることをあげている。しかし、学校教育法上
の規制は学校設置会社及び学校設置非営利法人も
受けており、また、助成の対象となるならば、私
立学校振興助成法にあるような規制も検討すべき
であろう。そうすると、学校法人と学校設置会社
及び学校設置非営利法人の規制の差は、私立学校
法に基づく規制となる。私立学校法条の規制のみ
で「公の支配」について課題があり、「困難」と
している理由は何か明確にされたい。

CE

憲法では、「公の支配」に属しない教育の事業に対し、公金を
支出することを禁じています。
　このため、私学助成を受ける学校法人の設置する学校に対し
ては、学校教育法、私立学校法、私立学校振興助成法の３つの
法律により、「公の支配」に属するようにするための様々な規
制が掛けられており、特に、私立学校法においては、学校の設
置者たるにふさわしい法人として学校法人制度を設け、他の法
人等を比べても、より高い公共性等を確保するための様々な規
定がもうけられています。
　私学助成は、これら３法の規定により、はじめて、憲法上も
可能となっているのです。
　しかしながら、株式会社やＮＰＯ法人が設置する学校につい
ては、このような規制が及んでいません。また、仮に、助成措
置の対象とするために、学校法人と同様の規制を及ぼす場合に
は、株式会社やＮＰＯ法人の特性を活かしたまま学校を設置す
るものとした特区制度本来の趣旨が損なわれてしまうことにな
ります。
　このように、株式会社やＮＰＯ法人の設置する学校にご提案
のような助成措置を行うことは、憲法上も、また制度の趣旨か
らも、困難であることをご理解ください。

貴省の回答では、「仮に、助成
措置の対象とするために、学校
法人と同様の規制を及ぼす場合
には、株式会社やＮＰＯ法人の
特性を活かしたまま学校を設置
するものとした特区制度本来の
趣旨が損なわれてしまう」とあ
るが、公金を支出せず児童が安
心できる運営が確保できないと
すれば、逆に「特区制度本来の
趣旨が損なわれてしまう」と言
えないか。特区において設置さ
れた学校の児童生徒が安心して
学校に通えるようにするために
行政としてどのように支援する
かと言うことは検討すべき課題
であり、そのためどのような要
件が必要かと言うことも含め
て、「イコールフッティングを
実現するためにはどうすればい
いか」という観点から検討し回
答されたい。

CE

　憲法８９条で定められたルールにしたがって国からの助成を行うため、
学校法人の設置する学校に対しては、学校教育法、私立学校法、私立学
校振興助成法の３つの法律により、さまざまな規制がかけられています。
　今回の特例措置は、株式会社やNPO法人から、これら３法により学校
法人が受けている規制を受けずに学校を設置したいという要望を受けて
設けられたものであり、仮に助成措置の対象とするために、学校法人と
同様の規制を株式会社やNPO法人に対して及ぼすとすれば、特例制度
を設けた趣旨に反してしまうことになります。
　また、株式会社もNPO法人も、さまざまな規制がかけられた学校法人を
創って学校教育を行う場合には、他の学校法人と同様に、国からの助成
が受けられることになっています。現にNPO法人の中には学校法人を
創って学校教育を行おうとする動きがあります。このような中で、株式会
社・NPO法人立の学校だけが、学校法人が受けるのと同様の規制を受け
なくても、国からの助成を受けられるということになれば、むしろ、他の学
校法人や、学校法人を創って学校教育を行おうとするNPO法人等とのイ
コールフッティングが図られないことになってしまいます。
　このため、「学校」運営を行いたいが、国からの助成を受けなければ、
児童が安心できる運営を確保できないということが事情としてあるのであ
れば、学校法人化を容易にするために別途設けられた特例制度も適宜
活用して、学校法人を設立することにより学校を設置し、国からの助成の
対象となることが適当であると考えられます。これが、憲法８９条で定めら
れたルールにも特例制度の趣旨にも、イコールフッティングという観点に
も合致するということをご理解いただきたいと思います。

1658 16581060

　
NPO名古屋
NCS教育支
援セン
ター

NPO法人
による新
しいタイ
プの小中
学校の設
置

　・公立の小中学校に通う児童とのイコール
フッティングの観点から、児童数に応じた教
育助成を行う。
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文部科学省（特区）

省庁名 管理
コード

規制の特
例事項名 該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 各省庁からの回答に対する再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 各省庁からの回答に対する再々
検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プ
ロジェク
ト)の名

称

規制の特例事項の内容

文部科
学省 0830850

ホーム
ティーチ
ングス
クールで
学ぶ生徒
への教育
助成

憲法第８９
条 CE

　学校法人以外の教育事業者に対する補助金交付に
ついては、憲法第89条の問題があり困難であると考
えます。なお、学校法人については、①学校教育法
上の規制、②私立学校法上の規制、③私立学校振興
助成法上の規制が総合的に課せられていることか
ら、憲法第89条に定める「公の支配」に属している
とされています。
　ご提案は学校法人に対する従来の私学助成（財政
措置）の拡大を求めるものであり、規制の特例措置
を求めるものではなく、「従来型の財政措置は講じ
ない」とする特区の基本方針にも反すると考えられ
ます。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措
置として設置される学校とのイコールフィッティ
ングを求めるものであり、特区となることで単に
補助金が嵩上げされるという「従来型の財政措
置」とは異なる制度上の問題に関するものであ
る。このような観点から、提案者の趣旨を実現で
きないか回答されたい。
　提案の趣旨は、従来の学校と特区において設置
された学校とのイコールフッティングを求めるも
のである。両学校は学校教育法上同等のものであ
ることから、特区において設置された学校の児童
生徒が安心して学校に通えるようにするために行
政としてどのように支援するかと言うことは検討
すべき課題である。そのためどのような要件が必
要かと言うことも含めて、「イコールフッティン
グを実現するためにはどうすればいいか」という
観点から検討し回答されたい。
　また、貴省は国会答弁で、学校法人が私学助成
を受ける際に、「公の支配」に属していると考え
られる理由として、①学校教育法上の規制、②私
立学校法上の規制、私立学校振興助成法上の規制
があることをあげている。しかし、学校教育法上
の規制は学校設置会社及び学校設置非営利法人も
受けており、また、助成の対象となるならば、私
立学校振興助成法にあるような規制も検討すべき
であろう。そうすると、学校法人と学校設置会社
及び学校設置非営利法人の規制の差は、私立学校
法に基づく規制となる。私立学校法条の規制のみ
で「公の支配」について課題があり、「困難」と
している理由は何か明確にされたい。

CE

憲法では、「公の支配」に属しない教育の事業に対し、公金を
支出することを禁じています。
　このため、私学助成を受ける学校法人の設置する学校に対し
ては、学校教育法、私立学校法、私立学校振興助成法の３つの
法律により、「公の支配」に属するようにするための様々な規
制が掛けられており、特に、私立学校法においては、学校の設
置者たるにふさわしい法人として学校法人制度を設け、他の法
人等を比べても、より高い公共性等を確保するための様々な規
定がもうけられています。
　私学助成は、これら３法の規定により、はじめて、憲法上も
可能となっているのです。
　しかしながら、株式会社やＮＰＯ法人が設置する学校につい
ては、このような規制が及んでいません。また、仮に、助成措
置の対象とするために、学校法人と同様の規制を及ぼす場合に
は、株式会社やＮＰＯ法人の特性を活かしたまま学校を設置す
るものとした特区制度本来の趣旨が損なわれてしまうことにな
ります。
　このように、株式会社やＮＰＯ法人の設置する学校にご提案
のような助成措置を行うことは、憲法上も、また制度の趣旨か
らも、困難であることをご理解ください。

貴省の回答では、「仮に、助成
措置の対象とするために、学校
法人と同様の規制を及ぼす場合
には、株式会社やＮＰＯ法人の
特性を活かしたまま学校を設置
するものとした特区制度本来の
趣旨が損なわれてしまう」とあ
るが、公金を支出せず児童が安
心できる運営が確保できないと
すれば、逆に「特区制度本来の
趣旨が損なわれてしまう」と言
えないか。特区において設置さ
れた学校の児童生徒が安心して
学校に通えるようにするために
行政としてどのように支援する
かと言うことは検討すべき課題
であり、そのためどのような要
件が必要かと言うことも含め
て、「イコールフッティングを
実現するためにはどうすればい
いか」という観点から検討し回
答されたい。

CE

　憲法８９条で定められたルールにしたがって国からの助成を行うため、
学校法人の設置する学校に対しては、学校教育法、私立学校法、私立学
校振興助成法の３つの法律により、さまざまな規制がかけられています。
　今回の特例措置は、株式会社やNPO法人から、これら３法により学校
法人が受けている規制を受けずに学校を設置したいという要望を受けて
設けられたものであり、仮に助成措置の対象とするために、学校法人と
同様の規制を株式会社やNPO法人に対して及ぼすとすれば、特例制度
を設けた趣旨に反してしまうことになります。
　また、株式会社もNPO法人も、さまざまな規制がかけられた学校法人を
創って学校教育を行う場合には、他の学校法人と同様に、国からの助成
が受けられることになっています。現にNPO法人の中には学校法人を
創って学校教育を行おうとする動きがあります。このような中で、株式会
社・NPO法人立の学校だけが、学校法人が受けるのと同様の規制を受け
なくても、国からの助成を受けられるということになれば、むしろ、他の学
校法人や、学校法人を創って学校教育を行おうとするNPO法人等とのイ
コールフッティングが図られないことになってしまいます。
　このため、「学校」運営を行いたいが、国からの助成を受けなければ、
児童が安心できる運営を確保できないということが事情としてあるのであ
れば、学校法人化を容易にするために別途設けられた特例制度も適宜
活用して、学校法人を設立することにより学校を設置し、国からの助成の
対象となることが適当であると考えられます。これが、憲法８９条で定めら
れたルールにも特例制度の趣旨にも、イコールフッティングという観点に
も合致するということをご理解いただきたいと思います。

1179 11791020 武蔵丘学
院

小規模の
学校
「ホーム
ティーチ
ングス
クール」
の設置運
営事業

・通学する生徒数に応じた児童へ、公立の学
校に通う生徒とのイコールフッティングの観
点から教育助成を行う。

文部科
学省 0830860

私立学校
教職員共
済制度へ
の加入資
格の拡大

私立学校教
職員共済法
第１４条

私立学校法第３条に
定める学校法人、同
法第６４条第４項の
法人又は日本私立学
校振興･共済事業団
に使用される者でそ
の使用する者から給
与を受けるものを私
立学校教職員共済制
度の加入者とする。
（船員保険の被保険
者、専任でない者、
臨時に使用される者
その他常時勤務に服
しない者を除く。）

C

　株式会社は学校設置以外の事業を行うことについ
て、法人制度として特段の制限はありません。株式
会社立学校及び学校設置ＮＰＯ法人の教職員につい
ては、それぞれの法人内における人的流動性を阻害
することのないよう、民間の健康保険や厚生年金に
加入することとすべきことから、適用対象からは除
外されています。
　仮にこれを認めた場合は、同一法人内に異なる制
度の適用を受ける者が混在し、同一法人内で不均衡
が生じるとともに、人事異動に伴い年金等について
不利益を生じることが想定されるため、適当ではな
いと考えています。

1092 10921020 株式会社
朝日学園

御津町教
育特区

私立学校教職員共済制度への加入資格を学校
設置会社等の学校の教職員にまで拡大する
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文部科学省（特区）

省庁名 管理
コード

規制の特
例事項名 該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 各省庁からの回答に対する再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 各省庁からの回答に対する再々
検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プ
ロジェク
ト)の名

称

規制の特例事項の内容

文部科
学省 0830870

核燃料サ
イクル開
発機構の
重要な財
産の処分
等の認可
手続きの
緩和

核燃料サイ
クル開発機
構法施行規
則第21条、
22条

機構は、重要な財産
を貸し付け、譲渡
し、交換し、又は担
保に供することにつ
いて認可を受けよう
とするときは申請書
に、処分等を証する
書面を添えて、文部
科学大臣及び経済産
業大臣に提出しなけ
ればならない。

D-1

産学官連携による試験、研究、試作その他地域産業
へ技術の移転を促進する活動を行う者に対し、サイ
クル機構の重要な財産のうち施設及び設備を利用に
供する場合につきましては、核燃料サイクル開発機
構法第38条に基づく同法施行規則第22条ではなく、
同法第24条第3項「機構は、第1項の規定により行う
業務を妨げない範囲において、内閣総理大臣の認可
を受けて定める基準に従って、その設置する施設及
び設備を原子力の開発及びこれに関連する業務を行
う者の利用に供することができる。」に基づくこと
になります。
サイクル機構では、同条同項に基づいて、施設等供
用基準(10規程第73号)を内閣総理大臣の認可を受け
て定めております。地域産業への技術の移転を促進
する活動を行うものはこの基準を満足していればよ
く、文部科学大臣等の認可は必要ありません。
なお、サイクル機構の重要な財産のうち、特許等の
利用については、文部科学大臣の認可を必要とせ
ず、同法24条第１項第2号に基づいて、サイクル機
構が一般産業界に対し特許等を利用した製品開発の
協力を行う先端原子力関連技術成果展開事業等を積
極的に推進しているところです。

右の提案主体の意見を踏まえ回答された
い。

同法２４条第３項に基づき定めた施設等供用基準を満たせば
現行でも大臣の認可は不要であるとのことであるが、本県で
は、「原子力の開発及びこれに関連する業務」以外の分野へ
も技術移転を進めるアプローチを検討しており、電源立地地
域にける地域産業であれば業務の分野にかかわらず施設を
利用できる特例を求めるものである。

D-1

核燃料サイクル開発機構法第２４条第３項にあります『原子力
の開発及びこれに関連する業務』では、原子力は総合科学技術
であることを踏まえると、「これに関連する業務」との規定に
より、実際には相当幅広い分野を網羅できることになります。
ご提案いただいた業務が「原子力の研究開発及びこれに関連す
る業務」に該当するのか、すなわち、サイクル機構の施設が供
用できるかどうかについては、施設等供用基準の範囲内でサイ
クル機構が判断するものと考えておりますが、例えば、無重力
に関する研究についても施設の供用を実施した実績があり、サ
イクル機構の施設を供用して行う業務は概ね「原子力の開発及
びこれに関連する業務」と考えられるところであり、産学官連
携事業に支障が生じるとは想定されません。
従いまして、文部科学省としましては、「原子力の開発及びこ
れに関連する業務」に関連する広範囲な分野への技術移転につ
いて、「施設等供用基準」(10規程第73号)に基づき実施が可能
であると考えております。

1195 11951010 福井県

ふくい原
子力・地
域産業共
生構想

核燃料サイクル開発機構の重要な財産（土
地、建物等）を使用して、産学官連携による
試験、研究、試作その他地域産業へ技術を移
転を促進する活動を行う者に対し、法22条に
基づく大臣の認可を不要とする。

文部科
学省 0830880

施設設置
を含めて
学校給食
を民間委
託した場
合の県費
学校栄養
士の配置
の容認

公立義務教
育諸学校の
学級編制お
よび教職員
定数の標準
に関する法
律第８条の
２

学校給食法
第５条の２

公立義務教育諸学校
の学級編制及び教職
員定数の標準に関す
る法律（以下「義務
標準法」という。）
第８条の２は、学校
給食法第５条の２に
規定する共同調理場
の学校栄養職員につ
いて標準定数に算定
している。
　学校給食法第５条
の２において、共同
調理場は義務教育諸
学校の設置者が設置
したものとされてい
る。

D-1

　義務標準法第８条の２は、都道府県における学校
栄養職員の標準定数を定めるものであり、都道府県
が市町村ごとに配置する学校栄養職員数を制限する
ものではないため、都道府県とよく相談した上で、
都道府県費の学校栄養職員を配置することができま
すので現行制度内で対応可能です。
　なお、学校栄養職員の標準定数は具体的には、給
食を単独で実施している学校や学校給食法第５条の
２に規定する共同調理場の数を根拠として算定して
おり、学校給食法上、共同調理場とは、義務教育諸
学校の設置者が設置する施設であり、その設置につ
いては条例により設置する必要があります。
　したがって、民間の調理施設は、学校給食法上の
共同調理場にはあたらず、都道府県における学校栄
養職員の標準定数には算定できません。
　仮にご提案のようなケースでは、学校栄養職員の
負担が実質的に減少することが予想されるにもかか
わらず、職員の配置人数をそのまま維持し、人件費
の一部を国が負担することについては、国による財
政措置は講じないという地方自治体の自立の精神の
尊重を目的とした構造改革特区の趣旨とも馴染まな
いと考えます。

貴省回答によれば、民間の調理施設は、
学校給食法上の共同調理場にはあたら
ず、都道府県における学校栄養職員の標
準定数には算定できないとのことである
が、例えば、補助金対象施設の転用やPFI
等を活用することなどにより、提案の趣
旨が実現できないか再度検討されたい。
併せて、右の提案主体の意見を踏まえ回
答されたい。

公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に
関する法律）第８条の２に基づく標準定数の考え方は理解で
きますが、学校栄養職員についてこの定数に算定されるため
には、「共同調理場の設置」を市町村が条例で定める必要が
あるという学校給食法第５条の２の規定は、学校給食の民間
委託化を推進していくうえでは阻害要因であるといわざるを
得ません。学校給食の委託には多様な方式があり、当市で
は調理場の老朽化により施設設置を含めて委託する「民設
民営方式」の採用を計画していますが、給食計画の策定、給
食費の決定・徴収及び食材費の支払いなどの管理部門及び
献立の作成、食材の購入計画と検収、検食、食を通しての教
育現場との連携・参画などの栄養部門は当市が保持し、調理
業務と搬送業務のみを委託する計画であり、決して「丸投げ」
で委託を行なうものではなく「学校給食業務の運営の合理化
について（昭和６０年１月２１日文部省体育局長通知）」の内
容に沿ったものであり、栄養職員の業務も現行と何ら変わる
ことはありません。このような場合、「共同調理場の設置」の
みを定数算定の要件としている学校給食法の規定について、
市町村が管理運営する「学校給食の実施」について条例で定
める場合も適用されるよう、適用条件の緩和について再考を
求めます

D-1

　学校栄養職員の標準定数は具体的には、給食を単独で実施し
ている学校や学校給食法第５条の２に規定する共同調理場の数
を根拠として算定しており、学校給食法上、共同調理場とは、
義務教育諸学校の設置者が設置する施設であり、その設置につ
いては条例により設置する必要があるとしています。
  なお、ご提案の内容としては、当該共同調理場の所有権を民
間に置きながら、学校給食業務の運営管理の内容についての条
例を定めるとのお考えですが、この条例による「設置」につい
ては、設置者が当該施設について、所有権・賃借権等何らかの
権限を有していることが一般的な法律の解釈となっています。
  したがって、「民設民営」であっても、民間業者と賃貸借契
約を締結し、当該施設を公の施設としてリースすることや、Ｐ
ＦＩの事業方式の一つであるＢＴＯ方式（ＰＦＩ事業者が自ら
資金調達を行い、施設を建設した後にその所有権を公共に移転
し、一定期間ＰＦＩ事業者がその施設の維持管理・運営を行う
方式）などを活用して上記の趣旨を踏まえた条例を設置すれ
ば、現行制度で栄養職員の配置が可能ですので一度ご検討して
いただければと思います。

1184 11841010 山形県東
根市

学校給食
民間委託
特区

・現行法令上は、「義務教育諸学校の設置
者」が設置する「学校給食を実施するために
必要な施設」がないと、県費学校栄養職員の
算定基礎にならないことから、学校給食の民
間委託推進の障害となる。地域経済の活性化
のため規制を撤廃する必要がある。
・学校給食の完全な民間委託を推進するた
め、学校給食施設が民間であっても、市町村
等が給食の事務管理部門及び栄養管理部門を
運営する場合には、現行法上の制度と同様な
取り扱いを行うことにより、民間委託が更に
推進される。

文部科
学省 1611 16111010

就学時の
健康診断
みなし特
区

文部科
学省 0830900

文化財保
護法にお
める現状
変更の取
り扱いの
緩和

文化財保護
法第８０条

　文化財保護法第８
０条第１項の規定に
より、史跡名勝天然
記念物に関し、その
現状を変更し、又は
その保存に影響を及
ぼす行為をしようと
するときは、文化庁
長官の許可を得なけ
ればならないことと
されている。
　また、関係自治体
において、史跡等の
適切な保存・管理の
ために、現状変更の
許可基準等を示した
保存管理計画を策定
することとしてい
る。

E

保存管理計画は、史跡等の現状の課題を把握し、保
存管理を万全に期すために、地方公共団体において
策定されています。
御提案の保存管理計画の取扱いについては、当該計
画の策定者である宮城県教育委員会とご相談くださ
い。

1110 11102010 宮城県松
島町

マリンプ
ラン２１

　近年において、高齢化社会と完全週休２日制度によ
る国民の余暇時間の増大と余暇時間の活発化により、
社会の価値観やライフスタイルは極めて多様化し、
人々はまちづくりや地域づくりそのものに価値観を見
いだしている。これまでのような自然に依拠したスタ
イルの経済発展の成功には限界があり、今後は、地方
が独自にその知恵と潜在能力を発揮し、自立して地域
を運営していく時代となった。また、地域社会におけ
る新しい価値の創造は、現在社会のもう一つの社会制
度となる可能性も見えてきた。
　当町は、年間約３７０万人の観光客が訪れる東北最
大級の観光地であるが、その数字は年々減少し、町の
基幹産業である「観光」だけに、重要課題となってい
る。その課題解消として、既存のストックを熟成・持
続させながら、新しい発想を組み立て、魅力的な観光
地形成を図ることが、町の大きな目標となっていると
ころであるが、事業を推進するとき文化財保護法に関
する制限が厳しく、なかなか取り組みが困難である。
　なお、町都市計画マスタープラン策定（平成１６年
３月策定）を、町まちづくり委員会及び各地区住民の
協力を得ながら、ワークショップ方式で進めてきた
が、開催の都度、「観光客へのサービスが低い」。例
として①駐車場の整備②施設の位置・地区を示す誘
導・案内看板が少ない。という意見が非常に多かっ
た。
　よって、新しい観光地の形成及び観光客へのサービ
スの向上、並びに地域の活性化のため、特別名勝「松
島」の第１種保護地区における整備事業について、自
然及び景観、更には環境に配慮した整備計画である場
合、現状変更の取り扱いに係る規制の緩和を提案す
る。

幼稚園又は保育所等において、学校保健法第
６条及び児童福祉施設最低基準第１２条に基
づく定期健康診断を受検した児童について、
その健康診断の受検が当該児童の就学時健康
診断の実施前６ヶ月以内に実施したものであ
る場合は、学校保健法第４条に基づく就学時
健康診断を受検したものとみなし、当該健康
診断の受検を免除することで、受検に伴う保
護者等の負担の軽減を図る。

大阪府豊
中市

　就学時の健康診断は、各々の子どもの心身の状態に応じ、
最もふさわしい教育を受けることができるように特殊教育諸
学校への就学、特殊学級への編入等の就学指導を行うなど
のために実施しているものであり、市町村教育委員会が実施
主体となって、学齢簿が作成された後翌学年の初めから４月
前（１１月３０日）（学校教育法施行令に規定されている就学
事務の手続に支障がない場合にあっては３月前（１２月３１
日））までに行うこととされています。
　これは、就学時の健康診断の趣旨である適切な就学指導
を行うためには、子どもの心身の状態を適切に把握すること
が必要であり、この年代の子どもの発育・発達のスピードを
考えるとなるべく直近の健康診断の結果に基づく必要がある
ため、年末に実施しているものです。
　また、健康診断の内容についても定期健康診断とは異な
り、例えば知的障害があるかどうか、という観点から面接によ
る観察や知能検査を実施していただいております。
　それに対して、定期健康診断は、学校は成長過程にある児
童生徒等が集団で生活をする場であることから感染症の蔓
延等を防ぐために健康状態を把握して、その結果に基づき保
護者に治療の指示などをするために実施しているものです。
　定期健康診断については、６月３０日までに実施するものと
されていますが、これは治療に専念できる夏休みの前に実施
しておいたほうがよいこと等を考慮すると学年が始まってから
なるべく早い時期に実施することが必要であるためです。
　豊中市におかれては、定期健康診断や日常の健康観察、
保健指導等によって子どもの健康状態の把握に努めていた
だいており、このような取組みは就学時の健康診断を補うも
のとして非常に大切ですが、上に述べたとおり、就学時の健
康診断と定期健康診断は、実施の趣旨が異なることから時
期や具体的な検査内容についても各々異なっているものであ
るため、就学時の健康診断に代替しうるものではなく、それぞ
れ別個に実施していただきたいと考えております。

C

　市域全域が市街化されている本市においては、就学前の子ど
もたちの幼稚園等の就園率は約９８％であり、平成１５年度に
おける就学前の子ども３，６０３名について見ると、幼稚園等
で定期健康診断を受検した子どもは９８.１６％となってお
り、定期健康診断の受検確認ができていない子どもは６６名で
ある。
　就学前の子どもたちは、幼稚園等において定期健康診断を６
月に受検し、その結果を熟知した教員等が毎日、視覚的、嗅覚
的、聴覚的観察、或いは直接的接触により日常の健康観察、保
健指導を行い、就学時健康診断項目にある疾病等の有無の確
認、並びに園医等の早期対応により適切に健康管理されている
実態があり、個人及び集団の健康管理上の利益を享受してい
る。
　また、個々の子どもを適切に就学させるために保護者、関係
者が緊密に連携し、定期健康診断に加え日々の保育から心身の
状態を把握し、その成長の状況を考慮した上で最もふさわしい
義務教育諸学校へ繋げるための指導を就学時健康診断以前から
取組んでいる。
　本市においては約２％の未就園の子どもの健康状態の把握と
適切な就学指導が課題であり、就学時健康診断がその役割を果
たすものと捉えている。個に応じたきめ細かい指導に繋がる就
学時健康診断を実施するためには対象児を絞り込むことが効果
的かつ重要である。
  定期健康診断と就学児健康診断との間の約６ヶ月という時間
的経過における子どもの発育、発達については、前述している
とおり健康面、就学面においても十分対応している実態があ
り、地域の特性に応じて規制の特例措置を定めた構造改革特別
区域の最適地である。
　なお、本提案は、就学時の健康診断を希望するものの受検を
拒むものではなく、６ヶ月以内に受検した定期健康診断結果の
提出のない子どもについては、就学時の健康診断を実施するも
のであることを申し添える。

右の提案主体からの再意見を踏
まえ回答されたい。

　児童生徒等は、まだ成長過程にあることから大人よりも健康
状態の変化に留意する必要があります。さらに、学校はそのよ
うな児童生徒等が集団で生活をする場であることから、感染症
の蔓延や病気にかかることによる学習能率の低下などを防ぐた
めに、学校において健康診断を実施し、児童生徒等の健康状態
を把握して、その結果に基づき保護者に精密検査や治療の指示
などをすることが必要です。
　したがって、学年が始まってから、なるべく早い時期に毎学
年、定期に健康診断を実施する必要があります。例えば、治療
に専念できる夏休みの前に実施しておいたほうがいいこと、ま
た、体育等で水泳の始まる前に実施したほうがいいことなどを
考えると６月３０日までに健康診断を実施していただく必要が
あると考えています。
　それに対して就学時の健康診断は、各々の子どもの心身の状
態に応じ、最もふさわしい教育を受けることができるように、
特殊教育諸学校への就学、特殊学級への編入等の就学指導を行
うためなどに実施するものです。
　適切な就学指導を行うためには、子どもの心身の状態を的確
に把握することが必要ですが、この年代の子どもの発育・発達
のスピードを考えるとなるべく直近の健康診断の結果に基づく
必要があります。
　以上のように、子どもの健康診断には複数の目的があり、そ
れぞれの目的を達成するために適した時期と適した方法で健康
診断を実施する必要があります。
　したがって、就学時の健康診断と定期健康診断については別
個に実施していただきたいと考えております。
　それぞれの健康診断を受けることによって得られる個人及び
集団の健康管理上の利益について保護者及び企業等にご理解い
ただき、一層のご協力をお願いしていただきたいと考えます。
　なお、就学時の健康診断で「健康上の課題」を再度抽出する
ことの意義が見えてこないというご指摘をいただいています
が、この年代の発育・発達のスピードを考えますと、定期健康
診断と就学時の健康診断との間の約６ヶ月という時間的経過は
無視できないと考えます。

C

　幼稚園等の定期健康診断は子どもの心身が年齢相応の発
育・発達をしているかを確認し、その上で健康上配慮を要す
る子どもの保護者に対し、指導や医療機関への受診の勧奨
を目的としている。「子どもたちの健康上の課題」については
定期健康診断で把握されており、年長時学級等になった段階
で就学を見通した保育が通年行なわれている。
　また、本市における就学指導については、就学時健康診断
実施前から保護者、小学校、教育委員会、幼稚園等が相互
に情報交換を図り、相談・指導に取組みながら適正な就学指
導を行っているところである。
　以上のことから、未就園児のみを対象に就学時健康診断を
実施し、適正な保健指導と就学指導に繋げていくことが重要
であり、就学時健康診断で「健康上の課題」を再度抽出する
ことの意義が見えてこない。

提案は、健康診断の受検が児童の就学時
健康診断の実施前６ヶ月以内に実施した
ものである場合は、学校保健法第４条に
基づく就学時健康診断を受検したものと
みなし、当該健康診断の受検を免除する
ことで、受検に伴う保護者等の負担の軽
減を図るというものであり、「６ヶ月以
内」ということで期間の限定がついてい
ることを踏まえ、提案がどのようにした
ら実現できるかの視点で検討し回答され
たい。
　併せて、右の提案主体の意見を踏まえ
回答されたい。

就学時の健康診断は、健康状態を把握するだけでな
く、学校教育を受けるに当たり、子どもたちの健康
上の課題について保護者や本人の認識と関心を深め
たり、適正な就学を図る等を目的として実施するも
のであり、市町村教育委員会が就学事務の一環とし
て行うものです。
市町村教育委員会は、就学時の健康診断の結果を踏
まえ就学指導を行うこととされており、ご提案のよ
うに幼稚園又は保育所等で個別に実施した健康診断
を就学時の健康診断とみなした場合、健康診断の実
施時期と就学指導の時期に齟齬をきたすため、就学
指導が円滑に実施されないおそれがあります。
そのため、就学時の健康診断については、定期健康
診断とは別に実施する必要があると考えます。
ただし、就学時の健康診断は、日常の健康観察等に
よる情報がなく、これのみで健康評価を行うには限
界があることから、幼稚園又は保育所で受けた健康
診断の情報を参考とすることは、意義があると考え
ます。

ⅠC

市町村の教育委員会
は、翌学年の初めか
ら学校に就学させる
べき者で、当該市町
村の区域内に住所を
有するものの就学に
当たって健康診断
（就学時の健康診
断）を行わなければ
ならないものとされ
ている。

学校保健法
第４条、学
校保健法施
行令第１
条、学校保
健法施行規
則第１条

幼稚園・
保育所の
定期健康
診断を就
学時健康
診断とみ
なすこと
の容認

0830890
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文部科学省（特区）

省庁名 管理
コード

規制の特
例事項名 該当法令等 制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 各省庁からの回答に対する再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 各省庁からの回答に対する再々
検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分

類」の
見直し

「措置
の内

容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プ
ロジェク
ト)の名

称

規制の特例事項の内容

文部科
学省 0830910

専修学校
高等部に
おいて技
能教育の
連携措置
をとって
いる通信
制高校に
出張面接
指導を
行っても
らうこと
の容認

学校教育法
第45条の2

高等学校通
信教育規程
第3条

通信制高校における
面接指導は、実施校
又は協力校で行うこ
ととしている。

D-1

高等学校教育の水準を確保し、良好な環境の下で教
育が行われるよう、通信制課程における面接指導
は、実施校又は協力校で行われることが原則です。
しかし、指定技能教育施設においては、生徒の負担
等を考慮し、運用上の取扱いとして、技能連携を
行っている生徒を対象に面接指導が認められている
ケースもあり、施設・設備の整備状況、高校教員に
よる指導等教育上支障がない場合において、学校の
設置認可権者の判断により対応が可能と考えますの
で、ご相談ください。

提案の内容は全て実現できると解してよ
いか。なお、その際の相談先としては学
校の設置認可権者であると解してよい
か。

D-1

指定技能教育施設における高等学校の面接指導の実施について
は、制度の運用上の取扱いとして、個別事情を勘案して学校の
設置認可権者（私立高校については都道府県知事）の判断によ
り認められているところであり、通信制高校の面接指導の実施
にかかわる相談先は、私立高校の設置認可権者（都道府県知
事）となります。

1289 12891010

学校法人
新潟総合
学院
全日本
ウィン
タース
ポーツ専
門学校

専修学校
におけ
る、通信
制高校に
よる面接
指導実施
構想

　本校（全日本ウィンタースポーツ専門学校
高等部【仮称】）が技能教育の連携措置を
とっている通信制高校（開志学園高等学校）
に、本校にて出張面接指導を行ってもらうこ
と。
　その際、技能教育施設としての指定要件に
加え、高等学校通信教育第6条にある施設を
当校にて用意するものとする。

文部科
学省 0830920

学校設置
会社によ
る学校設
置事業の
全国実施

C

学校の設置主体については、構造改革特区において
株式会社およびNPO法人について一定の要件のもと
認められたところですが、その全国化の適否につい
ては、特区における実施状況についてできるだけ速
やかに評価を行い、検討を進めることとしていま
す。「経済財政運営と構造改革に関する基本方針
2003」参照。

1094 10941010

㈱アメリ
カンビ
レッジス
クール

次世代育
成型幼保
一元化構
想

幼保一元化施設の設置を踏まえ、柔軟的な教
育・保育サービスを提供するため、構造改革
特区にて限定的に認められている株式会社学
校の適用を全国実施されたい。

文部科
学省 0830930

株式会社
によるイ
ンター
ネット専
門職大学
院の設置
及び運営
の容認

構造改革特
別区域法第
12条、文部
科学省関係
構造改革特
別区域法第2
条第3項に規
定する省令
の特例に関
する措置及
びその適用
を受ける特
定事業を定
める省令第
８条

構造改革特区におい
ては、一定の要件の
下に、株式会社によ
る学校設置も、イン
ターネット等のみを
用いて授業を行う大
学院の校舎等の施設
に係る要件緩和も可
能となっています。

D-2

構造改革特区における特例である「特例番号８３
２：インターネット等のみを用いて授業を行う大学
における校舎等施設に係る要件の弾力化による大学
設置事業」については、構造改革特区における特例
「特例番号８１６：大学設置会社による学校設置事
業」と併用することが可能であり、これら双方の特
例が適用される地域として認定されれば、当該地域
においては、株式会社が「インターネットその他の
高度情報通信教育ネットワークのみを利用して当該
大学の教室等以外の場所で授業を行う大学院大学」
を設置することも可能となっています。

5079 50790001 株式会社
バベル 0

① 平成16年4月23日中央教育審議会大学分科会答申の
構造改革特別区域における大学設置基準等の特例措置
を学校教育法第68条に規定する大学院大学に限ること
なく、株式会社においてもインターネットその他の高
度情報通信教育ネットワークのみを利用して当該大学
の教室等以外の場所で授業を行う大学院大学を認めて
いただきたい。
② 大学設置基準第２章教育上の基本組織　第６条の
撤廃を、この大学院大学に限り認めていただきたい。
③ 大学設置基準第３章教員組織　第８条、第９条、
第１２条、第１３条の撤廃を、この大学院大学に限り
認めていただきたい。
④ 大学設置基準第４章教員の資格　第１４条、第１
５条、第１６条の撤廃を、この大学院大学に限り認め
ていただきたい。
⑤ 大学設置基準第５章収容定員　第１８条の撤廃
を、この大学院大学に限り認めていただきたい。
⑥ 大学設置基準第６章教育課程　第２４条の撤廃
を、この大学院大学に限り認めていただきたい。
⑦ 大学設置基準第７章卒業の要件等　第３０条の緩
和を、この大学院大学に限り認めていただきたい。
⑧ 大学設置基準第８章校地、校舎等の設置及び設備
第３４条、第３５条、第３６条、第３７条、第３８
条、第３９条、第４０条の撤廃を、この大学院大学に
限り認めていただきたい。
⑨ 専門職大学院設置基準第２章教員組織第5条2項の
撤廃を、この大学院大学に限り認めていただきたい。
⑩ 専門職大学院設置基準第９条及び大学通信教育基
準第３条の規定にも拘らず、この大学院大学の授業は
インターネット経由の授業のみでよいことを認めて頂
きたいこと。
（※特区での検討は①のみ）

文部科
学省 0830940

市民発想
の多種多
様なキャ
ラクター
の商品化
について
商標登録
等の手続
きの緩和
又は新た
な登録制
度の創設

著作権を取得するた
めに行政手続は必要
ない。

Ｅ

　著作権を取得するためには文化庁など行政への手
続は必要なく、お手数も費用も要しません。お尋ね
の「キャラクター」が創作性など「著作物」の要件
を満たす場合、創作された時点で、直ちに著作権が
生じます。

1061 10612010 奈良県生
駒市

地域コ
ミュニ
ティ振興
構想

市民や地域が発案したキャラクターなどの地
域限定販売の商品化については、市を通じる
ことにより現行の商標登録の手続きではなく
特許庁への届出のみで保護できるようにす
る。
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